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はじめに
　　 高度な安全性が要求される用途への使用について

　　 お願い

DynaEye は、日本国内における富士通株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Visual C++、および Visual Basic は、米国Microsoft Corporation の米国および
その他の国における登録商標です。
Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。
その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2006
All Rights Reserved, Copyright © 株式会社 PFU 2006
　
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

　本製品は，一般事務用，パーソナル用，家庭用，通常の産業等の一般的用途を想定して開発・設計・
製造されているものであり，原子力施設における核反応制御，航空機自動飛行制御，航空交通管制，
大量輸送システムにおける運行制御，生命維持のための医療用機器，兵器システムにおけるミサイル
発射制御など，極めて高度な安全性が要求され，仮に当該安全性が確保されない場合，直接生命・身
体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう開発・
設計・製造されたものではありません．
　お客様は本製品を必要な安全性を確保する措置を施すことなくハイセイフティ用途に使用しないで
ください．また，お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する，お客様また
は第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても富士通株式会社およびその関連会社は一切責
任を負いかねます．

・本書を無断で他に転載しないようお願いします．
・本書は予告なしに変更されることがあります．



本書の使い方
本書の使い方

本書の目的

本書は、スキャナおよびファイルから読み込んだイメージデータを認識し、コンピュータ上で管理す
る DynaEye EX の定義時および運用時の操作方法について説明しています。

対象読者

本書は、DynaEye EX を操作する一般ユーザーの方を対象としています。

前提知識

本書は、動作しているオペレーティングシステムに関する基本的な知識を持っていることを前提とし
た内容になっています。

マニュアル体系

DynaEye EX には、以下の 2 種類のマニュアルがあります。

－   ユーザーズガイド（このマニュアル）

DynaEye EX を初めてお使いになる方のためのマニュアルです。

－   ヘルプ

DynaEye EX に関する詳細な情報が記載されています。

オペレーティングシステムの表記

  本書では、オペレーティングシステムの名称を以下のように表記している場合もあります。

- Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system を「Windows® 2000 Professional」と表記

- Microsoft® Windows® XP Professional operating systemを「Windows® XP Professional」と表記

- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemを「Windows® XP Home Edition」と表記

- Microsoft® Windows® XP Professional operating systemおよびMicrosoft® Windows® XP Home Edition 
operating systemを総称して「Windows® XP」と表記
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第 1部 イントロダクション ～必ずお読み
ください～

DynaEye EXをご使用いただくための基本的な知識、システム設計、帳票設計の概要について紹介して
います。
必ずお読みください。

- DynaEye EXの概要

- システム設計

- 帳票設計

- インストール

- 操作の流れと画面構成
1
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第 1章 DynaEye EXの概要

1.1 DynaEye EXとは
DynaEye EXとは、スキャナおよびファイルから読み取った記入済み帳票のイメージと、それに対応し
た雛型帳票のイメージの書式定義情報を組み合わせてイメージ上の文字を認識し、パソコンで管理す
るソフトウェア OCRです。
OCRとは、Optical Character Reader（光学文字読取装置）の略称で、文字認識技術を応用して、帳票
上の文字を直接読み取ってコンピュータへ入力する入力装置のことです。従来は高精度なスキャナと
文字認識部が一体となった専用機が主流でしたが、DynaEye EXはWindows 対応のソフトウェアとし
て実現しました。
なお、OCRは大きく分けて、定型帳票の処理を目的とした帳票 OCRと、文書の処理を目的とした文
書 OCRに分類されますが、DynaEye EXは帳票 OCRにあたります。

1.2 特長
DynaEye EXの特長について説明します。

- パーソナルコンピュータと汎用のイメージスキャナで帳票 OCRを実現

帳票認識機能をソフトウェアで実現しているため、専用のハードウェアは必要としません。少量の
帳票を分散処理する低価格システムから、高速スキャナを組み合わせた集中入力システムまで、
ニーズに適した組み合わせが選択できます。

-  帳票制限の緩和

文字枠や印刷色の制限を大幅に緩和しています。

既存の帳票に多少の手直しを加えたものや、ワードプロセッサなどで作成した簡易帳票も使用でき
ます。また OCR専用機で使用していた専用帳票や、カラーイメージを保存する必要のある帳票も
読取り可能です。

ただし、読取り可能か否かは、事前にチェックが必要です。また、認識精度を上げるためには、帳
票レイアウトを変更した方が良い場合もあります。詳細は、“第 3章　帳票設計”を参照してくだ
さい。

- 簡単な帳票定義

帳票上の読取り位置を指定する書式定義は、未記入帳票を読み込んで、文字枠を自動抽出させる
か、マウスでドラッグするだけで作成できます。項目の属性もダイアログボックスで簡単に設定で
きます。
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1.3 機能
DynaEye EXの機能について説明します。

- イメージ入力機能

TWAIN 対応のスキャナを制御して、帳票のイメージデータを入力することができます。

- 帳票認識機能

イメージデータ上の文字やマークを、テキストデータに変換することができます。DynaEye EXで
認識できる文字は、以下のとおりです。　　

・ 手書き ANKS（数字・英字・カナ・記号） 
・ 手書き日本語
・ 活字 ANKS（数字・英字・カナ・記号） 
・ 活字日本語
・ 手書きマーク
・ バーコード

- 修正画面機能

帳票イメージと認識結果を画面上で見比べながら、認識した結果を確認し、誤っている部分があれ
ば簡単に修正することができます。

なお、認識は常に正しく行われるとは限らないので、必ず認識結果を確認、修正することが必要で
す。

- データ出力機能

認識結果を CSV 形式ファイル、TEXT形式ファイル、またはMicrosoft® Access 2000の DB 形式
（MDB）ファイルに出力できます。Microsoft® Access 2000 ファイル形式は、 Microsoft® Access 2002、

Microsoft® Access 2003からも利用できます。

また、指定した部分イメージを切り出して、TIFF形式ファイル（二値白黒）、BMP形式ファイル、

または JPEG形式ファイル（カラー）として保存することができます。

- 書式定義機能

帳票上の読取り部分の指示や、読取り条件を画面上で簡単に定義することができます。

- 異種帳票認識機能

複数の異なる帳票デザインを持つイメージデータを一括して読取り、それぞれの帳票にあった書式
定義で自動的に認識することができます。

- 知識処理機能

手書き日本語の読取り項目は、あらかじめ用意された知識処理辞書を使って単語照合を行うことに
より、認識精度を向上させることができます。

・ 住所辞書／氏名辞書／個人辞書による知識処理機能
・ 郵便番号連携機能
・ 知識辞書編集機能

- データチェック機能

認識結果に対して、それが妥当かどうかを指定したルールに沿ってチェックすることにより、記入
ミスや認識ミスの確認を容易に行うことができます。

- 複数のコンピュータからの修正機能

複数のコンピュータから同時に認識結果を確認・修正することにより、短時間でのデータ入力が可
能になります。

- カラーイメージ処理機能

24ビットフルカラーのイメージデータを入力し、帳票認識することができます。

- スキャナ読取と帳票認識の並行処理機能

スキャナ読取と帳票認識の同時並行処理を実現することにより、OCR専用機並の処理性能を実現
します。

- 結果確認・修正画面定義機能

読取り結果を確認する修正画面のレイアウトを、お客様の運用に合わせて容易にカスタマイズでき
ます。
4
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- 連携定義機能

スキャナ読取や帳票認識などの処理を、お客様の運用に合わせて定義することができます。処理し
たいボタンをクリックするだけで、複数の処理を続けて実行することもできます。

- 画面入力項目機能

読取り領域内の文字を認識させずに修正画面上で直接認識結果を入力することができます。

1.4 製品構成
ここでは、DynaEye EXの製品の構成について説明します。

- DynaEye EX（フルセット版）

スキャナ読取り、帳票認識など、すべての機能が含まれています。

- DynaEye EX（同時修正版）

ネットワーク上の他のコンピュータにあるイメージデータの認識結果を、複数のコンピュータから
同時に確認・修正を行う「複数のコンピュータからの修正機能」のみです。
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第 2章 システム設計

ここでは、DynaEye EXの運用の流れや必要な作業、利用する際の適切な形態やハードウェアの
選択方法について説明します。

2.1 DynaEye EXの運用の流れ
一般的に、DynaEye EXを利用したシステムの運用は、次の流れになります。

1. 雛型のイメージデータの読取り
未記入帳票をスキャナで読み取ってイメージデータを作成します。

2. 書式定義
読み取った雛型のイメージデータに、帳票上の文字を認識するための必要な情報を定義します。

3. 認識するイメージデータの読取り
認識したい記入済みの帳票をスキャナで読み取ってイメージデータを作成します。

4. 帳票認識
書式定義で指定された位置や属性などの情報をもとに、イメージデータを認識して文字データ化し
ます。

5. 確認・修正
記入文字の品質（くせ字や乱雑な記入など）により文字の認識率が左右され、すべての文字が正し
く認識できるとは限らないため、必ず認識結果を確認し、修正する必要があります。

6. データ出力
認識結果を上位の業務システムや他のアプリケーションソフトで利用できる形式に出力します。
7



第 1部  イントロダクション～必ずお読みください～
次に運用の流れ図を示します。

2.2 DynaEye EXの導入
DynaEye EXを初めて導入して、実際に運用するまでには、以下の作業を行ってください。

1. 帳票設計
OCR化する帳票や帳票レイアウトなどの検討をします。
帳票の印刷を印刷会社に発注する場合は、発注先に納期を確認してください。通常は、版下校正な
どの作業が入り、発注から印刷完了まで 2～ 3 週間以上必要になります。

2. 連携定義
スキャナ読取りや帳票認識など、お客様の運用に合わせた処理を定義します。

3. 同時修正の設定
文字認識結果の修正を同時に複数のコンピュータから行う場合は、同時修正機能を使用するための
設定をします。

4. データ受け渡しの検討
DynaEye EXの出力するテキストデータやイメージデータが、そのまま利用可能かどうか検討しま
す。利用する側でのファイル形式やデータ形式が異なる場合は、変換する手段を考えてください。

5. 書式定義の作成
帳票を認識するための書式定義をします。
8
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帳票照合や異種帳票処理に必要な条件を満たしていない場合、メッセージが通知されます。帳票の
設計（または書式定義）を見直してください。
DynaEye EXで書式定義を作成する際に、帳票上（または書式定義上）の問題点があれば、メッ
セージとして通知されますので、帳票の設計（または書式定義）を見直してください。

6. テスト運用
実際に運用する帳票を用意し、実際に記入してテスト運用を行います。以下のテストを行います。
・ 帳票設計上の問題点の洗い出し
・ 書式定義の確認
・ 連携定義の動作確認
・ データの受け渡しの確認
・ 認識精度の確認
・ 作業量の確認

場合によっては、帳票設計の見直し・書式定義の修正といった作業が発生します。

特に、帳票は一度配布してしまうと変更が困難になりますので、テスト運用段階で十分チェックし
ておいてください。

7. 実運用に向けての準備
以下の作業を行います。
・ 記入要領書の作成
・ 記入者への説明・記入指導

OCRでは、記入文字の良否が運用での成否を左右します。テスト期間中に、実業務として担当
する人に実際に記入してもらって読取りを実施し、その結果によっては記入教育などを実施す
ると良いでしょう。
文字記入の際の書き方・注意点などは、“付録 F　帳票記入上の留意点”を参照してください。

　

2.3 ハードウェア選択時の留意点
DynaEye EXを導入するに当たって、ハードウェアを選択する際の留意点を説明します。

- コンピュータの選択

対応機種は、“A.1　動作環境”で確認してください。

DynaEye EXは帳票認識処理をすべてソフトウェアで行うため、処理性能はコンピュータの性能お
よびメモリ実装量に大きく依存します。

- スキャナの選択

対応機種は、“A.7　接続可能なスキャナ”で確認してください。

DynaEye EXでは一般的なスキャナのほとんどが接続可能です。ただし、スキャナの機能や性能は

各機種で異なるため、選択には注意してください。

・ ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票（“3.1　DynaEye EXで扱える
帳票”参照）は、光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナで読取りできま
す。

!
注意

- DynaEye EXでは、以下のデータ量を目安としてシステム設計されることを推奨しま
す。
・ モノクロイメージの場合
用紙サイズが A4、解像度が 200dpiの帳票に対して、「20グループ /1キャビ
ネット」、「200ページ /1グループ」

・ カラーイメージの場合
用紙サイズが A4、解像度が 200dpiの帳票に対して、「20グループ /1キャビ
ネット」、「100ページ /1グループ」

・ キャビネット数
30程度

- 各キャビネット内の容量または全体の容量が上記を超える場合、DynaEye EXの各処
理の性能が低下し、処理に時間がかかることがありますので、十分テストしてからシ
ステムを設計してください。
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・ ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウト帳票を読み取る場合は、“付録 G　帳票読
取り時の注意事項”を参照してください。

・ 通常、スキャナ読取り時には、各機種固有の TWAIN画面（設定画面）が毎回表示されます。
富士通の特定スキャナ（fi シリーズなど）は自動設定機能があるため、TWAIN画面を表示せず
に読取りを行うことが可能です。

一般的には、大量の原稿を高速に読み取ることを目的に作られたドキュメント用スキャナ
（ADF）の方が、DTP 用に作られたスキャナ（フラットベッド）より、OCR向きと言えます。

- スキャナ以外の利用

DynaEye EXは、スキャナを使用したシステムを想定して作られたものです。そのため、スキャナ
以外から取得したイメージデータを処理する場合は、以下の点に注意してください。

・ ファクシミリから入力したイメージデータには、解像度、濃度、データ形式、独特の乱れなど、
スキャナでは想定できない様々な問題が発生します。
DynaEye EXを使って FAX-OCRシステムを構築する場合、運用形態を含めて多くのノウハウが
必要になり、開発量が膨大になります。FAX-OCRの専用システムの使用を推奨します。

・ コンピュータ画面の画面イメージやツール類で作成した帳票イメージは、印刷した帳票とは
フォントや罫線の形状、全体のバランスが異なる可能性があります。そのため、コンピュータ
上で作成したイメージで書式定義を作成する場合は、認識に悪影響が出ないか、十分テストし
てください。
10
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第 3章 帳票設計

ここでは、帳票を設計する際に最低限知っておいていただきたいことについて説明します。

3.1 DynaEye EXで扱える帳票
DynaEye EXで扱うことのできる帳票について説明します。
DynaEye EXで扱うことのできる帳票の種類は、大きく分けて 2 つあります（詳細は、“付録 C　帳票
設計規約”を参照してください）。

- 一般帳票（非ドロップアウトカラー帳票） 

帳票が黒色（または濃い色）で印刷されているもので、帳票照合機能を利用した帳票認識が可能で

す。レイアウトの規約が緩く、また伸縮や歪みに強いため、用紙・印刷・スキャナの選択の自由度
が広がります。

- ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票

すべての読取り部分がドロップアウトカラーまたは拡張ドロップアウトカラーで印刷されているも
ので、用紙端からの距離で位置決めを行います。

ドロップアウトカラーとは、人間の目には見えますが、スキャナで読み取ったときに用紙下地と区

別できない色のことです。拡張ドロップアウトカラーとは、DynaEye EXがソフトウェア上でド
ロップアウト可能な色のことです。

ドロップアウトカラー帳票は、処理スピードが速く、文字枠接触がない分、高い認識精度が見込め
ますが、伸縮のない用紙、特殊なインク、高精度の印刷、高価なスキャナが必要となります。

拡張ドロップアウトカラー帳票は、ソフトウェア上でドロップアウト処理を行うため、処理スピー
ドは遅くなりますが、スキャナの光源選択でドロップアウトできない場合にもドロップアウト処理
可能です。

DynaEye EXでドロップアウトカラーおよび拡張ドロップアウトカラーの帳票として認識できるの
は、光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fi スキャナで読み取ったイメージだけです。

その他、ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票読取り時の注意事項につ
いては、“付録 G　帳票読取り時の注意事項”を参照してください。

レイアウトの異なる複数の帳票を同時に処理する必要がある場合は、帳票識別機能を用いた異種帳票
処理を行うことになります。帳票識別機能には 2 種類ありますが、帳票の種類によって制約がありま
すので、あらかじめ“付録 C　帳票設計規約”の“C.4　異種帳票処理のための帳票設計”を確認して
ください。

3.2 既存帳票のチェック
 DynaEye EXは、従来の OCR専用機に比べて帳票設計上の制限が緩やかになっていますので、従来、
OCR化されていなかった伝票類もある程度読取り可能です。
しかし、そのような帳票は OCRの特性を考慮していないため、認識精度の面では劣る可能性が高くな
ります。特に定型業務の場合や、短期間に大量の帳票を処理する場合は、認識精度の差が導入効果
に大きな影響を及ぼしますので、帳票の設計を見直すことを推奨します。
すでに使用している帳票がある場合は、DynaEye EXで読取り可能かどうか、認識精度が十分に得られ
るかどうかを、“付録 B　帳票チェックシート”で必ず確認してください。
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3.3 帳票設計規約
帳票設計は DynaEye EXの導入においてとても重要な作業であり、適切な帳票設計を行えるかどうか
が、DynaEye EXの導入効果を左右すると言っても過言ではありません。特に、印刷業者に帳票の印刷
を依頼する場合は、大量に発注することになり、帳票設計に不具合があると長期にわたってその影響
が出るため、発注前の十分なチェックは不可欠な作業です。
新規に帳票を作成する場合や、既存帳票の設計を見直す場合は、“付録 C　帳票設計規約”を必ず熟読
してから行ってください。

3.4 帳票設計時の注意
帳票を設計するときのポイントと注意事項を説明します。

- 入力項目と記入内容のリストアップと絞り込み

入力業務で必要な項目のリストアップを行います。そして、各記入項目に記入される可能性のある
内容を調査します。この時に項目数をなるべく少なく、簡潔にすることがポイントです。帳票に記
入する文字数が多いと記入者の負担が増し、記入文字の品質が低下するためです。

また、DynaEye EXで読み取れる文字の種類を認識精度の高い順に並べると、以下のようになりま
す。

左側の方が、より認識精度が高くなります。

　　　　マーク　>　数字　>　英字　>　カナ・記号　>　漢字

いくつかの種類が混在すると、認識精度は低くなります。なるべく記入文字はマークと数字を基本
とした方が、導入効果が高くなります。

項目数を減らし、特に認識精度の低い種類の文字をなるべくなくすために、想定している項目につ
いて以下のチェックをしてください。

・ 認識をしてテキストにする必要があるか検討します。備考欄などイメージで閲覧・印刷できれ
ば良いものは、認識対象とせず、イメージフィールドとします。

・ 商品名や摘要のように、データベースのマスタなどから引き出し可能な項目は、漢字で記入さ
せるのではなく、できるだけコード化して、そのコードを記入させるようにします。コードは
できるだけ数字だけからなるものとし、チェックディジットを付加しておきます。

・ OCRによる認識と手入力を併用するという選択肢もあります。漢字項目の場合、住所や氏名の
ように知識処理を行える項目は認識させた方が早いですが、文章などは認識率が低いため、手
で入力した方が早い場合もあります。そのような場合は、住所・氏名のみを認識させて、文章
は画面上でイメージを参照しながら入力させると、効率良く処理できます。

その他、数値の場合は合計欄を設けたり、マークの場合は択一方式にするなど、論理的なチェック
が行えるように設計すると、修正効率が良くなります。

- 用紙の決定

用紙のサイズ・連量（厚さ）・紙質などは、基本的には使用するスキャナの仕様に依存します。

以下のことに注意してください。

・ ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票の場合は、用紙の伸縮などで
位置ずれが発生しやすいため、OCR用紙や上質紙などの、厚めのものを使用してください。

・ 再生紙を使用する場合は、小さな混入物がゴミとして読み取られ、認識率の低下を招くことが
ありますので、注意してください。

・ 定型サイズ外の用紙の場合は、スキャナの読取り設定時に制約を受けるときがあります。
・ 両面印刷を行う場合は、裏写りのないよう、紙の厚さに注意してください。
用紙の選定に当たっては、使用するスキャナで事前に十分な評価を行ってください。

- 帳票レイアウトや文字枠の設定

帳票レイアウトや文字枠の設定について、認識率を上げるためのポイントを示します。
・ 文字枠は、できるだけ大きめに作成してください。これは文字が文字枠に接触したり、文字枠
からはみ出す可能性を低くするためです。また、記入者にとって書きやすい文字枠にすること
により、文字の品質が向上します。
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・ フリーピッチ文字枠は極力さけてください。一文字ごとに枠が印刷された標準文字枠に比べて、
フリーピッチ文字枠は、文字と文字が接触したり、乱雑に記入されることが多く、認識率が低
くなります。

・ DynaEye EXでは破線枠や上書きマークなどが使用できますが、レイアウト上可能であれば実
線の文字枠を使用してください。これは実線の方がスキャナ入力時の歪みや乱雑な記入に強い
ためです。

・ 全体的にプレ印刷する文字や線分は大きめ・太めを心がけてください。低解像度でスキャナ読
取りをした場合、小さい文字・細い線分は欠落する可能性があります。DynaEye EXの場合、
記入場所以外のプレ印刷も帳票照合に使用しますので、認識精度や処理時間に影響を与えます。

- 印刷

一般帳票の印刷時に重要なことは、濃度やレイアウトが帳票によってばらつきがないことです。

また、ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票の印刷時に重要なことは、
位置のずれがないことと、スキャナの規格を満たしていることです。

一般帳票の場合、プリンタで印刷された帳票やプリンタ印刷原稿からの複写帳票でも使用すること
ができますが、どのプリンタ印刷や複写でも可能というわけではありません。特に、以下の点には
注意してください。

・ 帳票の印刷はできるだけ鮮明に行ってください。一般的なイメージスキャナで確実に黒と判定
され、かすれが発生しないような濃い印刷濃度が必要です。
推奨できるプリンタの機種は、レーザービームプリンタなどの電子写真式プリンタです。ドッ
トプリンタでは、濃度管理が難しい上に印刷密度が粗いため、適していません。インクジェッ
トプリンタも、滲みなどが発生しやすいので推奨できません。

・ プリンタの機種により、印刷結果が異なります。複数の機種を使って印刷すると、読取り位置
のずれや帳票のリジェクトが発生する可能性があります。帳票を重ねて、プレ印刷部分が完全
に重なるように同じになるように印刷してください。

・ 複写する場合は、二次複写、三次複写と急速に品質は劣化していきますので、複写原稿には印
刷した原紙を使用してください。

・ 複写機で複写する際には、できるだけ傾きが発生しないように注意してください。DynaEye EX
は傾きに強い認識方式を採用していますが、認識精度の面から言って、傾かない方が有利です。

・ 帳票に汚れや黒筋などがある場合や、印刷濃度が薄くて線がかすれたり、濃すぎてつぶれたり
することも認識時に障害となりますので、プリンタや複写機のメンテナンスにも留意してくだ
さい。

- ドロップアウトカラーの選択

ドロップアウトカラーは、スキャナの機種によりドロップアウトできる色、濃さ、網かけの密度な
どが異なります。大量に発注する前に、運用するスキャナでドロップアウトすることを確認してく
ださい。なお、fiスキャナでドロップアウト可能な印刷色に関する情報は、弊社ホームページの
「DynaEye EX製品情報」に最新情報を公開しています。
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第 4章 インストール

ここでは、DynaEye EX（フルセット版）のインストール方法について説明します。

4.1 インストール前の準備
DynaEye EX（フルセット版）をインストールする前に、必要なハードウェアおよびソフトウェアを準
備してください。

●必要なハードウェア

本体装置

Pentium 1GHz以上の CPUを搭載している本体装置が必要です。
なお、CD-ROMドライブが接続されている必要があります。

メモリ実装量

256Mバイト以上のメモリサイズを推奨します。24ビットフルカラーのイメージデータを読み取る場
合は、512Mバイト以上を推奨します。
なお、他のアプリケーションが動作していないことを前提にしています。

ハードディスク

DynaEye EX（フルセット版）をインストールするためには、100Mバイト以上の空き容量が必要です。

スキャナ

TWAIN（32ビット版）規格準拠のスキャナが必要です。
注）
TWAINとは、スキャナの読取りプログラムのアプリケーション・プログラミング・インターフェース
（API）の規格です。

●必要なソフトウェア
以下のいずれかのオペレーティングシステムが必要です。

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack 4以上（日本語版）
Microsoft® Windows® XP Professional operating system Service Pack 1a以上（日本語版）
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system Service Pack 1a以上（日本語版）

備考

- DynaEye EX（同時修正版）をインストールする場合は、“第 23章　認識データの同
時修正”を参照してください。
15
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4.2 インストール方法
DynaEye EX（フルセット版）をインストールする方法を説明します。
インストールする前に必ず "Readme.txt"を読んでください。Readme.txtは、CD-ROMのルートフォル
ダに格納されています。

●手順
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了させます。
ウイルス監視プログラムのように、メモリに常駐するプログラムを起動している場合、インストー
ル中にエラーが発生することがあります。

2.「DynaEye EX」の製品ディスクを CD-ROMドライブにセットします。
3.［DynaEye EX用の InstallShield Wizardへようこそ］のダイアログボックスが表示されるので、　
［次へ］ボタンをクリックします。

上記のダイアログボックスが表示されない場合は、［エクスプローラ］で CD-ROMドライブを表示
し、DynaEye EXフォルダ中の "Setup.exe"を起動してください。

!
注意

- すでに DynaEye EX（フルセット版または同時修正版）がインストールされている状
態で、再インストールする場合は、いったん DynaEye EX（フルセット版または同時
修正版）をアンインストールしてから、インストールしてください。

- DynaEye EX（フルセット版または同時修正版）をインストールする場合は、必ず
Administrators権限（Windows® XP Home Edition の場合はコンピュータの管理者権
限）でログオンしてください。

- オペレーティングシステムがWindows® XP Home Editionのコンピュータに
DynaEye EX（フルセット版）をインストールした場合、同時修正用のフルセット版
コンピュータとして運用することはできません。
16
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4.「フルセット版」を指定して、［次へ］ボタンをクリックします。

データの使用方法を指定して、［次へ］ボタンをクリックします。

備考

- 再インストールなどで、すでにイメージデータが存在する場合、［データの選択］ダ
イアログボックスが表示されます。

!
注意

- 以前のデータやディレクトリを消去、移動した場合は、必ず［以前のデータを使用し
ない］を選択してください。［以前のデータを使用する］を選択した場合、DynaEye 
EXの起動に失敗することがあります。
この様な状態になった場合、［以前のデータを使用しない］を選択して DynaEye EX
（フルセット版）を再インストールしてください。
17
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5.［インストール先の選択］のダイアログボックスで、インストール先を指定して、［次へ］ボタンを
クリックします。

通常は、画面に表示されているフォルダにインストールしてください。インストール先を変更した
い場合は、［参照］ボタンをクリックして、インストール先を指定してください。
インストール先フォルダは、4文字以上、98文字以内で指定してください。
なお、ルートフォルダ（ドライブの直下）は指定できません。
　
［ファイル コピーの開始］のダイアログボックスが表示されます。

6. インストールの内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

プログラムファイルがコピーされ、［問い合わせ］のメッセージが表示されます。

7. READMEファイルを読む場合は［はい］ボタンをクリックします。
［InstallShieldウィザードの完了］のダイアログボックスが表示されます。

8.［完了］ボタンをクリックします。
DynaEye EX（フルセット版）のインストールが完了します。
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4.3 アンインストール方法
DynaEye EX（フルセット版）をアンインストールする方法を説明します。

●手順
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了させます。
ウイルス監視プログラムのように、メモリに常駐するプログラムを起動している場合、アンインス
トール中にエラーが発生することがあります。

2.［スタート］ボタンをクリックします。
スタート メニューが表示されます。

3.［設定］から［コントロール パネル］（Windows® XPの場合は［コントロール パネル］）を選択し
ます。
コントロールパネルが表示されます。

4.［アプリケーションの追加と削除］のアイコン（Windows® XPの場合は［プログラムの追加と削
除］のアイコン）をダブルクリックします。
［アプリケーションの追加と削除］ダイアログボックス（Windows® XPの場合は［プログラムの追
加と削除］ダイアログボックス）が表示されます。

5. インストールされているプログラムの一覧から、「DynaEye EX」を選択します。

6.［変更と削除］ボタンをクリックします。
メッセージが表示されます。

7. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。

アンインストールが完了すると、［メンテナンスの完了］ダイアログボックスが表示されます。

!
注意

- DynaEye EX（フルセット版）をアンインストールする場合は、必ず Administrators
権限（Windows® XP Home Edition の場合はコンピュータの管理者権限）でログオン
してください。

- DynaEye EX（フルセット版）をアンインストールすると、知識処理で使用する氏名
辞書へ単語登録した内容（ファイル）も削除されます。アンインストール前に
DynaEye EX（フルセット版）のインストールフォルダにある氏名辞書ファイル
（Ocrname.dic）を任意のフォルダに複写し、インストール後のインストールフォル
ダ上に複写（上書き）し直してください。

- 知識処理で使用する氏名辞書については、“12.3　氏名辞書の編集”を参照してくだ
さい。

- アンインストールではキャビネットやイメージデータは削除されません。
キャビネットやイメージデータが不要になった場合は、あらかじめ、DynaEye EX
（フルセット版）で削除してからアンインストールを実行してください。
キャビネットやイメージデータの格納先については、それぞれ、“第 14章　キャビ
ネット管理”、“第 17章　基本操作”を参照してください。
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8.［完了］ボタンをクリックします。

DynaEye EX（フルセット版）のアンインストールが完了します。
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第 5章 操作の流れと画面構成

DynaEye EXをインストールしたあとの操作は、「定義」と「運用」の 2つに分かれます。
以下に、定義時と運用時の操作の流れとそれぞれの画面構成について説明します。

5.1 定義時の操作の流れと画面構成
DynaEye EXに関する定義は、「DynaEye EX定義（定義画面）」で行います。
「DynaEye EX定義（定義画面）」は、デスクトップで［DynaEye EX定義］アイコンをダブルクリック
すると表示されます。
定義時の操作の流れを以下に示します。

1. DynaEye EX定義（定義画面）でキャビネットを作成します。
2. 連携定義画面で運用に合わせた連携処理の定義を行います。
あらかじめ定義されている処理を使用する場合でも、必ず一度連携定義画面に切り替えてく          
ださい。

3. 書式定義を行うための雛型帳票を使って、書式定義画面で書式定義を行います。
4. 修正画面定義画面で修正画面のレイアウトを定義します。
5. スキャナ定義画面で読取り定義を行います。
6. 認識データ出力定義画面で出力定義を行います（認識データをファイルに出力する場合のみ）。

DynaEye EX定義の画面構成と、各画面の説明が記載されている参照先を以下に示します。
21
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5.2 運用時の操作の流れと画面構成
運用時は、「DynaEye EX（運用画面）」で操作します。
「DynaEye EX（運用画面）」は、デスクトップで［DynaEye EX］アイコンをダブルクリックすると表示
されます。
運用時の操作の流れを以下に示します。

1. DynaEye EX（運用画面）でキャビネットを切り替えます。

備考

- デスクトップ画面から、雛型帳票のスキャナ読取り、記入帳票のスキャナ読取り、帳
票認識、認識結果の修正、認識データの出力などの運用の操作も行うことができま
す。

!
注意

- 同時修正用コンピュータでは、各定義はできません。
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2. 記入帳票をスキャナで読み取ります。
3. 読み取った記入帳票を認識します。
4. 修正画面で認識データを確認 /修正します。
5. 認識データをファイルに出力します（認識データをファイルに出力したい場合のみ）。

DynaEye EXの画面構成と、各画面の説明が記載されている参照先を以下に示します。

5.3 デスクトップ画面とイメージ画面
DynaEye EX定義および DynaEye EXには、それぞれ以下の 2種類の画面があります。

- デスクトップ画面

- イメージ画面

デスクトップ画面では、イメージデータを管理します。この画面で複数のイメージデータのグループ
化、キャビネットの変更などを行います。
イメージ画面では、スキャナやイメージファイルから読み込んだイメージデータを編集します。
イメージデータ内のゴミの削除やイメージデータの傾き修正などを行います。

DynaEye EX定義または DynaEye EXを起動した直後は、デスクトップ画面が表示されます。イメージ
データを編集する場合は、イメージ画面に表示を切り替える必要があります。デスクトップ画面から
イメージ画面に表示を切り替えるには、以下のいずれかの方法があります。

!
注意

- 同時修正用コンピュータで運用する場合は、修正画面での操作のみ可能です。

!
注意

- イメージ画面での傾き補正やゴミ取りは、モノクロで読取ったイメージデータのみ有
効です。詳細については、ヘルプを参照してください。

- イメージデータは使用する場面によって「帳票」または「ページ」という表現を用い
ている場合があります。
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- 縮小イメージをダブルクリックする

- 縮小イメージを選択して、［表示］メニューの［イメージ画面］を選択する

- 縮小イメージを選択して、ツールバーの［イメージ画面］アイコンをクリックする

イメージ画面からデスクトップ画面に表示を切り替えるには、縮小イメージをダブルクリックする、
［表示］メニューの［デスクトップ画面］を選択する、またはツールバーの［デスクトップ画面］アイ
コンをクリックします。各画面の関係を以下に示します。

以下に、デスクトップ画面とイメージ画面の例を示します。
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第 5章  操作の流れと画面構成
デスクトップ画面の例（DynaEye EX定義）

イメージ画面の例（DynaEye EX定義）
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第 1部  イントロダクション～必ずお読みください～
デスクトップ画面の例（DynaEye EX）

イメージ画面の例（DynaEye EX）
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第 2部 定義編

DynaEye EXを使用するには、DynaEye EXをインストールしたあとで、お客様の運用に合わせて運用
環境を定義する必要があります。

ここでは、DynaEye EX定義に関する以下の内容について説明します。

- DynaEye EX定義の起動と終了

- 連携定義

- 書式定義

- 修正画面定義

- スキャナ定義

- 認識データ出力定義

- 知識辞書編集

- 活字 ANKS辞書作成

- キャビネット管理
27
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第 6章 DynaEye EX定義の起動と終了

ここでは、DynaEye EX定義の起動方法、および終了方法について説明します。

6.1 DynaEye EXのアイコン
DynaEye EXのインストールが終了すると、デスクトップ画面に 2つのショートカットアイコンが表示
されます。

［DynaEye EX定義］アイコンは、DynaEye EXの各種定義を行うプログラムです。スキャナ定義、書式
定義、認識データ出力といった、DynaEye EXの一連の処理に関する定義を行います。DynaEye EXを
使用する上で、これらを事前に定義しておく必要があります。

［DynaEye EX］アイコンは、DynaEye EXの運用を行うプログラムです。［DynaEye EX定義］で定義さ
れた内容に従って、実際にスキャナ読取り、帳票認識、認識データの出力等の処理を実行します。

以下に、DynaEye EX定義の起動 /終了方法について説明します。

備考

- DynaEye EXの起動 /終了方法については、“第 15章　DynaEye EXの起動と終了”
を参照してください。
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6.2 DynaEye EX定義の起動
DynaEye EX定義を起動する方法を説明します。

●手順
1.［DynaEye EX定義］アイコンをダブルクリックします。

DynaEye EX定義が起動され、以下の定義画面が表示されます。

●定義画面について
DynaEye EXを使用するための各種定義を行う画面です。
画面右側に表示されているボタンをクリックして、各種定義を行います。また、定義画面ではイメー
ジデータをキャビネット単位で管理することができます。イメージデータは縮小イメージで表示され
ます。
以下に、イメージデータが表示されている場合の定義画面の例を示します。
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●［連携定義］ボタン
連携定義画面を起動します。
キャビネットごとに DynaEye EX運用時の画面、および運用に合わせた連携ボタンを定義します。
連携定義の詳細については、“第 7章　連携定義”を参照してください。

●［書式定義］ボタン
イメージデータ上の文字を認識するために必要な情報を定義します。
書式定義の詳細については、“第 8章　書式定義”を参照してください。

●［出力定義］ボタン
認識したデータの出力形式（CSV/ACCESS/TEXT）、出力方法（新規／追加）、出力先といったデータ
出力に関する情報を定義します。
定義は［認識データ出力定義］ダイアログボックスで行います。
［認識データ出力定義］ダイアログボックスの詳細については、“第 11章　認識データ出力定義”を参
照してください。

●［スキャナ定義］ボタン
用紙の設定、読取り方法（モノクロ／カラー）、明るさ、コントラストといった、帳票をスキャナから
読み取る際の情報を定義します。
定義は［スキャナ定義］ダイアログボックスで行います。
［スキャナ定義］ダイアログボックスの詳細については、“第 11章　認識データ出力定義”を参照して
ください。

●［帳票認識］ボタン
イメージデータを選択してこのボタンをクリックすると、帳票認識が実行されます。

●［修正画面］ボタン
イメージデータを選択してこのボタンをクリックすると、修正画面が表示されて、認識データを確認
／修正することができます。

!
注意

- 指定したキャビネットに対する連携定義が設定されていない場合と、設定済みの場合
とで、定義画面に表示される［連携定義］のアイコンイメージが異なります。

備考

- 連携定義画面を初めて表示したときは、デフォルトの連携機能が定義されています。
デフォルトの連携機能については、“7.2.3　運用画面の連携ボタンの定義”を参照し
てください。

＜連携定義が設定されていない場合＞ ＜連携定義が設定済みの場合＞
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6.3 DynaEye EX定義の終了
DynaEye EX定義を終了する方法を説明します。

●手順
1. デスクトップ画面またはイメージ画面で、［ファイル］メニューの［終了］を選択します。

これで、 DynaEye EX定義が終了します。

備考

- DynaEye EX定義は、以下の方法で起動することもできます。
・［スタート］メニューの［プログラム］－［DynaEye EX］－［DynaEye EX定
義］の順に選択する（Windows® 2000 Professionalの場合）

・［スタート］メニューの［すべてのプログラム］－［DynaEye EX］－
［DynaEye EX定義］の順に選択する（Windows® XPの場合）

・［スタート］メニューの［ファイル名を指定して実行］で、DynaEye EX定義
の実行ファイル名（インストールディレクトリ￥DynaEyeEXDF.exe）を指定
する

!
注意

-「制限ユーザー」（Usersグループ）は、DynaEye EX定義を起動できません。
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第 7章 連携定義

ここでは、連携定義の概要および操作方法について説明します。

7.1 連携定義とは
連携定義とは、運用画面の設定を行う機能です。設定には、画面設定と操作属性の設定があり、画面
設定はキャビネットごとに設定でき、操作属性は全キャビネットに共通の設定ができます。
また、画面設定では、連携ボタンの詳細な設定を行うことができ、DynaEye EX標準の連携機能に加
え、ユーザーの運用に合わせたアプリケーションの連携ボタンを追加することもできます。

定型の処理内容を定義し、ボタンとして登録しておくことで、処理したいボタンをクリックするだけ
でスキャナ読取りや帳票認識を行うことができます。連携ボタンは複数の処理を組み合わせることも
できます。たとえば、スキャナ読取りと帳票認識を組み合わせて定義しておくことで、2つの処理を
続けて実行することができます（組み合わせは最大 5つ）。

さらに、アプリケーションの起動パラメーターをあらかじめ定義しておくこともできます。

7.2 連携定義の設定内容
連携定義は、キャビネットごとに設定できます。ただし、操作属性の設定は、全キャビネット共通で
有効になります。
以下に設定できる項目を説明します。

定義された処理が
ボタンとして表示
される

連携ウィンドウ
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連携定義で設定する内容は以下のとおりです。

- 運用画面のタイトルバーの表示内容（［画面設定］ダイアログボックスから設定）

- 運用画面の連携ウィンドウの表示位置（［画面設定］ダイアログボックスから設定）

- 運用画面の連携ボタンの定義（［画面設定］ダイアログボックスから設定）

- 運用画面の操作属性の設定（［操作属性］ダイアログボックスから設定）

タイトルバーの表示内容、連携ウィンドウの表示位置、連携ボタンの定義は、［画面設定］ダイアログ
ボックスから行います。［画面設定］ダイアログボックスは、［設定］メニューの［画面設定］を選択
すると表示されます。

 
操作属性の設定は、［操作属性］ダイアログボックスから行います。［操作属性］ダイアログボックス
は、［設定］メニューの［操作属性］を選択すると表示されます。

7.2.1 運用画面のタイトルバーの表示内容

運用画面のタイトルバーに表示されるタイトルを、半角文字換算 256文字以内で指定します。
お客様の運用に合わせて、内容がイメージしやすいタイトルを設定してください。

7.2.2 運用画面の連携ウィンドウの表示位置

連携ウィンドウとは、DynaEye EXの各処理に対応する連携ボタンが配置されているウィンドウです。
連携ウィンドウの表示位置として、「上」「下」「左」「右」のいずれかを選択します。
連携ウィンドウの表示位置に「上」を選択した場合の例を以下に示します。
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7.2.3 運用画面の連携ボタンの定義

運用画面で実行する機能（以降、「連携機能」と呼びます。）を連携ボタンに定義することができます。
連携機能は［画面設定］ダイアログボックスの「機能一覧」に表示されます。
連携機能の定義方法については、“7.3　連携機能の定義方法”を参照してください。

連携機能は最大 10個まで登録することができます。連携定義画面を初めて表示したときは、デフォル
トの連携機能として、以下の 5つの連携機能が定義されています。

- スキャナ読取（スキャナから帳票を読み込む処理）
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- 帳票認識（帳票を認識する処理）

- 読取＆認識（スキャナ読取りと帳票認識を並行して行う処理）

- 修正画面（修正画面を呼び出す処理）

- データ出力（認識データを出力する処理）

上記以外に処理を追加する場合は、［追加］ボタンをクリックして表示される［連携機能］ダイアログ
ボックスから行います。

7.2.4 画面設定の初期化

［画面設定］ダイアログボックスで、［初期化］ボタンをクリックすると、ウィンドウタイトル、連携
ウィンドウの表示位置、および連携ボタンに定義した内容が初期化されます。

7.2.5 運用画面の操作属性の設定

操作属性とは、運用画面における操作権限のことです。
操作属性には、「全ての操作」と「修正のみ」があり、［設定］メニューの［操作属性］で設定します。
設定により、操作できる機能範囲が制限されます。

全ての操作

すべての機能を操作することができます。ただし、操作対象となるのは、ローカルのドライブに存在
するイメージデータだけになります。
DynaEye EX（フルセット版）がインストールされているコンピュータで、運用画面を操作する場合
は、「全ての操作」を設定してください。

修正のみ

修正画面の起動のみ行うことができます。ネットワーク経由で他のコンピュータの認識結果を修正す
る場合は、「修正のみ」を設定してください。

備考

-「機能一覧」で連携機能の表示位置を移動すると、連携ウィンドウの連携ボタンを並
び替えることができます。

備考

- 操作属性の設定は、キャビネットごとに行えますが、すべてのキャビネットで共通の
設定になります。
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7.3 連携機能の定義方法
運用画面に表示される連携ボタンの機能（以降、連携機能と呼びます。）を定義するための手順につい
て以下に説明します。
連携機能を定義するには、以下の方法があります。

- 単一の処理を定義する

例：

スキャナの読取りのみ定義する、帳票認識のみ定義する ..など

- 複数の処理を組み合わせて定義する

例：

スキャナ読取りと帳票認識を合わせて定義する、スキャナ読取りからデータ出力まで一連の処
理をまとめて定義する ..など

ここでは、新しく作成したキャビネット（キャビネット名：練習 2）を使用して、連携定義を行う前
提で説明していますので、事前に練習 2キャビネットを作成しておいてください。キャビネットの作
成方法については、“第 14章　キャビネット管理”を参照してください。

7.3.1 単一の処理を実行する連携機能を定義する

ここでは、練習 2キャビネットにスキャナ読取りの処理を実行する連携機能を定義します。

●手順
1.［練習 2］タブを選択します。
2.［連携定義］アイコンをクリックします。

連携定義画面が表示されます。
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3.［設定］メニューの［画面設定］を選択します。

［画面設定］ダイアログボックスが表示されます。

4. 画面の各項目を指定します。
ここでは、以下のように指定します。

ウィンドウタイトル                  DynaEye EX運用
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連携ウィンドウの表示位置        右

5.［追加］ボタンをクリックします。
6.［連携機能］ダイアログボックスで設定を行います。

No.1～ No.10 まで 10 個の連携機能を設定するためのタブが用意されています。
No.1～ No.5 にはデフォルトの連携機能が設定されていますので、ここでは、No.6 のタブに、ス
キャナ読取り処理を設定します。

有効
チェックします。チェックすると、右側に表示されている連携ボタンが連携ウィンドウに表示さ
れます。また、［画面設定］ダイアログボックスの「機能一覧」にも反映されて表示されます。
チェックしなかった場合、［画面設定］ダイアログボックスの「機能一覧」には「×」が表示さ
れます。

タイトル
連携ボタンに表示する名称を半角換算で 10文字以内で入力します。入力した文字は、右側に表
示されている連携ボタンに表示されます。ここでは処理名が連想できるように「読取り処理」と
入力します。
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処理 1～ 5
連携機能に設定する処理（以降、連携処理と呼びます。）を処理する順にリストボックスから選
択します。
リストボックスに表示される連携処理名は以下のとおりです。

- スキャナ読取り

- 帳票認識

- 読取り＆帳票認識

- 修正画面

- 認識データ出力

- アプリケーション

連携処理を選択すると対応するアイコンが右側に表示されます。
ここでは、［処理 1］に「スキャナ読取り」を選択します。「スキャナ読取り」処理に対応するア
イコンが右側に表示されます。

設定
選択した連携処理に詳細設定項目がある場合は、［設定］ボタンをクリックして設定します。
［設定］ボタンが有効になる処理と、設定する内容については、“7.4　連携処理の詳細設定”を
参照してください。
ここでは、「スキャナ読取り」処理に詳細設定がないため、［設定］ボタンは無効です。

アイコン
連携ボタンに表示するアイコンを選択します。
［処理 1］～［処理 5］に表示されているアイコンの中から処理が連想しやすいアイコンを選択し
ます。
ここでは、［処理 1］しか設定されていないので、アイコンの選択はできません
（［処理 1］のアイコンが連携ボタンに表示されます）。

7.［OK］ボタンをクリックします。
定義した連携機能のアイコンとタイトル名が「機能一覧」に表示されます。
40



第 7章  連携定義
8.［画面設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックします。
定義した連携機能のボタンが連携ウィンドウに追加されて表示されます。

これで、「スキャナ読取り」処理を実行する連携機能の定義が終わりました。
以降、運用画面で［読取り処理］ボタンをクリックするだけで、スキャナ読取り処理が実行されます。

7.3.2 複数処理を実行する連携機能を定義する

ここでは、練習 2キャビネットに以下の 3つの処理を実行する連携機能を定義します。

- スキャナ読取り

- 帳票認識

- 認識データの修正

●手順
1.［練習 2］タブを選択します。

備考

-［連携機能］ダイアログボックスの［処理 1］～［処理 5］に「なし」を指定した場
合、指定した情報が取り消され、［画面設定］ダイアログボックスの機能一覧から削
除されます。

!
注意

-“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”で、操作属性を「修正のみ」とした場合、「修
正画面」処理以外の連携処理を設定した連携機能は無効になります（連携ボタンをク
リックしても何も実行されません）。
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2.［連携定義］アイコンをクリックします。

連携定義画面が表示されます。

3.［設定］メニューの［画面設定］を選択します。
［画面設定］ダイアログボックスが表示されます。
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4.［追加］ボタンをクリックします。

5.［連携機能］ダイアログボックスで設定を行います。

 
ここでは、No.7のタブに、「スキャナ読取り～帳票認識～認識データの修正」といった一連の処理
を設定します。

有効
チェックします。チェックすると、右側に表示されている連携ボタンが連携ウィンドウに表示さ
れます。また、［画面設定］ダイアログボックスの「機能一覧」にも反映されて表示されます。
チェックしなかった場合、［画面設定］ダイアログボックスの「機能一覧」には「×」が表示さ
れます。
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タイトル
連携ボタンに表示する名称を半角換算で 10文字以内で入力します。入力した文字は、右側に表
示されている連携ボタンに表示されます。ここでは処理名が連想できるように「連携処理」と入
力します。

処理 1～ 5
連携機能に設定する処理（以降、連携処理と呼びます。）を処理する順にリストボックスから選
択します。
リストボックスに表示される連携処理名は以下のとおりです。

- スキャナ読取り

- 帳票認識

- 読取り＆帳票認識

- 修正画面

- 認識データ出力

- アプリケーション

連携処理を選択すると対応するアイコンが右側に表示されます。
ここでは、［処理 1］に「スキャナ読取り」、［処理 2］に「帳票認識」、［処理 3］に「修正画面」
を選択します。

設定
選択した連携処理に詳細設定項目がある場合は、［設定］ボタンをクリックして設定します。
［設定］ボタンが有効になる処理と、設定する内容については、“7.4　連携処理の詳細設定”を
参照してください。
ここでは、「帳票認識」処理、「修正画面」処理の［設定］ボタンが有効になります。

アイコン
連携ボタンに表示するアイコンを選択します。
［処理 1］～［処理 5］に表示されているアイコンの中から処理が連想しやすいアイコンを選択し
ます。
ここでは、［処理 1］のアイコンを選択します（［処理 1］のアイコンが連携ボタンに表示されます）。

6.［OK］ボタンをクリックします。
定義した連携機能のアイコンとタイトル名が「機能一覧」に表示されます。
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7.［画面設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックします。
定義した連携機能のボタンが連携ウィンドウの中に追加されて表示されます。

これで、「スキャナ読取り～帳票認識～認識データの修正」といった一連の処理を実行する連携機
能の定義が終わりました。
以降、運用画面で［連携処理］ボタンをクリックするだけで、一連の処理が実行されます。

!
注意

- 複数の連携処理を設定する場合、［処理 1］から［処理 5］の順番で連携処理が実行
されます。
そのため、設定順番に注意する必要があります。
たとえば、［処理 1］に「帳票認識」を定義し、［処理 2］に「スキャナ読取り」を定
義した場合、意図した結果にならないことがあります。

- 複数の連携処理を設定した場合、「アプリケーション」以外の連携処理でエラーが発
生した場合、処理が中断されます。「アプリケーション」の実行時にエラーが発生し
た場合、次に設定されている連携処理が実行されます。

-「スキャナ読取り」と「帳票認識」を続けて実行した場合、実行中に読取り枚数や認
識枚数は表示されません。

-“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”で、操作属性を「修正のみ」とした場合、およ
び同時修正用コンピュータからは、複数の連携処理を設定した連携機能は無効になり
ます（連携ボタンをクリックしても何も実行されません）。

- 複数の連携処理を設定した場合、先頭または途中に「帳票認識」を定義すると、帳票
認識時に［認識中止］ボタンは表示されません。

備考

-［連携機能］ダイアログボックスの［処理 1］～［処理 5］に「なし」を指定した場
合、指定した情報が取り消され、［画面設定］ダイアログボックスの機能一覧から削
除されます。
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7.4 連携処理の詳細設定
［連携機能］ダイアログボックスの［処理 1］～［処理 5］で選択できる連携処理には詳細な設定を行
うことができます。以下に詳細設定が行える連携処理とその内容を説明します。

7.4.1 帳票認識の詳細設定、読取り＆帳票認識の詳細設定

［連携機能］ダイアログボックスの［処理 1］～［処理 5］のいずれかに「帳票認識」または「読取り
＆帳票認識」を選択して［設定］ボタンをクリックすると、以下のダイアログボックスが表示さ
れます。

帳票認識した結果（認識ページ数と認識失敗ページ数）をメッセージで確認したい場合に、チェック
ボックスをチェックします。チェックした場合、「帳票認識」処理が終了した後に以下のメッセージが
表示されます。

7.4.2 修正画面の詳細設定

［連携機能］ダイアログボックスの［処理 1］～［処理 5］のいずれかに「修正画面」を選択して［設
定］ボタンをクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。

修正画面の表示方法を指定します。画面の項目の詳細については、ヘルプを参照してください。
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開始ページ指定：
「オン」を選択した場合は、修正画面を表示する前に、表示するページ番号を入力するダイアロ
グボックスが表示されます。

修正対象指定：
修正対象となる帳票を指定します。［未修正帳票］を指定した場合は、未認識帳票、未修正帳票、
認識注意文字または論理エラーが残っている帳票が修正対象となり、修正済みの帳票は修正画面
には表示されません。
［エラー帳票］を指定した場合は、未認識帳票、認識注意文字または論理エラーのある帳票が修
正対象となります。この場合、認識注意文字も論理エラーもない帳票は、修正画面には表示され
ません。

修正モード：
修正画面の修正モードを指定します。修正モードに［エラー修正］を指定した場合は、以下の状
態のときのみ修正が可能になります。

- 認識注意文字や論理エラーがある場合（修正できるのは、認識注意文字または論理エラー
のあるフィールドおよび画面入力項目のみ）

- イメージ参照入力時

7.4.3 アプリケーションの詳細設定

［連携機能］ダイアログボックスの［処理 1］～［処理 5］のいずれかに「アプリケーション」を選択
して［設定］ボタンをクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。

起動するアプリケーションのパスと起動パラメーター、および対象ファイル名を、このダイアログ
ボックスに入力します。
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!
注意

- アプリケーションを実行する場合、環境変数 TMPまたは TEMPで指定されている
フォルダに "~SP"で始まる名前の作業ファイルが作成される場合があります。この
作業ファイルは自動では削除されないので、不要になった場合は削除してください。
なお、環境変数 TMPまたは TEMPでフォルダが指定されていない場合は、DynaEye 
EXのインストール先に作業ファイルが生成されます。

- 連携処理に設定できるアプリケーションは、［ファイル名を指定して実行］ダイアロ
グボックスなどから、以下の記述形式で指定したファイルを実行できるアプリケー
ションです。実行できるかどうかは、アプリケーションのマニュアルを参照してくだ
さい。
・‘アプリケーション’
・‘アプリケーション  起動パラメーター’
・‘アプリケーション  認識データ出力ファイル名’
・‘アプリケーション  起動パラメーター 認識データ出力ファイル名’

- 連携処理に設定しても処理が無効となるアプリケーションがあります。
例）ワープロソフトなど

- アプリケーションを実行した場合、実行したアプリケーションが終了するまで
DynaEye EXは処理を待ち合わせますが、アプリケーションによっては終了を待ち合
わせられないことがあります。
待ち合わせについての例を以下に示します。
・ Microsoft® Accessの場合

DynaEye EXからMicrosoft® Accessを起動したときは、Microsoft® Accessの
起動状態にかかわらず、終了を待ち合わせることができます。

・ Microsoft® Excelの場合
DynaEye EXからMicrosoft® Excelを起動したときに、他にMicrosoft® Excel
が起動していなければ、終了を待ち合わせることができます。
すでに、Microsoft® Excelが起動していた場合は、終了を待ち合わせることが
できません。
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第 8章 書式定義

ここでは、書式定義の概要、および書式定義の手順について説明します。

●単数の帳票で帳票認識を行う場合
一般帳票（黒印刷の帳票）で、かつ単数の帳票を帳票認識する場合、以下の設定を行います。

- 読取り領域の設定

- フィールド／フィールド情報の設定

- 知識処理情報の設定

- アンカーパターンの設定（必要に応じて）

●異種帳票処理を行う場合
複数の帳票を異種帳票処理する場合、［単数の帳票で帳票認識を行う場合］の設定のほかに、
異種帳票処理の設定を行います。
「異種帳票処理」とは、帳票認識時に複数の異なる帳票デザイン（最大 100種類）を持つイメージデー
タを一括して読み取らせる処理のことです。
異種帳票処理には、以下の 2つの方式があります。

帳票 ID識別方式
帳票 ID識別方式は、あらかじめ帳票上に印刷された認識文字（帳票 ID）によって帳票を識別する方
式です。帳票 IDによって該当する帳票を特定し、その帳票の書式定義に従って帳票の認識を行いま
す。
この方式の場合、以下の設定を行います。

- 帳票情報の設定

- 基準マークの設定（一般帳票の場合のみ）

- 帳票 IDの設定

帳票情報の設定については、“8.5　帳票情報の設定”を参照してください。
基準マークの設定については、“8.9.1　基準マークの設定”を参照してください。
帳票 IDの設定については、“8.10.1　帳票 IDの設定”を参照してください。

!
注意

- 書式定義を行うための雛型帳票は、帳票認識を行う記入済み帳票と同じ帳票レイアウ
トである必要があります。
一般帳票の場合、イメージデータのプレ印刷部分に合致していない部分があると、帳
票照合処理に失敗することがあります。
また、ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票の場合、帳票
のサイズや定義の位置などが異なると位置ずれが発生します。
どちらの場合も、読取り失敗や文字認識精度の低下を招くことになります。

- 一般帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票の場合、雛型帳票は未記入のものを使
用してください。記入済みのものを使用すると、正常に文字認識できません。

- 扱えるイメージデータは、モノクロまたはフルカラーのみです。
- 書式定義できるものは、スキャナで読み取ったイメージデータ（画像密度：200dpi/

240dpi/300dpi/400dpi）だけです。ビットマップなどを使って、直接描いたイメージ
データでは書式定義はできません。
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帳票レイアウト識別方式

帳票レイアウト識別方式は、帳票のレイアウト情報（帳票上にプレ印刷された罫線など）によって帳
票を識別する方式です。帳票上のレイアウトによって該当する帳票を特定し、その帳票の書式定義に
従って帳票の認識を行います。以下の図のように、印刷された罫線のパターンによって帳票を識別す
るので、帳票 IDは必要ありません。
この方式の場合、以下の設定を行います。

- 帳票情報の設定

帳票情報の設定については、“8.5　帳票情報の設定”を参照してください。

表 8.1に帳票 ID識別方式と帳票レイアウト識別方式の使い分けについて示します。

       

       

01

ID

02
03
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表 8.1　帳票 ID識別方式と帳票レイアウト識別方式の使い分け

●ドロップアウトカラー帳票で処理を行う場合
ドロップアウトカラー帳票で処理を行う場合、一般帳票（黒印刷の帳票）の設定のほかに、以下の設
定を行う必要があります。

- 帳票情報の設定

帳票情報の設定については、“8.5　帳票情報の設定”を参照してください。

●拡張ドロップアウトカラー帳票で処理を行う場合
拡張ドロップアウトカラー帳票で処理を行う場合、一般帳票（黒印刷の帳票）の設定のほかに、以下
の設定を行う必要があります。

- 帳票情報の設定

帳票情報の設定については、“8.5　帳票情報の設定”を参照してください。

帳票印刷色 帳票デザイン 異種帳票処理の方式

黒印刷 以下の条件をすべて満たすもの
・入力する帳票に明らかなデザイ
ンの違い（帳票面積の 20％以
上）がある 

・すべての帳票に 2cm以上の罫線
が 5本以上ある

・網かけが帳票面積の 20％以下で
ある 

帳票 ID識別方式
または
帳票レイアウト識別方式

上記条件を満たさないもの 帳票 ID識別方式  

ドロップアウト
カラー／拡張ド
ロップアウトカ
ラー

無関係（すべての帳票）ただし、
黒背景ありまたは基準マーク付き
帳票であることが条件になります。

帳票 ID識別方式 

!
注意

- 帳票 ID識別方式と帳票レイアウト識別方式を混在させて異種帳票処理を行うことは
できません。

- 帳票デザインの条件を満たさない帳票に、帳票レイアウト識別を行った場合は、識別
に失敗して認識失敗となる可能性が高くなります。

- 認識失敗には、以下の 4通りの原因があります。
・ 帳票照合処理に失敗
・ 異種帳票処理時に帳票の特定に失敗
・ ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票の場合に帳票
サイズが異なる

・ 基準マークの検出に失敗
- 黒背景ありで読取りできる fiスキャナを使用して、黒背景付きで読み取ったイメージ
データは、雛型帳票および記入済み帳票ともに帳票レイアウト識別には使用できませ
ん。帳票レイアウト識別で異種帳票処理を行う場合は、［黒背景なし］で読み取って
ください。

- 帳票の特定に失敗した場合は、その帳票の異種帳票処理をやめ、別キャビネットで単
独に読み取る必要があります。

- モノクロイメージとカラーイメージを混在させた異種帳票処理はできません。
- カラーイメージを使用して帳票レイアウト識別を行う場合でも、罫線の色やプレプリ
ントの色による識別はできません。このため、レイアウトが同じで色だけが異なる帳
票を識別することはできません。
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8.1 書式定義とは
書式定義とは、帳票上の文字を認識するためにあらかじめ必要な情報を定義する機能です。
書式定義を使って、以下の設定が行えます。

- 帳票情報の設定

帳票の種類を特定するための情報を設定します。

- 読取り領域の設定

帳票上に記入された文字を認識するために、文字が記入される領域を定義します。この記入文字の
領域を「読取り領域」といいます。

- フィールド／フィールド情報の設定

フィールドとは、文字認識した結果を出力するときの最小単位です。各読取り領域をフィールド指
定することによって、認識結果が得られます。

フィールド情報とは、読取り領域内の文字を認識するために、あらかじめ文字種を限定したりする
ための情報です。フィールド情報の設定を行わないと、認識精度が十分に得られない恐れがありま
す。

- 知識処理情報の設定

知識処理情報とは、氏名や住所などの知識辞書と複数のフィールドとの関連付けを示すための情報
です。

- 位置決め情報の設定

一般帳票の場合に、帳票認識時に帳票イメージの位置決めをするために使用する情報として、アン
カーパターン、基準マーク、照合無視領域があります。

帳票 ID識別方式による異種帳票処理を行う場合や、帳票照合がうまくいかない場合に設定します。

- フィールド情報の拡張定義

帳票 IDやデータチェックの指定を行います。

●書式定義の留意点
ドロップアウトカラー帳票の書式定義を作成する際には、ドロップアウトカラー印刷部分もイメージ
データ上で黒く読み取ります。 書式定義プログラムでは、黒背景を検出して自動的に用紙のサイズを
検知しますが、このとき、帳票の各辺から幅 5.08mmの領域に連続した黒（ドロップアウトカラーの
線や塗り潰し）があると、用紙サイズを誤検出することがあります（ドロップアウトカラー印刷部分
は、帳票認識のときには白く読み取られますので、書式定義時のみ問題になります）。
図 8.1は、用紙の端から 5.08mm以内にドロップアウトカラーの線があったため、その線が用紙の端で
あると誤検出してしまった例です。

 

図 8.1　用紙端誤検出例

このような場合は、書式定義の作成を中止してデスクトップ画面に戻ったあと、イメージ画面に移行
して用紙の端付近の黒画像を削除してから、書式定義をやり直してください。
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黒画像を削除する方法については、ヘルプの "イメージの一部を削除する "を参照してください。
図 8.2は、図 8.1で誤検出の原因となったドロップアウトカラーの線を削除したことで、正しく検出で
きるようになった例です。

図 8.2　削除後、正しく検出された例

なお、右端が誤検出された場合でも原因が左端にある場合もあります。疑わしい部分はできるだけ削
除しておいてください。ただし、黒背景と用紙との境界が変わってしまわないように注意してくださ
い。

8.2 書式定義を行う手順
図 8.3に、書式定義を行う手順の概要を示します。
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図 8.3　書式定義を行う手順

(1)

(2)

(6)

(9)

(5)

(4)

(10)

(3)

(7)ID

ID

(8)
54



第 8章  書式定義
図 8.3に従って、各項目を説明します。

1. 書式定義を行う雛型の帳票イメージをスキャナで読み取ります。
雛型の帳票イメージには未記入の帳票を使用してください。ただし、拡張ドロップアウトカラー読
取りの場合は、読取り対象となる黒色の活字が帳票上に印刷されていても構いません。
また、ドロップアウトカラー読取りの場合は、記入済みの帳票が使用できます。
帳票イメージをスキャナで読み取る方法については、“第 18章　スキャナ読取り”を参照してくだ
さい。

2. 書式定義を行う画面を表示します。
書式定義画面を表示する方法については、“8.4.1　書式定義の画面表示”を参照してください。

3. 必要に応じて、帳票情報の設定を行います。
帳票情報の設定では、以下の設定が行えます。
・ 書式定義名
・ 帳票色
・ 基準マーク付き帳票
・ 帳票 IDフィールド付き帳票
・ 認識注意文字変換
・ 利用者プログラム
ここでの設定によって、異種帳票処理の識別方式を設定できます。
帳票情報の設定については、“8.5　帳票情報の設定”を参照してください。

4. 自動で読取り領域／フィールドを設定します。
帳票上の長方形の枠を読取り領域とみなして自動抽出し、連続する読取り領域に対して手書き
ANKSなどの属性を付けてフィールドを自動設定します。
帳票上の構成が条件に合わない部分は、手動設定が必要です。
自動で読取り領域を設定する方法については、“8.7　読取り領域とフィールドの設定（自動設定）”
を参照してください。
手動で読取り領域／フィールドを設定する方法については、“8.6　読取り領域とフィールドの設定
（手動設定）”を参照してください。

5. 書式定義を保存し、終了します。
書式定義の保存／終了の方法については、“8.4.2　書式定義の保存／終了”を参照してください。

6. 必要に応じて、基準マークの設定を行います。
基準マークの設定は、一般帳票（黒印刷の帳票）で、かつ異種帳票処理（帳票 ID識別方式）を行
う場合に必要です。
基準マークの設定については、“8.9.1　基準マークの設定”を参照してください。

7. 必要に応じて、帳票 IDの設定を行います。
帳票 IDの設定については、“8.10.1　帳票 IDの設定”を参照してください。

8. 必要に応じて、知識処理情報を設定します。
知識処理情報については、“8.8　知識処理情報の設定”を参照してください。

9. 必要に応じて、アンカーパターンの設定を行います。
アンカーパターンについては、“8.9.2　アンカーパターンの設定”を参照してください。

10.必要に応じて、照合無視領域の設定を行います。
照合無視領域の設定については、“8.9.3　照合無視領域の設定”を参照してください。
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8.3 サンプルデータについて
サンプルデータは、DynaEye EXの製品 CD-ROMの Sampleフォルダに格納されて提供されます。
提供されるサンプルデータは以下のとおりです。

（注 1）実際のサンプル名は、ファイルを読み込んだ「西暦下 2桁月日 _時間分秒」で表示されます。

ここでは、区別しやすいようにサンプル名を変更しています。
サンプル名の変更については、“17.5　イメージデータのタイトルの変更”を参照してくださ
い。

No.1：
一般帳票（黒印刷の帳票）で、かつ 1ページのサンプルです。このサンプルによって、一般帳票（1
ページ）の帳票処理を試みることができます。

No.2：
一般帳票（黒印刷の帳票）で、かつ複数ページのサンプルです。これらのサンプルによって、一般帳
票の異種帳票処理を試みることができます。

No.3：
ドロップアウトカラーの帳票で、かつ 1ページのサンプルです。このサンプルによって、ドロップア
ウトカラーの帳票（1ページ）の帳票処理を試みることができます。

No.4：
ドロップアウトカラーの帳票で、かつ複数ページのサンプルです。これらのサンプルによって、ド
ロップアウトカラーの帳票の異種帳票処理を試みることができます。

No.5：
手書き日本語フリーピッチ文字枠のサンプルデータです。

No.6：
拡張ドロップアウトカラー帳票で、かつ 1ページのサンプルです。

No サンプル名 CD-ROM 中のファイル名
 No.1 書式定義をしましょう (注 1) train00d.tif

帳票認識をしましょう (注 1) 　 train00s.tif

 No.2 練習 1(書式定義用 )(注 1) train01d.tif

練習 1(帳票認識用 )(注 1) train01s.tif

 No.3 (書式定義 )月刊○○１０月号読者アンケート train02d.ddf

月刊○○１０月号読者アンケート (注 1) train02s.tif

 No.4 書式定義 train03d.ddf

アンケート (帳票認識用 )(注 1) train03s.tif

 No.5 学習講座申込書 (書式定義用 )(注 1) 　 train04d.tif

学習講座申込書 (帳票認識用 )(注 1) train04s.tif

 No.6 (書式定義 )富士通自動車保険お客様シート train05d.ddf

富士通自動車保険お客様シート (注 1) train05s.jpg

備考

- この章では、書式定義の説明にサンプルデータを使用しています。そのため、書式定
義の操作の前に、製品 CD-ROMの Sampleフォルダに格納されているサンプルデー
タのファイルを読み込んでおくことをお薦めします。
サンプルデータの読込み方法は以下の通りです。
・ 定義画面で［ファイル］メニューの［開く］を選択します。
・ Sampleフォルダから、サンプルデータを指定して、［開く］ボタンをクリック
します。
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8.4 書式定義の開始／終了
書式定義の開始、および終了する方法について説明します。

8.4.1 書式定義の画面表示

書式定義画面を表示する方法を説明します。

●手順
1. 定義画面で、書式定義する縮小イメージ（帳票の雛型）を選択し、［書式定義］アイコンをクリッ
クします。
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2. 書式定義画面が表示されます。

この画面で書式定義を行います。

8.4.2 書式定義の保存／終了

書式定義を保存する、および終了する方法を説明します。

●手順
1.［ファイル］メニューの［上書き保存］を選択します。

書式定義が保存されます。
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2.［ファイル］メニューの［閉じる］を選択します。

「書式定義情報が作成または更新されました。」のメッセージが表示されます。

3. メッセージ確認後、［OK］ボタンをクリックします。

「書式定義（）」というタイトルの縮小イメージ（書式定義されたデータ）がキャビネット上に新し
く作成されます。（）内には、設定した書式定義名または帳票 IDが表示されます。両方ともない場
合は、「書式定義（）」と表示されます。なお、タイトル部分は青色で表示されます。

1つのキャビネットに書式定義が 1つの場合は、書式定義はこれで終了です。

なお、1つのキャビネットに複数の書式定義がある場合は、デスクトップ画面に戻った後、書式定
義チェック画面が表示されます。
書式定義チェックについては、“8.11　書式定義チェック”を参照してください。
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8.5 帳票情報の設定
帳票情報の設定について説明します。
帳票情報の設定では、帳票を認識するときの動作環境を設定します。
帳票情報の設定は、［帳票情報］ダイアログボックスから行います。
［帳票情報］ダイアログボックスは、［定義］メニューの［帳票情報］を選択すると表示されます。

- 書式定義名

書式定義に名前を付けます。

帳票レイアウト識別方式による異種帳票処理を行う場合は、ここで指定した名前をキーにして複数
の書式定義を区別するため、必ず設定してください。

- 非ドロップアウトカラー帳票

帳票認識時に読み込んだ帳票イメージに対して、DynaEye EXによる文字枠の除去を行う場合に指
定します。一般的な運用（一般スキャナを使った帳票認識など）は、この項目を指定します。

- ドロップアウトカラー帳票

文字枠の除去を DynaEye EX側で行わないようにする場合に指定します。ただし、スキャナ読取り
時にドロップアウトカラーを除去できないスキャナでは、指定しないでください。文字枠内に書か
れている文字を認識できなくなります。基準マークがある場合、fiスキャナ以外でも指定できま
す。基準マークがない場合、黒背景を付けられる fiスキャナのみ指定できます。

帳票認識では、あらかじめ帳票イメージ上の文字枠を除去してから文字枠内の文字を認識します。
通常は、文字枠の除去を DynaEye EX側で行います。スキャナの種類によっては、文字枠をドロッ
プアウトカラーで作成することによって、スキャナ読取り時に文字枠を除去することができます。

- 拡張ドロップアウトカラー帳票

ドロップアウトカラーの除去を DynaEye EX側で行う場合に指定します。スキャナ側でドロップア
ウトさせた場合、ドロップアウトできる色はスキャナの性能に依存しますが、DynaEye EX側で行
うことにより、赤系／緑系／青系の色をドロップアウトすることができます。この指定を行うため
には、フルカラーで読み取った帳票イメージを使って書式定義、および帳票認識を行う必要があり
ます。基準マークがある場合、fiスキャナ以外でも指定できます。基準マークがない場合、黒背景
を付けられる fiスキャナのみ指定できます。

- 基準マーク付き帳票

基準マークが印刷された帳票を読み取る場合にチェックします。一般スキャナを使用してドロップ
アウトカラー帳票または拡張ドロップアウトカラー帳票を読み取るときは、基準マークの印刷が必
要です。
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- 帳票 IDフィールド付き帳票

帳票 IDによる異種帳票処理を行う場合にチェックします。この設定を行うときは、書式定義内の
いずれか 1つのフィールドに対して、帳票認識時に書式定義を選択する際のキーとなる帳票 IDを
記入するフィールド（帳票 IDフィールド）を設定する必要があります。

- 帳票 ID

帳票 IDによる異種帳票処理を行う際に書式定義を選択するための帳票 IDを設定します。

- 認識注意文字変換の設定

認識結果に認識注意文字が含まれている場合に、ここで指定した文字を変換文字に変換して出力し
ます。変換文字には 1文字のみ指定できます。半角にも全角にも存在する文字を半角文字で指定し
ます。初期値は "?"です。ダブルクォーテーション（"）は指定できません。

- 利用者プログラム

帳票認識時に利用者プログラムを実行する場合に、実行する利用者プログラムの名前を指定しま
す。

［帳票情報］ダイアログボックスでの設定は、帳票認識する帳票イメージの種類や運用に従って異
なります。

以下に、帳票イメージの種類と［帳票情報］ダイアログボックスでの設定の関係について説明しま

す。

表中の「－」は、設定が省略可能であることを意味しています。
帳票定義名に「アンケート」と指定した場合、書式定義の縮小イメージのタイトルに反映されて、「書
式定義（アンケート）」と表示されます。また、帳票 IDに「97101」と指定した場合は、「書式定義
(97101)」と表示されます。
（注 1）帳票 IDが指定できるフィールドは「手書き ANKS」と「活字 ANKS」です。
（注 2）雛型のイメージデータをファイルに保存して、再度キャビネットに取り込んだ場合は、　　　
　　　ドロップアウトカラー帳票または拡張ドロップアウトカラー帳票として書式定義を行う
　　　ことはできません。
（注 3）基準マークが印刷されている場合のみチェックします。

［帳票情報］ダイア
ログボックスの
項目

一般帳票
（非ドロップアウトカラー帳票）

ドロップアウト
カラー帳票（注 2）

拡張ドロップアウトカ
ラー帳票（注 2）

単一帳票
処理

異種帳票
処理
（帳票 ID
識別方式）

異種帳票
処理
（帳票レイ
アウト
識別方式）

単一帳票
処理

異種帳票
処理
（帳票 ID
識別方式）

単一帳票
処理

異種帳票
処理
（帳票 ID
識別方式）

書式定義名 － － 指定する － － －

非ドロップアウト
カラー帳票 

チェック
する

チェック
する

チェック
する

－ － －

ドロップアウト
カラー帳票　

－ － － チェック
する

チェック
する

－

拡張ドロップ
アウトカラー帳票

－ － － － － チェック
する

チェック
する

基準マーク付き
帳票　

－ チェック
する

－ チェック
する
（注 3）

チェック
する
（注 3）

チェック
する
（注 3）

チェック
する
（注 3）

帳票 IDフィールド
付き帳票

－ チェック
する
（注 1）

－ － チェック
する
（注 1）

－ チェック
する
（注 1）

帳票 ID － 指定する
（数字 /
英字）

－ － 指定する
（数字 /
英字）

－ 指定する
（数字 /
英字）

認識注意文字の変
換出力

－ － － － － － －

認識注意文字の変
換文字

－ － － － － － －

利用者プログラム － － － － － － －
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8.5.1 カラーイメージの読取り

カラーイメージを読み取る場合、以下の 2つの処理方法があります。

- 拡張ドロップアウトカラー読取り

ドロップアウトカラー帳票、および拡張ドロップアウトカラー帳票（色あいの鮮やかな赤 /緑 /青
系統の文字枠からなる帳票）が対象となります。この処理方法では、黒背景または基準マークによ
る位置決めを行い、文字枠の除去はソフトウェアによりドロップアウトします。このため、黒背景
を付けることができるスキャナにより読取りを行うか、または帳票上に基準マークが必要になりま
す。

- 一般帳票読取り

黒色または黒に近い濃色の文字枠、プレプリントからなる帳票が対象となります。この処理方法で
は、帳票照合を行うことにより読取りを行います。

処理方式の区別は、書式定義の帳票情報の指定により判断します。具体的には、雛型帳票としてカ
ラーイメージを読み込んだ上で、以下のように帳票情報の設定を行います。

                      －：チェックしない

ケース 1：
黒背景による拡張ドロップアウトカラー読取りを行います。黒背景が検出できない場合はエラーとな
り書式定義を作成することができません。

ケース 2：
基準マークによる拡張ドロップアウトカラー読取りを行います。基準マークの設定が必要です。基準
マークが検出できない場合はエラーとなり書式定義を作成することができません。

ケース 3：
一般帳票読取りを行います。アンカーパターンの登録や照合無視領域の設定等、白黒二値イメージと
同様に設定が可能です。アンカーパターンが抽出できない場合はエラーとなり書式定義を作成するこ
とができません。

ケース 4：
基準マークを利用して一般帳票読取りを行います。基準マークが検出できない場合はエラーとなり書
式定義を作成することができません。

［帳票情報］ダイアログボックス
の設定

ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4

非ドロップアウトカラー帳票 － － チェックする チェックする

ドロップアウトカラー帳票　 － － － －

拡張ドロップアウトカラー帳票 チェックする チェックする － －

基準マーク付き帳票　 － チェックする － チェックする

!
注意

- カラーと白黒二値の混在した異種帳票処理はできません。カラーと白黒二値の書式定
義が混在していると書式定義チェックでエラーになります。
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●拡張ドロップアウトカラー読取り方式と一般帳票読取り方式の選択について
各処理方式の選択のポイントについて、以下に説明します。

1. 白黒二値イメージ読取りを選択する場合
イメージデータのサイズおよび処理速度の面では、白黒二値イメージが有利です。
カラーイメージを読み取る必要がない場合は、白黒二値イメージとして読み取ることを推奨しま
す。

2. 拡張ドロップアウトカラー読取りを選択する場合
以下の帳票は、拡張ドロップアウトカラー読取りを選択してください。
・ ドロップアウトカラー帳票として設計された帳票
・ 認識対象フィールドの文字枠およびプレプリントが拡張ドロップアウトカラー（色あいの鮮や
かな赤 /緑 /青系統の色）からなる帳票

・ ドロップアウトカラーの帳票設計規約に沿った帳票

この処理方式は、プレプリントの消し込みにカラーイメージの色情報を利用するため、文字と文字
枠の接触による悪影響が小さいという利点があります。一方で、以下の注意が必要となります。

・ 帳票に基準マークを設けるか、または黒背景が付けられる fiスキャナを使用する
・ 帳票レイアウト識別による異種帳票処理を行うことはできない

3. カラーでの一般帳票読取りを選択する場合
以下の帳票は、カラーでの一般帳票読取りを選択してください。
・ プレプリント色が黒色または黒に近い濃色からなる帳票
・ 一般帳票の帳票設計規約に沿った帳票
この処理方式は、以下の利点があります。
・ 各フィールドの位置決めは帳票照合により行うため位置決め精度が高い
・ 基準マーク /黒背景は不要（帳票 ID識別を行う場合には基準マークは必要）
・ 帳票レイアウト識別による異種帳票処理が可能
一方で、以下の注意が必要となります。
・ 罫線に接触した文字では白黒二値イメージと同様に誤認識が発生しやすくなる
・ 帳票照合用のアンカーパターンとなる領域が必要

8.6 読取り領域とフィールドの設定（手動設定）
帳票の読取り領域の設定（手動設定）とフィールドの設定（手動設定）について説明します。
自動で設定する場合の操作方法については、“8.7　読取り領域とフィールドの設定（自動設定）”を参
照してください。

!
注意

- 以下の場合は、カラーイメージでの読取り（拡張ドロップアウトカラー読取り、また
はカラーでの一般帳票読取り）を行ってください。
・ カラーでのイメージファイリングを行う場合（カラーイメージによる確認・修
正を行う場合）

・ OCRで使用していたドロップアウトカラー帳票だが、スキャナでドロップア
ウトしない帳票を読み取る場合
（この場合でも、スキャナの光源選択により枠線やプレプリント部分が安定し
て黒画素として読み込まれ、帳票照合可能なイメージデータが得られる場合は
白黒二値イメージでの処理を推奨します）

!
注意

- 以下の帳票は、読取りができません。帳票の再設計が必要です。
・ ドロップアウトカラーおよび一般帳票の帳票設計規約を満たさない帳票
・ 基準マークがないドロップアウトカラー帳票または拡張ドロップアウトカラー
帳票を、黒背景の付かないスキャナから読み取る場合

・ 帳票 IDにドロップアウトカラー以外の文字枠が印刷されている場合
・ 帳票 IDが黒色以外の色で印刷されている帳票
・ 文字認識対象として、黒色または黒に近い濃色の文字枠からなる項目とドロッ
プアウトカラーまたは拡張ドロップアウトカラーの文字枠からなる項目が帳票
内に混在する帳票
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手動設定による読取り領域の設定は、以下のような場合に使用します。

- 元々、枠で囲まれていない領域を設定する場合

- 角が丸い枠や、線が切れている、線幅が太すぎるなど、自動設定ではうまく抽出できない文字枠を
領域設定する場合

読取り領域を設定したあと、フィールドを設定します。
フィールドとは、認識した文字を出力するときの出力結果の最小単位です。フィールド単位で認識結
果を編集することができます。
各読取り領域は、フィールドを指定することによって、認識結果が得られるようになります。
手動でフィールドを設定する場合、各フィールドの属性は以下の 8種類から選択できます。

- 手書き ANKSフィールド

認識できる文字は、手書きの数字、英大文字、記号、およびカタカナです。

- 活字 ANKSフィールド

認識できる文字は、活字の数字、英大文字、記号、およびカタカナです（フォントによって認識で
きる文字が異なります）。

- 手書き日本語フィールド

認識できる文字は、手書きの数字、英大文字、記号、カタカナ、ひらがな、および漢字です。

- 活字日本語フィールド

認識できる文字は、活字の数字、英大文字、英小文字、記号、カタカナ、ひらがな、および漢字で
す。

- マークフィールド

指定範囲に手書きマークが記入されているかいないかを区別する領域です。

- イメージフィールド

部分イメージデータを、アプリケーションプログラムで利用するために切り出して保存できる領域
です。

- バーコードフィールド

バーコードが印字される領域です。

- 画面入力フィールド

指定された部分の文字認識をしないで、修正画面上で直接、認識結果を入力する領域です。

イメージフィールド、バーコードフィールド、画面入力フィールド以外は、複数の読取り領域を 1つ
のフィールドにすることができます。
書式定義では、画面上に表示されている帳票イメージを見ながら、認識結果として出力したい読取り
領域を選択してフィールドを指定します。

8.6.1 文字読取り領域の設定とフィールドの設定

この例では、文字読取り領域を「手書き ANKS」として設定してみます。「活字 ANKS」および「手書
き日本語」の設定方法については、ヘルプを参照してください。
また、一文字ごとの区切り線がないフリーピッチの枠に記入した手書き日本語（住所およびフリガナ
付きの氏名）を読み取る場合のフリーピッチ文字枠手書き日本語フィールドについては、“8.6.4　フ
リーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの設定”を参照してください。活字日本語フィールドに
ついては、“8.6.5　活字日本語フィールドの設定”を参照してください。
活字 ANKSフィールドについて、空白桁を含む各桁ごとの認識結果を出力したい場合は、
“8.6.6　サブフィールド分割を利用した活字 ANKSフィールドの設定”を参照してください。
“付録 D　活字 ANKSフィールドの書式定義”についても、併せて参照してください。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
ここでは、DynaEye EXの製品 CD-ROMの Sampleフォルダに格納されているサンプルデータ
「train00d.tif」を使用します。
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2. 読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の状態の場合は、［編集］
メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。
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3.［表示］メニューの［拡大］を選択して領域設定する場所を拡大表示します。
拡大表示することで、より正確な領域設定を行うことができます。

4. 読取り領域を設定します。
読取り領域に文字枠がある場合、文字枠の長方形（図の郵便番号 3桁の最初の 1桁目）の左上にマ
ウスカーソルを位置付け、3桁目の右下までドラックして領域を設定します。設定した長方形が枠
とずれた場合は、長方形の辺をマウスでドラッグしてサイズを変更します。
文字枠がない場合、文字を記入する領域を長方形で想定し、想定した長方形の左上にマウスカーソ
ルを位置付け、右下までドラッグして領域を設定します。

これで読取り領域が設定されます。
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5. フィールドを設定します。
a）フィールド設定する読取り領域を選択状態にします。

b）［定義］メニューの［手書き ANKSフィールド作成］を選択します。
または、ツールバーの［手書き ANKSフィールド作成］ボタンをクリックします。

選択した読取り領域を囲む形で水色のフィールド枠が作成されます。

6. フィールド情報を設定します。
フィールド枠の中をダブルクリックするか、または［定義］メニューの［フィールド情報］を選択
します。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。
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- ［一般］タブ

ここでは、以下のように設定します。

フィールド名
郵便番号 3桁

桁数
3（フィールド内の総文字数）

出力順
1（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

文字種
［数字］にチェックをつける

画面の項目の詳細は、ヘルプを参照してください。

- ［拡張］タブ

ここでは、［ゴミ取りサイズ］の幅と高さにそれぞれ「3」を指定します。

ここで指定したサイズよりも小さな黒画素の固まりが読取り領域内に付着していた場合は、ゴミと
して扱われて除去されます。

備考

- 知識処理情報を設定したフィールド、および濁点 /半濁点付きカタカナを記入する
フィールドについては、必ず出力桁数を設定してください。

- 一文字ごとに区切りの印刷された文字枠では、記入される文字の並びが一定間隔にな
るため、「フリー記入」を選択せずに、文字の間隔（並び）が一定であるものとして
読み取る（固定ピッチ読取り）ことが適切です。一文字ごとに区切りが印刷されてい
ない領域にだけ「フリー記入」を選択してください。
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画面の項目の詳細は、ヘルプを参照してください。

7. 各タブの設定を確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。

●複数の読取り領域を 1つのフィールドとして設定する場合
例の「お客様登録カード」のような郵便番号の文字枠では、それぞれの読取り領域を 1つのフィール
ドとして設定することができます。郵便番号をこのような設定にしておくことで、後述する知識処理
の指定で設定しやすくなります。
以下にその設定方法について説明します。

1. 郵便番号 3桁の読取り領域を設定します。
文字枠の長方形（図の郵便番号 3桁の最初の 1桁目）の左上にマウスカーソルを位置付け、3桁目
の右下までドラッグして領域を設定します。

2. 郵便番号 4桁の読取り領域を設定します。
同様に郵便番号 4桁も読取り領域を設定します。
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3. フィールドの設定をします。
郵便番号 3桁と 4桁の両方を選択状態にしてフィールドの設定をします。
郵便番号 3桁と 4桁の読取り領域を選択するには、2つの読取り領域をマウスで範囲指定します。
この操作は、領域編集が「OFF」の状態で行ってください。

4.［定義］メニューの［手書き ANKSフィールド作成］を選択します。
または、ツールバーの［手書き ANKSフィールド作成］ボタンをクリックします。

選択した読取り領域を囲む形で水色のフィールド枠が作成されます。

5. フィールド情報を設定します。
郵便番号 3桁と 4桁でそれぞれフィールド情報を設定します。
マウスカーソルを郵便番号 3桁の読取り領域に位置付け、【Shift】キーを押しながらダブルクリッ
クします。［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。
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- ［一般］タブ

以下のように設定します。

桁数
3（フィールド内の総文字数）

出力順
1（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

文字種
［数字］にチェックをつける

6. 設定を確認後、［OK］ボタンをクリックします。
郵便番号 3桁のフィールド情報が設定されます。

7. 同様に、郵便番号 4桁のフィールド情報を設定します。
マウスカーソルを郵便番号 4桁の読取り領域に位置付け、【Shift】キーを押しながらダブルクリッ
クします。［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、3桁のときと同様に各項目
を設定します。

- ［一般］タブ

以下のように設定します。

桁数
4（フィールド内の総文字数）

出力順
2（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

文字種
［数字］にチェックをつける
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8. 設定を確認後、［OK］ボタンをクリックします。
郵便番号 4桁のフィールド情報が設定されます。

以上の設定が終了したら、マウスカーソルを読取り領域に位置付け、ダブルクリックしてフィールド
名を設定してください。
フィールド名は「郵便番号」と入力します。このとき、桁数が自動的に 7桁になっていることを確認
してください。

◇操作上のポイント

- 記入タイプが活字 ANKSの場合や、各文字の記入位置が決まっていない場合（フリー記入の場合）
には、記入される場所をすべて含むような、1つの大きい領域を指定してください。

以下に、例を示します。

- 読取り領域から大きくはみだす文字は読み取れない場合がありますので、記入される文字をすべて
含むように読取り領域を設定してください。ただし、あまり大きすぎて他の桁の文字まで含んでし
まうと、正しく読み取れない場合があります。

- 複数の読取り領域を 1つのフィールドとして指定するときは、同じ大きさで、かつ、横並びの読取
り領域をフィールド化するのが基本的な指定方法です。

- 異なる大きさや、横並びでない読取り領域を 1つのフィールドにすることもできます。ただし、そ
の場合はフィールド内の各読取り領域の出力順に注意してください。

- フィールド設定は、領域編集を「OFF」の状態に切り替えてから行ってください。

- 読取り領域を作成する場合は、領域範囲を正確に指定する意味でも、できるだけ拡大したイメージ
データ上で操作してください（［表示］メニューの［拡大］を選択）。

●読取り領域とフィールドを削除する方法
設定した読取り領域を削除する場合は、以下のいずれかの方法で行います。

- ［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）にしたあとで、削除したい読取り
領域をマウスで選択し、［編集］メニューから［削除］にマウスカーソルを位置付け、クリックし
ます。

- ［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）にしたあとで、削除したい読取り
領域をマウスで選択し、【Delete】キーを押します。

設定したフィールドを削除したい場合は、以下のいずれかの方法で削除します。

- 削除したいフィールドをマウスで選択し、［編集］メニューの［削除］を選択します。

- 削除したいフィールドをマウスで選択し、【Delete】キーを押します。

備考

- 領域編集 ONの状態と領域編集 OFFの状態では、マウスで操作できる内容が異なり
ます。表 8.2に読取り領域作成時のマウス操作一覧、表 8.3にフィールド作成時のマ
ウス操作一覧を示します。

ANKS
72



第 8章  書式定義
表 8.2　読取り領域作成時のマウス操作一覧

枠内：［オプション］メニューの［環境設定］ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠内」を
　　　指定した場合の操作方法
枠線：［オプション］メニューの［環境設定］ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠線」を
　　　指定した場合の操作方法
（注 1）複数の読取り領域を選択することも可能です。

表 8.3　フィールド作成時のマウス操作一覧

操作 領域編集

領域編集 ON状態 領域編集 OFF状態

読取り領域を選択する 枠内：読取り領域内でクリックする 
枠線：読取り領域枠上でクリックする、および読取り領域内で【Shift】
           キーを押しながらクリックする 

読取り領域を複数選択
する

枠内：読取り領域内で【Ctrl】キー
　　　を押しながらクリックする
枠線：読取り領域枠上で【Ctrl】キ
　　　ーを押しながらクリックする
　　　および読取り領域内で
　　　【Ctrl】キーと【Shift】キー
　　　を押しながらクリックする

枠内：読取り領域内で【Ctrl】キー
　　　を押しながらクリックする
枠線：読取り領域枠上で【Ctrl】キ
　　　ーを押しながらクリックす
　　　るおよび読取り領域内で
　　　【Ctrl】キーと【Shift】キー
　　　を押しながらクリックする

選択したい読取り領域を【Ctrl】キ
ーを押しながらマウスでドラッグ
する

選択したい読取り領域をマウス
でドラッグする

読取り領域の選択を解
除する

読取り領域外でクリックする

読取り領域を複写する 読取り領域を選択して［編集］メニ
ューの［複写］を選択する（注 1）

－

枠内：読取り領域内で【Ctrl】キー
　　　を押しながら左ボタンでド
　　　ラッグ＆ドロップする
枠線：読取り領域内で【Ctrl】キー
　　　と【Shift】キーを押しなが
　　　らマウスでドラッグ＆ドロッ
　　　プする

－

読取り領域を削除する 読取り領域を選択して［編集］メ
ニューの［削除］を選択する （注 1）

－

読取り領域を新規作成
する 

新規作成したい部分をマウスでドラッ
グする

－

読取り領域のサイズを
変更する 

読取り領域の 4辺のどれかにマウス
カーソルを位置付けて、ドラッグする

－

読取り領域を移動する 読取り領域を選択して［編集］メ
ニューの［移動］を選択する（注 1）

－

枠内：読取り領域内にマウスカーソ
　　　ルを位置付けて、ドラッグする 
枠線：読取り領域内にマウスカーソ
　　　ルを位置付けて、【Shift】キー
　　　を押しながらドラッグする  

－

操作 領域編集

領域編集 ON状態 領域編集 OFF状態

フィールドを選択する 枠内：フィールド内でクリックする
枠線：フィールド枠上でクリックする   
73



第 2部  定義編
枠内：［オプション］メニューの［環境設定］ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠内」を
　　　指定した場合の操作方法
枠線：［オプション］メニューの［環境設定］ダイアログボックスの枠選択の方法で「枠線」を
　　　指定した場合の操作方法
（注 1）複数のフィールドを選択することも可能です。
（注 2）枠線指定時はできません。

8.6.2 マーク読取り領域の設定とフィールドの設定

マーク読取り領域の設定とフィールドの設定について説明します。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
サンプルデータ「書式定義をしましょう」を、“8.6.1　文字読取り領域の設定とフィールドの設定”
の手順 1～ 3と同様の操作で、書式定義画面を表示します。

フィールドを複数選択
する

枠内：フィールド内で【Ctrl】キーを
　　　押しながらクリックする
枠線：フィールド枠上で【Ctrl】キー
　　　を押しながらクリックする

枠内：フィールド内で【Ctrl】キー
　　　を押しながらクリックする
枠線：フィールド枠上で【Ctrl】
キーを押しながらクリックする

選択したいフィールドを【Ctrl】キー
を押しながらマウスでドラッグする

選択したいフィールドをマウスで
ドラッグする

フィールド内の読取り
領域を選択する

フィールド内の読取り領域内で【Shift】キーを押しながらクリックする

フィールド内の読取り
領域を複数選択する

フィールド内の読取り領域内で【Ctrl】キーと【Shift】キーを押しながらク
リックする

選択したい読取り領域を【Ctrl】キー
と【Shift】キーを押しながらマウスで
ドラッグする

選択したい読取り領域をマウスで
ドラッグする

フィールドの選択を解
除する

フィールドの外でクリックする  

フィールドを複写する フィールドを選択して［編集］メ
ニューの［複写］を選択する（注 1）

－

枠内：フィールド内で【Ctrl】キーを
押しながらマウスでドラッグ＆ドロッ
プする（注 2）

フィールドを削除する フィールドを選択して［編集］メニューの［削除］を選択する （注 1）

フィールドを新規作成
する

読取り領域を選択して［定義］メニューの該当フィールドの作成コマンド
を選択する

フィールドの記入タイ
プを途中変更する

フィールドを選択して、［定義］メニューの該当フィールドの作成コマンド
を選択する。変更後のフィールド情報の継承項目については、ヘルプを参
照してください

フィールドのサイズを
変更する

フィールドの 4辺のどれかにマウス
カーソルを位置付けて、ドラッグする

－

フィールドを移動する フィールドを選択して［編集］メ
ニューの［移動］を選択する（注 1）

－

枠内：フィールド内にマウスカーソル
を位置付けて、ドラッグする（注 2）

操作 領域編集

領域編集 ON状態 領域編集 OFF状態
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2. 読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の状態の場合は、［編集］
メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。
マークを検出したい範囲に長方形を想定し、想定した長方形の左上にマウスカーソルを位置付け、
右下までドラッグして領域を設定します。設定した長方形が領域に合わなかった場合は、長方形の
辺をマウスでドラッグしてサイズを変更してください。

これで、読取り領域が設定されます。
同様に、他の領域も設定してください。
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3. フィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、領域編集を「OFF」の状態にします。
フィールド設定する読取り領域を選択状態にします。なお、複数の読取り領域を 1つのフィールド
に設定する場合は、選択したい範囲をマウスでドラッグしてすべて選択状態にします。

4.［定義］メニューの［マークフィールド作成］を選択します。
または、ツールバーの［マークフィールド作成］ボタンをクリックします。

選択した読取り領域を囲む形で水色のフィールド枠が作成されます。
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第 8章  書式定義
5. フィールド情報を設定します。
フィールド枠の中をダブルクリックするか、または［定義］メニューの［フィールド情報］を選択
します。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

- ［一般］タブ

ここでは、以下のように設定します。

フィールド名
性別マーク

出力桁数
2（認識結果出力時の文字数）

出力順
10（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

記入マーク数
1（記入可能なマークの個数、1つしか選択できない場合は「1」を指定）

画面の項目の詳細は、ヘルプを参照してください。
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第 2部  定義編
- ［拡張］タブ

ここでは、［ゴミ取りサイズ］の幅と高さにそれぞれ「3」を指定します。

ここで指定したサイズよりも小さな黒画素の固まりが読取り領域内に付着していた場合は、ゴミと
して扱われて除去されます。

画面の項目の詳細は、ヘルプを参照してください。

6. 各タブの設定を確認後、［OK］ボタンをクリックします。
7. フィールド枠内の読取り領域にフィールド情報を設定します。
ここで、出力文字や出力順を変更します。
フィールド枠の中の読取り領域内にマウスカーソルを位置付け、【Shift】キーを
押しながらダブルクリックします。

8.［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

- ［一般］タブ

以下のように設定します。

出力順
1（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

出力文字
男（マークが記入されていた場合に出力する文字）
なお、マークの出力文字は、読取り領域ごとに設定する必要があります。

9. 各設定を確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。

◇ 操作上のポイント
- 読取り領域をマーク読取りとして設定する場合、その領域中にマークが十分入ること、および他の
場所の記入がはみ出してこないことに注意します。

!
注意

-「出力文字」に 2文字以上の文字列を指定した場合でも、先頭の 1文字のみ、出力さ
れます。
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第 8章  書式定義
以下に例を示します。
・ 枠内に記入するタイプの場合
枠の中に記入するマークの場合には、読取り領域を枠と同じ大きさにしてください。
読取り領域が小さいと、記入されたマークが十分収まらず、読取りできない場合があります。

・ 活字の上に丸をつけるタイプの場合
活字のサイズぎりぎりに読取り領域を設定すると、マークが読取り領域の中に入らな
いことがあります。このため、2～ 3mmの余裕を持たせる必要があります。

記入上問題のない範囲で、読取り領域を広く設定してください。

- 読取り領域を作成する場合は、領域範囲を正確に指定する意味でも、できるだけ拡大したイメージ
データ上で操作してください（［表示］メニューの［拡大］を選択）。

8.6.3 イメージ切出し領域の設定

イメージ切出し領域は、帳票イメージの一部分の画像をアプリケーションプログラムで利用可能なよ
うに切り出す場合に設定する領域です。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
サンプルデータ「書式定義をしましょう」を、“8.6.1　文字読取り領域の設定とフィールドの設定”
の手順 1～ 3と同様の操作で、書式定義画面を表示します。

� � � � � �

� � � � � �
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第 2部  定義編
2. 読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の状態の場合は、［編集］
メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。
イメージ切出し領域を囲む枠がある場合、枠の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッ
グして領域を設定します。設定した長方形が枠に合わなかった場合は、長方形の辺をマウスでド
ラッグしてサイズを変更してください。
イメージ切出し領域を囲む枠がない場合、イメージを切り出したい領域に長方形を想定し、想定し
た長方形の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグして領域を設定します。

これで読取り領域が設定されます。
3. フィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、領域編集を「OFF」の状態にします。
フィールドを設定する読取り領域を選択状態にします。
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第 8章  書式定義
［定義］メニューの［イメージフィールド作成］を選択します。
または、ツールバーの［イメージフィールド作成］ボタンをクリックします。

選択した読取り領域を囲む形で、フィールド枠が作成されます。

4. フィールド情報を設定します。
フィールド枠の中をダブルクリックするか、または［定義］メニューの［フィールド情報］を選択
します。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。
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- ［一般］タブ

ここでは、以下のように設定します。

フィールド名
印鑑

出力順
11（認識データ出力時にファイル名が格納される順序）

5. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。

8.6.4 フリーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの設定

一文字ごとの区切り線がないフリーピッチの枠に記入した手書き日本語（住所およびフリガナ付きの
氏名）を読み取ることができます。住所およびフリガナ付き氏名以外には使用できません。
そのため、フリガナ付き氏名のフリガナフィールドには固定ピッチを使用してください。
なお、フリーピッチの文字枠には、様々な形式があります。この項と共に、“C.5.2　フリーピッチ文字
枠の帳票設計の例”および“F.2.4　帳票記入時の注意”を参照してください。

●手順
ここでは、DynaEye EXの製品 CD-ROMの中にあるサンプルデータを使用して、「姓」、「名」および
「住所」のフィールド設定について説明します。
デスクトップ画面で、［ファイル］メニューの［開く］を選択した後、DynaEye EXの製品 CD-ROMの
Sampleフォルダの下にある「train04d.tif」を選択して、サンプルデータを取り込みます。

1. 書式定義画面を表示します。
講座コードや氏名のフリガナは、“8.6.1　文字読取り領域の設定とフィールドの設定”を参照して
フィールド設定を行ってください。

!
注意

- イメージ切出し領域は、帳票上の特定の領域の画像だけを切り出して活用するときに
使用します。
帳票認識したデータを出力するときに、イメージ切出し領域に設定したイメージは
BMP形式、TIFF形式または JPEG形式のファイルに出力されます。
帳票認識したデータを出力する方法については“21.1　認識データを出力する”を参
照してください。
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2.「姓」の読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の状態の場合は、［編集］
メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。
「姓」の文字枠の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグします。

これで、読取り領域が設定されます。
3. 同様に、「名」の読取り領域も設定します。

4. フィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、領域編集を「OFF」の状態にします。
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a）「姓」の読取り領域を選択状態にします。

b）［定義］メニューの［手書き日本語フィールド作成］を選択します。
または、ツールバーの［手書き日本語フィールド作成］ボタンをクリックします。

選択した読取り領域を囲む形で水色のフィールド枠が作成されます。

c）「姓」のフィールド枠の中でダブルクリックします。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定します。
ここで、「姓」フィールドの［一般］タブを設定します。

ここでは、以下のように設定します。

フィールド名
姓漢字

桁数
5（この読取り領域に記入される最大の文字数）
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出力順
4（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

フリー記入
チェックをつける

日本語字種限定
チェックをつけて「姓」を選択（この読取り領域で読み取ることができる文字の種類を
限定）

画面の項目の詳細は、ヘルプを参照してください。
d）［OK］ボタンをクリックします。
これでフィールド情報が設定されます。

5. 同様の操作で、「名」フィールドのフィールド情報を設定します。
6.「郵便番号」、「電話番号」、「都道府県マーク」の読取り領域を設定します。
領域編集を「ON」の状態にします。
「郵便番号」、「電話番号」、「都道府県マーク」の読取り領域を設定します。
「郵便番号」は、前 3桁、後ろ 4桁の 2つの領域を設定します。
「電話番号」は、1つの領域を設定します。
「都道府県マーク」は、「都」、「道」、「府」、「県」の 4つの領域を設定します。

7.「郵便番号」、「電話番号」、「都道府県マーク」のフィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、編集領域を「OFF」の状態にします。
「郵便番号」の 2つの読取り領域を同時に選択状態にし、［定義］メニューの［手書き ANKS
フィールド作成］を選択します。
「電話番号」の読取り領域を選択状態にし、［定義］メニューの［手書き ANKSフィールド作成］
を選択します。
「都道府県マーク」の 4つの読取り領域を同時に選択状態にし、［定義］メニューの［マークフィー
ルド作成］を選択します。

8.「郵便番号」、「電話番号」、「都道府県マーク」のフィールド情報を設定します。
a）「郵便番号」の前 3桁の読取り領域内にマウスカーソルを位置付け、【Shift】キーを押しなが
らダブルクリックします。［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、「桁
数」を "3"、文字種は「数字」をチェックします。同様に後ろ 4桁の読取り領域も設定しま
す。さらに、「郵便番号」のフィールド枠内でダブルクリックします。［フィールド情報］
ダイアログボックスが表示されるので、文字種の「数字」をチェックします。

b）「電話番号」のフィールド枠内でダブルクリックします。［フィールド情報］ダイアログ
ボックスが表示されるので、以下のように設定します。
・「フリー記入」にチェックをつける
・「数字」にチェックをつける
・「字種限定」にチェックをつけて、テキストボックスに「-（ハイフン）」を入力する
電話番号は、フィールドに入力される文字が限定できるため、上記の設定により、認識対
象文字を数字とハイフンに限定することができます。

c）「都道府県マーク」のフィールド枠内でダブルクリックします。［フィールド情報］ダイア
ログボックスが表示されるので、「記入マーク数」を "1"に設定します。
さらに、「都」、「道」、「府」、「県」の各読取り領域内にマウスカーソルを位置付け、【Shift】
キーを押しながらダブルクリックします。［フィールド情報］ダイアログボックスが表示さ
れるので、「出力文字」をそれぞれ "都 "、"道 "、"府 "、"県 "に設定します。
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9.［OK］ボタンをクリックします。
これでフィールド情報が設定されます。

10.「住所」の読取り領域、フィールドおよびフィールド情報を設定します。
領域編集を「ON」の状態にします。

a）手順 7.で設定したすべてのフィールドを含んだ「住所」読取り領域を設定します。
住所が記入される箇所をすべて囲むように住所欄の読取りフィールドを設定してください。

b）住所フィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、領域編集を「OFF」の状態にします。
住所の読取り領域を選択し、［定義］メニューの［手書き日本語フィールド作成］にマウス
カーソルを位置付けクリックするか、またはツールバーの［手書き日本語フィールド作成］
アイコンをクリックします。
選択した読取り領域を囲む形で赤色のフィールド枠が作成されます。

c）フィールド情報を設定します。
フィールドの枠の中にマウスカーソルを位置付け、ダブルクリックします。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定します。ここで、
「住所」フィールドの［一般］タブを設定します。
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ここでは、以下のように設定します。
フィールド名
　　住所漢字
 桁数
　　30（この読取り領域に記入される最大の文字数）
出力順
　　9（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）
フリー記入
　　チェックをつける
日本語字種限定
　　チェックをつけて「住所」を選択（この読取り領域で読み取ることができる文字の
　　種類を限定）

d）［OK］ボタンをクリックします。
これでフィールド情報が設定されます。

8.6.4.1 認識対象外領域の設定
住所欄の読取り領域を作成した場合に、読み取らせたくない領域（住所以外の領域）が含まれている
ときは、認識対象外領域を設定する必要があります。
たとえば、設定した住所の読取りフィールド内に「電話番号」フィールドがあった場合、この領域は
住所とは関係がないため電話番号フィールドを選択後、［定義］メニューの［認識対象外領域作成］を
選択して、認識対象外領域として設定します。ただし、すでに電話番号にフィールド情報が設定され
ている場合は、設定する必要はありません。
認識対象外領域は、フリー記入が設定されているフィールドに対してのみ有効です。

8.6.5 活字日本語フィールドの設定

活字日本語フィールドの設定方法について説明します。
活字日本語フィールドは、印刷や印字された日本語を認識する場合に設定する領域です。
活字日本語フィールドでは、設定された読取り領域内に複数行にわたって活字が印刷されていても、
自動的に判断して読み取ることができます。
読取りできる活字日本語の字種については、“E.2　活字日本語の字種”を参照してください。

!
注意

- フリーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの場合、フィールド情報の設定を
行ったあと、必ず、知識処理情報の設定を行ってください。
知識処理情報の設定を行わないと、帳票認識できません。
知識処理情報の設定については、“8.8　知識処理情報の設定”を参照してくださ
い。
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●手順
1. 書式定義画面を表示します。

2. 読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の状態の場合は、［編集］
メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。
活字日本語の印字文字枠がある場合、枠の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグし
ます。
印字文字枠がない場合、読み取りたい領域に長方形を想定し、想定した長方形の左上にマウスカー
ソルを位置付け、右下までドラッグします。

これで、読取り領域が設定されます。

3. フィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、領域編集を「OFF」の状態にします。

4. 読取り領域を選択し、［定義］メニューの［活字日本語フィールド作成］を選択します。
または、ツールバーの［活字日本語フィールド作成］ボタンをクリックします。
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選択した読取り領域を囲む形で、フィールド枠が作成されます。

5. フィールド情報を設定します。
フィールド枠の中をダブルクリックするか、または［定義］メニューの［フィールド情報］を選択
します。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。
・ ［一般］タブ

ここでは、以下のように設定します。
フィールド名
取引先名

桁数
20（このフィールドで認識する最大の文字数）

出力順
1（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

文字種
印刷または印字される文字種にチェックをつける（数字だけが使用されるフィールドの場
合は、「数字」にのみチェックをつける）

6. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。

8.6.6 サブフィールド分割を利用した活字 ANKSフィールドの設定

活字 ANKSフィールドの設定方法について説明します。
活字 ANKSフィールドでは、空白桁を含む各桁ごとの認識結果を出力したい場合、サブフィールド分
割を指定することにより、各桁ごとの認識結果を出力することができます。また、各桁ごとに文字種
を指定することができ、認識精度の向上にもつながります。
フィールド位置の指定、および印字ずれについては十分に注意してください。

!
注意

- フィールド内に複数の読取り領域がある場合、または 1つの読取り領域内に複数行あ
る場合は、「桁数」に、総文字数に改行数を加えた合計数を設定します。

- 手書き日本語フィールドとは異なり、読取り字種指定の「漢字」は、非漢字は含みま
せん。

- 空白は検出しません。
- フィールド内の印刷文字が 1行か複数行かの判断は、自動で行われます。
複数行と判断された場合にも、出力は 1行の文字列となりますが、改行部分と判断さ
れた位置に空白が 1つ入ります。

- 知識処理はできません。
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●手順
1. 書式定義画面を表示します。
ここでは、以下のようなデータを使用して、「番号」、「種類」、および「保険料」のフィールド設定
について説明します。

2. 読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の状態の場合は、［編集］
メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。
「番号」の文字の左上にマウスカーソルを位置付け、「保険料」の文字の右下までドラッグします。
サイズの調整は後で行います。

これで、読取り領域が設定されます。

3. フィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、編集領域を「OFF」の状態にします。

4. 読取り領域を選択状態にして、［定義］メニューの［活字 ANKSフィールド作成］ を選択します。
または、ツールバーの［活字 ANKSフィールド作成］ボタンをクリックします。

これで、フィールドが設定されます。

5. フィールド情報を設定します。
フィールド枠の中でダブルクリックするか、［定義］メニューの［フィールド情報］を選択します。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。
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ここでは、以下のように設定します。

フィールド名
TANK00001

桁数
30（このフィールド内で印字可能な最大の文字数、空白桁も含む）

出力順
1（認識結果を出力する時のフィールドの出力順）

文字種
「数字」にチェックをつける（印字される文字種）

フォント
OCR-B/K（印字される文字のフォント）

フリー記入
チェックをつけない

サブフィールド分割
チェックをつける

6. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。

これで、フィールド内に桁数分の読取り領域が設定されます。

7. フィールドのサイズを調整します。
桁区切り線表示が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の状態の場合は、
［表示］メニューの［桁区切り線表示］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。また、編
集領域も「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。

a）マウスカーソルを変更したい枠の上に合わせます。
マウスをドラッグしてサイズを調節します。
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b）桁区切り線は、文字と文字の真ん中に合わせます。

フィールドの位置が決まります。

8. 桁ごとの文字種を設定します。
ここでは、「種類」の中央の４桁の文字種を「英字」に設定します。
領域編集が「OFF」の状態になっていることを確認します。「ON」の状態（レ）の場合は、［編集］
メニューの［領域編集］を選択して「OFF」の状態に切り替えてください。

a）「種類」の中央の４桁の読取り領域を選択状態にします。
1桁目の文字の左上にマウスカーソルを位置付け、4桁目の文字の右下までドラッグしま
す。

b）フィールド情報を設定します。
選択状態の枠の中にマウスカーソルを位置付け、【Ctrl】＋【Shift】＋ダブルクリックする
か、［定義］メニューの［フィールド情報］を選択します。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、各項目を設定します。

ここでは、印字される文字種として「英字」にチェックをつけます。

c）確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。
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8.6.7 バーコードフィールドの設定

バーコードフィールドの設定方法について説明します。
DynaEye EXで読取り可能なバーコードには以下の 3種類があります。

- NW-7

- CODE39

- CODE128

ここでは「NW-7」を例として説明します。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
ここでは、以下のようなデータを使用してチェックディジットとしてモジュラス 16を使用した
NW-7のフィールド設定について説明します。

!
注意

- 一般帳票（ドロップアウトカラー帳票以外）では、雛型帳票に記入済みの帳票を
使うことはできません。この場合は、印刷された罫線を参考にして、フィールド
を作成します。

 

補助線表示を「ON」の状態にすることで、フィールドサイズ変更時の位置合わ
せをしやすくなります（［表示］メニューの［補助線表示］を選択）。
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2. 読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認します。「OFF」の場合は、［編集］メ
ニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替えてください。
バーコードの左上にマウスポインタを位置付け、バーコードの右下までドラッグして設定します。

これで、読取り領域が設定されます。

3. フィールドを設定します。
読取り領域を選択状態にして、［定義］メニューの［バーコードフィールド作成］を選択します。
または、ツールバーの［バーコードフィールド作成］ボタンをクリックします。
これでフィールドが作成されます。

4. フィールド情報を設定します。
フィールド枠の中にマウスポインタを位置付け、ダブルクリックするか、［定義］メニューの
［フィールド情報］を選択します。または、ツールバーの「フィールド情報」ボタンをクリックし
ます。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので各項目を設定します。

出力桁数
バーコードの桁数を指定します。バーコードの下に印字がある場合は、印字されている文字部分
の桁数です。

バーコードの種類
バーコードの種類を選択します。

チェックディジット
使用しているチェックディジットの種類を選択します。

5. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。

備考

- 一般帳票（ドロップアウトカラー帳票以外）では、通常、雛型帳票に記入済みや印刷
済みの帳票を使うことはできませんが、バーコードフィールドについては、上記の例
のように、印刷済みの帳票を使った書式定義が可能です。
94



第 8章  書式定義
8.7 読取り領域とフィールドの設定（自動設定）
帳票の読取り領域の設定（自動設定）とフィールドの設定（自動設定）について説明します。
自動設定による読取り領域の設定は、以下の条件の場合に有効です。

- 文字枠で囲まれた読取り領域の場合

- 文字枠の形が長方形であり、すべての辺が 0.3mm～ 1.0mmの太さの実線である場合

また、読取り領域の設定と同時にフィールドの自動設定も行うことができます。その場合のフィール
ドの属性は、以下の中から選択できます。

- 手書き ANKS

- 活字 ANKS

- 手書き日本語

- 活字日本語

- マーク

自動抽出には、帳票全体の読取り領域を抽出する場合と、一部分だけを抽出する場合の 2種類の方法
があります。以下に、それぞれの場合の設定方法を説明します。

備考

- 抽出対象となる枠は、長方形の形をした枠だけです。角が丸くなっていたり、線が切
れていたり、線幅が大きすぎる枠は、自動抽出できません。また、カラーイメージの
場合、文字枠の色によっては自動抽出できないことがあります。このような領域を読
取り領域やフィールドとして設定したい場合は、手動設定で設定してください。
手動設定で読取り領域を設定する方法については、“8.6　読取り領域とフィールドの
設定（手動設定）”を参照してください。

- フィールドの記入タイプを変更する場合は、変更したいフィールドをマウスで選択
し、［定義］メニューの中から変更したいフィールドを選択してください。

- 以下の設定で設定する値は、帳票イメージの伸縮誤差の影響によって、設定した値ど
おりの結果が表れない場合があります。期待どおりの結果が出なかった場合は、設定
した値を調整してください（各設定値には、最大で帳票イメージサイズ分の値が設定
できます）。
・［領域設定］ダイアログボックスの「抽出する文字枠の幅／高さ」に設定する
値

・［詳細設定－文字］ダイアログボックスの「文字枠間の隙間」、および「平均文
字幅」に設定する値

・［詳細設定－マーク］ダイアログボックスの「マーク枠間の隙間」に設定する
値

- 活字 ANKSフィールドについて、空白桁を含む各桁ごとの認識結果を出力したい場
合は、自動抽出後にフィールド位置の調整が必要です。
詳細は、“8.6.6　サブフィールド分割を利用した活字 ANKSフィールドの設定”を参
照してください。
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(1)全体抽出する場合

●手順
1. 書式定義画面を表示します。

2.［定義］メニューの［領域設定］を選択します。

［領域設定］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 自動設定の対象となる黒で印刷された文字枠のサイズと、フィールド化したい読取り領域の条件         
を設定します。

4. 設定後、［全体抽出］ボタンをクリックします。
設定した条件に基づいて、帳票イメージ内の対象となる読取り領域とフィールドが作成（自動抽
出）されます。

備考

- フィールド属性の選択は、記入タイプを選択して［詳細設定］ボタンをクリックし、
それぞれの詳細設定のダイアログボックスを表示して行います。詳細は、ヘルプを参
照してください。
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(2)部分抽出する場合

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
書式定義する縮小イメージを、“8.4.1　書式定義の画面表示”と同様の操作で表示します。

2.［定義］メニューの［領域設定］を選択します。

［領域設定］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 自動設定の対象となる黒で印刷された文字枠のサイズと、フィールド化したい読取り領域の条件を
設定します。

4. 設定後、［部分抽出］ボタンをクリックします。
5. Mail Addressの欄を囲むように選択し、［定義］メニューの［抽出開始］を選択します。

指定した領域内の対象となる枠が抽出され、読取り領域とフィールドが作成（自動抽出）されま
す。

備考

- フィールド属性の選択は、記入タイプを選択して［詳細設定］ボタンをクリックし、
それぞれの詳細設定のダイアログボックスを表示して行います。詳細は、ヘルプを参
照してください。
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●読取り領域とフィールドを削除する方法
設定した読取り領域とフィールドを削除する場合は、以下のいずれかの方法で行います。

- ［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）にしたあとで、削除したい読取り
領域をマウスで選択し、［編集］メニューから［削除］にマウスカーソルを位置付け、クリックし
ます。

- ［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）にしたあとで、削除したい読取り
領域をマウスで選択し、【Delete】キーを押します。

設定したフィールドを削除したい場合は、以下のいずれかの方法で削除します。

- 削除したいフィールドをマウスで選択し、［編集］メニューの［削除］にマウスカーソルを位置付
け、クリックします。

- 削除したいフィールドをマウスで選択し、【Delete】キーを押します。

8.8 知識処理情報の設定
住所や氏名などの読取り項目は、数値項目などと違い、記入内容が日本語としての意味を持っていま
す。このような項目を読み取る場合は、たとえ個々の文字としては正しく認識できなくても、文字列
としての意味を捉えることによって、文字列全体として正しく読み取ることができます。この知的な
働きをコンピュータに代行させることを知識処理といいます。
知識処理情報とは、住所や氏名を認識する知識処理を実行するために、フィールドに付加する情報で
す。
知識処理情報の設定によって、認識精度が向上します。さらに、関連する情報を持つフィールドをグ
ループ化することによって、グループ全体の認識精度を向上させることができます。
たとえば、書式定義で都道府県の認識部分を 1フィールド、それ以降の住所の認識部分を 1フィール
ドに設定しておき、［知識処理情報］ダイアログボックスでその 2つのフィールドを 1つのグループに
設定すると、2つのフィールド（都道府県と都道府県以降の住所）が 1つの文字列として意味を持ち
ます。
複数のフィールドを 1つのグループに設定するときには、各フィールドのフィールド名を使用して知
識処理情報を設定します。

!
注意

- 知識処理情報を設定するには、あらかじめフィールド情報を設定する必要がありま
す。フィールド情報の設定については、“8.6　読取り領域とフィールドの設定（手動
設定）”を参照してください。
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●手順
以下に、書式定義（フィールドおよびフィールド名）を図のように設定してあるものとして、知識処
理情報を設定する手順を示します。

1. 書式定義画面を表示します。
デスクトップ画面で、書式定義する縮小イメージを選択し、［書式定義］アイコンをクリックしま
す。
詳細は、“8.4.1　書式定義の画面表示”を参照してください。

2.［定義］メニューの［知識処理情報］を選択します。

［知識処理情報］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 各項目を設定します。

知識処理名
住所の知識処理情報を設定する場合は「住所」、氏名の知識処理情報を設定する場合は「名前」
といった、意味のある名前をつけます。

処理タイプ
「住所」、「氏名」、「個人」の中から選択します。

関連フィールド情報
設定してあるフィールド情報のフィールド名が表示されますので、関連付けたいフィールド名を
選択します。関連フィールド情報に並べるフィールドの順番は、この例のように「都道府県」「住
所 1」「住所 2」と帳票上の住所と一致するようにしてください。
また、氏名にフリガナのフィールドがある場合は、フリガナの字種として以下のいずれかを選択
します。
　カタカナ（濁点付カナ有）
　カタカナ（濁点付カナ有）＋ひらがな
　カタカナ（濁点付カナ無）
　カタカナ（濁点付カナ無）＋ひらがな

4. 設定後、［登録］ボタンをクリックします。
これで、知識処理情報が設定されます。

同じように他のフィールドの知識処理情報も設定してください。
姓フィールドと名フィールドを一緒に定義する場合は、姓フィールドの氏名種別および日本語字種
限定には「姓」を、名フィールドの氏名種別および日本語字種限定には「名」を指定してくださ
い。

!
注意

-［知識処理情報］ダイアログボックスで、知識処理情報情報が設定された場合、帳票
認識時、または修正画面の［知識］メニューの［一覧表示］を選択したときに知識処
理が行われます。このとき、知識処理が行えなかった部分には代替文字として #が表
示されます。
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設定例

帳票に対する知識処理情報の設定例を紹介します。
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例 1

姓名が同一フィールドになっている帳票の設定例を示します。

この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

例 2

住所がフリー記入でマークフィールドがある帳票の設定例を示します。

この帳票の場合、以下のようにフィールドを分けて設定します。

この帳票の場合、以下のようにフィールドを設定します。この場合、住所 3の領域が上の行に重な
らないようにしてください。

1 2
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日本語フィールド
住所 1、住所 2、住所 3

マークフィールド
都道府県マーク、市郡区マーク

上記のフィールドを知識処理情報の設定の関連フィールドとして定義します。これによって、上記
の 5つのフィールドが同一の住所の一部であることを定義できます。
この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

 

例 3

住所がフリー記入で行が 1行ごとに分かれている帳票の設定例を示します。

 

この帳票の場合、以下のようにフィールドを分けて設定します。

この帳票の場合、以下のようにフィールドを設定します。この場合、住所 2の領域が上の行に重な
らないようにしてください。

日本語フィールド
住所 1、住所 2

上記のフィールドを知識処理情報の設定の関連フィールドとして定義します。このとき、字種限定
は、2つのフィールドとも「住所」になります。都道府県マークがないため、「住所 1」のフィール
ドに都道府県以外の住所（市郡区など）が記入される場合があるので、都道府県として字種限定す
ることができません。

1

2
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第 2部  定義編
この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

 

例 4

個人辞書を指定する帳票の設定例を示します。

この帳票の場合の知識処理情報の設定は、以下のようになります。

個人辞書は、あらかじめ作成しておく必要があります。作成方法については、“第 12章　知識辞書
編集”を参照してください。
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8.9 位置決め情報の定義
帳票を読み取るときに、帳票の位置ずれを起こさないように補正するための方法を説明します。

8.9.1 基準マークの設定

基準マークは、あらかじめ、帳票の位置を示すために帳票の端 3箇所に長方形でマークをつけたもの
です。
一般帳票で帳票 ID識別方式の異種帳票処理を行う場合、帳票照合処理を行う前に基準マークを利用し
て帳票 IDを認識する処理が行われるため、基準マークの設定が必要になります。
基準マークの帳票設計規約については、“C.3　基準マーク付きの帳票設計”を参照してください。

備考

- 手書き日本語フィールド情報の日本語字種限定の設定（知識処理情報の字種限定）
は、読取り対象文字種の限定に効果があります。たとえば、都道府県の設定にする
と、都道府県名に現れる漢字だけで認識処理を行います。

-［知識処理情報］ダイアログボックスでグループ化したフィールドの出力結果は、グ
ループ単位で出力されます。そのため、複数のフィールドを 1つのグループに設定す
る場合は、1グループにつなげたときに文字列として意味がわかるように指定してく
ださい。
なお、グループは、関連フィールド情報の郵便番号、フリガナ、および日本語 /マー
クの 3種類あります。

-［知識処理情報］ダイアログボックスでグループ化したフィールドの合計桁数は、
680桁以内でなければなりません。680桁を超えている場合は、各フィールドの桁数
を調節してください。

-［知識処理情報］ダイアログボックスで、処理タイプに住所を選択し、関連フィール
ド情報に郵便番号フィールド、住所フィールドを設定しておくと、郵便番号または住
所のどちらか一方が未記入の場合でも、帳票認識時に記入されているもう一方の情報
から認識して補うことができます。たとえば、郵便番号が未記入で住所が記入されて
いる場合、ここでの知識処理情報の設定によって住所から特定できる郵便番号を出力
できます。詳細は、“20.3　郵便番号変換からの修正”を参照してください。
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●手順
ここでは、DynaEye EXの製品 CD-ROMの Sampleフォルダに格納されている「train01d.tif」に基準
マークを設定します。

1. 書式定義画面を表示します。
サンプルデータ「train01d.tif」を、“8.4.1　書式定義の画面表示”と同様の操作で表示します。
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2.  帳票情報の設定をします。
「基準マーク付き帳票」および「帳票 IDフィールド付き帳票」をチェックし、「帳票 ID」を指定し
ます。

3. 領域編集を「ON」の状態にします。
「OFF」の状態の場合は、［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）に切り
替えてください。

4. マークを選択します。
選択したい場所の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグして選択状態にします。

備考

-「帳票 ID」の設定については、“8.10.1　帳票 IDの設定”を参照してください。
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5.［定義］メニューの［位置決め登録］を選択します。
または、ツールバーの［位置決め登録］ボタンをクリックします。

6.［位置決め情報］ダイアログボックスが表示されるので、「基準マーク」をチェックします。

7. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
基準マークが設定されます。

8.9.2 アンカーパターンの設定

アンカーパターンとは、帳票を読み取るときに、帳票の位置ずれや傾きを補正するために使う特徴的
な絵柄のことです。通常、書式定義プログラムが自動抽出しますが、以下の場合にアンカーパターン
を手動で設定する必要があります。

- 書式定義の起動直後に、「帳票に不具合な点がなければ、アンカーパターンを手動で設定してみて
ください」などの、警告メッセージが表示された場合

- 書式定義で書式定義情報を保存するときに、「帳票に不具合な点がなければ、アンカーパターンを
手動で設定してみてください」などの、警告メッセージが表示された場合

- 帳票に、位置決め用マークを印刷した場合

アンカーパターンには、雛型帳票の印刷内容（プレ印刷）を使用するものと、定型の位置決め用の
マークを使用するものの 2種類があります。以下に、それぞれの場合の設定方法を説明します。

(1)プレ印刷の部分をアンカーパターンにする場合

!
注意

- 基準マークと位置決め用マークとは異なるものです。位置決め用マークを基準マーク
として用いることはできません。

- 基準マークは、右上、左上、左下の 3箇所に設定します。

!
注意

- 帳票によっては、アンカーパターンを手動で設定しても、読取りできないものがあり
ます。このような場合は帳票デザインの変更が必要です。詳細は、“L.1　読取りに適
さない帳票イメージと対策”を参照してください。
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雛型帳票に特徴的な絵柄がある場合、アンカーパターンにプレ印刷を設定します。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
サンプルデータ「train00d.tif」を、“8.4.1　書式定義の画面表示”と同様の操作で表示します。

2. 領域編集を「ON」の状態にします。
「OFF」の状態の場合は、［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）に切り
替えてください。

3. 帳票のプレ印刷（雛型帳票に最初からある印刷）から、アンカーパターンとして適当な絵柄の部分
を選択します。選択したい部分の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグします。
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4.［定義］メニューの［位置決め登録］を選択するか、または、ツールバーの［位置決め登録］アイ
コンをクリックします。

5.［位置決め情報］ダイアログボックスが表示されるので、「プレ印刷」をチェックします。

6. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
アンカーパターンは大きさが固定なので、以下のようになります。

アンカーパターンが登録されます。

備考

- アンカーパターンを適当な場所に移動する場合は、アンカーパターンを移動したい場
所までドラッグ＆ドロップします。
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◇ アンカーパターン（プレ印刷）を設定するポイント
- 入力時の濃度の変化に影響を受けにくい場所を選択する

かすれにくい／つぶれにくい場所を選択してください。黒印刷の大きい（太い）場所が望ましいで
す。

- 記入／押印される場所を避ける

元のプレ印刷のパターンが変わってしまい、誤りを起こすことがあります。

- ユニークなパターンを選択する

同じパターンが帳票上に複数あるものを避けてください。

- アンカーパターンは 3個～ 10個程度設定し、お互いの位置を 5cm程離して設定してください。数
が少なかったり、距離が近すぎたりすると、位置決めができません。

- 帳票の端から少し離れた場所にアンカーパターンを設定する

帳票が破れた場合など、端が入力されないことがあるためです。

- アンカーパターン中の黒／白の面積が同程度のものが望ましい

このような場所が位置決めしやすいためです。

以下に、アンカーパターンを設定するのに好ましい場所、および好ましくない場所の例を示します。

- アンカーパターンを設定するのに好ましい場所

・ タイトルなどの大きい文字の部分
・ 黒帯中の白抜き文字の部分
・ ロゴマークの部分

- アンカーパターンを設定するのに好ましくない場所

・ 細かい印刷文字を含む部分（10ポイント未満の文字）
・ 罫線ばかりで構成されている部分（文字枠の端など）
・ 網掛け／網点で印刷してある部分
・ 濃淡のある部分（写真など）
・ カラー印刷の部分
・ 帳票上に同じものがたくさんあるもの（単に線が交差しただけの場所など）
・ 真黒い場所や空白部分（位置決めできないため）

(2)位置決め用マークをアンカーパターンにする場合
雛型帳票に位置決め用マークがある場合、アンカーパターンに位置決め用マークを設定します。帳票
を新規設計するときに、位置決め用マークを印刷しておくことによって、読取り精度を向上させるこ
とができます。

備考

- アンカーパターンを設定する場所として、カラー印刷の部分は適切ではありません
が、次の場合には使用可能です。
白黒二値の場合：

スキャナから入力を行った場合に、白 /黒どちらになるか明確なもの
カラーの場合 ：

濃度変化がない濃い色での印刷

備考

- 位置決め用マークの仕様については、“C.1.4　位置決め用マーク”を参照してくださ
い。
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●手順
1. 書式定義画面を表示します。
書式定義する縮小イメージを、“8.4.1　書式定義の画面表示”と同様の操作で表示します。

2. 領域編集を「ON」の状態にします。
「OFF」の状態の場合は、［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）に切り
替えてください。

3. 帳票中のマークを選択します。
選択したい場所の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグします。

4.［定義］メニューの［位置決め登録］を選択します。
または、ツールバーの［位置決め登録］ボタンをクリックします。
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5.［位置決め情報］ダイアログボックスが表示されるので、「位置決め用マーク」をチェックします。

6. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
アンカーパターンは大きさが固定なので、以下のようになります。

アンカーパターンが登録されます。

◇ アンカーパターン（位置決め用マーク）を設定するポイント
- アンカーパターンを設定した場所の中央にマークがくるように、アンカーパターンを位置決めして
ください。マークが端にあったり、はみ出したりしている場合には、正しく読み取れない場合があ
ります。

- アンカーパターンを設定した領域に、マーク以外の印刷が入らないようにしてください。マーク以
外の印刷が入ると、正しく読み取れない場合があります。

8.9.3 照合無視領域の設定

非ドロップアウトカラー帳票の帳票認識では、入力した帳票イメージと書式定義に使用した雛型イ
メージとの重ね合わせを行うことで、最も一致する場所を探し、一致した部分を入力イメージから除
去して読取りを行います。この処理を帳票照合処理と呼びます。
帳票照合は、雛型イメージ全体が入力画像と一致する場所を探すため、読取り領域が同一のデザイン
であっても、読取り領域以外のデザインに相違があると一致する場所を見つけられず、帳票リジェク
トや読取り位置のずれが発生することがあります。このような場合、デザインに相違がある個所をあ
らかじめ照合無視領域に設定しておくことで、認識失敗を回避することができます。
以下に、照合無視領域を設定する方法を説明します。

備考

- アンカーパターンを適当な場所に移動する場合は、アンカーパターンを移動したい場
所までドラッグ＆ドロップします。
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●手順
ここでは、サンプルデータ「train01d.tif」に照合無視領域を設定します。

1. 書式定義画面を表示します。
書式定義する縮小イメージを、“8.4.1　書式定義の画面表示”と同様の操作で表示します。

!
注意

- 異種帳票認識処理における「帳票レイアウト識別方式」の動作は、照合無視領域の設
定とは無関係です。デザインの異なる帳票に照合無視領域を設定しても、「帳票レイ
アウト識別方式」が同一の帳票とみなすことはありません。

- 照合無視領域を大きく取りすぎると、帳票照合に必要な特徴が減ってしまうため帳票
リジェクトが発生する可能性があります。帳票の一部の領域のみ指示するようにして
ください。

- 照合無視領域はプレ印刷除去を行うことができません。読取り領域と重ねて照合無視
領域を設定した場合、その領域は正しく読取れません。読取り領域と重ねた定義を行
わないよう注意してください。

- 照合無視領域にフィールド枠を重ねる、または照合無視領域付近にフィールド枠を作
成すると誤認識する場合があるので、フィールド枠の作成には注意してください。
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2. 領域編集を「ON」の状態にします。
「OFF」の状態の場合は、［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態（レ）に切り
替えてください。

3. 帳票中の照合対象としない領域を選択します。
選択したい場所の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグします。

4.［定義］メニューの［位置決め登録］を選択します。
または、ツールバーの［位置決め登録］ボタンをクリックします。

5.［位置決め情報］ダイアログボックスが表示されるので、「照合無視領域」をチェックします。

6. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
照合無視領域が設定されます。
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8.10 フィールド情報の拡張定義
フィールド情報の拡張定義について説明します。

8.10.1 帳票 IDの設定

帳票 ID識別方式で異種帳票処理を行う場合の帳票 IDの設定方法を説明します。

●手順
ここでは、サンプルデータ「train01d.tif」に帳票 IDを設定します。

1. 書式定義画面を表示します。
サンプルデータ「train01d.tif」を、“8.4.1　書式定義の画面表示”と同様の操作で表示します。
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2. 帳票情報の設定をします。
「基準マーク付き帳票」および「帳票 IDフィールド付き帳票」をチェックし、「帳票 ID」を設定し
ます。

3. 帳票 IDの読取り領域を設定します。
読取り領域を設定する場合、領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認してくださ
い。「OFF」の状態の場合は、［編集］メニューの［領域編集］を選択して「ON」の状態に切り替
えてください。

4. 領域を長方形で想定し、想定した長方形の左上にマウスカーソルを位置付け、右下までドラッグし
ます。
帳票 IDの読取り領域の右下が基準マークより内側になるように設定します。

 

5. 帳票 IDフィールドを設定します。
フィールドの設定を行うときは、領域編集を「OFF」の状態にします。
帳票 IDの読取り領域を選択状態にします。
フィールドを、手書き ANKSフィールドまたは活字 ANKSフィールドに設定します。
手書き ANKSフィールドとして設定する場合は、［定義］メニューの［手書き ANKSフィールド作
成］を選択します。
活字 ANKSフィールドとして設定する場合は、［定義］メニューの［活字 ANKSフィールド作成］
を選択します。
選択した読取り領域を囲む形で水色のフィールド枠が作成されます。

備考

-「基準マーク」の設定については、“8.9.1　基準マークの設定”を参照してください。
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6. フィールド情報を設定します。
フィールド枠の中でダブルクリックします。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されるので、［一般］タブを設定してから、［拡張］
タブをクリックします。

7.「帳票 IDフィールド」をチェックします。

8. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
書式定義に帳票 IDが付けられます。

上記の手順で、2枚目のサンプルデータも同じように書式定義を行います。

8.10.2 データチェック

データチェックとは、帳票の認識結果に対して、それが妥当かどうかを与えられたルールに沿って
チェックする機能です。
データチェック機能については、“付録 H　データチェック機能”を参照してください。

●手順
以下に、例として図のような帳票の場合のデータチェックを設定する手順を示します。

ここでは、1行目の「単価 1」フィールドと「数量 1」フィールドの積が「金額 1」フィールドと等し
いかどうかをチェックします。

1. 書式定義画面を表示します。
詳細は、“8.4.1　書式定義の画面表示”を参照してください。

2. データチェックの設定をする読取り領域、および「フィールド情報」の設定をします。
「単価 1」、「数量 1」および「金額 1」の読取り領域を設定し、［フィールド情報］ダイアログボッ
クスで、フィールド名や桁数、文字種などを設定します。詳細は、“8.6.1　文字読取り領域の設定
とフィールドの設定”を参照してください。

備考

- サンプルデータのように、帳票 IDが基準マークから離れた位置にある場合、帳票イ
メージの伸縮誤差などの影響によって位置決めがずれることがあります。
そのため、帳票 IDの読取り領域は多少大きめに設定してください。

1 0 0 2 2 0 0

5 5 0 0 5 0 05 72
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3.「金額 1」フィールドの［フィールド情報］ダイアログボックスで［拡張］タブをクリックします。

 

4.「データチェック」をチェックし、式（［単価 1］*［数量 1］==［金額 1］）を入力します。

5. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
データチェックが設定されます。

「金額 1」項目にデータチェックの設定がされました。この設定により、各項目の認識結果を用いて式
を計算し、正しくない場合は、認識結果で「金額 1」の項目を論理エラーとして処理します。

8.10.3 データ編集

データ編集とは、帳票認識の結果に対してフィールドごとにデータを編集する機能です。データ編集
は手書き ANKSフィールドと活字 ANKSフィールドのみ設定可能です。以下の 3種類の操作が可能で
す。

- 文字間空白編集

文字間の空白をすべて削除して左に詰めるか、または 1桁だけ残してほかの空白を削除して左に詰
めます。

!
注意

- データチェックを行う場合は、「データチェック」のチェックボックスをチェックす
る必要があります。
チェックがない場合は、チェック式を指定しても無効になり、文法エラーのチェック
が行われません。

備考

- データ編集が設定されている場合は、編集された認識結果に対してデータチェックが
行われます。
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- 左右詰め編集

文字列の先頭の空白を削除して文字列を左に詰めるか、または文字列の末尾の空白を削除して文字
列を右に詰めます。

- ゼロ補充編集

空白を "０ "に変換します。

上記の編集操作を組み合わせて使用することができます。

(1)編集処理
編集処理の例を以下に示します。

例 1：

文字間の空白をすべて削除して左に詰める（□は空白を示す）。

□１２３□４５６□
　　　↓
□１２３４５６□□

例 2：

文字間の空白を 1桁だけ残して左に詰める（□は空白を示す）。

□１２□□□３４□
　　　↓
□１２□３４□□□

例 3：

文字列の先頭の空白を削除して文字列を左に詰める（□は空白を示す）。

□１２３□４５６□
　　　↓
１２３□４５６□□

例 4：

文字列の末尾の空白を削除して文字列を右に詰める（□は空白を示す）。

□１２□□□３４□
　　　↓
□□１２□□□３４

例 5：

空白にゼロを補充する（□は空白を示す）。

□１２３□４５６□
　　　↓
０１２３０４５６０

例 6：

文字間の空白をすべて削除し、かつ左詰め編集を行う（□は空白を示す）。

□□１２３□４５□
　　　↓
１２３４５□□□□
122



第 8章  書式定義
例 7：

文字間の空白を 1桁だけ残し、かつ右詰め編集を行う（□は空白を示す）。

□１２３□□４５□
　　　↓
□□□１２３□４５

(2)文字の認識結果とイメージデータの位置座標との対応
文字間空白編集や左右詰め編集を行うと認識結果文字列内で文字が移動して、文字の桁位置が変わる
可能性があります。この場合、認識結果文字とその文字のイメージデータ上の位置座標との対応関係
は次のようになります。

- 追加 /削除されていない文字の場合、認識結果文字列内の桁位置が変わってもその文字のイメージ
データ上の位置座標との対応関係が維持されます。

- 削除された文字については、その文字に対応するイメージデータ上の位置座標がなくなります。

- 追加された文字については、その文字よりも左側または右側にある文字と同じ位置座標になりま
す。

備考

- 編集前と編集後で認識結果の桁数は変化しません。
- 知識処理で関連付けされているフィールドに対してデータ編集を設定することはでき
ません。

- 編集処理を組み合わせて使用する場合、編集内容を指定する文字列の左から順に処理
が行われます。

- データチェックはデータ編集で編集された結果に対してチェックを行います。

備考

- 文字ピッチが固定ピッチの場合は、空白の文字座標は元の座標が保存されます。

!
注意

- フィールドに 2つ以上の読取り枠が設定されている場合、フィールド全体をまとめて
編集すると以下のように読取り文字種と矛盾した結果が出力されることがあります。
このような場合は、読取り枠ごとに違う編集を指定することもできます（指定の方法
については、“ (3)指定方法”を参照してください）。たとえば、以下に示すように、
フィールドに「読取り枠 1：桁数（2）、読取り文字種（英字）」と「読取り枠 2：桁
数（4）、読取り文字種（数字）」が設定されていて、編集処理として「文字間空白削
除＋右詰め」を指定した場合、数字の読取り文字種が設定してある読取り枠に英字
（A）が出力される場合があります。
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(3)指定方法
データ編集を行う場合は、書式定義画面の［フィールド情報］ダイアログボックスの［拡張］タブで、
「データ編集」をチェックします。
チェックボックスにチェックがない場合は、文字列を指定しても無効になります。

テキストボックスには、編集内容を表す以下の文字列を記述します。なお、文字列の英字の大文字・
小文字は区別されません。

編集処理を組み合わせる場合は、1つ以上の空白で区切って複数の文字列を記述します。
複数の文字列を記述した場合、左から順番に処理が実行されます。
そのため、記述する順序を入れ替えると結果が違ってくる場合がありますので注意してください。

例 1：

文字間空白を 1桁に圧縮し、かつ右詰めする場合（□は空白を示す）

記述する文字列：compress right

□１２□□□３４□
　　　　↓
□□□□１２□３４

例 2：

文字間空白をすべて削除し、かつ左詰めする場合（□は空白を示す）

記述する文字列：pack left

□１２３□４５６□
　　　　↓
１２３４５６□□□

例 3：

文字間空白をすべて削除し、かつ左詰めし、かつ空白を "0"に変換する場合（□は空白を示す）

記述する文字列：pack left zero

記述する文字列 説明 
range(s,e) これ以降に編集を行う場合のフィールドの処理対象範囲を s桁目から e桁

目までに限定する（range指定がない場合はフィールド全体）

pack 文字間空白編集（文字間空白を削除）

compress 文字間空白編集（文字間空白を 1桁に圧縮）

left 左右詰め編集（左端の空白を詰める）

right 左右詰め編集（右端の空白を詰める）

zero ゼロ補充編集（空白を "0"に変換する）     
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□□１２３□４５□
　　　　↓
１２３４５００００

例 4：

編集範囲を指定（3桁目から 7桁目まで）し、空白を "0"に変換する場合（□は空白を示す）

記述する文字列：range(3,7) zero

□１□□□□□２３
　　　　↓
□１０００００２３

例 5：

編集範囲を指定（3桁目からフィールド最後まで）し、文字間空白をすべて削除し、かつ右詰めし、
かつ空白を "0"に変換する場合（□は空白を示す）

記述する文字列：range(3,$) pack right zero

ＡＢ□１２３□４□
　　　　↓
ＡＢ０００１２３４

例 6：

フィールドの 1桁目から 5桁目を左詰めにし、6桁目から 10桁目を右詰めにする場合（□は空白を
示す）

記述する文字列：range(1,5) left range(6,10) right

□□１２３４５６□□
　　　　↓
１２３□□□□４５６

備考

- フィールドの桁位置にフィールドの最終桁を指定する場合は、桁数の数値を指定する
以外に記号 "$"で代用することもできます。

- 決められた文字列以外を記述した場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 文字数は最大 512文字まで入力できます。
- 文字列に全角文字を使用することはできません。
- 文字列 "range"でフィールド内の処理対象となる範囲を指定することによって、サブ
フィールドごとに異なるデータ編集を行うことができます。文字列 "range"を記述し
ない場合は、フィールドのすべての桁が編集操作の対象になります。

- 文字列 "range"を記述する場合、フィールドの桁数（n）、開始桁位置（s）、終了桁位
置（e）の関係は、以下の条件を満たす必要があります。条件を満たさない編集式を
設定しようとするとエラーになります。
    1 ≦ s ≦ e ≦ n

- 氏名種別に姓、名、または姓名を指定したフィールドに対して、文字列 "range"で編
集範囲を指定することはできません。これに違反する編集式を設定しようとするとエ
ラーになります。
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8.11 書式定義チェック
1つのキャビネットに複数の書式定義がある場合、書式定義終了時に、書式定義チェック画面が自動
的に表示されます（定義画面の［オプション］メニューの［書式定義チェック］からでも表示するこ
とができます）。
書式定義チェック画面は、書式情報を表示し、異種帳票処理を行うための情報に矛盾がないか判定す
るための画面です。
ここで、書式定義チェックエラーがないかどうか確認してください。書式定義チェックエラーがある
場合、以下の処理を行うことはできません。

- 帳票認識

- 認識データの修正

以下に、書式定義チェック画面を示します。
書式定義チェックエラーがあった場合は、画面上に赤色で表示されます。

書式定義チェックエラーの内容は、ヘルプの "書式定義チェック画面の項目詳細 "を参照して、どの
項目でエラーになったのかを確認してください。

8.12 書式定義情報の一覧表示
出力順、フィールド名、フィールドの種類などの書式定義情報の一覧表示（書式定義一覧表示画面）、
および印刷が可能です。
一覧表示できる情報には、以下の項目があります。

- フィールド情報

- 知識処理情報

- 字種限定情報

- データチェック情報

- データ編集情報

- 読取り領域情報

- 帳票情報

書式定義で設定した項目の一覧が表示されるウィンドウを印刷プレビュー画面といい、［表示］メ
ニューから切り替えることができます。
書式定義一覧表示画面は、印刷プレビュー画面によって構成されています。
以下に、印刷プレビュー画面で表示できる内容を示します。
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フィールド情報ウィンドウ

知識処理情報ウィンドウ

字種限定情報ウィンドウ

項目 表示内容

出力順 認識結果を出力するときの順番

フィールド名 フィールド名

フィールドの種類 フィールドの種類

桁数 フィールドに入力される文字数

出力桁数 認識結果を出力するときの文字数

サブフィールド分割 サブフィールド分割を行うかどうか

文字種（7種） フィールドに入力される文字の種類

字種限定、氏名種別 フィールドに入力される限定文字、および文字の属性情報

フリー記入 フィールド内の読取り領域に対する文字の記入方法

フォント フィールドに入力される文字のフォント

記入マーク数 フィールドに記入できるマークの最大数

リジェクト出力なし フィールド内のマーク認識失敗時にリジェクト出力をするかどうか

帳票 IDフィールド 帳票 IDを記入するフィールドかどうか

データチェック 認識結果に対してデータチェックを行うかどうか

データ編集 認識結果に対してデータ編集を行うかどうか  

ゴミ取りサイズ幅、高さ ゴミとして扱う黒画素の固まりの縦横サイズ

全角出力 認識結果出力時に全角文字出力をするかどうか

バーコードの種類 印字、印刷されるバーコードの種類 

チェックディジット チェックディジットの有無

印字済みフィールド 読取り領域内に印字があるかどうか

項目 表示内容

知識処理名 知識処理名

処理タイプ 知識処理を行う種類  

郵便番号 郵便番号のフィールド名

フリガナ フリガナのフィールド名

日本語／マーク   日本語／マークのフィールド名  

字種限定、氏名種別    フィールドに入力される文字の属性情報 

個人辞書名 個人辞書ファイル名　　

項目 表示内容

出力順 認識結果を出力するときの順番

フィールド名 フィールド名

日本語字種限定 フィールドに入力される文字の属性情報 

字種限定 フィールドに入力される限定文字  
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データチェック情報ウィンドウ

データ編集情報ウィンドウ

読取り領域情報ウィンドウ

帳票情報ウィンドウ

項目 表示内容

出力順 認識結果を出力するときの順番   

フィールド名 フィールド名

データチェック 認識結果に対してデータチェックを行うかどうか

項目 表示内容

出力順 認識結果を出力するときの順番

フィールド名 フィールド名

データ編集 認識結果に対してデータ編集を行うかどうか

項目 表示内容

出力順（フィールド） 認識結果を出力するときのフィールドの順番

フィールド名   フィールド名 

出力順（読取り領域） 認識結果を出力するときのフィールド内の読取り領域の順番

桁数 読取り領域に入力される文字数　

フィールドの種類 フィールドの種類

文字種（7種） 読取り領域に入力される文字の種類　

字種限定 読取り領域に入力される限定文字、および文字の属性情報 

フリー記入 読取り領域に対する文字の記入方法

出力文字 マークが記入されているときに出力する文字　

フォント 読取り領域に入力される文字のフォント

印字済みフィールド 読取り領域内に印字があるかどうか

項目 表示内容

書式定義名 書式定義名

ドロップアウトカラー帳
票

文字枠の除去を行うかどうか

拡張ドロップアウトカ
ラー帳票

赤系 /緑系 /青系の色をドロップアウトするかどうか

基準マーク付き帳票 基準マークがあるかどうか

帳票 IDフィールド付き
帳票

帳票 IDによる異種帳票処理を行うかどうか

帳票 ID 帳票 ID

認識注意文字      認識注意文字の変換文字

利用者プログラム名 帳票認識時に実行する利用者プログラム名
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8.12.1 書式定義情報の一覧表示

書式定義一覧表示画面を表示する方法を説明します。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
詳細は、“8.4.1　書式定義の画面表示”を参照してください。

2.［ファイル］メニューの［一覧表示］を選択します。

3. 書式定義一覧表示画面が表示されます。

!
注意

- 書式定義一覧表示を起動するには、使用するコンピュータにプリンタドライバがイン
ストールされている必要があります。書式定義一覧表示を起動した際、「用紙サイズ
を設定できませんでした。」などのメッセージが表示される場合は、プリンタドライ
バがインストールされているか確認してください。

- 知識処理情報ウィンドウに表示される知識処理候補結果は最大 20個までです。
129



第 2部  定義編
4. 一覧表示したい情報を切り替えるには、［表示］メニューから選択します。
［表示］メニュー項目の左にチェックマークが付いている場合は、一覧表示し、付いていない場合
は一覧表示しません。

5. 書式定義一覧表示を終了する場合は、［ファイル］メニューの［閉じる］を選択します。

［別の書式定義一覧を表示する方法］
書式定義一覧表示画面で、別の書式定義情報を一覧表示する方法を説明します。

●手順
1. 書式定義一覧表示画面を表示します。

!
注意

- 書式定義を変更した場合は、［ファイル］メニューの［上書き保存］を選択してくだ
さい。［上書き保存］を選択しないと一覧表示したときに反映されません。
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2.［ファイル］メニューの［開く］を選択します。

3.［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されるので、一覧表示したいファイル名を入力し、
［開く］ボタンをクリックします。

備考

- 書式定義情報ファイルの拡張子は「ndf」です。書式定義情報ファイルは、デスク
トップ画面から直接扱うことはできません。

- 別の書式定義情報が一覧表示されます。
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8.12.2 書式定義情報の印刷

書式定義情報を印刷する方法を説明します。

●手順
1. 書式定義一覧画面（印刷プレビュー画面）を表示します。
詳細は、“8.12　書式定義情報の一覧表示”を参照してください。
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2. 印刷したい印刷プレビュー画面を選択状態にし、［ファイル］メニューの［印刷］を選択します。

3.［印刷］ダイアログボックスが表示されるので、必要な項目を設定し、［OK］ボタンをクリックし
ます。
書式定義情報が印刷されます。

8.13 他の書式定義情報を取り込む
他のキャビネットで作成した書式定義情報を、現在開いている書式定義画面内に取り込む方法を説明
します。
詳細については、ヘルプを参照してください。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
詳細は、“8.4.1　書式定義の画面表示”を参照してください。

2.［ファイル］メニューの［インポート］を選択します。
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3.［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されるので、取り込みたいファイル名を入力し、［開
く］ボタンをクリックします。

書式定義のファイル名は、デスクトップ画面の書式定義の縮小イメージ上で右クリックし、プロパ
ティを表示して確認することができます。
書式定義情報が取り込まれます。

4. フィールドの位置や大きさを調整して、書式定義を完成させます。
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8.14 拡張ドロップアウトカラー読取り時の書式定義設定
拡張ドロップアウトカラー読取り時の帳票の書式定義設定方法について説明します。

DynaEye EXでは、24ビットフルカラーの帳票を認識に使用することができます。この場合、書式定
義もカラーのイメージを使用して行います。

●手順
1. 書式定義画面を表示します。
ここでは、以下のようなデータを使用した場合の書式定義について説明します。

2. 帳票情報の設定を行います。
［定義］メニューの［帳票情報］を選択します。
［帳票情報］ダイアログボックスの［帳票色］で「拡張ドロップアウトカラー帳票」をチェックし
ます。
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3. 読取り領域を設定します。
領域編集が「ON」の状態（レ）になっていることを確認してください。「OFF」の状態の場合は、
［編集］メニューの［領域編集］を選択して［ON］の状態に切り替えてください。
「会員番号」の読取り領域を設定します。
左上にマウスポインタを位置付け、フィールドの右下までドラッグして設定します。

 これで、読取り領域が設定されました。

4. フィールドを設定します。
読取り領域を選択状態にして、［定義］メニューの［手書き ANKSフィールド作成］を選択する
か、または、ツールバーの［手書き ANKSフィールド作成］ボタンをクリックします。
これでフィールドが作成されます。

5. フィールド情報を設定します。
以下のいずれかの操作で、［フィールド情報］ダイアログボックスを表示します。
・ フィールド枠の中にマウスポインタを位置付けてダブルクリックする
・ ［定義］メニューの［フィールド情報］を選択する
・ ツールバーの［フィールド情報］ボタンをクリックする

各項目を設定します。

「会員番号」のようにあらかじめ印字されているフィールドの場合は、［印字済みフィールド］を
チェックします。
他の項目については、通常の手書き ANKSフィールドと同じです。

6. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。

!
注意

- 書式定義に使用する帳票は、どのフィールドも未記入または印字のない状態が望まし
いのですが、あらかじめ印刷された帳票しかない場合に、［印字済みフィールド］を
チェックします。ただし、印字は鮮明な黒印字である必要があります。
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7. 同様の手順で、申込日の年、月、日を定義します。
以下の画面は、「日」のフィールド情報を示しています。

このフィールドは、未記入ですので、「印字済みフィールド」のチェックを行いません。

8. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
フィールド情報が設定されます。

9.［ファイル］メニューの［上書き保存］を選択します。

8.15 書式定義時の注意事項
カラーイメージでの書式定義を行う場合は、以下の点に注意してください。

- 雛型帳票には未記入の帳票を使用してください。記入済みの帳票を使用した場合、誤認識の原因に
なります。ただし、以下の場合は、鮮明な黒印刷に限り、文字が印字されていても構いません（不
鮮明な印刷文字や黒以外の文字、手書き文字が記入された帳票は使用できません）。

・ IDフィールド
・ 拡張ドロップアウトカラー読取り時

なお、拡張ドロップアウトカラー読取りの場合、印字がある読取り領域については、書式定義の
［フィールド情報］ダイアログボックスで「印字済みフィールド」をチェックする必要があります。

- カラーのイメージデータで書式定義を行った場合、帳票認識を行う記入済み帳票もカラーのイメー
ジデータとして読み取る必要があります。

- 雛型帳票の入力と帳票認識を行う記入済み帳票の入力は、同一機種のスキャナを使用してくださ
い。

- 雛型帳票の入力時と帳票認識を行う記入済み帳票の入力時は、スキャナ定義（明るさ /コントラス
ト）は同じになるように設定してください。また、イメージデータ全体が暗すぎたり、明るすぎた
り、またはぼやけた状態にならないように、スキャナ定義で明るさ /コントラストを適切な値に調
整してください。

- カラーイメージにより異種帳票処理を行う場合、カラーの書式定義と白黒二値の書式定義を同じ
キャビネットに置き、混在して読み取ることはできません。また、以下の注意が必要です。

帳票 ID識別の場合：
帳票 IDは黒色で印刷または印字されている場合のみ使用できます。帳票 IDの文字枠としては、
ドロップアウトカラーのみ使用できます。

帳票レイアウト識別の場合：
罫線の色やプレプリントの色による識別はできません。帳票レイアウト識別は帳票レイアウトか
らのみ帳票を識別します。そのため、レイアウトが同じで色だけが異なる帳票を識別することは
できません。
137



第 2部  定義編
- イメージデータの画像品質が低い場合、誤認識の原因になることがあります。誤認識を減らすに
は、スキャナ入力時のカラー保存用画像品質をなるべく高い値で使用してください。また、雛型帳
票の入力時と帳票認識を行う記入済み帳票の入力時のイメージデータの画像品質は一致させてくだ
さい。
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第 9章 修正画面定義

ここでは、修正画面定義の概要および修正画面定義の操作方法について説明します。

9.1 修正画面定義とは
修正画面定義とは、修正画面のレイアウトをカスタマイズするための機能です。
修正画面定義では、読取り項目の座標やリテラル情報を書式定義から参照して、自動的に修正画面に
割り付けるため、帳票のレイアウトに近い修正画面を作成することができます。
また、修正画面上に表示する項目を移動したり、詳細設定を変更することもできます。

9.2 修正画面定義の作成 /更新
修正画面定義の情報は、書式定義の中に含まれて保存されます。そのため、修正画面定義の作成 /更
新は、書式定義画面から呼び出して行います。

9.2.1 修正画面定義を新規に作成する場合

書式定義の中に修正画面定義の情報が存在しない場合（修正画面定義を新規に作成する場合）は、書
式定義画面で、［ファイル］メニューの［修正画面定義］を選択すると、以下の画面が表示されます。

図 9.1　レイアウト設定ダイアログボックス

このダイアログボックスでは、以下の情報を設定します。

レイアウト方法

書式定義情報に含まれるフィールドの情報を参照する際のレイアウト方法を選択します。

定義位置参照：
書式定義の位置情報を参照して、それに近いレイアウトを行います。
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縦並び：
フィールドの番号順に、左上から下方向に「縦並び」で項目 /リテラルを並べます。ここで指定
した列数に従って折り返して並べられます。フィールド数よりも大きい値を列数に指定した場合
は、自動的に項目数に置き換えられます。

例：縦並びの列数に「3」を指定した場合の折り返し例（項目数が 9個の場合）

例：縦並びの列数に「4」を指定した場合の折り返し例（項目数が 9個の場合）

横並び：
フィールドの番号順に、左上から右方向に「横並び」で項目 /リテラルを並べます。ここで指定
した列数に従って折り返して並べられます。フィールド数よりも大きい値を列数に指定した場合
は、自動的に項目数に置き換えられます。

例：横並びの列数に「3」を指定した場合の折り返し例（項目数が 9個の場合）

   

例：横並びの列数に「4」を指定した場合の折り返し例（項目数が 9個の場合）

リテラルの位置

認識項目、イメージ項目、画面入力項目に対する項目名（リテラル）の位置を、「上」、「左」、「右」、
「下」、「非表示」の中から選択します。
「上」を指定すると、関連する項目のすぐ上に項目名（リテラル）がレイアウトされます。「非表示」
を指定すると項目名（リテラル）は作成されず、項目のみレイアウトされます。

余白

修正画面の上下左右の余白を設定します。デフォルトは上下左右ともに「2」です。
上記の設定を行い、［設定］ボタンをクリックすると、書式定義情報に含まれるフィールドが修正画面
定義の画面上にレイアウトされます。

      xxx01   xxx04  xxx07
      xxx02   xxx05  xxx08
      xxx03   xxx06  xxx09

      xxx01　xxx04  xxx06  xxx08
      xxx02　xxx05  xxx07  xxx09
      xxx03

　xxx01　xxx02  xxx03
　xxx04　xxx05  xxx06
　xxx07　xxx08  xxx09

　xxx01　xxx02  xxx03  xxx04
　xxx05　xxx06  xxx07  xxx08
　xxx09
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9.2.2 修正画面定義を更新する場合

書式定義の中にすでに修正画面定義の情報が存在している場合（修正画面定義を更新する場合）は、
書式定義画面で、［ファイル］メニューの［修正画面定義］を選択すると、情報に従ってレイアウトさ
れた修正画面が表示されます。

「作業領域」で、修正画面のレイアウトを調整します。
「ステータスバー」には、現在の作業状況に応じて各種メッセージや項目情報、修正画面全体の行 /桁
数が表示されます。

9.3 レイアウト時に参照する情報
［レイアウト設定］ダイアログボックスの設定に従ってレイアウトする際に、書式定義から参照する情
報は以下のとおりです。

- フィールド名

- 出力桁数（イメージフィールドは幅、高さ）

- 文字サイズ

- フィールドの種類

認識項目（文字認識項目 /マーク認識項目 /バーコード項目）、イメージ項目、画面入力項目

- 出力順

- 知識処理情報

以下に、リテラルおよび項目について説明します。
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以下に、書式定義の情報を参照してレイアウトする際に設定される行／桁数について説明します。
なお、説明の中で「文字サイズ」と記載されている箇所は以下のように計算されます。

Shift_JISコード（全角）の場合：2

JIS-8コード（半角）の場合：1

(1) 知識処理が行われていない認識項目（文字認識項目 /マーク認識項目）

(2) 知識処理が行われている文字認識項目

例 1： 住所知識処理の郵便番号グループ

名称 説明

リテラル 修正画面上に表示される文字列

項目 文字認識項目 書式定義の手書き ANKSフィールド、活字 ANKSフィー
ルド、手書き日本語フィールド、活字日本語フィールド、
バーコードフィールドに対応し、修正画面上で編集可能

マーク認識項目 書式定義上のマークフィールドに対応し、修正画面上で
編集可能

イメージ項目 書式定義上のイメージフィールドに対応

画面入力項目 書式定義上の画面入力フィールドに対応し、修正画面上
で編集可能

知識処理順 フィールド名 桁数

1 郵便番号上三桁 3

2 郵便番号下四桁 4
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例 2： 住所知識処理の住所グループ

(3) イメージ項目

知識処理順 フィールド名 桁数

1 都道府県名 3

2 住所 8

3 丁目・番地 11
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(4) 画面入力項目

9.4 修正画面定義の操作方法
ここでは、修正画面定義の操作方法について説明します。
以下に、操作手順の流れを示します。

9.4.1 レイアウトの自動調整

自動レイアウトでは、項目同士が重ならないように自動的に調整されます。

例 1：
左端位置が異なるフィールド同士が重なる場合は、右側のフィールド（この場合はフィー
ルド 2）が右方向に移動されます。
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 例 2：
左端位置が同じフィールド同士が重なる場合は、出力順が後であるフィールド（この場合
はフィールド 2）が右方向に移動されます。

例 3：
フィールドが縦方向に重なる場合は、下側のフィールド（この場合はフィールド 2）が右方
向に移動されます。

9.4.2 レイアウトの調整

自動レイアウトを行った後、手動で項目の位置を調整したい場合は、以下のいずれかの操作を行いま
す。

- 項目 /リテラルをマウスで選択した後、［編集］メニューから［移動］を選択する

- 項目 /リテラルをマウスで選択した後、移動したい位置にドラッグ＆ドロップする

- 項目 /リテラルをマウスで選択した後、キーボードのカーソルキーを使って移動したい位置まで移
動する

備考

-【Ctrl】キーを押しながら、複数の項目やリテラルを選択することで、まとめて位置調
整を行うこともできます。

-［定義］メニューの［項目情報］を選択して表示される、［項目情報］ダイアログボッ
クスから「列番号」と「行番号」を指定して位置調整を行うこともできます。詳細
は、“9.4.3　項目、リテラル情報の編集”の“　(3)項目情報”を参照してください。

!
注意

- フィールドが互いに重なるような移動はできません。同様に、複数のフィールドを選
択して移動したときに、選択された 1つのフィールドが他のフィールドと重なるよう
な移動もできません。

- フィールドが画面の端と重なるような移動はできません。同様に、複数のフィールド
を選択して移動したときに、選択された 1つのフィールドが画面の端と重なるような
移動もできません。
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9.4.3 項目、リテラル情報の編集

(1)修正画面情報
自動レイアウトを行った後は、項目 /リテラルがレイアウトされている範囲に合わせて、修正画面の
画面サイズ（桁数と行数）が自動的に設定されますが、画面外に新規に項目 /リテラルを追加したい
場合や、項目 /リテラルを画面外に移動したい場合には、修正画面の桁数と行数を変更する必要があ
ります。
桁数と行数の変更は、［修正画面情報］ダイアログボックスから行います。
［修正画面情報］ダイアログボックスは、［定義］メニューの［修正画面情報］を選択すると表示され
ます。

現在レイアウトされている範囲よりも、小さい桁数 /行数を設定した場合は、修正画面行桁数を現在
レイアウトされている範囲に変更します。この場合、前回レイアウト設定で設定した余白の値は無視
されます。
桁数、行数に指定できる範囲は以下のとおりです。

最小：10桁× 5行

最大：1360桁× 960行

(2)未設定項目名一覧
修正画面定義が行われていない項目 /リテラルは、「未設定項目」として管理されます。
未設定項目は、［未設定項目一覧］ダイアログボックスで確認することができます。
［未設定項目一覧］ダイアログボックスは、［表示］メニューの［未設定項目名一覧］を選択すると表
示されます。

このダイアログボックスの中から、レイアウトしたい項目名を選択し、［貼り付け］ボタンをクリック
してから目的の位置まで移動することで、修正画面定義画面にレイアウトすることができます。
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(3)項目情報
修正画面上の項目の属性（項目名（リテラル名）、位置、大きさ、色、色の反転）を変更することがで
きます。
編集できる属性はそれぞれ以下のとおりです。

表 9.1　項目の設定可能属性

○：設定可能
△：参照可能
－：設定、参照ともに不可

項目名（リテラル名）と位置は、変更された場合に他の項目と重なりがなく、画面内に収まっていれ
ば変更できます。
列番号には項目の X座標を指定し、行番号には項目の Y座標を指定します。
属性の変更は、［項目情報］ダイアログボックスで行います。
［項目情報］ダイアログボックスは、変更する項目を選択した後で、［定義］メニューの［項目情報］
を選択すると表示されます。

備考

- 以下の項目 /リテラルは未設定項目の対象となります。
・ 修正画面定義を作成し、書式定義を保存した後で書式定義のフィールドが追加
されたために、修正画面定義が行われていない項目 /リテラル

・ 最大画面範囲内に入りきらなかったために、修正画面定義が行われていない項
目 /リテラル

- 定義済みの項目であっても、その後、書式定義でフィールドの種類を変更したり、桁
数を変更した場合など、レイアウトを再度行う必要が生じた場合は、未設定項目とな
ります。

- リテラルがすでにレイアウトされている場合であっても、その後、書式定義でフィー
ルドの種類を変更したり、桁数を変更した場合、未設定項目一覧に表示されます。こ
の場合、リテラルをレイアウトする必要がなければ、項目のみレイアウトするだけで
構いません。

項目名
（リテラル名）

位置 大きさ 色
（リテラルの表示色）

色の反転
（リテラルのカーソルの反転）

認識項目 △ ○ △ － －

イメージ項目 △ ○ ○ － －

リテラル ○ ○ △ ○ ○

画面入力項目 △ ○ △ － －

備考

- 項目名（リテラル名）（半角換算で最大 272文字）は省略できません。
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(4)リテラル作成
新規にリテラルを追加する場合は、［リテラル作成］ダイアログボックスから指定します。
［リテラル作成］ダイアログボックスは、［定義］メニューの［リテラル作成］を選択すると表示され
ます。

このダイアログボックスで、リテラル名、位置（列番号、行番号）、色、色の反転を指定します。項目
名と位置を設定し、他の項目と重なりがなく、画面内に収まっていれば作成可能です。
列番号には項目の X座標を指定し、行番号には項目の Y座標を指定します。
このリテラルは、修正画面上では単なる文字列として表示されるだけであり、認識、修正するフィー
ルドとは関連づけられないため、用途としては、帳票のタイトルまたは画面入力項目のタイトルでの
使用が考えられます。

(5)修正画面定義に関する設定
修正画面定義に関する設定は、［環境設定］ダイアログボックスで指定することができます。
［環境設定］ダイアログボックスは、［オプション］メニューの［環境設定］を選択すると表示されま
す。

図 9.2　環境設定ダイアログボックス

備考

- リテラル名（半角換算で最大 272文字）は省略できません。
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第 9章  修正画面定義
このダイアログボックスで、修正画面定義に関する以下の設定を行うことができます。詳細について
は、ヘルプを参照してください。

- 修正画面の表示色の設定

- 項目文字列の表示の有無に関する設定

- 修正画面定義画面起動時またはファイル読み込み時に未設定項目が存在した場合に、［未設定項目
一覧］ダイアログボックスを自動で表示するかどうかの設定

- 修正画面定義画面起動時、ファイル読み込み時、または保存時に未設定項目がある場合に、通知す
るかどうかの設定

備考

-［表示］メニューの［グリッド］を選択して、グリッドを表示することで、項目の配
置を正確に行うことができます。デフォルトでは、グリッドが表示されています。

-［オプション］メニューの［フォントサイズ］を選択すると、最大、大、標準、小、
最小のいずれかのフォントサイズを選択することができます。デフォルトは「標準」
です。書式定義保存時のフォントサイズは、修正画面上で反映されます。
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第 10章  スキャナ定義
第 10章 スキャナ定義

ここでは、スキャナ定義について説明します。
スキャナ定義では、スキャナ読取りの際の情報（用紙設定や読取り方法等）を定義します。
この定義は、キャビネットごとに設定できます。

10.1 スキャナ定義ダイアログボックス
用紙の設定、読取り方法（モノクロ／カラー）、明るさ、コントラストといった、帳票をスキャナから
読み取る際の情報を設定します。設定は［スキャナ定義］ダイアログボックスで行います。［スキャナ
定義］ダイアログボックスは、定義画面で［スキャナ定義］ボタンをクリックすると表示されます。

以下に、画面の項目について説明します。

!
注意

- スキャナおよびスキャナドライバによっては、［スキャナ定義］が無効になる場合が
あります。その場合、［TWAIN画面を表示する］をチェックして、 TWAINドライバ
の設定ダイアログボックスを使用してください。
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(1)TWAIN画面を表示する
TWAIN画面を表示する場合にチェックします。このチェックボックスは［FUJITSU TWAIN32スキャ
ナドライバ］の場合だけ有効となります。その他の TWAINスキャナドライバを使用した場合は、必
ず TWAIN画面が表示されます。さらに詳細な読取りを行いたい場合は、チェックして TWAIN画面を
表示してください。TWAIN画面を表示する場合は、TWAIN画面で設定した情報が優先されます。た
だし、カラーの場合は、カラー保存用画像品質の指定が有効となります。

(2)用紙の設定

大きさ：
スキャナから読み込む用紙の大きさを指定します。［A3］、［A4］、［A5］、［B4］、［B5］、［はがき］、
［名刺］、［レター］、および［カスタム］から選択します。

横幅：
用紙の大きさで［カスタム］を選択した場合、用紙の横幅をミリメートル単位で指定します。

長さ：
用紙の大きさで［カスタム］を選択した場合、用紙の長さをミリメートル単位で指定します。

方向：
用紙の方向は［縦］（ポートレート）または［横］（ランドスケープ）から選択します。

(3)読取り方法

カラーモード：
スキャナから読取りを行う場合のカラーモードを指定します。カラーモードは［モノクロ］また
は［カラー］から選択します。

解像度：
スキャナから読取りを行う場合の解像度を指定します。［200dpi］、［240dpi］、［300dpi］、および
［400dpi］から選択します。

給紙方法：
スキャナから読取りを行う場合の給紙方法を指定します。給紙方法は［ADF］（オートドキュメ
ントフィーダ）または［FB］（フラットベッド）から選択します。ADF機能のみのスキャナを使
用する場合は、［ADF］を指定してください。

両面読取り：
帳票の両面の読取りを行う場合にチェックします。なお、とじ位置を［左右とじ］または［上下
とじ］から選択します。ただし、fi スキャナの両面読取り時（ADF から給紙する場合）のみ有
効となります。

JPEG転送：
fi スキャナの JPEG 圧縮機能を利用して読み取りを行う場合にチェックします。JPEG 転送を行
うことでカラーイメージの読取りが高速化される場合があります。fi スキャナの機種によって
は、JPEG圧縮機能を利用できない場合があります。カラーモードが［カラー］の場合のみ有効
となります。

!
注意

- 以下の場合、fiスキャナの JPEG圧縮機能を利用できません。
・ 回転に［右 90度］、［左 90度］、または［180度］が選択されている
・ 読取り方法で［両面読取り］をチェックし、とじ位置に［上下とじ］が選択さ
れている

・ TWAIN画面上で高度な設定（縁消し、デジタルエンドーサなど）が行われて
いる
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第 10章  スキャナ定義
(4)明るさ／スレッシュホールド／コントラストの設定

明るさ：
スキャナ読取り時の明るさを設定します。数字が大きいほどイメージデータが暗くなります。
［FUJITSU TWAIN32］の場合には、1 から 255の範囲で設定してください。カラーモードが［モ
ノクロ］の場合、スキャナ装置によってはサポートされない場合があります。

スレッシュホールド：
［FUJITSU TWAIN32 スキャナドライバ］の場合には、［2 値白黒］の指定が［単純スライス］の
ときだけ、この指定は有効になります。スキャナ読取り時のスレッシュホールド（濃度）を設定
します。数字が小さいほど淡く、数字が大きいほど濃く表示されます。カラーモードが［モノク
ロ］の場合のみ有効となります。

コントラスト：
スキャナ読取り時のコントラストを設定します。数字が大きいほどイメージデータの明暗が鮮明
になります。［FUJITSU TWAIN32］の場合には、1 から 255 の範囲で設定してください。スキャ
ナ装置によっては、サポートされない場合があります。詳細はスキャナ装置に添付されている取
扱説明書を参照してください。

(5)ドロップアウトカラー設定
ドロップアウトカラーで使用する光源を、［赤］、［緑］または［青］の中から選択します。ただし、こ
のチェックボックスは［FUJITSU TWAIN32 スキャナドライバ］でカラーモードが［モノクロ］の場合
だけ有効となります。ドロップアウトカラー設定可能な fiスキャナの場合、複数の色を選択しないで
ください。

(6)黒背景／回転

黒背景：
帳票に黒背景をつける場合にチェックします。なお、黒背景ありで読取りできる fi スキャナを
使用する場合だけ有効となります。

回転：
読み取ったイメージデータを回転させる場合に指定します。［しない］、［右 90 度］、［左 90 度］
および［180度］から選択します。fiスキャナのみ有効となります。

(7)ナンバリング ID印字設定

ナンバリング ID印字設定：
この項目をチェックすると、イメージと認識データにナンバリング IDが付けられ、fiスキャナ
に印字オプションがある場合は、帳票にも印字されます。

位置：
［ナンバリング ID 印字設定］をチェックした場合に設定することができます。この項目で指定
する値は、印字開始位置（用紙の上端からの距離）です。単位はミリメートルです。

文字列部：
［ナンバリング ID 印字設定］をチェックした場合に設定することができます。ナンバリング ID
の固定の文字列を指定します。使用できる文字は、英数字（小文字も可）、空白、記号（32 種）
です。全角文字は指定できません。“%”を印字するには、“%%”と入力してください。記号（32
種）の詳細は、スキャナのインプリンタに添付されている説明書を参照してください。文字列
は、1文字以上 15文字以内で指定してください。

!
注意

- 複数のチェックボックスをチェックしても、チェックした複数の色のドロップアウト
カラーに対応できる訳ではありません。たとえば、赤と緑の両方をチェックしても、
赤色と緑色の両方のドロップアウトカラーに対応できる訳ではありません。

- 複数のチェックボックスをチェックした場合、複数選択をサポートしていないスキャ
ナでは、以下の優先順位で選択色を決めて単色で動作します。
優先順位： 赤 ＞ 緑 ＞ 青
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数字部：
［ナンバリング ID 印字設定］をチェックした場合に設定することができます。ナンバリング ID
の初期値とする数字を指定します。設定できる値は、0～ 99999 です（たとえば、初期値に “10”
を設定した場合、付加される数字は “00010” となります）。

ナンバリング IDの初期値：
印刷機能設定の［文字列部］および［数字部］の設定に従って［ナンバリング IDの初期値］が
表示されます。

指定画面を読取り前に表示する：
［ナンバリング ID 印字設定］をチェックした場合に設定することができます。スキャナ読取り
前に［ナンバリング ID指定］ダイアログボックスを表示する場合にチェックします。

(8)読取り後、傾き補正を行う
読取り後、傾き補正を行う場合にチェックします。モノクロ読取り時に有効です。

(9)カラー保存用画像品質
カラー画像の保存時の画像品質（JPEG形式の画像品質）を指定します。カラーモードが［カラー］の
場合のみ有効となります。なお、TWAIN画面を表示してもカラーの場合、有効です。画像品質が大き
いほど画質が優先されますがデータサイズは大きくなります。

10.2 イメージデータにナンバリング IDを付ける
スキャナで帳票を読み取ったときに、そのイメージデータにナンバリング IDを付けることができま
す。
イメージデータにナンバリング IDを付けるには、［スキャナ定義］ダイアログボックスの［ナンバリ
ング ID印字設定］を設定します。
ナンバリング IDの初期値を設定し、スキャナで帳票を読み取ると、初期値に従ってナンバリング ID
が付きます。ナンバリング IDは、表示ページの「プロパティ」で確認できます。
プロパティを表示するにはイメージデータを選択し、マウスの右ボタンをクリックします。

10.2.1 ナンバリング IDの初期値を設定する

ナンバリング IDの初期値とは、スキャナ読取りを行ったときに、最初に読み取られたデータに付けら
れるナンバリング IDのことです。
ここでは、ナンバリング IDの初期値を設定する方法について説明します。

●手順
1. ナンバリング IDの初期値を設定するキャビネットのタブをクリックします。
2. 定義画面で、［スキャナ定義］ボタンをクリックします。
3.［スキャナ定義］ダイアログボックスが表示されるので、［ナンバリング ID印字設定］を設定しま
す。
ここでは、以下のように設定します。

!
注意

- イメージデータの複写、キャビネット移動、イメージデータを保存した場合、ナンバ
リング IDは削除されます。

- 両面読取りを行うと同時にナンバリング IDを付ける場合、インプリンタをサポート
している fiスキャナと、印字機能のないスキャナではナンバリング IDの付き方が異
なります。
・ インプリンタをサポートしている fiスキャナの場合
表面と裏面に同一のナンバリング IDが付きます。

・ 印字機能のないスキャナの場合
表面、裏面の順に通し番号のナンバリング IDが付きます。
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第 10章  スキャナ定義
ナンバリング ID印字設定            チェックする

文字列部                                        DOC

数字部                                            0

位置                                               5mm

指定画面を読取り前に表示する    チェックしない
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4. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
ナンバリング IDの初期値設定が終了しました。

備考

- 設定したナンバリング IDは、表示ページプロパティまたは修正画面の状態表示バー
（画面の上部）に表示されます。
・ 表示ページプロパティからナンバリング IDを確認する
縮小イメージを選択して右クリックすると表示されます。

・ 修正画面からナンバリング IDを確認する
修正画面の状態表示バー（画面の上部）に表示されます。
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10.2.2 ナンバリング IDを印字する

インプリンタをサポートしている fiスキャナの場合は、スキャナ読取り時に、ナンバリング IDを帳票
に印字することができます。

備考

- スキャナ読込み時に付加されたナンバリング IDは、表示ページプロパティまたは修
正画面の状態表示バー（画面の上部）でも確認できます。

-［スキャナ定義］ダイアログボックスの［ナンバリング ID印字設定］は、インプリン
タをサポートしている fiスキャナの場合のみ有効です。
また、［スキャナ定義］ダイアログボックスの［ナンバリング ID印字設定］を無効に
した場合、TWAIN画面でインプリンタの設定をしても、「ナンバリング ID」は付加
されません。

- イメージに付けられる「ナンバリング ID」は、［スキャナ定義］ダイアログボックス
で設定した値になります。
一致させるには、［スキャナ定義］ダイアログボックスで設定した「ナンバリング
ID」と同じ印字がされるように、TWAIN画面で設定する必要があります。

- 文字列部は、次のように設定します。
設定できる値は 15桁以内の英大文字、英小文字、数字、空白、および記号（32種）
です。全角文字は指定できません。
"%"を印字するには、"%%"と入力してください。
記号（32種）の詳細は、スキャナの印字機構に添付されている説明書を参照してく
ださい。

- 複数の帳票をスキャナで読み取った場合、ナンバリング IDの数字部分はスキャナ読
取りが成功するたびに自動的に 1つずつ増加されていきます。ただし、"99999"の次
は、"00000"となります。
以下に、片面読取りの場合の例を示します。

-「ナンバリング ID」は「認識データ出力」で出力することができます。
ナンバリング ID出力の詳細は、“11.1　認識データ出力定義ダイアログボックス”の
“　(8)ナンバリング ID出力”を参照してください。

!
注意

- ナンバリング IDを印字しているときに、スキャナ読取りで紙詰まりなどのエラーが
発生した場合は、読取りイメージと帳票への印字データが一致しているかどうかを確
認してください。エラーが発生した場合は、エラー時のナンバリング値を確認し、一
致していない場合は初期値を設定し直してください。

- fiスキャナの場合、オプションにより、表面または裏面にナンバリング IDを印字す
ることができます。表面に印字する場合、印字後の帳票を読み取るため、ナンバリン
グ IDの付いたイメージデータが格納されます。そのため、印字位置が認識フィール
ドにかからないように注意が必要です。

-［スキャナ定義］ダイアログボックスの「ナンバリング ID印字設定」と TWAIN画面
の「インプリンタ」の設定は連動しているため、TWAIN画面で「インプリンタ」の
設定を行うと連動できなくなり、印字結果とナンバリング IDの値が異なることがあ
ります。

初期値　　　　　　　：DOC00000
1枚目ナンバリング ID：DOC00000
2枚目ナンバリング ID：DOC00001
　　・
　　・
　　・
10枚目ナンバリング ID：DOC00009 
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10.3 帳票を白黒二値イメージとして読み取る場合の定義
帳票を白黒二値イメージとして読み取る場合の、［スキャナ定義］ダイアログボックスの設定例を以下
に示します。

読取り方法
「モノクロ」を指定してください。

備考

-「ナンバリング ID印字設定」および「指定画面を読取り前に表示する」をチェックし
た場合、スキャナ読取り時に、以下のダイアログボックスが表示されます。
ここで、ナンバリング IDの初期値（文字列部および数字部）を設定し直すことがで
きます。
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10.4 帳票をカラーイメージとして読み取る場合の定義
帳票をカラーイメージとして読み取る場合の、［スキャナ定義］ダイアログボックスの設定例を以下に
示します。

読取り方法
「カラー」を指定してください。

JPEG転送
使用しているスキャナが JPEG転送をサポートしている場合は、チェックしてください。サポー
トしているか不明な場合はチェックしないでください。
チェックした場合、［カラー保存用画像品質］の値が異なっていても、画像品質が同一の場合が
あります。また［カラー保存用画像品質］の値が同一でも、チェックした場合としない場合では
画像品質が若干異なります。

明るさ /コントラスト
通常は変更する必要はありませんが、イメージデータが極端に暗い場合や明るい場合には調整し
てください。

カラー保存用画像品質
サイズ優先に設定すると文字認識率が低下する場合があるため、通常は「4」以上を設定してく
ださい。

備考

カラーイメージを読み取る場合、以下の項目は無視されます。
- ドロップアウトカラー設定
- 読取り後、傾き補正を行う
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10.5 拡張ドロップアウトカラー帳票のイメージを読み取る場合の定義

拡張ドロップアウトカラー帳票をカラーイメージとして読み取る場合の、［スキャナ定義］ダイアログ
ボックスの設定例を以下に示します。

読取り方法
「カラー」を指定してください。

JPEG転送
使用しているスキャナが JPEG転送をサポートしている場合は、チェックしてください。サポー
トしているか不明な場合はチェックしないでください。
チェックした場合、［カラー保存用画像品質］の値が異なっていても、画像品質が同一の場合が
あります。また［カラー保存用画像品質］の値が同一でも、チェックした場合としない場合では
画像品質が若干異なります。

明るさ /コントラスト
通常は変更する必要はありませんが、イメージデータが極端に暗い場合や明るい場合には調整し
てください。

黒背景
チェックしてください。ただし、基準マーク付き帳票の場合にはチェックする必要はありません。

カラー保存用画像品質
サイズ優先に設定すると文字認識率が低下する場合があるため、通常は「4」以上を設定してく
ださい。

備考

カラーイメージを読み取る場合、以下の項目は無視されます。
- ドロップアウトカラー設定
- 読取り後、傾き補正を行う
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第 11章 認識データ出力定義

ここでは、出力定義について説明します。
出力定義では、認識したデータの出力先や出力形式を定義します。
この定義は、キャビネットごとに設定できます。

11.1 認識データ出力定義ダイアログボックス
認識したデータの出力形式（CSV/ACCESS/TEXT）、出力方法（新規／追加）、出力先といったデータ
出力に関する情報を定義します。
設定は［認識データ出力定義］ダイアログボックスで行います。［認識データ出力定義］ダイアログ
ボックスは、定義画面で［出力定義］ボタンをクリックすると表示されます。

以下に、画面の項目について説明します。
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(1)出力形式
ファイルの出力形式を指定します。
CSV、ACCESS、TEXTから選択します。
詳細については、“A.8　出力形式”を参照してください。

(2)出力方法
「出力形式」に指定したファイル形式の違いにより、以下のようになります。

<"CSV"または "TEXT"を指定した場合 >

新規：
「出力ファイル名」に指定したファイルが存在しない場合は作成し、ファイルが存在する場合は、
確認メッセージが表示され、ファイルを削除したあとに作成します。

追加：
「出力ファイル名」に指定したファイルが存在しない場合は作成し、ファイルが存在する場合は、
ファイルの最後に追加出力します。

例 )

追加先：切り出しイメージ出力「あり」、フィールド名の出力「あり」
追加元：切り出しイメージ出力「なし」、フィールド名の出力「あり」

<"ACCESS"を指定した場合 >

新規：
新規にファイルとテーブル、またはテーブルだけを生成してデータを出力します。ファイルおよ
びテーブルがすでに存在する場合は、確認メッセージが表示され、テーブルを削除した後に作成
します。

追加：
既存のテーブルに対してデータを追加します。指定したファイルまたはテーブルが存在しない場
合は、新規に作成してデータを出力します。

(3)出力ファイル名
出力ファイル名を指定します。
出力先詳細設定が指定されている場合は、認識に使用した書式定義に応じて出力ファイル名が変わり
ます。

(4)出力テーブル名
"ACCESS"を指定した場合に、出力先とする ACCESSのテーブル名を半角換算で 32文字以内で指定し
ます。
テーブル名として使用できない文字（¥ / : , ; * ? "  < > | !. [ ] ' `）を指定した場合は、エラーが表示されま
す。
出力先詳細設定が指定されている場合は、その指定が優先されます。

(5)出力先詳細設定
異種帳票処理を行った認識データを出力するときに、書式定義ごとに出力先を設定する場合に使用し
ます。クリックすると、それぞれの書式定義ごとに出力先を指定するダイアログボックスが表示され
ます。

(6)変換出力
認識注意文字を別の文字に置き換えて出力する場合にチェックします。

(7)変換文字

!
注意

- 認識データ出力定義を変更して出力した場合、追加先と追加元のデータが異なる
場合があります。
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(6)をチェックした場合に、変換文字を指定します。ここで指定できる文字は、英字、数字、記号、カ
タカナです。
半角と全角の両方とも存在する文字を半角で指定します（例：?）。

(8)ナンバリング ID出力
ナンバリング IDを出力する場合にチェックします。
ナンバリング IDが設定されていない場合にチェックすると、空文字列が出力されます。
ただし、"TEXT"の場合は半角 20桁分の空文字列が出力されます。また、常に半角 20桁になります。
ナンバリング ID を出力すると、フィールド名に「ナンバリング ID」が追加されます。
"ACCESS"へ出力する場合、［出力方法］に「追加」を指定すると、出力先のデータに「ナンバリング
ID」フィールドがないときは、チェックしても「ナンバリング ID」は出力されません。
"CSV"または "TEXT"へ出力する場合、ナンバリング IDを以下のように項目の先頭へ出力します。

ナンバリング，項目 1，項目 2，…

例 )

"ACCESS"へ出力する場合、ナンバリング IDは以下のように「ナンバリング ID」というフィールド
を先頭に作成し、そのフィールドへ出力します。

ナンバリング ID，項目 1，項目 2，…

例 )

ナンバリング IDの詳細は、“10.2　イメージデータにナンバリング IDを付ける”を参照してくださ
い。

(9)切出しイメージ出力
書式定義で定義したイメージフィールドのイメージを、切り出してファイル出力する場合にチェック
します。

(10)ファイル名先頭文字
出力されるファイル名の先頭文字（2文字）を指定します。出力ファイル名は、以下の形式で自動生
成されます。
  「先頭の 2文字＋自動生成される数字 6文字」
たとえば、先頭の 2文字に「IM」を指定して、BMP形式ファイルに出力する場合は、IM000001.BMP、
IM000002.BMP…と出力されます。
なお、切り出したイメージの出力ファイル名は、出力したファイルの中にも出力されます。
出力ファイル名は、イメージフィールドが定義されている位置（出力順）に出力されます。

項目 1、項目 2、…、出力ファイル名

例 )

(11)ファイル形式
書式定義で定義したイメージフィールドのイメージを、切り出してファイル出力する場合の画像形式
を指定します。

"DOC00001","福井 ","小林 ","123456"

ナンバリング
ID

住所 氏名 電話番号

DOC00001 福井 小林 123456

"福井 ","小林 ","IM000001.BMP"

!
注意

- 複数のキャビネットを同じフォルダに設定している場合、および同じ名前のファイル
がすでに存在する場合、ファイル名が重複しないように、数字部分が連続しないで生
成されることがあります。
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イメージがモノクロの場合は［TIFF］または［BMP］を、カラーの場合は［BMP］または［JPEG］を
選択してください。

(12)出力後の認識データ削除
認識データ出力後に認識データを削除する場合にチェックします。

(13)前後の空白出力をカット
"CSV"または "ACCESS"を指定した場合に、出力される文字列の左側および右側の空白を削除して出
力する場合にチェックします。

例 )
□日本□一郎□□（□は空白を表しています）
この場合、左右の空白が削除されて、以下のように出力されます。
日本□一郎

(14)フィールド名の出力
"CSV"または "TEXT"を指定した場合に、先頭の 1行目にフィールド名を出力する場合にチェックし
ます。フィールド名はカンマ区切りで出力されます。

(15)認識データ出力時にダイアログ表示を行わない
出力時に［認識データ出力］ダイアログボックスを表示しない場合にチェックします。

11.2 認識データ出力先詳細設定ダイアログボックス
異種帳票処理によって帳票認識した認識データを出力するときに、書式定義ごとに認識データの出力
先を振り分ける情報を定義します。
設定は［認識データ出力先詳細設定］ダイアログボックスで行います。［認識データ出力先詳細設定］
ダイアログボックスは、［認識データ出力定義］ダイアログボックスで［出力先詳細設定］ボタンをク
リックすると表示されます。

以下に、画面の項目について説明します。

(1)出力先詳細設定を有効にする
出力先詳細設定の有効 /無効を切り替えます。
有効の場合、書式定義ごとに認識データの振り分けが行われます。
無効の場合、［認識データ出力定義］ダイアロボックスの指定に従って認識データが出力され、認識
データの振り分けは行われません。

備考

- 切り出したイメージは、(9)で指定したファイル名で、出力したファイルと同じフォ
ルダに出力されます。

!
注意

- 異種帳票処理時に異なる書式定義を同じファイルに出力するように設定した場合、
フィールド名と認識データが対応しなくなることがあります。
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(2)書式定義の選択
出力先を設定する書式定義を選択します。
表示される名前は、帳票 IDが設定されている場合は、設定されている帳票 IDが表示されます。
帳票 IDが設定されていない場合は、書式定義名が表示されます。

(3)出力先名
(2)で選択した書式定義に対応する認識データの出力先を指定します。
CSV形式または TEXT形式で出力する場合、ここで指定したファイル名で出力されます。
ACCESS形式で出力する場合、ここで指定したテーブル名で出力されます。
省略した場合、［認識データ出力定義］ダイアログボックスの設定に従って出力されます。
また、ファイルが出力されるフォルダは、［認識データ出力定義］ダイアログボックスの出力ファイル
名で指定されたフォルダになります。

(4)デフォルト設定
出力先名が空欄の、定義中のキャビネットにあるすべての書式定義に対して、デフォルトの出力先名
として書式定義の選択名を自動で設定します。
ただし、出力先名として使用できない文字は削除されます。

!
注意

- 出力先名に指定できる文字は、半角換算で 32文字以内です。
- 以下の文字は使用できません。

¥ / : , ; * ? " < > | ! . [ ] ' `
また、文字列の先頭および末尾に空白文字は使用できません。
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第 12章 知識辞書編集

知識処理で使用する知識辞書（「個人辞書」および「氏名辞書」）の内容を表示したり、項目を追加し
たり、項目を削除したりできます。
知識辞書の編集は、「知識辞書編集画面」を起動して行います。

12.1 知識辞書編集の起動／終了
ここでは、知識辞書編集の起動方法、および終了方法について説明します。

12.1.1 知識辞書編集の起動

知識辞書編集を起動する方法を説明します。
知識辞書編集の起動方法には、以下の方法があります。

- ［スタート］メニューの［プログラム］から起動する方法（Windows® XPの場合は、［スタート］
メニューの［すべてのプログラム］）

- ［エクスプローラ］または［マイコンピュータ］から起動する方法

ここでは、Windows® 2000 Professionalで［スタート］メニューの［プログラム］から起動する方法で
説明します。

備考

- 知識辞書編集のプログラムは、DynaEye EXをインストールしたフォルダ配下にあり
ます。［ファイル名を指定して実行］で起動する場合、知識辞書編集の実行ファイル
名（インストールディレクトリ ¥AIDIC.exe）を指定してください。
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●手順
1.［スタート］メニューの［プログラム］－［DynaEye EX］－［知識辞書編集］を選択します。
知識辞書編集の画面が表示されます。

12.1.2 知識辞書編集の終了

知識辞書編集を終了する方法を説明します。

●手順
1.［ファイル］メニューの［終了］を選択します。

これで、知識辞書編集が終了します。

12.2 個人辞書の編集
ここでは、個人辞書を編集する方法を説明します。
個人辞書は、記述される頻度が高いと予測される単語（会社名や商品名など）を、あらかじめ登録し、
それによって知識処理を行い、認識率の向上を図るためのものです。
知識辞書編集を使用すると、個人辞書を以下のように作成／編集できます。

- 個人辞書を新規作成する

- すでにある個人辞書（定義画面の［オプション］メニューの［知識辞書の作成］で作成した個人辞
書など）を読み込み、項目を追加したり削除したりする

- 新規作成した個人辞書（または、すでにある個人辞書）に、CSVファイル中の項目を挿入する
168



第 12章  知識辞書編集
以下に、それぞれの操作方法を説明します。

12.2.1 個人辞書の新規作成

個人辞書を作成する場合、以下の 2通りの方法があります。

- 「読み」と「単語」を、画面から入力して作成する方法

- あらかじめ作成した CSVファイルを読み込んで作成する方法

ここでは、あらかじめ作成した CSVファイルを読み込んで個人辞書を新規に作成する方法を説明しま
す。

●手順
1.［ファイル］メニューの［個人辞書］の［新規作成］を選択します。

2.  作成する個人辞書のファイル名を指定します。
この例では、新規に作成する個人辞書のファイル名を「Belong」とします。なお、個人辞書の拡張
子は、「.DIC」です。

!
注意

- 個人辞書では、拡張文字、特殊文字など、字種によっては扱えないものがあります。
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個人辞書の編集画面が表示されます。

なお、個人辞書の編集画面の操作については、“12.2.3　編集画面の操作（個人辞書）”を参照して
ください。

3. あらかじめ作成した CSVファイルを読み込みます。
a）［ファイル］メニューの［テキスト］の［読み込み］を選択します。

b）［テキストファイルを開く］ダイアログボックスが表示されるので、読み込むファイルを指
定し、［開く］ボタンをクリックします。
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編集画面に、CSVファイルの項目が追加されます。

4. 個人辞書ファイルを保存します。
［ファイル］メニューの［個人辞書］の［保存］を選択します。

5. 個人辞書ファイルを閉じます。
［ファイル］メニューの［個人辞書］の［閉じる］を選択します。

確認メッセージが表示されます。
6.［はい］ボタンをクリックします。

!
注意

- 個人辞書は、必ずローカルドライブに作成してください。
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［読込み可能な CSVファイルの形式］
CSVファイルに登録できる項目は、以下の 3種類です。

- 読み付き項目

- 読みだけの項目

- 単語（漢字）だけの項目

読み（フリガナ）は半角カタカナ、数字、英字、記号で 60文字以内、単語は全角で 30文字以内で指
定してください。
ただし、知識辞書編集で作成した「読み」だけの項目、または「単語」だけの項目は、DynaEye EX上
では編集できません。
また、以下に示す項目の場合、それぞれ 255個まで扱えます。255個を超える場合は、定義画面の
［オプション］メニューから［知識辞書への単語登録／削除］を実行して登録してください。

- 「読み」が同じで「単語」だけ違う項目

- 「単語」が同じで「読み」だけ違う項目

- 「読み」だけの項目

- 「単語」だけの項目

以下に、読み込み可能な CSVファイルの形式を示します。なお、項目名に「，（カンマ）」および「空
白」は使用できません。

- 読み付き項目の場合の CSVファイルの形式

半角読み ,全角単語 ,【改行】

- 読みだけの項目の場合の CSVファイルの形式

半角読み ,,【改行】

- 単語（漢字）だけの項目の場合の CSVファイルの形式

,全角単語 ,【改行】
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［画面から個人辞書を作成する場合の操作］
「読み」と「単語」を、画面から入力して作成する場合の手順を以下に示します。

●手順
1.［ファイル］メニューの［個人辞書］の［開く］を選択します。
2.“12.2.1　個人辞書の新規作成”で作成した個人辞書（Belong.DIC）を開きます。個人辞書の編集
画面が表示されます。

3.［追加］ボタンをクリックします。
4.［追加］ダイアログボックスから、「読み」と「単語」を入力します。

5.「読み」と「単語」を入力して、［追加］ボタンをクリックすると、個人辞書の編集画面に項目が追
加されます。

「読み」だけの項目、または「単語」だけの項目は、定義画面の［オプション］メニューの［知識
辞書への単語登録／削除］から削除することはできません。

12.2.2 ファイルの読込み

ここでは、すでに作成済みの個人辞書を読み込む方法を説明します。

●手順
1.［ファイル］メニューの［個人辞書］の［開く］を選択します。
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［個人辞書を開く］ダイアログボックスが表示されます。
2. 表示する個人辞書のファイル名を指定して、［開く］ボタンをクリックします。
この例では、ファイル名に「Belong」を指定します。

指定した個人辞書の編集画面が表示されます。

12.2.3 編集画面の操作（個人辞書）

ここでは、個人辞書の編集画面の操作方法について説明します。

●手順
以下に、それぞれの項目における操作の手順を示します。

項目を削除する

1. 削除したい項目の左端にある「行セレクタ」をクリックします。
その行が選択されます。

2.【Delete】キーを押します。
選択した項目が削除されます。

項目を修正する

1. 修正したい文字をクリックします。
2. 文字を修正します。
3.【Enter】キーを押す、またはカーソルを移動します。
文字が修正されます。

個人辞書を再表示する

1.［再表示］ボタンをクリックします。
表示している個人辞書が再表示されます。

個人辞書の内容を並べ替える

1.［並べ替え］ボタンをクリックします。
［並べ替え］ダイアログボックスが表示されます。

2. どのように並べ替えるのかを指定します。
「並べ替え規則 1」と「並べ替え規則 2」があり、それぞれ「読み」と「単語」を指定できます。
「並べ替え規則 1」に従って並べ替えたあと、「並べ替え規則 2」に従って並べ替えられます。
また、並べ替え規則は、「並べ替え規則 1」だけ指定することもできます。「並べ替え規則 2」だけ
指定することはできません。

3.［OK］ボタンをクリックします。
並べ替え規則に従って並べ替えられます。

項目を検索する

1.［検索］ボタンをクリックします。
［検索］ダイアログボックスが表示されます。
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2.「読み」または「単語」に検索語を指定します。
「読み」と「単語」の両方を指定することもできます。

3.［次を検索］ボタンをクリックします。
検索された項目にカーソルが位置付けられます。

個人辞書の内容を CSVファイルに保存する
1. CSVファイルに保存したい個人辞書を編集画面に表示します。
2.［ファイル］メニューの［テキスト］の［書き込み］を選択します。
［テキストファイルに保存する］ダイアログボックスが表示されます。

3. ファイル名を指定し、［保存］ボタンをクリックします。
個人辞書の内容が CSVファイルで保存されます。

12.2.4 個人辞書の複写

個人辞書を作成した場合、以下のときに個人辞書を複写する必要があります。

- 同時修正用コンピュータから認識データを修正する場合 

- キャビネット移出入でキャビネット情報を複写した場合

ここでは、個人辞書を複写する方法を説明します。

●手順
1. 個人辞書を作成したコンピュータで個人辞書を退避します。
2. 同時修正用コンピュータまたはキャビネット情報を複写したコンピュータに個人辞書を複写しま
す。

12.3 氏名辞書の編集
ここでは、氏名辞書を編集する方法を説明します。
氏名辞書は、DynaEye EXが備えている氏名の知識処理を行うための辞書です。
氏名辞書は、ユーザーが作成するものではなく、あらかじめ DynaEye EXが用意しています。
知識辞書編集を使用すると、氏名辞書を以下のように編集できます。

- 氏名辞書を読み込み、項目を追加したり、削除したりする

- すでにある氏名辞書に CSVファイル中の項目を挿入する

以下に、それぞれの操作を示します。

12.3.1 ファイルの読込み（氏名辞書）

ここでは、すでにある氏名辞書に対して作成済みの CSVファイルを読み込んで、氏名辞書を編集する
方法を説明します。

●手順
1.［ファイル］メニューの［氏名辞書］の［開く］を選択します。

!
注意

- 複写する際は、複写元コンピュータと同じ構成のフォルダに複写してください。たと
えば、複写元コンピュータの「c:¥dic」下の辞書は、複写先コンピュータでも「c:￥
dic」配下に複写してください。

備考

- 氏名辞書を編集（更新）する場合、バックアップの観点から、元の氏名辞書を複写し
て、別のフォルダに保存することを推奨します。
元の氏名辞書は、DynaEye EXをインストールしたフォルダにある "Ocrname.dic"で
す。

- 氏名辞書では、拡張文字、特殊文字など、字種によっては扱えないものがあります。
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［氏名辞書を開く］ダイアログボックスが表示されます。
2. DynaEye EXがインストールされているフォルダにある "Ocrname.dic"を選択して、［開く］ボタ
ンをクリックします。

Ocrname.dicの内容が表示されます。

氏名辞書の編集画面の操作については、“12.3.2　編集画面の操作（氏名辞書）”を参照してくださ
い。

3. あらかじめ作成した CSVファイルを読み込みます。
a）［ファイル］メニューの［テキスト］の［読み込み］を選択します。
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b）［テキストファイルを開く］ダイアログボックスが表示されるので、読み込むファイルを指
定し、［開く］ボタンをクリックします。

編集画面に、CSVファイルの項目が追加されます。
177



第 2部  定義編
4.［ファイル］メニューの［氏名辞書］の［保存］を選択して、氏名辞書ファイルを保存します。

5.［ファイル］メニューの［氏名辞書］の［閉じる］を選択して、氏名辞書ファイルを閉じます。

6. 確認メッセージが表示されます。［はい］ボタンをクリックします。

［読込み可能な CSVファイルの形式］
CSVファイルに登録できる項目は、「読み付き項目」です。
以下に、読み付き項目の CSVファイルの形式を示します。なお、項目名に「，（カンマ）」および「空
白」は使用できません。
  半角読み ,全角単語 ,属性【改行】
読み（フリガナ）は半角カタカナ、数字、英字、記号で 60文字以内、単語は全角で 30文字以内で指
定してください。
属性には、「姓」、「名」、「方書き」のいずれかを指定します。「方書き」とは、住所の方書き部分に記
載されるアパート、マンション、ビル名などのことです。属性を省略した場合は、「方書き」が指定さ
れたものとみなされます。
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 ［画面から氏名辞書を作成する場合の操作］
「読み」と「単語」と「属性」を、画面から入力して作成する場合の手順を以下に説明します。

●手順
1.［ファイル］メニューの［氏名辞書］の［開く］を選択します。
2.“12.3.1　ファイルの読込み（氏名辞書）”で読み込んだ氏名辞書（Ocrname.DIC）を開きます。氏
名辞書の編集画面が表示されます。

3.［追加］ボタンをクリックします。
4.［追加］ダイアログボックスから、「読み」と「単語」と「属性」を入力します。

5.「読み」と「単語」と「属性」を入力して、［追加］ボタンをクリックすると、氏名辞書の編集画面
に項目が追加されます。
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12.3.2 編集画面の操作（氏名辞書）

ここでは、氏名辞書の編集画面の操作方法について説明します。

●手順
以下に、それぞれの項目における操作の手順を示します。

項目を削除する

1. 削除したい項目の左端にある「行セレクタ」をクリックします。
その行が選択されます。

2.【Delete】キーを押します。
選択した項目が削除されます。

項目を修正する

1. 修正したい文字をクリックします。
2. 文字を修正します。
3.【Enter】キーを押す、またはカーソルを移動します。
文字が修正されます。

氏名辞書を再表示する

1.［再表示］ボタンをクリックします。
表示している氏名辞書が再表示されます。

氏名辞書の内容を並べ替える

1.［並べ替え］ボタンをクリックします。
［並べ替え］ダイアログボックスが表示されます。

2. どのように並べ替えるのかを指定します。
「並べ替え規則 1」と「並べ替え規則 2」があり、それぞれ「読み」と「単語」を指定できます。
「並べ替え規則 1」に従って並べ替えたあと、「並べ替え規則 2」に従って並べ替えられます。
また、並べ替え規則は、「並べ替え規則 1」だけ指定することもできます。「並べ替え規則 2」だけ
指定することはできません。

3.［OK］ボタンをクリックします。
並べ替え規則に従って並べ替えられます。

項目を検索する

1.［検索］ボタンをクリックします。
2.［検索］ダイアログボックスが表示されます。
「読み」または「単語」に検索語を指定します。
また、「読み」と「単語」の両方を指定することもできます。

3.［次を検索］ボタンをクリックします。
検索された項目にカーソルが位置付けられます。

12.3.3 氏名辞書の複写

氏名辞書を編集した場合、以下のときに氏名辞書を複写する必要があります。

- 同時修正用コンピュータから認識データを修正する場合 

- キャビネット移出入でキャビネット情報を複写した場合

ここでは、氏名辞書を複写する方法を説明します。

●手順
1. 氏名辞書を編集したコンピュータの DynaEye EXインストールフォルダの「ocrname.dic」を退避
します。

2. 同時修正用コンピュータまたはキャビネット情報を複写したコンピュータの DynaEye EXインス
トールフォルダに氏名辞書（ocrname.dic）を複写します。
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第 13章 活字 ANKS辞書作成

ここでは、活字 ANKS辞書作成について説明します。

13.1 活字 ANKS辞書作成ツールとは
活字 ANKS辞書作成ツールとは、活字 ANKSを認識するための辞書を作成するツールです。
辞書を作成することで、DynaEye EXが活字 ANKSでサポートしているフォントに加えて、ユーザー
が独自に定義したフォントを読み取ることができます。
最大 10種類の辞書が作成でき、フィールド単位で辞書を切り替えて使用することができます。作成し
た辞書は、書式定義画面の［フィールド情報］ダイアログボックスで、辞書の番号（ユーザー辞書 1
～ユーザー辞書 10）を指定して使用します。これによって、指定した辞書に設定された内容（ユー
ザーが定義したフォント）に従ってフォントの認識が行われます。

13.2 ユーザー辞書の作成の流れ
ユーザー辞書の作成の流れを以下に示します。

図 13.1　ユーザー辞書の作成の流れ

図 13.1の詳細を以下に説明します。

備考

-「ユーザー辞書 1」は、製品と一緒にインストールされます。この辞書は、文字画像
データ収集時に使用しますので、変更しないことをお薦めします。

!
注意

- ユーザー辞書を使用した場合、認識するフォントや辞書作成のために収集するデータ
量によっては十分な認識精度を得られない可能性があります。そのため、作成した
ユーザー辞書を実際に使用する前に、必ず作成した辞書を使って評価を行い、十分な
認識精度が得られるかどうか確認してください。

(1) “文字イメージ収集用データの準備”

↓

(2) “文字イメージ DBの作成”

↓

(3) “ユーザー辞書の作成”

↓

(4) “作成したユーザー辞書の評価”
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13.2.1 文字イメージ収集用データの準備

文字イメージを収集するためには、辞書を作成したい文字が印字された帳票のイメージと、その帳票
イメージを認識するための書式定義が必要です。
この帳票イメージと書式定義は、DynaEye EX上でスキャナ入力および書式定義を行って用意します。
帳票イメージと書式定義はそれぞれファイルとして保存したものを使用します。
文字イメージ収集用データを準備する際のポイントを以下に示します。

解像度

実際に使用する解像度と同じ解像度で文字イメージを収集してください。
1つの辞書で複数の解像度の文字を読み取る辞書を作成することも可能ですが、認識精度の低下を招
くため推奨しません。実際に使用する解像度のみで帳票イメージと書式定義を作成してください。

帳票イメージファイル

収集したいフォントが印字された帳票のイメージファイルを用意してください。
使用可能な TIFF形式については DynaEye EXに準じます。また、イメージファイルは白黒二値でス
キャナから入力してください。
1つのファイルに複数ページを含むマルチ TIFF形式も使用できますが、1ファイルの最大ページ数は
2000ページ（モノクロ）までです。2000ページ（モノクロ）を超える場合は複数のファイルに分割
し、何回かに分けて文字イメージの収集を行ってください。

書式定義ファイル

上記の帳票イメージファイルを認識するための書式定義ファイル（拡張子は DDF）を用意してくださ
い。
収集したい文字が印字されたフィールドは「活字 ANKSフィールド」として定義してください。その
際、フォントの指定はユーザー辞書を指定してください。ユーザー辞書として指定していないフィー
ルドの文字は収集されません。
インストール時に文字イメージ収集用のユーザー辞書として、「ユーザー辞書 1」がインストールされ
ます。ユーザー辞書をまだ作成していないときは、このユーザー辞書 1を文字イメージ収集用のフォ
ントに指定してください。
ユーザー辞書を作成した後は新たに作成したユーザー辞書を文字イメージ収集用のフォントとして使
用することができます。一方で、作成されていないユーザー辞書を書式定義に指定しても、文字イ
メージは収集できません。

13.2.2 文字イメージ DBの作成

帳票イメージファイルと書式定義ファイルが用意できたら、次に文字イメージを収集してユーザー辞
書の元となる文字イメージ DBを作成します。
ここでは文字イメージを収集した後、辞書の元データとして適切でないデータを削除したり、それぞ
れの文字イメージに対応する文字コードを修正したりする作業を行います。
文字イメージ DBを作成する際のポイント以下に示します。

文字イメージの収集

文字イメージの収集は［文字イメージ収集］ダイアログボックスで行います。［文字イメージ収集］ダ
イアログボックスは、［文字イメージ収集］ボタン、または［処理］メニューの［文字イメージ収集］
をクリックすると表示されます。このダイアログボックスに用意しておいた帳票イメージファイルと
書式定義ファイルを指定し、さらに、収集した文字イメージを格納する文字イメージ DBファイル名
を指定して収集を行います。

!
注意

- 収集する文字イメージには、ゴミが残らないように書式定義のゴミ取りサイズを指定
してください。ただし、ゴミ取りサイズを大きくしすぎると小さな点などが消えてし
まうので、実際に帳票認識を行って結果を確認しながら適切な値に調整してくださ
い。ゴミ取りサイズの調整は、［フィールド情報］ダイアログボックスの［拡張］タ
ブにある、「ゴミ取りサイズ」の幅、高さの値を変更して行います。
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文字イメージ DBの編集
文字イメージ DBの編集は［文字イメージ DB編集］ダイアログボックスで行います。［文字イメージ
DB編集］ダイアログボックスは、［文字イメージ DB編集］ボタン、または［処理］メニューの［文
字イメージ DB編集］をクリックすると表示されます。ここでは、不要な文字データの削除や文字
コードの修正を行います。
不要なデータとは、文字ではないゴミやつぶれてしまった文字、かすれてしまった文字、ゴミが付着
した文字などです。これらの文字イメージを残したまま辞書を作成してしまうと、標準的ではない字
形を無理に認識しようとするため、認識精度低下の原因となります。
文字コードの修正は、それぞれの文字イメージにあらかじめ設定してある文字コードを正しい文字
コードに修正する作業です。

文字イメージ DBの追加手順
［文字イメージ DB収集］ダイアログボックスで既存の文字イメージ DBファイル名を指定すると新規
作成となり、元のデータはなくなってしまいます。既存の文字イメージにデータを追加したい場合は、
［文字イメージ DB編集］ダイアログボックスのメニューから「既存の DBに追加」を選択してくださ
い。
複数の帳票イメージファイルの文字イメージデータを 1つの文字イメージ DBファイルとして管理す
る手順は以下のとおりです。

1. 1つ目の帳票イメージファイルから文字イメージ DBファイルを作成します。
2. 作成した文字イメージ DBに含まれるデータに対して、［文字イメージ DB編集］ダイアログボッ
クスで不要データの削除・文字コードの修正を行います。

3. 2つ目の帳票イメージファイルから文字イメージ DBファイルを作成します。
4. 2つ目の文字イメージ DBに対しても同様にデータの編集を行います。
5. 編集した 2つ目の文字イメージ DBのデータを最初の文字イメージ DBファイルに追加します。
6. 3つ目以降の帳票イメージファイルに対しても同様の手順を繰り返します。

文字イメージ DBの管理
文字イメージ DBファイルはユーザー辞書作成の起点となる重要なデータです。
作成したユーザー辞書を削除してしまった場合でも、元となった文字イメージ DBファイルが残って
いれば、再び辞書を作成し直すことができます。また、認識精度を向上させたり、文字種を追加した
りなどの辞書のメンテナンスにおいても、この文字イメージ DBファイルを使用します。
認識精度を向上させる場合は、ユーザー辞書の元となった文字イメージ DBファイルにうまく読めな
い文字のデータを追加して、辞書を作成し直します。
また、文字種を追加する場合も、追加したい文字種のデータを文字イメージ DBファイルに追加して、
辞書を再作成します。
そのため、ユーザー辞書の作成に使用した文字イメージ DBファイルは削除せずに大切に保管してお
いてください。

13.2.3 ユーザー辞書の作成

データの修正が完全に終わった文字イメージ DBファイルができたら、ユーザー辞書を作成します。
ユーザー辞書の作成は［ユーザー辞書作成］ダイアログボックスで行います。
ユーザー辞書を作成する際のポイント以下に示します。

文字イメージ DBファイル名
ユーザー辞書の元となる文字イメージ DBファイルを 3つまで指定できます。
1つのフォントに対応した辞書を作成する場合など、通常の作成方法では 1つの文字イメージ DBファ
イルだけで十分です。ただし、うまく認識できない文字字形を追加学習する場合に、追加したい文字
イメージのみを別の文字イメージ DBファイルにする方法があります。このような場合は文字イメー
ジ DBファイルを 2つ以上指定できます。

標準辞書の組み込み

DynaEye EXに最初から用意されている辞書の字形データをユーザー辞書に組み込むことが可能です。
複数の標準フォントにチェックを入れることができますが、このようにして辞書を作成すると認識精
度が低下してしまいますので、複数のフォントにチェックを入れることは避けてください。
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また、OCR-B/Kの「A」とユーザー収集字形の「A」を同時に認識する辞書など、複数の字形を認識
するような辞書を作成することも、認識精度の点では好ましくありません。

それぞれの標準フォントに含まれている文字種は次のとおりです。

［OCR-B/K］

数字（0123456789）
英字（ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ）
カナ（アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラ
リルレロワヲン゛゜－）
記号（.＋￥＊－ /,＝）

［MS明朝］

数字（0123456789）
英字（ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ）
カナ（アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラ
リルレロワヲン゛゜－）
記号（.＋￥＊－ /,＝）

［MSゴシック］

数字（0123456789）
英字（ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ）
カナ（アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラ
リルレロワヲン゛゜－）
記号（.＋￥＊－ /,＝）

［拡張マルチ］

数字（0123456789）
英字（ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ）
カナ（アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラ
リルレロワン゛゜－）
記号（.<＋＆￥＊－ /,>＃＝）

［MS明朝 /MSゴシック］

数字（0123456789）
記号（-）
標準フォントをそのまま取り込むと、必要のない文字まで辞書に組み込んでしまう可能性があ
ります。そのため、必要のない文字については［文字種選択］ダイアログボックスでチェック
をはずすことで、辞書に組み込まれないように注意してください。

13.2.4 作成したユーザー辞書の評価

ユーザー辞書の作成が終わったら、作成したユーザー辞書を実際に使って辞書の評価を行います。辞
書を評価するためには DynaEye EXを使用します。
作成したユーザー辞書で認識するためには、書式定義画面の活字 ANKSの［フィールド情報］ダイア
ログボックスで、フォントとして作成したユーザー辞書を指定します。たとえば、ユーザー辞書 2を
作成した場合は、フォントとして「ユーザー辞書 2」を指定すれば、そのフィールドを認識するとき
にユーザー辞書 2が使用されます。
辞書作成に使用した帳票は問題なく認識できることが多いため、評価は辞書作成に使用した帳票とは
別の帳票を使ってください。
作成した辞書を評価した結果、十分な認識精度が得られなければ、辞書を強化することを考えます。
多くの場合、認識できない文字を追加学習することで認識できるようになります。
認識できない文字の追加学習する方法は、ユーザー辞書作成の元となった文字イメージ DBファイル
に認識できない文字イメージを追加することで行います。

!
注意

- 標準辞書から字形データを取り込んだ場合、通常は使用できない文字種も含まれてい
ますので、注意が必要です。
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認識できない文字イメージが追加された文字イメージ DBからユーザー辞書を作成し直すことで、追
加された文字字形データが反映された辞書が作成されます。

13.3 活字 ANKS辞書作成ツールの操作手順
ここでは、活字 ANKS辞書作成ツールの操作手順について説明します。

●手順
1.［スタート］メニューの［プログラム］の［DynaEye EX］から［活字 ANKS辞書作成ツール］を
選択して、活字 ANKS辞書作成ツールを起動します。

2.［文字イメージ収集］ボタンをクリックします。

!
注意

- ユーザー辞書を作成するときに、複数の文字イメージ DBを指定すると、それぞれの
文字イメージ DBに含まれる文字字形データが平均化されます。

- 元の文字イメージ DBファイルに認識できない文字イメージを追加してもうまく認識
できるようにならない場合があります。これは、文字イメージ DBに含まれる文字字
形データが平均化されるため、認識できない文字字形データの特徴が平均化の過程で
少なくなってしまうためです。
たとえば、多くの認識可能な「A」の文字イメージに認識できない「A」の文字イ
メージを追加して、「A」全体の文字イメージの平均化を行うと、認識できない「A」
の文字イメージの特徴が薄れてしまいます。
このような場合は、認識できない文字イメージを使って元の文字イメージ DBファイ
ルとは別の文字イメージ DBファイルを作成し、辞書作成画面で文字イメージ DB
ファイルを指定するときに別ファイルとして指定します。これにより、それぞれの文
字イメージ DBについて文字字形データが平均化され、それぞれの平均化された文字
字形データがユーザー辞書に反映されます。そのため、すべての文字字形データを平
均化した場合に比べて、追加した文字イメージのデータが強く反映されるようになり
ます。

備考

- 活字 ANKS辞書作成ツールを起動する前に、辞書に登録するフォントが印字された
帳票イメージ（白黒二値の TIFF形式ファイル）と、帳票イメージを認識するための
書式定義（DDF形式ファイル）を準備しておいてください。

!
注意

- 活字 ANKS辞書作成ツールを起動する前に DynaEye EXを終了しておく必要があり
ます。

- 活字 ANKS辞書作成ツールは、Windows® 2000 Professionalの場合は、「標準ユー
ザー」（Power Usersグループ）で、Windows® XPの場合は、「管理者」または
「Power Users」権限で起動する必要があります。
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以下のダイアログボックスが表示されます。

3. 文字イメージを収集するための情報を以下のように設定します。

帳票イメージファイル名
帳票イメージのファイル名（あらかじめ用意したファイル）を指定します。指定できるイメージ
ファイル形式は白黒二値の TIFF形式です。ここでは、テキストボックスの隣のボタンをクリッ
クして、あらかじめ用意されている「usr_img.tif」を指定します。

書式定義ファイル名
帳票イメージを認識するための書式定義ファイル名（あらかじめ用意したファイル）を指定しま
す。指定できるファイル形式は DDF形式です。ここでは、テキストボックスの隣のボタンをク
リックして、あらかじめ用意されている「usr_img.ddf」を指定します。

文字イメージ DBファイル名
文字イメージ DB のファイル名を指定します。ここでは、テキストボックスの隣のボタンをク
リックして、「usr_img.idb」と入力し、［保存］ボタンをクリックします。

4.［開始］ボタンをクリックします。
指定された内容に従って文字イメージが収集され、［活字 ANKS辞書作成ツール］ダイアログボッ
クスに戻ります。

5.［活字 ANKS辞書作成ツール］ダイアログボックスで［文字イメージ DB編集］ボタンをクリック
します。

!
注意

- 書式定義では、文字イメージを収集するフィールドのタイプに「活字 ANKS
フィールド」を指定し、フォントに「ユーザー辞書 n」を指定しておく必要があ
ります。
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6.［ファイル］メニューの［開く］を選択して、手順 4で保存した文字イメージ DB（usr_img.idb）
を表示します。
以下のダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスでは、手順 4で収集・作成された文字イメージ DBに対して、文字コード
を設定したり、不要な文字イメージを削除したりといった編集を行います。
赤い枠で囲まれた文字イメージが現在選択されている文字イメージです。
別の文字イメージを選択する場合は、矢印キー、【HOME】キー、【END】キーを押すか、または、
マウスで文字イメージをクリックします。
文字コードを設定するには、文字イメージが選択された状態でキーボードから対応する文字を入力
します。これによって、選択された文字イメージの文字コードが設定されます。また、不要な文字
イメージを削除するには、文字イメージが選択された状態で【Delete】キーを押すか、または［編
集］メニューの［削除］を選択します。
削除された文字イメージは網掛けで表示され、文字コードは変更できなくなります。削除状態を解
除するには、削除された文字イメージを選択して【Delete】キーを押すか、または［編集］メ
ニューの［削除］を選択します。

備考

- 前のページまたは次のページを表示する場合は、それぞれ【PgUp】キー、【PgDn】
キーを押します。

- 複数の文字を選択状態にするには、【Shift】キーを押しながら矢印キーを押します。
複数の文字が選択された状態で文字コードを設定すると、選択されたすべての文字が
同じ文字コードに設定されます。

- 複数の文字が選択された状態で削除操作を行うと、以下のようになります。
・ 1つでも削除されていない文字がある場合、選択されたすべての文字が削除状
態になります。

・ すべての文字が削除されている場合、選択されたすべての文字の削除状態が解
除されます。

- ステータスバーには、現在のページ番号とフォーカスのある文字イメージの状態が表
示されます。
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文字イメージ DB編集画面の機能を以下に示します。

7.［ファイル］メニューの［上書き保存］を選択します。

編集内容が保存され、［活字 ANKS辞書作成ツール］ダイアログボックスに戻ります。
8.［ファイル］メニューの［閉じる］を選択します。

メニュー コマンド 説明

［ファイル］メ
ニュー

開く 作成済みの文字イメージ DBを開いて、登録されて
いる文字イメージを表示します。

上書き保存 編集中の文字イメージ DBを上書き保存します。

名前を付けて保存 編集中の文字イメージ DBを、指定した名前でファ
イルに保存します。

既存の DBに追加 編集中の文字イメージ DBを、既存の文字イメージ
DBに追加します。

閉じる 文字イメージ DB編集画面を閉じます。

［編集］メニュー 元に戻す 直前に行った操作を元に戻します。

すべて選択 現在表示されているページのすべての文字を選択状
態にします。

削除 現在選択している文字イメージの削除状態（削除／
非削除）を切り替えます。

前のページ 現在表示しているページの 1ページ前のページを表
示します。

次のページ 現在表示しているページの 1ページ後のページを表
示します。

指定ページ 表示したいページを指定するダイアログボックスが
表示されます。

［表示］メニュー 表示桁数変更 画面に表示する行数および 1行の文字イメージ数
（桁数）を変更します。 

表示倍率変更 表示する文字イメージの大きさを変更します。
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9.［活字 ANKS辞書作成ツール］ダイアログボックスで［ユーザー辞書作成］ボタンをクリックしま
す。

以下のダイアログボックスが表示されます。

10.手順 7.で編集した文字イメージ DBファイルを元にユーザー辞書を作成します。

文字イメージ DBファイル名
ユーザー辞書の元となる文字イメージ DBのファイル名を指定します。最大 3つまで指定できま
す。ここでは、手順 7で保存した文字イメージ DBファイル「usr_img.idb」を「DBファイル名
1」に指定します。

標準フォントの読み込み
ユーザー辞書に標準フォントの文字字形を加えたい場合にチェックボックスをチェックします。
追加できる標準文字字形は OCR-B/K・MS 明朝・MS ゴシック・拡張マルチ・MS 明朝 /MS ゴ
シックの 5つです。ここではチェックしません。

ユーザー辞書番号
作成するユーザー辞書の番号を指定します。最大 10個まで指定できます。ここでは「2」を指定
します。
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辞書コメント
作成するユーザー辞書に関するコメントを入力します。入力は任意です。

11.［ユーザー辞書作成］ダイアログボックスで［文字種選択］ボタンをクリックします。
以下のダイアログボックスが表示されます。

!
注意

- 活字 ANKS辞書作成ツールでは、あらかじめ「ユーザー辞書 1」のみ、デフォル
トで添付されています。ユーザー辞書の番号に「1」を指定した場合、デフォル
トの辞書が上書きされてしまいますので、2～ 10の範囲で指定することをお薦
めします。
ここで指定したユーザー辞書（番号 =2）を使う場合、書式定義画面の活字
ANKSの［フィールド情報］ダイアログボックスの「フォント」で、「ユーザー
辞書 2」を指定します。
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このダイアログボックスでは、作成するユーザー辞書に使用する文字種（カテゴリ）を選択しま
す。
この画面で選択された文字種だけがユーザー辞書作成の文字種として使用されます。文字種の
チェックボックスを設定することで使用する文字種が選択できます。［全選択］ボタンをクリック
すると、対応するすべてのチェックボックスの ON/OFFを切り替えることができます。
ここでは、「数字」のみチェックします。

12.［作成］ボタンをクリックします。
DBファイル名「usr_img.idb」の文字種として「数字」が関連付けられ、［ユーザー辞書作成］ダイ
アログボックスに戻ります。

13.［作成］ボタンをクリックします。
これで、辞書番号「2」のユーザー辞書が作成されます。
作成されたユーザー辞書は DynaEye EXのインストールフォルダに格納されます。

ユーザー辞書の番号、作成日付、ユーザー辞書に設定したコメント、作成者が表示されます。コメ
ントは変更することができます。「作成者」には、辞書を作成したときのWindowsログオンユー
ザー名が表示されます。

13.4 ユーザー辞書作成時の留意点
活字 ANKS辞書作成ツールでユーザー辞書を作成するに当たっては、以下の点に留意する必要があり
ます。

フォントの種類
認識できるフォントは文字ピッチが一定のフォントのみです。
プロポーショナルフォントは文字の取出しが安定しないため、ユーザー辞書を作成しても認識で
きません。

文字のサイズ
小さい文字はつぶれたり、文字の特徴が抽出されにくくなったりするため、認識精度が落ちま
す。そのため、印字する文字のサイズは 12pt～ 14ptを推奨します。
小さい文字を認識する場合、スキャナから読み取る解像度を上げることで認識精度が改善するこ
ともあります。

備考

- すでに作成済みのユーザー辞書の内容を確認するには、［活字 ANKS辞書作成ツー
ル］ダイアログボックスで［ユーザー辞書情報表示］ボタンをクリックします。
以下のダイアログボックスが表示されます。

!
注意

- 活字 ANKS辞書は、ローカルのドライブに作成してください。
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文字の印字間隔
印字する文字と文字の間隔が 1mm以上必要です。
文字同士の間隔が狭すぎると 2 文字をまとめて 1 文字と認識したり、1 文字の一部分を文字と
誤って認識したりする可能性が高くなります。
印字間隔を制御できない場合は、事前に文字イメージ収集用のユーザー辞書などを使って帳票認
識を行い、上記のような問題が起こらないことを確認しておく必要があります。

読取り対象文字
製品添付の辞書と異なり、類似文字（0と Oと D、1と I、8と B、2と Zなど字形がよく似た文
字）は区別できません。これ以外にも、HとM、Hと N、HとW、Cと Oなど、フォントによっ
ては区別が難しい組み合わせがあります。そのため、英字を使う場合でもすべての文字を使うの
ではなく、使用する文字をいくつかに絞って辞書を作成することをお勧めします。

印字ずれ
製品添付の辞書の場合に比べて、ユーザー辞書で認識した方がプリンタの印字ずれに弱くなりま
す。そのため、クリアエリアを大きめに確保して、なるべく文字の近くにゴミがつかないように
注意してください。

文字イメージ収集用の帳票
文字イメージを収集する際、帳票や書式定義は DynaEye EXで使えるものであれば、基本的に使
用可能です。しかし、効率的に辞書を作成したり、認識精度の高い辞書を作成したい場合は、文
字イメージ収集専用の帳票を用意することをお薦めします。
辞書を作成するために収集する文字イメージ量の目安としては、1種類の文字に対して 100文字
以上の文字イメージを用意することを推奨します。文字イメージ数については、できるだけ多く
のイメージを収集して辞書を作成した方が認識精度は高くなり、また安定するようになります。
効率的に辞書作成するための帳票の例を以下に示します。
以下の例は、0～ 6の文字イメージを収集するための帳票の一例です。
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文字コードの修正
ユーザー辞書を作成する時には収集した文字イメージに対して、その文字イメージの正解文字
コードを設定する作業が必要です。文字イメージの収集時に、書式定義で指定したユーザー辞書
で認識した結果が自動的に割り当てられますが、この割り当てられた文字コードが正しいとは限
りません。ほとんど読取りができない場合は文字コードの修正量が多くなります。そこで、以下
の例に示すように同じ文字だけを並べておけば、文字コードの修正作業がやりやすくなります
（文字コードの編集画面で同じ文字が並ぶことになるため）。以下の例は、一括で文字コードを 0
に設定する場合の一例です。
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13.5 活字 ANKSユーザー辞書複写
活字 ANKSユーザー辞書を作成した場合、以下のときにユーザー辞書を複写する必要があります。

- キャビネット移出入でキャビネット情報を複写した場合

●手順
1. ユーザー辞書を作成したコンピュータの DynaEye EXインストールフォルダにあるユーザー辞書
ファイルを退避します。

ユーザー辞書を作成した場合、以下のいずれかのファイルが作成されます。存在するファイルをす
べて退避してください。

　F5CURU11.DIC, F5CURU12.DIC
　F5CURU21.DIC, F5CURU22.DIC
　F5CURU31.DIC, F5CURU32.DIC
　F5CURU41.DIC, F5CURU42.DIC
　F5CURU51.DIC, F5CURU52.DIC
　F5CURU61.DIC, F5CURU62.DIC
　F5CURU71.DIC, F5CURU72.DIC
　F5CURU81.DIC, F5CURU82.DIC
　F5CURU91.DIC, F5CURU92.DIC
　F5CURUA1.DIC, F5CURUA2.DIC

2. キャビネット情報を複写したコンピュータの DynaEye EXインストールフォルダに上記の辞書
ファイルを複写します。

備考

- 文字コード編集画面では複数の文字を選択して一度に文字コードを設定することが可
能ですので、これを利用することで効率的に作業を行うことができます。
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第 14章 キャビネット管理

ここでは、キャビネットの操作方法について説明します。

14.1 キャビネット
DynaEye EXは、スキャナから読み取ったイメージを「キャビネット」という単位で分類して管理しま
す。
キャビネットは、デスクトップキャビネットを含めて、最大 100個まで作成できます。
また、イメージデータはグループ化する（イメージデータを 1つにまとめる）ことができ、1つの
キャビネットに作成可能なグループ数は、書式定義数も含めて最大 100個です。イメージデータをグ
ループ化する方法については、“17.6　イメージデータのグループ化／解除”を参照してください。

◇操作上のポイント
グループ数やグループのページ数が多くなると、DynaEye EXの起動やキャビネット切替えなどの処理
が遅くなります。この場合は、グループ数およびグループのページ数を少なくしてください。

14.2 キャビネットの編集
キャビネットの編集方法について説明します。
キャビネットの編集は、定義画面のデスクトップ画面から行います。

14.2.1 キャビネットの作成

キャビネットを作成する方法を説明します。

●手順
この例では、「練習 1」というキャビネットを「practice1」という新規のフォルダに作成します。

1.［オプション］メニューの［キャビネット設定］を選択します。

［キャビネット設定］ダイアログボックスが表示されます。
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2.［追加］ボタンをクリックします。

［キャビネット追加］ダイアログボックスが表示されます。
3. キャビネット名、フォルダを入力します。
ここでは、キャビネット名に「練習 1」、フォルダに「C:￥practice1」と入力します。

4.［OK］ボタンをクリックします。
以下のメッセージが表示されます。

!
注意

- すでに存在するフォルダを指定する場合、Administrators、Power Users、Users
（Windows® XP Home Editionの場合は管理者および制限付きアカウント）のすべて
のグループにフルコントロールのアクセス許可のある固定ドライブのフォルダを指定
してください。

!
注意

- すでに存在するフォルダを指定した場合、このメッセージは表示されません。
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5.［OK］ボタンをクリックします。
6.「キャビネット一覧」に、新しいキャビネットが追加されたことを確認します。

7.［OK］ボタンをクリックします。
デスクトップ画面に戻ります。

!
注意

- キャビネットのフォルダに新しいフォルダを指定した場合は、Administrators、
Power Users、Users（Windows® XP Home Editionの場合は管理者および制限付きア
カウント）のすべてのグループにフルコントロールのアクセス許可が設定されたフォ
ルダが作成されます。
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14.2.2 キャビネットの切り替え

別のキャビネットを開く（キャビネットの切り替え）方法について説明します。

●手順
この例では、「デスクトップ」キャビネットから「練習 1」キャビネットに切り替える方法を説明しま
す。

1. 表示したいキャビネットのタブをクリックします。

これで、「デスクトップ」キャビネットから「練習 1」キャビネットに切り替わりました。

14.2.3 キャビネットの削除

キャビネットを削除する方法について説明します。

●手順
1.［オプション］メニューの［キャビネット設定］を選択します。

［キャビネット設定］ダイアログボックスが表示されます。

備考

- キャビネット内のイメージデータに対して帳票認識を行っている場合、キャビネット
の切り替えはできません。

!
注意

- 縮小イメージの多いキャビネットに切り替える場合は、処理が遅くなります。処理が
終わると、マウスカーソルが砂時計の状態から通常の矢印の状態に戻ります。
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2.「キャビネット一覧」から削除したいキャビネットを選択し、［削除］ボタンをクリックします。

3. 確認メッセージが表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。
4.［OK］ボタンをクリックします。
デスクトップ画面に戻ります。

14.2.4 キャビネット名の変更

キャビネットの名前を変更する方法について説明します。

●手順
この例では、「練習 1」というキャビネットを「サンプル 1」という名前に変更します。

1.［オプション］メニューの［キャビネット設定］を選択します。

［キャビネット］設定ダイアログボックスが表示されます。

!
注意

- DynaEye EXで使用しているキャビネットのフォルダ、およびフォルダ配下のファイ
ルは削除しないでください。フォルダおよびファイルを削除する場合は、事前にキャ
ビネットを削除してください。
「デスクトップ」キャビネットは削除できません。
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2.「キャビネット一覧」から名前を変更したいキャビネットを選択し、［プロパティ］ボタンをクリッ
クします。

［キャビネットのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。
3. キャビネット名を入力します。
ここでは、「サンプル 1」と入力します。

4.［OK］ボタンをクリックします。
5.「キャビネット一覧」に、変更したキャビネット名が表示されていることを確認します。

6.［OK］ボタンをクリックします。
デスクトップ画面に戻ります。
200



第 14章  キャビネット管理
14.2.5 キャビネット情報の保存

キャビネット情報を保存する方法について説明します。
他のコンピュータにある認識データを修正するため、運用画面でネットワーク上の他のコンピュータ
にあるキャビネットに接続するには、定義画面でキャビネット情報を保存してキャビネット情報ファ
イル（拡張子は「.dcc」）を作成する必要があります。作成したキャビネット情報ファイルを、ネット
ワーク越しに選択することで、対象のキャビネットに接続することが可能になります。
なお、キャビネット情報の保存を行うと、すべてのキャビネットの情報が保存されます。
以下に、キャビネット情報を保存する手順について説明します。

●手順
1.［オプション］メニューの［キャビネット情報の保存］を選択します。

［キャビネット情報の保存］ダイアログボックスが表示されます。
2. ファイル名を指定して、［保存］ボタンをクリックします。

デスクトップ画面に戻ります。

!
注意

-「デスクトップ」キャビネットは、キャビネット名を変更できません。
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14.3 キャビネットの移出入
キャビネットの移出入について説明します。
キャビネット移出入では、キャビネットのデータを移出入用ファイルへ保存（移出）したり、保存し
た移出入ファイルをキャビネットに読み込む（移入）ことができます。
移出入のモードとして以下の 2種類があります。

キャビネット
キャビネット単位で移出入を行います。

フルバックアップ
すべてのキャビネットデータを一括して移出入を行います。

キャビネット移出入によって、自分のコンピュータのデータを他のコンピュータで流用することがで
きます。また、移出によって、バックアップデータとして保存できます。
移出入できるキャビネットのデータは以下のとおりです。

- 縮小イメージデータ（認識した状態も移出入できます）

- 連携定義データ

- 書式定義データ（修正画面定義データ）

- 認識データ出力定義／スキャナ定義データ

- 認識結果データ

●手順
1.［スタート］メニューの［プログラム］の［DynaEye EX］を選択します。
サブメニューが表示されます。

2.［キャビネット移出入］を選択します。
［キャビネット移出入］ダイアログボックスが表示されます。

!
注意

- キャビネット情報ファイルは固定ディスクの共有フォルダに格納する必要がありま
す。

- キャビネット情報ファイルを保存したフォルダ配下にあるキャビネットのみアクセス
できます。

- キャビネット情報の保存は、全キャビネットが対象となります（キャビネットごとに
キャビネット情報が保存されるわけではありません）。このため、同時修正版でネッ
トワーク越しにアクセスしたいキャビネットは共有フォルダ配下に作成し、共有フォ
ルダ配下にキャビネット情報を作成する必要があります。フォルダ構成などの詳細に
ついては、“23.3.2　キャビネットの準備”を参照してください。

- フルセット版コンピュータでキャビネットの追加 /削除を行った場合は、［オプショ
ン］メニューの［キャビネット情報の保存］でキャビネット情報ファイルを上書き保
存してください。同時修正版の起動時またはキャビネット変更時は、キャビネット情
報ファイルの内容をチェックして接続を行うため、上書き保存されていない場合は、
キャビネットの追加 /削除の情報が反映されず、同時修正版を起動しても当該キャビ
ネットに接続できなくなります。

- オペレーティングシステムが Windows® XP Home Editionの場合、フォルダのセキュ
リティ設定ができないため、キャビネット情報は保存できません。
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3. モード設定の内容に従って、キャビネット選択、移出先ファイル名、移出先フォルダ名等を指定し
ます。

キャビネット単位で移出する場合
［キャビネット選択］で、移出するキャビネットを選択します。
［移出先ファイル名］で、移出先となる DynaEye EXキャビネット移出入用ファイル（*.dcb）を
指定します。

キャビネット単位で移入する場合
［キャビネット選択］で、移入するキャビネットを選択します。
［移入元ファイル名］で、移入元となる DynaEye EXキャビネット移出入用ファイル（*.dcb）を
指定します。

フルバックアップで移出する場合
［移出先フォルダ名］で、移出先となるフォルダを指定します。指定されたフォルダ内に上書き
されないように番号が付けられたフォルダが作成され、キャビネットデータや DynaEye EXフル
バックアップ移出入用ファイル（DynaEyeEX.dcf）を作成します。

フルバックアップで移入する場合
［移入元ファイル名］にフルバックアップ移出で作成された DynaEye EX フルバックアップ移出
入用ファイル（DynaEyeEX.dcf）を指定します。
［移入先フォルダ名］で、移入先のフォルダを指定します。指定したフォルダ内に新しくフォル
ダが作成されます。

4.［実行］ボタンをクリックします。
選択された内容に従って移出または移入を実行します。
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!
注意

- DynaEye EX定義および DynaEye EXを実行しているときは、キャビネット移出入は
行えません。

- ネットワーク上で共有されているキャビネットに対してデータを移出入する場合、同
時修正を行っているアプリケーションをすべて終了した上で、いったん共有を解除し
てから、操作を行ってください。

- キャビネット単位で移入を行う場合、事前に移入先キャビネットを作成してくださ
い。キャビネットの作成については、“14.2.1　キャビネットの作成”を参照してく
ださい。移入先キャビネットにすでにデータが存在する場合は移入できません。

- キャビネット内のデータ総容量が 4Ｇバイトを超える場合、キャビネット単位および
フルバックアップともに移出はできません。

-［キャビネット移出入］ダイアログボックスの［移出先フォルダ名］や［移入先フォ
ルダ名］では、指定されたフォルダ内に自動的にフォルダが作成されます。そのた
め、指定できるフォルダ名は半角換算で 231文字までです。

- フルバックアップで移入する場合、［移入先フォルダ］には、Administrators、Power 
Users、Users（Windows® XP Home Editionの場合は管理者および制限付きアカウン
ト）のすべてのグループにフルコントロールのアクセス許可のある固定ドライブの
フォルダを指定してください。

- フルバックアップで移入する場合、現在のキャビネット内のデータはすべて削除され
ます（キャビネット内のデータを削除した結果、フォルダ内にファイルが存在しない
場合は、フォルダも削除されます）。

- フルバックアップで移入する場合、移入先のフォルダにすでにキャビネットデータが
ある場合、移入先のキャビネットデータは削除されます。

- キャビネットの移出入を行うには、Power Users以上の権限が必要です。
- キャビネット内に多くのイメージデータがある場合、移出入処理が遅くなります。処
理が終わると、確認のメッセージが表示されます。

- 移出元コンピュータで個人辞書、氏名辞書および活字 ANKSユーザー辞書を作成 /編
集した場合、辞書も移入先コンピュータに移行する必要があります。各辞書の移行手
順については、それぞれ“12.2.4　個人辞書の複写”、“12.3.3　氏名辞書の複写”、
“13.5　活字 ANKSユーザー辞書複写”を参照してください。
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第 3部 運用編

DynaEye EXの定義が終わったあとは、運用段階に入ります。
ここでは、DynaEye EXの運用に関する以下の内容について説明します。

- DynaEye EXの起動と終了

- キャビネットの変更

- 基本操作

- スキャナ読取り

- 帳票認識

- 認識データの修正

- 認識データの出力

- 連携機能

- 認識データの同時修正

- リカバリー

なお、ここでの説明は、“第 1部　イントロダクション ～必ずお読みください～”および“第 2部　
定義編”の作業が終わっていることを前提にしています。
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第 15章 DynaEye EXの起動と終了

ここでは、DynaEye EXの起動 /終了方法について説明します。

15.1 DynaEye EXのアイコン
DynaEye EXのインストールが終了すると、デスクトップ画面に 2つのショートカットアイコンが表示
されます。

［DynaEye EX定義］アイコンは、DynaEye EXの各種定義を行うプログラムです。スキャナ読取り、書
式定義、認識データ出力といった、DynaEye EXの一連の処理に関する定義を行います。
DynaEye EXを使用する上で、これらを事前に定義しておく必要があります。
［DynaEye EX］アイコンは、DynaEye EXの運用を行うプログラムです。［DynaEye EX定義］で定義さ
れた内容に従って、実際にスキャナ読取り、帳票認識、認識データの出力等の処理を実行します。
以下に、DynaEye EXの起動 /終了方法について説明します。

備考

- DynaEye EX定義の起動 /終了方法については、“第 6章　DynaEye EX定義の起動
と終了”を参照してください。
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15.2 DynaEye EXの起動
DynaEye EXを起動する方法を説明します。

●手順
1.［DynaEye EX］アイコンをダブルクリックします。

DynaEye EXが起動され、以下の運用画面が表示されます。
208



第 15章  DynaEye EXの起動と終了
●運用画面について
スキャナ読取りや帳票認識などの処理を実際に行うための画面です。
画面右側に表示されているボタンをクリックして、各種処理を実行します。運用画面では、定義画面
と同様、イメージデータをキャビネット単位で管理することができます。イメージデータは縮小イ
メージで表示されます。
以下に、イメージデータが表示されている場合の運用画面の例を示します。

●［スキャナ読取］ボタン
スキャナから帳票を読み取ります。スキャナ読取りは、定義画面の［スキャナ定義］で定義された内
容に従って処理されます。
スキャナ読取りの詳細については、“第 18章　スキャナ読取り”を参照してください。
また、スキャナ定義の詳細については、“第 10章　スキャナ定義”を参照してください。

●［帳票認識］ボタン
スキャナから読み取った帳票を認識します。帳票認識は、定義画面の［書式定義］で定義された内容
に従って処理されます。
帳票認識の詳細については、“第 19章　帳票認識”を参照してください。また、書式定義の詳細につ
いては、“第 8章　書式定義”を参照してください。

●［読取＆認識］ボタン
スキャナからの帳票の読取りと、読み取った帳票の認識を続けて行います。スキャナ読取りは、定義
画面の［スキャナ定義］で定義された内容に従って処理されます。また、帳票認識は、定義画面の
［書式定義］で定義された内容に従って処理されます。関連する処理の詳細については、以下を参照し
てください。

- 書式定義の詳細 ⇒“第 8章　書式定義”

- スキャナ定義の詳細 ⇒“第 10章　スキャナ定義”

- スキャナ読取りの詳細 ⇒“第 18章　スキャナ読取り”

- 帳票認識の詳細 ⇒“第 19章　帳票認識”
209



第 3部  運用編
●［修正画面］ボタン
認識データの縮小イメージを選択してこのボタンをクリックすると、修正画面が表示されて、認識
データを確認／修正することができます。
修正画面の表示条件は、連携定義画面（定義画面の［連携定義］ボタンをクリックすると表示されま
す）の［画面設定］で、お客様の運用に合わせて設定することもできます。

●［データ出力］ボタン
縮小イメージを選択してこのボタンをクリックすると、認識データ出力画面が表示されて、認識デー
タを、CSV形式、ACCESS形式または TEXT形式に出力することができます。認識データ出力画面の
内容は、認識データ出力定義画面（定義画面の［出力定義］ボタンをクリックすると表示されます）
で、お客様の運用に合わせて設定することもできます。
認識データ出力定義画面の詳細については、“第 11章　認識データ出力定義”を参照してください。

15.3 DynaEye EXの終了
DynaEye EXを終了する方法を説明します。

●手順
1. デスクトップ画面またはイメージ画面で、［ファイル］メニューの［終了］を選択します。

これで、 DynaEye EXが終了します。

備考

- DynaEye EXは、以下の方法で起動することもできます。
・［スタート］メニューの［プログラム］－［DynaEye EX］－［DynaEye EX］
の順に選択する（Windows® 2000 Professionalの場合）

・［スタート］メニューの［すべてのプログラム］－［DynaEye EX］－
［DynaEye EX］の順に選択する（Windows® XPの場合）

・［スタート］メニューの［ファイル名を指定して実行］で、DynaEye EXの実
行ファイル名（インストールディレクトリ￥DynaEyeEX.exe）を指定する

・ 定義画面の［ファイル］メニューの［運用実行］を選択する

!
注意

- 運用画面には書式定義は表示されません。そのため、運用画面でイメージデータを開
く／移動したり、新規にスキャナ読取りを実行した後に定義画面を表示した場合、運
用画面で追加 /移動されたイメージデータと書式定義が重なって表示されることがあ
ります。

備考

- 連携ウィンドウの［終了］ボタンをクリックして終了することもできます。
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第 16章 キャビネットの変更

ここでは、操作対象のキャビネットを変更する方法について説明します。

16.1 ローカルのキャビネットに変更する
すべての操作（スキャナ読取り、帳票認識など）を行うため、ネットワークのキャビネットからロー
カルのキャビネット変更します。

●手順
1.［ファイル］メニューの［キャビネット変更］－［ローカル］の順に選択します。

ローカルのドライブにあるキャビネットにアクセスできるようになります。

!
注意

- ネットワーク上のキャビネットを開いている場合のみ、ローカルに変更できるように
なります。

- 操作属性に「全ての操作」が設定されている場合、および DynaEye EX（同時修正
版）の場合は、ローカルのキャビネットに変更できません。
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16.2 ネットワーク上のキャビネットに変更する
他のコンピュータにあるイメージデータを修正するため、ネットワーク上のキャビネットに変更しま
す。

●手順
1.［ファイル］メニューの［キャビネット変更］－［ネットワーク］の順に選択します。

［キャビネット情報を開く］ダイアログボックスが表示されます。
2.［キャビネット情報を開く］ダイアログボックスでファイルの場所とファイル名を指定します。

3. 項目を確認後、［開く］ボタンをクリックします。

!
注意

- ネットワーク上のキャビネットに変更する場合は、操作属性を「修正のみ」に設定す
る必要があります。

- 操作属性の設定については、“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”を参照してくださ
い。

- 別のコンピュータ上にあるキャビネット情報を指定してください。
212



第 16章  キャビネットの変更
備考

- キャビネット情報の格納先フォルダがネットワーク上で共有されている必要がありま
す。
共有の詳細については、“23.3.3　ファイル共有”を参照してください。

- キャビネット情報が格納されているネットワーク上のフォルダ配下にあるキャビネッ
トにのみアクセスできます。

- キャビネット情報ファイルには、“14.2.5　キャビネット情報の保存”で保存した
ファイルを指定します。
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第 17章 基本操作

ここでは、運用画面での基本的な操作方法について説明します。

- イメージデータを開く

- イメージデータの保存

- イメージデータの削除

- イメージデータの移動

- イメージデータのタイトルの変更

- イメージデータのグループ化 /解除

- イメージデータの情報を確認する（表示ページプロパティ）

イメージデータの管理は、"キャビネット "という概念に基づいて行います。

17.1 イメージデータを開く
イメージデータを開く方法について説明します。
以下のファイルの種類を開くことができます。

●手順
ここでは、DynaEye EXの製品 CD-ROMの Sampleフォルダにあるサンプルデータを開く例を示しま
す。

1. デスクトップ画面で、［ファイル］メニューの［開く］を選択します。

ファイルの種類 拡張子 単一ページ／複数ページ 帳票認識可否

フルカラー モノクロ

TIFF TIF 単一ページ・複数ページ ○ ○

独自形式 SPK 単一ページ・複数ページ × ○

JPEG JPG 単一ページ ○ ×
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2.［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されるので、DynaEye EXの製品 CD-ROMの
「Sample」フォルダを開きます。
サンプルデータ（*.tif）を選択して、［開く］ボタンをクリックします。

イメージデータが、選択されているキャビネット内に縮小イメージとして読み込まれます。

!
注意

- 定義画面では、上記のファイル形式に加え、書式定義情報（*.ddf）を開くことができ
ます。

- イメージデータを開く場合は、操作属性を「全ての操作」に設定する必要がありま
す。
操作属性の設定については、“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”を参照してくださ
い。

- 扱えるイメージデータは、モノクロまたはフルカラーのみです。
- イメージデータの色が混在している場合は、先頭のページと異なる色のページで処理
が中止されます。
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17.2 イメージデータの保存
イメージデータを保存する方法について説明します。
以下のファイルの種類を保存することができます。

●手順
1. デスクトップ画面で、保存する縮小イメージを選択します。
2.［ファイル］メニューの［名前を付けて保存］を選択します。

3.［ファイル名を付けて保存］ダイアログボックスが表示されるので、ファイル名などを指定して、
［保存］ボタンをクリックします。
これで、イメージデータが保存されます。

ファイルの種類 拡張子 内容 フルカラー モノクロ

TIFF-非圧縮 TIF 非圧縮の TIFF（単一ページ） ○ ○

TIFF-JPEG TIF JPEG圧縮の TIFF（単一ページ） ○ ×

TIFF-G3 TIF MR圧縮の TIFF（単一ページ） × ○

TIFF-G4 TIF MMR圧縮の TIFF（単一ページ） × ○

マルチ TIFF-非圧縮 TIF 非圧縮の TIFF（単一・複数ページ） ○ ○

マルチ TIFF-JPEG TIF JPEG圧縮の TIFF
（単一・複数ページ）

○ ×

マルチ TIFF-G3 TIF MR圧縮の TIFF
（単一・複数ページ）

× ○

マルチ TIFF-G4 TIF MMR圧縮の TIFF
（単一・複数ページ）

× ○

JPEG JPG JPEG圧縮（単一ページ） ○ ○

!
注意

- 定義画面では、上記のファイル形式に加え、書式定義情報（*.ddf）を保存することが
できます。

- イメージデータの保存では、イメージデータに付加されている認識結果やナンバリン
グ IDは保存されません。
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17.3 イメージデータの削除
イメージデータを削除する方法について説明します。

●手順
1. デスクトップ画面で、削除する縮小イメージを選択します。
【Shift】キーを押しながら、複数の縮小イメージを選択することもできます。

2.［編集］メニューの［削除］を選択します。

3. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
これで、イメージデータが削除されます。

17.4 イメージデータの移動
イメージデータを別のキャビネットへ移動する方法について説明します。

!
注意

- イメージデータを削除する場合は、操作属性を「全ての操作」に設定する必要があり
ます。操作属性の設定については、“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”を参照して
ください。

- カラーのイメージデータ、および一度に多くのイメージデータを削除した場合は、処
理が遅くなります。処理が終わると、マウスカーソルが通常の矢印の状態に戻りま
す。

- イメージデータを削除した場合、［編集］メニューの［元に戻す］では元に戻せませ
ん。

!
注意

- イメージデータを移動する場合は、操作属性を「全ての操作」に設定する必要があり
ます。操作属性の設定については、“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”を参照して
ください。

- カラーのイメージデータ、および一度に多くのイメージデータをほかのキャビネット
に移動した場合は、処理が遅くなります。処理が終わると、マウスカーソルが通常の
矢印の状態に戻ります。

- 認識したデータを他のキャビネットへ移動した場合、認識結果やナンバリング IDは
イメージデータから削除され、イメージデータだけが移動されます。
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●手順
ここでは、「デスクトップ」キャビネットにある「練習 1（書式定義用）」の縮小イメージを「練習 1」
キャビネットに移動する例を示します。

1. デスクトップ画面で、移動する縮小イメージを選択します。

2. 選択した縮小イメージを、移動したいキャビネットのタブのところまでドラッグ＆ドロップします
（タブの色が変わったときに手を放します）。
これで、イメージデータを移動できます。

「練習 1」キャビネットにイメージデータが移動されたことを確認してください。
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17.5 イメージデータのタイトルの変更
イメージデータのタイトルを変更する方法について説明します。

●手順
1. タイトルにマウスカーソルを位置付けてクリックします。

タイトルが変更できる状態になります。

備考

-【Shift】キーを押しながら、複数の縮小イメージを選択することもできます。

!
注意

- イメージデータのタイトルを変更する場合は、操作属性を「全ての操作」に設定する
必要があります。操作属性の設定については、“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”
を参照してください。
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2. 変更したいタイトルを入力し、【Enter】キーを押します。
タイトルが変更できます。
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17.6 イメージデータのグループ化／解除
複数のイメージデータをまとめることを、「グループ化」といいます。イメージデータがモノクロの場
合は 2000ページまで、カラーの場合は 500ページまでグループ化できます。
ここでは、イメージデータをグループ化する方法、およびグループ化を解除する方法について説明し
ます。

17.6.1 イメージデータのグループ化

イメージデータをグループ化する方法について説明します。

●手順
ここでは、「デスクトップ」キャビネットにある「書式定義をしましょう」と「帳票認識をしましょ
う」のイメージデータをグループ化する例を示します。

1.「デスクトップ」キャビネットを表示します。
2. グループ化したい縮小イメージの 1つを選択します。

3. 選択した縮小イメージを、グループ化したい縮小イメージのところまでドラッグ＆ドロップしま
す。
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2つの縮小イメージが 1つにグループ化され、縮小イメージの下の部分の「1/1」が「1/2」に変わ
ります。

操作上のポイント

キャビネット内で管理できるグループ数は、書式定義数も含めて最大 100個です。また、イメージ
データがモノクロの場合は 2000ページまで、カラーの場合は 500ページまでグループ化できます。
グループ数およびグループのページ数が多くなると、起動やキャビネット切替えなどの処理が遅くな
ります。この場合は、グループ数およびグループのページ数を少なくしてください。

備考

-【Shift】キーを押しながら、グループ化したい縮小イメージを複数選択し、［編集］メ
ニューの［グループ化］を選択すると、選択したすべての縮小イメージをグループ化
することができます。

- グループ化を行ったときに作成される縮小イメージのタイトルは、以下のようになり
ます。
・ マウスのドラッグ＆ドロップでグループ化した場合
ドラッグ先の縮小イメージ（下になる方の縮小イメージ）のタイトルが適用さ
れます。

・［編集］メニューの［グループ化］を選択してグループ化した場合
キャビネットの左上から右下に向かって最初に存在した縮小イメージのタイト
ルが適用されます。
なお、各縮小イメージの左上端を基準とします。

!
注意

- イメージデータをグループ化する場合は、操作属性を「全ての操作」に設定する必要
があります。
操作属性の設定については、“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”を参照してくださ
い。

- カラーのイメージデータ、および一度に多くのイメージデータをグループ化した場合
は、処理が遅くなります。処理が終わるとマウスカーソルが砂時計の状態から通常の
矢印の状態に戻ります。
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17.6.2 イメージデータのグループ化の解除

グループ化したものを解除する場合、グループ化されている縮小イメージを選択し、［編集］メニュー
の［グループ化解除］を選択するとグループ化が解除されます。
また、グループ中の 1ページだけを取り出したい場合は、取り出したいページの縮小イメージを表示
させて、［編集］メニューの［表示ページ取出し］を選択します。

17.7 イメージデータの情報を確認する（表示ページプロパティ）
イメージデータの情報は、［表示ページプロパティ］ダイアログボックスで確認することができます。
［表示ページプロパティ］ダイアログボックスは、縮小イメージを選択して右クリックすると表示され
ます。
以下に表示ページプロパティの各項目について説明します。

備考

- グループ化を解除した場合、1ページ目から順に重なって表示され、1番上に最後の
ページが表示されます。

- グループ化を解除した場合の縮小イメージのタイトルは、スキャナから読取ったとき
や縮小イメージを開いたときの「西暦下 2桁月日 _時間分秒」またはグループ化す
る前に指定したタイトルになります。

!
注意

- 縮小イメージのグループ化を解除する場合は、操作属性を「全ての操作」に設定する
必要があります。
操作属性の設定については、“7.2.5　運用画面の操作属性の設定”を参照してくださ
い。

- 縮小イメージのグループ化を解除すると、キャビネット内の縮小イメージの数が 100
を超える場合、グループ化の解除はできません。
グループ化を解除するには、キャビネット内の不要な縮小イメージを削除、移動、ま
たはグループ化して、グループ化を解除した後の縮小イメージの総数が 100以下に
なるようにしてください。

- 1グループ内の縮小イメージが 100を超えている場合、［編集］メニューの［表示
ページ取出し］で必要なページを取り出してください。

- カラーの縮小イメージ、およびページ数の多いグループのグループ化を解除した場合
は、処理が遅くなります。処理が終わるとマウスカーソルが砂時計の状態から通常の
矢印の状態に戻ります。
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（注 1）書式定義グループは、定義画面でしか表示されません。

（注 2）認識状態の表示を以下に示します。

済　認識処理が正常に終了しています。
未　認識処理が行われていません。
×　認識処理に失敗しました。［×］のあとにエラーコードが表示されます。

（注 3）修正が終了している場合、［済］と表示されます。修正が終了していない場合、帳票認識後に
一度も修正画面を表示していない場合、および帳票認識を行っていないページの場合、［未］と
表示されます。

（注 4）認識注意文字が存在する場合、［有］と表示されます。認識注意文字が存在しない場合、［無］
と表示されます。

（注 5）論理エラーが存在する場合、［有］と表示されます。論理エラーが存在しない場合、［無］と表
示されます。

項目名 項目の説明

イメージデータの場合 書式定義グループの場合（注 1）

書式定義名 認識した書式定義名が表示されます。 定義した書式定義名が表示されます。

登録日付 スキャナなどから読み込まれた日付が表
示されます。

定義された日付が表示されます。

更新日付 最後に更新した日付が表示されます。更新されていない場合は、何も表示されませ
ん。

帳票 ID 帳票認識した帳票 IDが表示されます。 定義した帳票 IDが表示されます。

ナンバリング
ID

スキャナ読取り時に付加されるナンバリ
ング IDが表示されます。

表示されません。

用紙サイズ イメージ読込み時の用紙サイズが表示されます。

（mm） イメージ読込み時の用紙サイズが［横サイズ×縦サイズ］の形式でmm単位で表示
されます。

（ピクセル） イメージ読込み時の用紙サイズが［横サイズ×縦サイズ］の形式でピクセル単位で表
示されます。

色 イメージ読込み時の色数が表示されます。

dpi スキャナ読取り時の解像度（dot per inch）が表示されます。情報がない場合は、［な
し］と表示されます。

ページ情報 ページ構成が［ページ番号／総ページ数］の形式で表示されます。

認識 ページの認識状態が表示されます。（注 2） 表示されません。

修正 ページ中の修正状態が表示されます。（注
3）

表示されません。

認識注意文字 ページ中の認識注意文字の有無が表示さ
れます。（注 4）

表示されません。

論理エラー ページ中の論理エラーの有無が表示され
ます。（注 5）

表示されません。

認識データ出
力

ページの認識データの出力状態が表示さ
れます。（注 6）

表示されません。

書式定義情報
更新日付

表示されません。 書式定義情報の最終更新日付が表示され
ます。書式定義情報が更新されていない
場合は作成日付が表示されます。

書式定義ファ
イル名

表示されません。 書式定義時に、すでに定義されている書
式定義を利用して定義する場合に有効な
情報です。

OK このダイアログボックスをとじます。
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（注 6）認識データ出力をしている場合、［済］と表示されます。認識データ出力を一度もしていない
場合、出力後に認識データを変更した場合、および［認識データのクリア］を選択して認識
データを削除した場合、［未］と表示されます。
226



第 18章  スキャナ読取り
第 18章 スキャナ読取り

ここでは、スキャナで帳票を読み取る方法について説明します。
新規で読み取ったデータは、読取り単位でグループ化されます。
追加で読み取ったデータは、選択したグループの末尾へ追加されます。

18.1 一般帳票のイメージを読み取る
スキャナから新規に一般帳票のイメージを読み取る方法を説明します。
一般帳票のイメージを読み取る場合は、雛型帳票（未記入の帳票）と記入済み帳票は同じ方法で行え
ます。

18.1.1 一般帳票を白黒二値イメージとして読み取る場合

一般帳票を白黒二値イメージとして読み取る場合の、手順を示します。

●手順
1. 読み取る帳票をスキャナへセットします。
2. 格納先のキャビネットのタブを選択して、［スキャナ読取］ボタンをクリックします。
スキャナが起動され、セットした帳票が読み取られます。
読み取った帳票のイメージデータが、デスクトップ画面に表示されます。

備考

- ここでは、スキャナ読取りに関する連携定義（［スキャナ読取］ボタン）と、スキャ
ナ読取り時のスキャナ定義（用紙の設定、読取り方法、明るさ、コントラストなど）
が設定済みであることを前提として説明しています。
連携定義については、“第 7章　連携定義”を参照してください。
また、スキャナ定義については、“第 10章　スキャナ定義”を参照してください。
設定済みのスキャナ定義の内容は、［スキャナ定義］ダイアログボックスで確認する
ことができます。［スキャナ定義］ダイアログボックスについては、“10.1　スキャナ
定義ダイアログボックス”を参照してください。

!
注意

- 扱えるイメージデータは、モノクロまはたフルカラーのみです。
- グループに追加したイメージを読み取る場合、選択したグループと異なる色では読み
取れません。

備考

- スキャナでイメージを読み取る場合、通常はスキャナドライバが用意した TWAIN画
面が毎回表示されますが、fiスキャナの場合は、［スキャナ定義］ダイアログボック
スで、読取りに関する設定を行うことができます。
ただし、以下の場合は、スキャナ固有の TWAIN画面から設定する必要があります。
・ 用紙ごとに読取りに関する詳細な設定を行う場合
・［スキャナ定義］ダイアログボックスで設定できない読取りを行う場合

- TWAIN画面を使用する場合は、［スキャナ定義］ダイアログボックスの "TWAIN画面
を表示する "のチェックを「ON」にする必要があります。
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備考

- 一般帳票を白黒二値イメージとして読み取る場合の［スキャナ定義］ダイアログボッ
クスの設定については、“10.3　帳票を白黒二値イメージとして読み取る場合の定義”
を参照してください。

- 追加で読み取る場合は、追加先のイメージデータを選択してから、再度、［スキャナ
読取］ボタンをクリックします。

!
注意

- スキャナ読取りをする場合は、ご使用になるスキャナの取扱説明書などで仕様を確認
してから行ってください。

- 雛型帳票には未記入の帳票を使用してください。記入された帳票や文字認識の対象と
なる印字がある帳票を雛型帳票とすると、正しく文字認識を行うことができません。

- 文字認識の対象となる帳票は、書式定義に使用した帳票と同じ画素密度、濃度、大き
さで読み取ってください。

- 帳票をスキャナで読み取ったあと、帳票の濃度が適当かどうかをイメージ画面で確認
してください。イメージ画面は、縮小イメージをダブルクリックすると表示されま
す。

- 認識対象となる文字にかすれや欠け、または細かい乱れが多数ある場合は、TWAIN
画面または［スキャナ定義］ダイアログボックスでスキャナの読取り濃度を調整して
スキャナ読取りし直してください。

- 帳票を斜めに読み取らないように注意してください。
- 用紙サイズの設定は、実際の帳票の大きさに正しく合わせて、帳票の一部が欠けた
り、周囲に余分な空間が付いたりしないようにしてください。

- 一般帳票を読み取る場合、黒背景をチェックしないでください。
- スキャナ読取り時に傾き補正を行う場合、用紙の傾き状態やイメージデータの内容に
よっては、［表示ページプロパティ］の用紙サイズに "不明 "と表示される場合があ
ります。"不明 "と表示された場合、再度スキャナ読取りを行ってください。

-［スキャナ定義］ダイアログボックスで読取りを行う場合（fiスキャナの場合）は、
あらかじめ TWAIN画面で、2値白黒を「単純スライス」に設定してください。2値
白黒が「単純スライス」以外の場合、［スキャナ定義］ダイアログボックスから設定
したしきい値が有効にならない場合があります。
その場合、2値白黒を「単純スライス」に設定してください。

- スキャナドライバ固有の TWAIN画面で設定を行う場合は以下の点に注意してくださ
い。
・ 白黒二値、解像度は 200dpi/240dpi/300dpi/400dpiのいずれかに設定してくだ
さい。

・ スキャナの機種によりますが、デフォルトの濃度では薄すぎることが多いた
め、読み取ったイメージデータをイメージ画面で確認して、記入文字がはっき
り出るように調整してください。
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18.1.2 一般帳票をカラーイメージとして読み取る場合

fiスキャナで、一般帳票をカラーイメージとして読み取る場合の手順を示します。

●手順
1. 読み取る帳票をスキャナへセットします。
2. 格納先のキャビネットのタブを選択して、［スキャナ読取］ボタンをクリックします。
3. TWAIN画面で、以下のように設定します。

画像タイプ
「24bitカラー」を選択してください。「多値（グレースケール）」、「256色カラー」、「8色カ
ラー」などを選択した場合は読取りできません。

4.［読取］ボタンをクリックします。
スキャナが起動され、セットした帳票がカラーイメージとして読み取られます。
読み取った帳票が、デスクトップ画面で選択されているキャビネットの縮小イメージとして表示さ
れます。

備考

- 一般帳票をカラーイメージとして読み取る場合の、［スキャナ定義］ダイアログボッ
クスの設定については、“10.4　帳票をカラーイメージとして読み取る場合の定義”
を参照してください。

- TWAIN画面を使用する場合は、［スキャナ定義］ダイアログボックスの "TWAIN画面
を表示する "のチェックを「ON」にする必要があります。なお、TWAIN画面を使用
する場合でも、［スキャナ定義］ダイアログボックスの「ナンバリング ID印字設定」、
および「カラー保存用画像品質」の設定が有効になります。
必要な場合は、各項目の設定を変更してください。
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18.2 ドロップアウトカラー帳票のイメージを読み取る
スキャナから二値イメージとしてドロップアウトカラー帳票を読み取る方法を説明します。
使用できるスキャナは、光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fiスキャナです。
ドロップアウトカラー帳票のイメージデータを読み取る場合は、雛型帳票（未記入の帳票）と記入済
み帳票とでは、操作方法が一部異なります。
ドロップアウトカラー帳票の雛型帳票を読み取る場合は、文字枠をドロップアウトさせずにイメージ
を読み取ります。これは、書式定義で読取り領域の位置情報を指定するためです。
一般帳票のイメージの読込みと異なるところは、イメージに［黒背景あり］を指定して読み取る点で
す。

18.2.1 雛型の帳票イメージを読み取る

スキャナから新規にドロップアウトカラーの雛型帳票を読み取る方法を説明します。
ここでは、例として赤系のドロップアウトカラーの帳票を使用します。ドロップアウトカラーの雛型
帳票のイメージを読み取る場合は、記入済み（印字済み）帳票でも構いません。
ここでは、fiスキャナを使用し、TWAIN画面で読取りの設定を行う場合について説明します。
あらかじめ、［スキャナ定義］ダイアログボックスの "TWAIN画面を表示する "のチェックを「ON」
にして、TWAIN画面が表示される設定にしておいてください。

!
注意

- 雛型帳票には未記入の帳票を使用してください。記入された帳票や文字認識の対象と
なる印字がある帳票を雛型帳票とすると、正しく文字認識を行うことができません。

- 文字認識の対象となる帳票は、雛型帳票と同じ画素密度、明るさ、コントラスト、大
きさで読み取ってください。また、カラー保存用画像品質も同じ値を設定してくださ
い。

- 帳票をスキャナで読み取ったあと、帳票の濃度が適当かどうかをイメージ画面で確認
してください。イメージ画面は、縮小イメージをダブルクリックすると表示されま
す。

- 以下の場合は、明るさ、コントラストを調整してスキャナ読取りし直してください。
・ 認識対象となる文字がはっきり見えない場合
・ イメージデータに乱れが多数ある場合
・ 全体に暗いイメージデータになる場合

- 帳票を斜めに読み取らないように注意してください。
- 用紙サイズの設定は、実際の帳票の大きさに正しく合わせて、帳票の一部が欠けた
り、周囲に余分な空間が付いたりしないようにしてください。

- 一般帳票を読み取る場合、黒背景をチェックしないでください。

!
注意

- ドロップアウトカラー帳票は帳票の方向を自動検出することができません。イメージ
を回転させて入力した場合は、帳票認識を実行する前に、イメージが正しい向きにな
るように回転させてください。

備考

- fiシリーズのイメージスキャナを利用して帳票を読み取る場合の注意事項について
は、“付録 G　帳票読取り時の注意事項”を参照してください。
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●手順
1. 読み取るドロップアウトカラー帳票を fiスキャナにセットします。
2. 格納先のキャビネットのタブを選択して、［スキャナ読取り］ボタンをクリックします。

［TWAINドライバ (32)］ダイアログボックスが表示されます。
3. 用紙サイズ、解像度を適切な値に設定します。
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4.［オプション］ボタンをクリックし、［回転］タブの「自動傾き／サイズ検出」を黒背景に指定し、
［オーバースキャン］をチェックします。

5. 読取り光源は、［TWAINドライバ（32）］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックし［濃
度補正］タブの「ドロップアウトカラー」を指定します。

6.［TWAINドライバ (32)］ダイアログボックスに戻って、［読取］ボタンをクリックします。
スキャナが起動され、セットした帳票が読み取られます。
読み取った帳票が、デスクトップ画面で選択されているキャビネットの縮小イメージとして表示さ
れます。
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18.2.2 記入済みの帳票イメージを読み取る

スキャナから新規にドロップアウトカラーの記入済み帳票のイメージを読み取る方法を説明します。
ここでは、例として赤系のドロップアウトカラーの帳票を使用します。

●手順
1. 読み取る記入済みドロップアウトカラー帳票を fiスキャナのホッパにセットします。
2. 格納先のキャビネットのタブを選択して、［スキャナ読取り］ボタンをクリックします。
3. 読取り光源は、［TWAINドライバ（32）］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックし［濃
度補正］タブの「ドロップアウトカラー」を指定します。
記入済みイメージは文字枠が消えるようにします。
そのため、赤系のドロップアウトカラーなら「赤」を、緑系のドロップアウトカラーなら「緑」の
ようにドロップアウトカラーと同じ色の光源を選択します。
その他の設定内容は、雛型の帳票イメージを読み取ったときと同じ設定にします。

黒背景をありにするには、［TWAINドライバ (32)］ダイアログボックスで［オプション］ボタンをク
リックし、［回転］タブの「黒背景」を指定します。

!
注意

- イメージ画面で、読み取ったイメージデータを確認します（イメージ画面は、縮小イ
メージをダブルクリックすると表示されます）。
以下の点に注意して確認してください。
・ ドロップアウトカラーで印刷された文字枠がきれいに読み取られている
・ 帳票の上下左右の背景が黒く読み取られていて、用紙の端がはっきり分かる

認識に失敗した場合は、設定を確認してスキャナ読取りをやり直してください。
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4. 各項目を設定したら、［了解］ボタンをクリックします。
5.［TWAINドライバ (32)］ダイアログボックスに戻って、［読取］ボタンをクリックします。
スキャナが起動され、セットした帳票が読み取られます。
読み取った帳票のイメージデータが、デスクトップ画面に表示されます。

18.3 拡張ドロップアウトカラー帳票のイメージを読み取る
スキャナからドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票をカラーイメージとし
て読み取る方法（拡張ドロップアウトカラー読取り）を説明します。
拡張ドロップアウトカラー読取りの場合は、雛型帳票（未記入の帳票）と記入済み帳票は同じ方法で
行えます。
拡張ドロップアウトカラー帳票とは、鮮明な赤 /緑 /青系統の色であり、ソフトウェア上でドロップア
ウト可能な色の文字枠からなる帳票のことです。
使用できるスキャナは、24ビットフルカラー読取り可能で、かつ黒背景ありで読取りできる fiスキャ
ナです。

!
注意

- イメージ画面で、読み取ったイメージデータを確認します（イメージ画面は、縮小イ
メージをダブルクリックすると表示されます）。以下の点に注意して確認してくださ
い。
・ ドロップアウトカラーで印刷された文字枠が消去されている
・ 記入文字がかすれずにはっきりしている
・ 帳票の上下左右の背景が黒く読取られていて、用紙の端がはっきり分かる

認識に失敗した場合は、設定を確認してスキャナ読取りをやり直してください。

備考

- fiシリーズのイメージスキャナを利用して帳票を読み取る場合の注意事項について
は、“付録 G　帳票読取り時の注意事項”を参照してください。
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fiスキャナで、拡張ドロップアウトカラー帳票をカラーイメージとして読み取る場合の手順を示しま
す。

●手順
1. 読み取る帳票をスキャナへセットします。
2. 格納先のキャビネットのタブを選択して、［スキャナ読取］ボタンをクリックします。
3. TWAIN画面の設定をします。

!
注意

- 雛型帳票には基本的に未記入の帳票を使用してください。ただし、鮮明な黒印刷に限
り、読取り対象文字が印字されていても構いません。文字認識の対象となる印字があ
る雛型帳票を使う場合、書式定義の［フィールド情報］ダイアログボックスの「印字
済みフィールド」をチェックしてください。

- 拡張ドロップアウトカラー読取りでは帳票の方向を自動検出することができません。
イメージデータを回転させて入力した場合は、帳票認識を実行する前に、イメージ
データが正しい向きになるように回転させてください。

- 文字認識の対象となる帳票は、雛型帳票と同じ画素密度、明るさ、コントラスト、大
きさで読み取ってください。また、カラー保存用画像品質も同じ値を設定してくださ
い。

- 帳票をスキャナで読み取ったあと、帳票の濃度が適当かどうかをイメージ画面で確認
してください。イメージ画面は、縮小イメージをダブルクリックすると表示されま
す。

- 以下の場合は、明るさ、コントラストを調整してスキャナ読取りし直してください。
・ 認識対象となる文字がはっきり見えない場合
・ イメージデータに乱れが多数ある場合
・ 全体に暗いイメージデータになる場合

- 帳票を斜めに読み取らないように注意してください。
- 用紙サイズの設定は、実際の帳票の大きさに正しく合わせて、帳票の一部が欠けた
り、周囲に余分な空間が付いたりしないようにしてください。

- 拡張ドロップアウトカラーとして認識できる色は、スキャナ機種、スキャナの設定、
イメージデータの画像品質により異なります。事前に読取りテストを行い十分に確認
してください。
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4.「黒背景あり」の設定をします。
［オプション］ボタンをクリックして、［回転］タブの［自動傾き /サイズ検出］を黒背景に設定
し、［オーバースキャン］をチェックします。

5.［了解］ボタンをクリックします。
6.［読取］ボタンをクリックします。
スキャナが起動され、セットした帳票がカラーイメージとして読み取られます。
読み取った帳票のイメージデータが、デスクトップ画面に表示されます。

7. 縮小イメージをダブルクリックして、読み取ったイメージデータを確認します。

備考

- 拡張ドロップアウトカラー帳票をカラーイメージとして読み取る場合の、［スキャナ
定義］ダイアログボックスの設定については、“10.5　拡張ドロップアウトカラー帳
票のイメージを読み取る場合の定義”を参照してください。

!
注意

- 読み取ったイメージデータを確認する場合、以下の点に注意してください。
・ ドロップアウトカラーおよび拡張ドロップアウトカラーで印刷された文字枠が
きれいに読み取られている

・ 記入された文字がきれいに読み取られている
・ 帳票の上下左右の背景が黒く読み取られていて、用紙の端がはっきり分かる
うまくできなかった場合は、設定を確認してスキャナ読取りをやり直してくだ
さい。
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第 19章 帳票認識

ここでは、帳票を認識する方法について説明します。
この章では、以下の例を示します。

- 「書式定義をしましょう」および「帳票認識をしましょう」のサンプルデータを使って、一般帳票
（黒印刷の帳票）で、かつ帳票の種類が 1種類のもの（書式定義が単一のもの）を認識する例

- 「練習 1（書式定義用）」および「練習 1（帳票認識用）」のサンプルデータを使って、一般帳票（黒
印刷の帳票）で、かつ帳票の種類が数種類のもの（書式定義が複数のもの）を認識する例

帳票を認識する前に、書式定義を行う必要があります。書式定義については、“第 8章　書式定義”を
参照してください。
ここでは、帳票認識に関する連携定義が設定済み（運用画面の連携ウィンドウに［帳票認識］という
名前のボタンが設定済み）であることを前提として説明します。
連携定義については、“第 7章　連携定義”を参照してください。

!
注意

- 帳票照合機能を使って帳票認識を行うには、雛型の帳票イメージと入力帳票のイメー
ジのプレ印刷部分が合致している必要があります。合致していない部分をもつ帳票を
入力した場合、帳票照合処理に失敗し、帳票の読取り失敗、または帳票認識精度の低
下を招くことがあります。

- 1つのキャビネットに書式定義が複数ある場合で、かつ書式定義チェックエラーがあ
るときは、帳票認識することができません。この場合、定義画面で［オプション］メ
ニューの［書式定義チェック］を選択して、エラーの内容を確認し、書式定義を修正
してから帳票認識してください。

- 書式定義を変更した場合、書式定義変更前に認識したデータが存在する場合は、以降
の処理で不整合が発生する場合があります。そのため、書式定義変更前に認識した
データを一度クリアしたあと、再度、認識を行ってください。

- 書式定義と入力帳票の画像タイプ（白黒二値 /カラー）は一致させる必要がありま
す。白黒二値の書式定義を使用する場合、カラーイメージを帳票認識することはでき
ません。同様に、カラーの書式定義を使用する場合、白黒二値イメージを帳票認識す
ることはできません。

- ネットワーク上のキャビネットにアクセスしている場合は、帳票認識はできません。
- 同時修正用コンピュータで運用する場合、帳票認識はできません。
- 扱えるイメージデータは、モノクロまたはフルカラーのみです。
- グループ内のイメージデータの色が混在している場合、先頭のページと異なる色の
ページで処理が中止されます。

備考

- 認識終了後の縮小イメージのグループ表示域は、認識結果によって以下のように変化
します。
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（注）データチェックでエラーとなった状態です。

認識結果 表示色

グループの全ページの帳票認識が正常に終
了した場合

黄色で表示

未認識の帳票が 1ページ以上存在する場合 グレー（認識する前と同じ状態）で表
示

イメージ品質が悪い、書式定義のイメージ
と異なるイメージデータ、または読取り時
の解像度が異なるイメージデータであった
ため、帳票認識に失敗したデータが 1ペー
ジ以上存在する場合

赤色で表示

- 認識終了後の縮小イメージの表示ページ域には、認識結果によって以下のようなアイ
コンが付きます。
未認識の場合は、何も付きません。

認識結果 アイコン

表示ページの帳票認識は終了し、認識注意文
字、および論理エラーがない場合

○

表示ページの帳票認識は終了し、認識注意文字
がある場合

？

イメージ品質が悪い、書式定義のイメージと異
なるイメージデータ、または読取り時の解像度
が異なったイメージデータであるなどの理由の
ため、帳票認識に失敗した場合

×

表示ページの帳票認識は終了し、論理エラー
（注）または論理エラーと認識注意文字の両方
が存在する場合

△
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19.1 帳票の認識（単一の書式定義）
帳票の種類が 1種類のもの（書式定義が単一のもの）のイメージデータを認識する方法を説明します。
帳票認識は、デスクトップ画面からのみ行えます。
ここでは、「練習 1」キャビネットの「帳票認識をしましょう」というサンプルデータを認識します。

●手順
1.「練習 1」キャビネットを表示します。
2.「帳票認識をしましょう」（サンプルデータ）を選択し、［帳票認識］ボタンをクリックします。

縮小イメージが、認識中の画面に変わります。
なお、［認識中止］をクリックすると、認識中ページの処理が終了したときに処理が打ち切られま
す。
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3. 帳票認識が終了すると、メッセージが表示されるので、確認後、［OK］ボタンをクリックします。

縮小イメージが以下のように変わります。
240



第 19章  帳票認識
19.2 異種帳票の認識（複数の書式定義）
複数の異なる書式定義を持つイメージデータを、一括して認識する方法を説明します。
帳票認識は、デスクトップ画面からのみ行えます。
ここでは、「練習 1」キャビネットの「練習 1（帳票認識用）」というサンプルデータを認識します。
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●手順
1.「練習 1」キャビネットを表示します。
2.「練習 1（帳票認識用）」（サンプルデータ）を選択し、［帳票認識］ボタンをクリックします。

縮小イメージが、認識中の画面に変わります。
なお、［認識中止］をクリックすると、認識中ページの処理が終了したときに処理が打ち切られま
す。
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3. 帳票認識が終了すると、メッセージが表示されるので、確認後、［OK］ボタンをクリックします。

縮小イメージが以下のように変わります。
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第 20章  認識データの修正
第 20章 認識データの修正

ここでは、帳票認識したデータを確認／修正する方法について説明します。
帳票認識したデータを修正する方法は、4種類あります。

- 直接入力

キーボードからの直接入力により正しい文字を入力して修正する方法

- 候補一覧

候補一覧から正しい文字を選択して修正する方法

- 郵便番号変換

郵便番号から住所、または住所から郵便番号を入力する方法

- 知識一覧

知識処理情報から修正する方法

データ修正が行えるのは、認識終了後の縮小イメージの表示ページ域のアイコンが「○」、「？」、
「△」、および「修」のイメージデータだけです。無印および「×」については、認識データがない状
態から、すべて直接入力にてデータを入力することができます。
縮小イメージの表示ページ域のアイコンの意味については、“第 19章　帳票認識”を参照してくださ
い。

!
注意

- 1つのキャビネットに書式定義が複数ある場合で、かつ書式定義チェックエラーがあ
るときは、認識した文字を修正することができません。この場合、定義画面で［オプ
ション］メニューの［書式定義チェック］を選択してエラーの内容を確認し、書式定
義を修正して、帳票認識を行ったあとで認識した文字を修正してください。

- 扱えるイメージデータは、モノクロまたはフルカラーのみです。
- 書式定義が存在しない場合、修正画面は表示できません。
- 帳票認識後に書式定義の変更を行った場合、修正画面が修正画面定義のとおりに表示
されない場合があるので、再度、帳票認識してから修正画面を開いてください。

- ネットワーク上で共有されているキャビネットの認識されたデータを修正する場合、
修正する前に必ず［表示］メニューの［再表示］でキャビネット内の状態を最新の状
態に更新してください。

- ネットワーク上で共有されているキャビネットの認識されたデータを修正する場合、
他のコンピュータで修正中のページは表示されません。

- ネットワークエラーが発生した場合、自動リカバリーにより修正中の優先権が解除さ
れ、修正操作が継続できなくなります。この場合は、いったん、修正画面を終了し
て、しばらくしてから再度、修正画面を起動してください。

- 修正画面定義が存在しない場合、修正画面にイメージフィールドは表示されません。
- ネットワーク上で共有されているキャビネットの認識データを修正中に、共有先のコ
ンピュータがシャットダウンされた場合、データが破損する恐れがあります。この場
合はいったん「フルセット版コンピュータ」および、すべての「同時修正用コン
ピュータ」の DynaEye EXを終了し、共有先のコンピュータが正常に起動した後に
再びネットワーク接続を行ってください。
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20.1 直接入力による修正
誤って認識された文字を、キーボードから正しい文字を入力して修正します。
キーボードからの正しい文字を直接入力して修正する場合、以下の 2通りがあります。

- フィールドイメージを表示しながら修正する場合

- 帳票イメージを表示しながら修正する場合

20.1.1 フィールドイメージを表示しながら修正する場合

修正画面と、フィールドイメージ（修正するフィールド部分だけのウィンドウ）を連動して表示しな
がら修正します。
ここでは、“19.1　帳票の認識（単一の書式定義）”で認識したデータを修正します。

備考

- ここでは、修正画面に関する連携定義が設定済み（運用画面の連携ウィンドウに［修
正画面］という名前のボタンが設定済み）であることを前提として説明します。
連携定義については、“第 7章　連携定義”を参照してください。

- データ出力済みの認識データを修正しようとすると、「指定した認識データは出力済
です。修正してよろしいですか ?」というメッセージが表示されます。このメッセー
ジは、認識データがグループ化されている場合で、先頭ページがデータ出力済みのと
きに表示されます。ここで［OK］ボタンをクリックしたときのみ、修正画面が表示
されます。なお、先頭ページがデータ出力済みでない場合、このメッセージは表示さ
れずに修正画面が表示されます。

- 一度に修正できるのは 1ページだけです。
修正したデータがグループ化されている場合、表示中のデータ修正が終了したあとに
［ファイル］メニューの［先頭の帳票］、［前の帳票］、［次の帳票］、［最後の帳票］ま
たは［帳票番号指定］を選択すると、そのグループの他の認識データも修正できま
す。

- グループ化されているすべての認識データについて、認識注意文字または論理エラー
がない状態で保存して修正を終了すると、縮小イメージのタイトル部分が紫色に変わ
ります。

- 未認識のページを表示した場合、以下のメッセージが表示されます。

上記のメッセージで［OK］ボタンをクリックすると、データのイメージ参照入力が
行えます。なお、キャビネットに 2つ以上の書式定義がある場合は、上記のメッセー
ジで［OK］ボタンをクリックした後、以下のいずれかの方法で書式定義名を選択す
ることでデータのイメージ参照入力が行えます。

書式定義の設定で「帳票 ID識別方式」を指定している場合：
帳票 ID一覧から選択する

書式定義の設定で「レイアウト識別方式」を指定している場合：
書式定義名一覧から選択する

［キャンセル］ボタンをクリックすると、未認識のまま帳票イメージのみ表示された
修正画面を開きます。
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●手順
1.「練習 1」キャビネットを表示します。
2. 修正する認識データの縮小イメージ（帳票認識をしましょう）を選択し、［修正画面］ボタンをク
リックします。

修正画面が表示されます。

修正画面の各項目については、ヘルプを参照してください。
3. 修正する文字にマウスポインタを位置付けます。
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第 3部  運用編
4.［表示］メニューの［フィールドイメージ表示］を選択します。

チェックマークが付いている場合は、フィールドイメージが別ウィンドウで表示されます。

修正画面のフォントの大きさは、［オプション］メニューの［フォントサイズ］を選択することで、
表示を変更することができます。
認識項目内の文字カーソルの位置と、フィールドイメージ内の画像カーソルの位置が連動して表示
されます。
画像カーソルの初期値は黄色ですが、［オプション］メニューの［環境設定］で表示色を変更する
ことができます。詳細については、ヘルプを参照してください。
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5. キーボードから直接、文字を入力して修正します。
6.［ファイル］メニューの［上書き保存］を選択して、修正内容を保存します。

7.［ファイル］メニューの［閉じる］を選択します。

運用画面に戻り、認識データが修正され、「○」マークが「修」に変わります。

!
注意

- フィールドイメージ上に、修正するフィールド内の文字に対応する画像カーソルが表
示されます。認識文字を修正した場合、対応するフィールドイメージ上の文字には画
像カーソルが表示されなくなります。

- 以下の場合は、文字カーソルと画像カーソルが連動して表示されません。
・ 書式定義の記入形式が「フリー記入」の場合
・ 書式定義のデータ編集の文字間空白編集および左右詰め編集が指定された場合
・ 書式定義において、項目の左端位置および右端位置が正しく指定されていない
場合

・ 知識処理を行った場合
- 画面入力項目の場合、フィールドイメージは表示されません。
- バーコード項目の場合、画像カーソルは表示されません。
- 認識対象のフィールドが活字日本語の場合、フィールド全体が空白、またはフィール
ド全体がリジェクトのとき、フィールドイメージ上の画像カーソルは、フィールド全
体を表示します。
また、フィールドが複数の読取り領域で構成されている場合、読取り領域ごとに、読
取り領域全体を表示します。
なお、表示される領域は、書式定義が指示する領域より大きめに表示されます。

備考

- 認識注意文字または論理エラーがある状態で保存すると、以下のメッセージが表示さ
れます。認識注意文字および論理エラーのない状態に修正したあとで保存してくださ
い。
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20.1.2 帳票イメージを表示しながら修正する場合

修正画面と、帳票イメージ（修正する帳票イメージ全体が表示されたウィンドウ）を連動して表示し
ながら修正します。
ここでは、“19.1　帳票の認識（単一の書式定義）”で認識したデータを修正します。

●手順
1.「練習 1」キャビネットを表示します。
2. 修正する認識データの縮小イメージ（帳票認識をしましょう）を選択し、［修正画面］ボタンをク
リックします。

修正画面が表示されます。
3. 修正する文字にマウスポインタを位置付けます。
4.［表示］メニューの［帳票イメージ表示］を選択します。
チェックマークが付いている場合は、帳票イメージが別ウィンドウで表示されます。

修正画面のフォントの大きさは、［オプション］メニューの［フォントサイズ］を選択することで、
表示を変更することができます。
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［表示］メニューの［拡大］または［縮小］によって、帳票イメージの表示倍率を変更することが
できます。
認識項目内の文字カーソルの位置と、帳票イメージ内のフィールド枠が連動して表示されます。文
字カーソルが位置付いているフィールド枠が赤色で表示され、それ以外のフィールド枠は青色で表
示されます。
イメージフィールドも枠表示されます。
なお、帳票イメージのフィールド枠およびイメージ枠の表示色は、［オプション］メニューの［環
境設定］で変更することができます。詳細については、ヘルプを参照してください。

5. キーボードから直接、文字を入力して修正します。

6.［ファイル］メニューの［上書き保存］を選択して、修正内容を保存します。

備考

- 認識注意文字または論理エラーがある状態で保存すると、以下のメッセージが表示さ
れます。認識注意文字または論理エラーのない状態に修正したあとで保存してくださ
い。
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7.［ファイル］メニューの［閉じる］を選択します。

運用画面に戻り、認識データが修正され、「○」マークが「修」に変わります。

20.2 候補文字からの修正
誤って認識されたデータを、候補一覧から正しい文字を選択して修正します。
ここでは、“19.1　帳票の認識（単一の書式定義）”で認識したデータを修正します。

●手順
1.「練習 1」キャビネットを表示します。
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2. 修正する認識データの縮小イメージ（帳票認識をしましょう）を選択し、［修正画面］ボタンをク
リックします。

修正画面が表示されます。
3. 修正する文字にマウスポインタを位置付けます。

4. 画面下の候補文字バーに候補文字が表示されるので、正しい文字をマウスで選択します。
候補一覧に表示される候補文字は、最大 10個です。

備考

-［表示］メニューの［候補文字バー表示］がチェック状態になっていないと、候補文
字は表示されません。
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5. 文字が修正されたことを確認します。
6. 保存して終了します。

20.3 郵便番号変換からの修正
住所から郵便番号、または郵便番号から住所を修正することができます。
この機能を使用する場合は、書式定義の［知識処理情報］ダイアログボックスで「関連フィールド情
報（郵便番号）」を設定してください。［知識処理情報］ダイアログボックスの設定については、“8.8
　知識処理情報の設定”を参照してください。
ここでは、“19.1　帳票の認識（単一の書式定義）”で認識したデータを使用して、住所から郵便番号
を修正します。

●手順
1.「練習 1」キャビネットを表示します。
2. 修正する認識データの縮小イメージ（帳票認識をしましょう）を選択し、［修正画面］ボタンをク
リックします。

修正画面が表示されます。
3. 知識処理情報が設定されている項目（郵便番号）を選択します。
4.［知識］メニューの［郵便番号変換］を選択します。
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5.「住所漢字」に表示されている住所が正しいことを確認し、［住所→〒検索］ボタンをクリックしま
す。

6. 正しい郵便番号を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

［郵便番号変換］ダイアログボックスに戻り、「〒」に結果が反映されます。
7. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。
郵便番号が修正されます。

8. 保存して終了します。
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20.4 知識一覧からの修正
知識処理情報を設定してある場合、知識一覧から選択して修正することができます。
知識処理情報の設定方法については、“8.8　知識処理情報の設定”を参照してください。 
ここでは、“19.1　帳票の認識（単一の書式定義）”で認識したデータを使用して、誤って認識された
名前を、知識一覧から修正します。

●手順
1.「練習 1」キャビネットを表示します。
2. 修正する認識データの縮小イメージ（帳票認識をしましょう）を選択し、［修正画面］ボタンをク
リックします。

修正画面が表示されます。
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3.「漢字名」をクリックします。

4.［知識］メニューの［一覧表示］を選択します。

5. 修正したい文字を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

文字が修正されます。
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6. 保存して終了します。

20.5 認識データをクリアしてからの修正
読み取った記入帳票が汚れていたり、鮮明でないなど、認識データがまったく違う場合、認識データ
をクリアしてから修正することができます。

●手順
1. 修正する認識データの縮小イメージを選択し、［修正画面］ボタンをクリックします。
修正画面が表示されます。

2.［ファイル］メニューの［認識データのクリア］を選択します。
3. 以下のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

認識データがクリアされます。
4. 以下のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックし、データのイメージ参照入力を行
います。

5. 帳票イメージが別ウィンドウで表示されます。
6. キーボードから直接、文字を入力して修正します。
7. 保存して終了します。

備考

- キャビネット内に 2つ以上の書式定義がある場合、手順 4.で［OK］ボタンをクリッ
クすると、以下のいずれかの方法で書式定義名を選択して、データのイメージ参照入
力を行います。

書式定義の設定で「帳票 ID識別方式」を指定している場合：
帳票 ID一覧から選択する

書式定義の設定で「レイアウト識別方式」を指定している場合：
書式定義名一覧から選択する
キャビネット内に書式定義が 1つしかない場合は、その書式定義が選択された
ものとして、データのイメージ参照入力を行います。
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第 21章 認識データの出力

認識したデータを、CSV形式、ACCESS形式または TEXT形式に出力して、データベースソフトなど
で直接表示／参照することができます。
ここでは、認識データを、データベースソフトなどで直接表示／参照できる形式に変換する方法につ
いて説明します。データの出力定義は、キャビネットごとに設定できます。

備考

- ここでは、データ出力に関する連携定義が設定済み（運用画面の連携ウィンドウに
［データ出力］という名前のボタンが設定済み）であることを前提として説明します。
連携定義については、“第 7章　連携定義”を参照してください。
また、出力定義は、以下のように設定されているものとします。

出力定義については、“第 11章　認識データ出力定義”を参照してください。

!
注意

- 書式定義がない場合、認識データの出力はできません。
- 帳票認識を行った後で書式定義を変更した場合、認識データの出力はできません。再
度、帳票認識および認識データの修正を行ってから、認識データを出力してくださ
い。

- エラー帳票を含む縮小イメージの認識データを出力した場合、［出力後の認識データ
削除］をチェックしていても、認識データは削除されません。
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21.1 認識データを出力する
帳票認識したデータは、CSV形式、ACCESS形式または TEXT形式に出力できます。
ACCESS形式とは、Microsoft® Access 2000/2002/2003で扱える DB形式です。
ここでは、認識したデータを CSV形式に出力します。

●手順
1. 運用画面で、認識データを出力する認識データの縮小イメージを選択し、［データ出力］ボタンを
クリックします。

2.［認識データ出力］ダイアログボックスが表示されるので、出力定義で設定した内容を確認します。

3.［出力］ボタンをクリックします。
［認識データ出力定義］ダイアログボックスで設定した内容に従って認識データが、CSV形式で出
力されます。

備考

- 出力定義の［認識データ出力定義］ダイアログボックスで、［認識データ出力時にダ
イアログ表示を行わない］をチェックした場合は、このダイアログボックスは表示さ
れません。
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備考

- 認識データ出力が終了すると、縮小イメージのタイトル部分が緑色に変わります。こ
の表示は、グループに対する認識データ出力が終了したかどうかを示すものです。
そのため、認識データ出力が終了したグループに対して、帳票認識や修正を行った場
合は、この表示の状態はクリアされます。

- 活字日本語が 1フィールドに複数行印刷されている場合の認識データには、改行の位
置に空白が自動的に挿入されます。ただし、空白が挿入されても書式定義のフィール
ド情報で指定した出力桁数より、大きい桁数で出力されることはありません。

- 切出しイメージの出力は、帳票認識を行ったときの書式定義の定義情報に従います。
なお、カラーイメージの認識データの場合、データ出力する切出しイメージはカラー
イメージとして出力されます。

-［認識データ出力定義］ダイアログボックスで［切出しイメージ出力］をチェックし
た場合、切出しイメージ（BMP形式 /TIFF形式 /JPEG形式）が、出力データと同じ
フォルダに出力されます。切出しイメージのファイル名は、「［ファイルの先頭文字］
で指定した 2文字」＋自動生成される数字 6文字」に、それぞれのイメージの拡張
子が付加されて出力されます。たとえば、ファイルの先頭文字に「IM」を指定した
場合、以下のようになります。

書式定義で定義したイメージフィールドのイメージを BMP形式に出力する場合
IM000001.BMP  IM000002.BMP....

書式定義で定義したイメージフィールドのイメージを TIFF形式に出力する場合
IM000001.TIF  IM000002.TIF....

書式定義で定義したイメージフィールドのイメージを JPEG形式に出力する場合
IM000001.JPG  IM000002.JPG....

切出しイメージのファイル名は、CSV形式ファイル、ACCESS形式ファイルまたは
TEXT形式ファイルの中にも出力されます。
なお、同じファイル名がすでに存在していた場合、たとえば 4つの切出しイメージの
出力を行うときに、すでに IM000004.BMPが存在していた場合は、IM000001.BMP
～ IM000003.BMPと IM000005.BMPというファイル名で自動生成されます。
このため、同一フォルダ（同一出力データファイル）への出力上限は、999,999個と
なります。

-［認識データ出力定義］ダイアログボックスの［ファイル形式］については、イメー
ジデータがモノクロの場合は［TIFF］または［BMP］を、カラーの場合は［BMP］
または［JPEG］を選択してください。

- 連携処理で認識データ出力後に別の処理を行う場合、出力件数のメッセージは表示さ
れません。

- ACCESS形式で出力する場合の、出力ファイルと出力テーブルの有無と出力形式の
関係について以下に示します。
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［ACCESS形式に出力する場合の注意事項］

出力ファイル 出力テーブル 出力形式 表示されるメッセージまたは処理

あり あり 新規 警告‘テーブル XXに上書きしますか？’

あり あり 追加 メッセージなし。指定テーブルの末尾へ
追加

あり なし 新規 メッセージなし。指定テーブルを作成し
出力

あり なし 追加 メッセージなし。指定テーブルを作成し
出力

なし なし 新規 メッセージなし。指定ファイルおよび指
定テーブルを作成し出力

なし なし 追加 メッセージなし。指定ファイルおよび指
定テーブルを作成し出力

- 認識データを ACCESS形式に出力する場合の制限は、Microsoft® Accessの制限に従
います。
以下に例を示します。

例 )
フィールド数：                         255個まで
データ出力サイズ：                  テキスト型で最大 255まで
レコード全体のサイズ：           2048Mバイトまで
1レコードのサイズ：               2000バイトまで

- ACCESS形式で既存のテーブルに認識データを新規／追加出力する場合は、以下の
点に注意してください。
・ テーブルと認識データのフィールド名が一致した場合にだけ、データ出力され
ます。また、フィールド名は最低 1つは一致している必要があります。

・ 出力先のフィールドのデータ型は、テキスト型、メモ型、数値型のいずれかで
ある必要があります。その他、フィールドの設定によってはデータを正常に出
力できない場合があります。

・ 出力先のフィールドのデータ型が数値型の場合、値が "-2147483647～
2147483647"の範囲外の場合は、0が出力されます。

- 出力先のテーブルは、最初に出力するページの認識データのフィールド名に基づいて
作成します。
264



第 22章  連携機能
第 22章 連携機能

ここでは、連携機能について説明します。
連携機能とは、スキャナ読取り、帳票認識といった DynaEye EXの各処理を組み合わせて 1つのタス
クとして実行することです。
ここでは、以下の 3つの処理を続けて実行する方法について説明します。

- スキャナ読取り

- 帳票認識

- 修正画面

備考

- ここでは、上記の一連の処理に関する連携定義が設定済み（運用画面の連携ウィンド
ウに［連携処理］という名前のボタンが設定済み）であることを前提として説明しま
す。
［連携処理］ボタンには、「スキャナ読取り」、「帳票認識」、および「修正画面」とい
う 3つの処理が定義されているものとします。
連携定義については、“第 7章　連携定義”を参照してください。
また、スキャナ定義は、以下のように設定されているものとします。

スキャナ定義については、“第 11章　認識データ出力定義”を参照してください。
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22.1 連携機能を実行する
あらかじめ定義された一連の処理（スキャナ読取り→帳票認識→修正画面）を実行する方法を説明し
ます。

●手順
1. 読み取る帳票をスキャナへセットします。
2. 格納先のキャビネットのタブを選択します。

3. 運用画面で、［連携処理］ボタンをクリックします。
［連携処理］ボタンには、「スキャナ読取り」、「帳票認識」、「修正画面」という 3つの処理が定義さ
れているものとします。

スキャナが起動され、セットした帳票が読み取られます。読み取ったイメージデータが、デスク
トップ画面に表示されます。
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4. 続けて、帳票認識が行われます。
縮小イメージが、認識中の画面に変わります。

5. 帳票認識が終了すると、メッセージが表示されるので、確認後、［OK］ボタンをクリックします。

縮小イメージが以下のように変わります。

備考

- 連携定義で、帳票認識結果の通知メッセージを表示しないように設定している場合
は、この画面は表示されません。
詳細は、“7.4.1　帳票認識の詳細設定、読取り＆帳票認識の詳細設定”を参照してく
ださい。
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6. 続けて、修正画面が表示されます。
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7. 修正画面で誤認識文字を修正した後、［ファイル］メニューの［上書き保存］を選択して、修正内
容を保存します。

8.［ファイル］メニューの［閉じる］を選択します。

運用画面に戻ると、縮小イメージの「？」マークが「修」に変わります。

備考

- 認識注意文字または論理エラーがある状態で保存すると、以下のメッセージが表示さ
れます。認識注意文字または論理エラーのない状態に修正したあとで保存してくださ
い。

備考

- スキャナ読取りに関する注意事項は、“第 18章　スキャナ読取り”を参照してくだ
さい。

- 帳票認識に関する注意事項は、“第 19章　帳票認識”を参照してください。
- 修正画面に関する注意事項は、“第 20章　認識データの修正”を参照してください。
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第 23章 認識データの同時修正

ここでは、認識データを複数のコンピュータから同時に修正するための「DynaEye EX（同時修正版）」
のインストール方法と、同時修正を行うための設定手順について説明します。

23.1 DynaEye EX（同時修正版）とは
DynaEye EX（同時修正版）では、認識データの修正を同時に複数のコンピュータから行う、同時修正
機能を提供しています。
DynaEye EX（同時修正版）を各コンピュータにインストールすることで、修正画面を呼び出してイ
メージデータを修正できます。ネットワーク接続された複数のコンピュータから同時に認識データを
修正することができるため、認識データの修正を効率よく行うことができます。
ここでは、DynaEye EX（同時修正版）をインストールしたコンピュータを「同時修正用コンピュー
タ」、DynaEye EX（フルセット版）をインストールしたコンピュータを「フルセット版コンピュータ」
と記載しています。

23.2 インストール
DynaEye EX（同時修正版）のインストール方法について説明します。

23.2.1 インストール前の準備

DynaEye EX（同時修正版）をインストールする前に、必要なハードウェアおよびソフトウェアを準備
してください。

●必要なハードウェア

本体装置

Pentium 1GHz以上の CPUを搭載している本体装置が必要です。
なお、CD-ROMドライブが接続されている必要があります。

!
注意

-「フルセット版コンピュータ」で帳票認識やスキャナ読取りが行われているデータに
対して、他のコンピュータから修正を行うことはできません。

-「同時修正用コンピュータ」で運用する場合、スキャナ読取り、帳票認識、イメージ
データの編集、および認識データの出力はできません。

- 1台の「フルセット版コンピュータ」に対して、認識データを修正できる「同時修正
用コンピュータ」は、4台までです。

- 同じページを同時に複数のコンピュータで修正することはできません。
- Windows® XP Home Editionは、同時修正版の「フルセット版コンピュータ」として
使用することはできません。詳細については、“23.3.3　ファイル共有”を参照して
ください。
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メモリ実装量

256Mバイト以上のメモリサイズを推奨します。24ビットフルカラーのイメージデータを修正する場
合は、512Mバイト以上を推奨します。
なお、他のアプリケーションが動作していないことを前提にしています。

ハードディスク

DynaEye EX（同時修正版）をインストールするためには、50Mバイト以上の空き容量が必要です。

●必要なソフトウェア
以下のいずれかのオペレーティングシステムが必要です。

- Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack 4以上（日本語版）

- Microsoft® Windows® XP Professional operating system Service Pack 1a以上（日本語版）

- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system Service Pack 1a以上（日本語版）

23.2.2 インストール

DynaEye EX（同時修正版）をインストールする方法を説明します。
インストールする前に必ず "同時修正版 Readme.txt"を読んでください。
同時修正版 Readme.txtは、CD-ROMの EXフォルダに格納されています。

●手順
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了させます。
ウイルス監視プログラムのように、メモリに常駐するプログラムを起動している場合、
インストール中にエラーが発生することがあります。

2.「DynaEye EX」の製品ディスクを CD-ROMドライブにセットします。
3.［DynaEye EX用の InstallShield Wizardへようこそ］のダイアログボックスが表示されるので、
［次へ］ボタンをクリックします。

!
注意

- すでに DynaEye EX（同時修正版）がインストールされている状態で、再インストー
ルする場合は、いったん DynaEye EX（同時修正版）をアンインストールしてから、
インストールしてください。

- DynaEye EX（同時修正版）をインストールする場合は、必ず Administrators権限
（Windows® XP Home Edition の場合はコンピュータの管理者権限）でログオンして
ください。

- すでに DynaEye EX（フルセット版）がインストールされている状態で、DynaEye 
EX（同時修正版）をインストールする場合は、いったん DynaEye EX（フルセット
版）をアンインストールしてから、インストールしてください。
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上記のダイアログボックスが表示されない場合は、［エクスプローラ］で CD-ROMドライブを表示
し、DynaEye EXフォルダ中の "Setup.exe"を起動してください。

4.「同時修正版」をチェックして、［次へ］ボタンをクリックします。

5.［インストール先の選択］のダイアログボックスで、インストール先を指定して、［次へ］ボタンを
クリックします。

通常は、画面に表示されているフォルダにインストールしてください。インストール先を変更した
い場合は、［参照］ボタンをクリックして、インストール先を指定してください。
インストール先フォルダは、4文字以上、98文字以内で指定してください。
なお、ルートフォルダ（ドライブの直下）は指定できません。

6. インストールの内容を確認して、［次へ］ボタンをクリックします。
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プログラムファイルがコピーされ、［問い合わせ］のメッセージが表示されます。
7. READMEファイルを読む場合は［はい］ボタンをクリックします。
［InstallShieldウィザードの完了］のダイアログボックスが表示されます。

8.［完了］ボタンをクリックします。
DynaEye EX（同時修正版）のインストールが完了します。

23.2.3 アンインストール

DynaEye EX（同時修正版）をアンインストールする方法を説明します。

●手順
1. 起動中のアプリケーションをすべて終了させます。
ウイルス監視プログラムのように、メモリに常駐するプログラムを起動している場合、
アンインストール中にエラーが発生することがあります。

2.［スタート］ボタンをクリックします。
スタート メニューが表示されます。

3.［設定］から［コントロール パネル］（Windows® XPの場合は［コントロール パネル］）を選択し
ます。
コントロールパネルが表示されます。

4.［アプリケーションの追加と削除］のアイコン（Windows® XPの場合は［プログラムの追加と削
除］のアイコン）をダブルクリックします。

5. インストールされているプログラムの一覧から、「DynaEye EX」を選択します。
6.［変更と削除］ボタンをクリックします。
メッセージが表示されます。

7. 確認後、［OK］ボタンをクリックします。

アンインストールが完了すると、［メンテナンスの完了］ダイアログボックスが表示されます。

備考

- DynaEye EX（同時修正版）のインストールでは、以前のデータの使用 /不使用を選
択するための［データの選択］ダイアログボックスは表示されません（「以前のデー
タを使用しない」固定となります）。

!
注意

- DynaEye EX（同時修正版）をアンインストールする場合は、必ず Administrators権
限（Windows® XP Home Edition の場合はコンピュータの管理者権限）でログオンし
てください。
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8.［完了］ボタンをクリックします。

DynaEye EX（同時修正版）がアンインストールされます。

23.3 同時修正を行うための設定
ここでは、同時修正を行う上で必要となる以下の設定について説明します。

- 各定義の設定

- キャビネットの準備

- ファイル共有

- 共有フォルダの参照

- 辞書の複写

- キャビネットのメンテナンス

23.3.1 各定義の設定

認識データの同時修正を行う前に、DynaEye EX（フルセット版）で連携定義、書式定義、修正画面定
義、スキャナ定義、認識データ出力定義の各定義が行われている必要があります。
各定義の詳細については、それぞれ“第 7章　連携定義”、“第 8章　書式定義”、“第 9章　修正画面
定義”、“第 10章　スキャナ定義”、“第 11章　認識データ出力定義”を参照してください。

23.3.2 キャビネットの準備

DynaEye EX（フルセット版）で、認識データの同時修正を行うためのキャビネットを準備しておきま
す。
キャビネットの作成方法については、“第 14章　キャビネット管理”を参照してください。
同時修正を行うキャビネットは、「同時修正用コンピュータ」から、参照 /変更できるように設定する
必要があります。また、同じ共有名で参照できる必要があります。
たとえば、以下のようなフォルダ構成の場合、JOB1フォルダ～ JOB3フォルダにそれぞれ、キャビ
ネットを作成して同時修正を行う場合は、OPERATEフォルダを共有する必要があります。また、キャ
ビネット情報ファイル（*.dcc）も OPERATEフォルダに格納する必要があります。

!
注意

- 同時修正の運用を開始した後で、各定義を変更する場合、同時修正用コンピュータを
終了し、定義を行うイメージデータが格納されているキャビネットの共有をいったん
解除または停止して、同時修正用コンピュータから参照できない状態で行ってくださ
い。
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C:￥Program Files￥DynaEye EX￥OPERATE￥JOB1
                                                                             ￥JOB2
                                                                             ￥JOB3

!
注意

- 同時修正を行うキャビネットが格納されているフォルダは、Administrators、Power 
Users、Usersのすべてのグループにフルコントロールのアクセス許可が必要です。

- DynaEye EX（フルセット版）で、キャビネットの作成時にフォルダを作成した場
合、Administrators、Power Users、Usersのすべてのグループにフルコントロールの
アクセス許可のあるフォルダが作成されます。

- 各キャビネットに格納するデータの最大ディスク使用量の合計が「フルセット版コン
ピュータ」のディスク容量を上回る場合、違うディスクにキャビネットを作成し、修
正状況に応じて、参照するキャビネットを変更してください。
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23.3.3 ファイル共有

DynaEye EX（同時修正版）で、複数コンピュータから認識データの修正を行う場合は、Windowsの
ファイルやフォルダを共有する機能を使用します。

●共有およびユーザーの設定
同時修正を行うキャビネットを共有できるようにします。ただし、無制限に共有できるようにした場
合、セキュリティ上の問題が発生することがありますので、修正を行うコンピュータからのみ参照で
きるように、ユーザー登録、パスワード設定、ユーザー権限の設定を行ってください。
たとえば、ドメインでユーザー管理を行っている場合、共有フォルダのアクセス許可をドメインに登
録されている Usersグループのみに許可するように設定し、Everyone や Guest （Guests グループ）に対
する許可をはずしてください。これにより、ドメインに登録されていないユーザーからはその共有
フォルダを参照できなくなるため、帳票イメージや認識データなどの破壊、改ざん、情報漏洩などの
危険を大幅に減らすことができます。さらに、修正するユーザーを限定できるのであれば、ユーザー
単位で許可を設定した方がより安全性が高まります。
また、ドメインを使用せず、ワークグループで運用している場合、修正するユーザー名とパスワード
をフルセット版コンピュータに登録し、共有フォルダのアクセス許可を登録したユーザーにのみ許可
するように設定し、Everyone や Guest（Guestsグループ）に対する許可をはずしてください。これによ
り、そのユーザー名とパスワードを知らないユーザーからは、その共有フォルダを参照できなくなる
ため、帳票イメージや認識データなどの破壊、改ざん、情報漏洩などの危険を大幅に減らすことがで
きます。
いずれの場合も、ユーザーは、Users グループ（制限ユーザー）以上のアクセス権限を有するようにし
てください。Guest（Guestsグループ）では動作しませんのでご注意ください。
なお、Windows® XP の簡易ファイルの共有機能を有効にした状態では、ユーザー単位でのアクセス許
可の設定が行えないため、「フルセット版コンピュータ」では、簡易ファイルの共有機能を無効にして
ください。
DynaEye EX定義の［オプション］メニューの［キャビネット設定］を選択して作成できるフォルダ
は、Everyoneや Guest（Guestsグループ）に対して、アクセスを禁止するように設定するため、簡易
ファイルの共有機能を有効にした状態で「同時修正用コンピュータ」から参照することはできません。

●ファイアウォール
ネットワークのセキュリティを高めるため、ファイアウォールを使用している場合、「フルセット版コ
ンピュータ」と「同時修正用コンピュータ」のオペレーティングシステムによるファイル共有を許可
するように設定してください。
詳細については、ネットワーク管理者に問い合わせるか、または各ファイアウォールソフトのマニュ
アルなどを参照してください。

●キャビネット情報の格納
定義を作成し、「フルセット版コンピュータ」で運用画面が適切に設定されていることを確認したら、
キャビネット情報を格納してください。
キャビネット情報の格納についての詳細は、“14.2.5　キャビネット情報の保存”を参照してください。

!
注意

- Windows® XP Home Editionの場合、簡易ファイルの共有機能を無効にできないた
め、「フルセット版コンピュータ」として使用することはできません。
同時修正を行う場合は、Windows® XP Home Edition以外のオペレーティングシステ
ムで動作するコンピュータを「フルセット版コンピュータ」としてください。
ファイルの共有機能の詳細については、各オペレーティングシステムのヘルプ、また
は解説書などを参照してください。

!
注意

- Windows® XP Professional Service Pack 1aの場合、インターネット接続ファイア
ウォールでは、ファイル共有を例外として許可する機能がないため、同時修正を行う
には、ファイアウォール機能を無効にしてください。ただし、ファイアウォール機能
を無効にした場合、コンピュータウィルスやハッキングなどへの対応が低下するた
め、同時修正を行うコンピュータをインターネットなどの外部ネットワークとの接続
を遮断し、ネットワーク接続をフォルダのネットワーク共有を目的とするコンピュー
タ間の接続に限定するなど、ネットワークの環境の構築に注意する必要があります。
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23.3.4 共有フォルダの参照

「フルセット版コンピュータ」の同時修正用データが格納された共有フォルダを参照可能な状態にしま
す。
ドメイン管理している場合、「同時修正用コンピュータ」側は共有フォルダにアクセス許可を設定した
ドメインユーザーでログインします。
ワークグループで運用している場合、「フルセット版コンピュータ」で共有フォルダにアクセス許可を
設定したユーザー名とパスワードが同じユーザーを「同時修正用コンピュータ」側にも登録し、その
ユーザーでログインします。
「フルセット版コンピュータ」と「同時修正用コンピュータ」のユーザー名、パスワードを共通化しな
い場合には、ネットワークドライブの接続時に異なるユーザー名を使って「フルセット版コンピュー
タ」側で登録したユーザーで接続してください。

23.3.5 キャビネットのメンテナンス

書式定義などの各定義を完了、確認してから運用に入るまでに、キャビネット移出で定義情報をバッ
クアップしてください。
キャビネットの移出については、“14.3　キャビネットの移出入”を参照してください。
また、運用中にネットワーク接続が切断したり、停電などでコンピュータが停止してしまった場合に
は、キャビネット内のデータが破損することがあります。特に同時修正中に「フルセット版コン
ピュータ」が停止してしまうと、データが破損しやすいため、誤ってシャットダウン、電源切断をし
ないようにご注意ください。
ネットワーク切断や電源切断が発生した場合、いったん「フルセット版コンピュータ」およびすべて
の「同時修正用コンピュータ」の DynaEye EXを終了し、ネットワークケーブルの状態などを確認し
た後、再びネットワーク接続を行ってください。
破損の程度によっては、DynaEye EX 定義の［オプション］メニューの［リカバリー］で復旧が可能な
場合もありますので、不測の事態が生じた場合には、DynaEye EX 定義を起動してリカバリーを行って
ください。
リカバリーの詳細については、“第 24章　リカバリー”を参照してください。

23.4 起動方法
DynaEye EX（同時修正版）を起動する方法について説明します。

●手順
1. デスクトップにある DynaEye EX（同時修正版）のショートカットアイコンをダブルクリックしま
す。

［キャビネット情報を開く］ダイアログボックスが表示されます。

!
注意

-［キャビネット情報を開く］ダイアログボックスは、DynaEye EX（同時修正版）を
初めて起動した場合、または前回開いていたキャビネット情報が見つからない場合に
表示されます。［キャビネット情報を開く］ダイアログボックスが表示されない場合、
手順 3.に進んでください。
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2. キャビネット情報ファイル（*.dcc）を選択して、［開く］ボタンをクリックします。

3. キャビネットのタブをクリックします。
「DynaEye EX定義」の連携定義で設定した運用画面が表示されます。

4. 修正するイメージデータを選択し、［修正画面］ボタンをクリックします。
修正画面が表示されます。
以降の操作は、DynaEye EX（フルセット版）の修正作業と同じです。操作の詳細は、“第 20章　
認識データの修正”を参照してください。

23.5 同時修正の運用
同時修正では、認識データの修正およびイメージ画面の表示のみ行うことができます。
同時修正の運用では、「フルセット版コンピュータ」側で認識が完了した縮小イメージを指定して「同
時修正用コンピュータ」側に修正を指示してください。
また、認識データの修正が完了して修正画面を終了したことを「同時修正用コンピュータ」側に確認
した上で、「フルセット版コンピュータ」側でデータ出力、アプリ連携などの処理を行ってください。

備考

- キャビネット情報ファイルが存在するフォルダ配下のキャビネットが操作の対象とな
ります。
キャビネット情報ファイルについては、“14.2.5　キャビネット情報の保存”を参照
してください。

備考

- DynaEye EX（同時修正版）は、以下の方法で起動することもできます。
・［スタート］メニューの［プログラム］－［DynaEye EX］－［DynaEye EX］
の順に選択する（Windows® 2000 Professionalの場合）

・［スタート］メニューの［すべてプログラム］－［DynaEye EX］－［DynaEye 
EX］の順に選択する（Windows® XPの場合）

・［スタート］メニューの［ファイル名を指定して実行］で、DynaEye EX（同時
修正版）の実行ファイル名（インストールフォルダ￥DynaEyeEX.exe）を指
定する

- キャビネット情報の選択では、ネットワーク接続されたコンピュータから「フルセッ
ト版コンピュータ」とその同時修正用に共有したフォルダを選択し、そこに格納した
キャビネット情報ファイル（*.dcc）を選択してください。キャビネット変更時に、
参照できないキャビネットが含まれている場合（フォルダのアクセス権はあるがファ
イルのアクセス権がない場合）、「接続できないキャビネットが存在します。」という
メッセージが表示されるので、同時修正するキャビネットが表示されているかをご確
認ください。

- 以下のメッセージが出力された場合、キャビネット情報に保存されたすべてのキャビ
ネット、または参照されるべき一部のキャビネットを正しく参照できなかった可能性
があります。この場合は、キャビネット情報ファイルを格納した場所、時期、キャビ
ネットを格納したフォルダ内の共有状態やアクセス権限などを確認してください。
・ ネットワーク接続が復元できません。接続先をローカルに変更しました。
・ 指定キャビネットの接続はできませんでした。
・ 接続できないキャビネットが存在します。
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一つの縮小イメージに対して、修正とその他の作業を同時に行えないため、修正オペレーターとサー
バーオペレーターの待ち合わせ時間を少なくするには、一つのグループに格納するページ数を大きく
し過ぎないようにしてください。
スキャナの速度、運用形態（白黒二値 /カラー）、帳票で認識する文字数などにより異なりますが、1
つのキャビネットに格納できるのは 100グループまでです。そのため、100グループを超えないよう
に、以下の対応を行ってください。

- データ出力が終わったグループは削除する

- 読取り、認識、修正の時間が短い場合には 1つのグループに格納するページ数を多めにする

また、修正中にネットワーク接続が途切れたり、各コンピュータが停止したりすることがないように、
安定したネットワーク接続されたコンピュータ間で各コンピュータの修正オペレーターが密接に連絡
できる状態で運用ください。
修正作業を一時的に中断する場合には、いったん修正画面を終了して、デスクトップ画面に戻ってく
ださい。中断した修正作業を再開する場合、DynaEye EX（同時修正版）の［表示］メニューの［再表
示］を選択し、「同時修正用コンピュータ」のキャビネット情報を「フルセット版コンピュータ」の最
新の状態と一致させてから再開してください。

23.6 辞書の複写
帳票認識を実行したコンピュータで個人辞書、および氏名辞書を作成 /編集した場合、辞書を同時修
正用コンピュータに複写する必要があります。各辞書の複写手順については、それぞれ“12.2.4　個人
辞書の複写”、“12.3.3　氏名辞書の複写”を参照してください。

23.7 同時修正の排他制御
DynaEye EXでは、認識データの同時修正による矛盾が起きないように、以下の排他制御を行っていま
す。

- キャビネット排他

- グループ排他

- ページ排他

!
注意

- 同時修正中に「フルセット版コンピュータ」がシャットダウンされた場合はデータが
破損する恐れがあります。この場合は、いったん「フルセット版コンピュータ」およ
びすべての「同時修正用コンピュータ」の DynaEye EXを終了し、「フルセット版コ
ンピュータ」が正常に起動した後、再びネットワーク接続を行ってください。

-「フルセット版コンピュータ」に表示されている画面と「同時修正用コンピュータ」
に表示されている画面では、縮小イメージの配置等が異なっている場合があります。

- 複数端末からの修正作業を長期間にわたって実施すると、データベースが頻繁に更新
されることにより、データベースの肥大化および内容の断片化が発生します。この場
合、DynaEye EXの処理性能が低下したり、ファイル破損などの異常が発生しやすく
なります。これを防止するために、データベースの修復を定期的に実行するようにし
てください。データベースの修復方法については、“24.2.2　データベースのリカバ
リー”を参照してください。

- 同時修正を行う場合の端末の合計は、「フルセット版コンピュータ」を含めて最大 5
台までです。6台以上の接続による動作については動作を保証していません。

- 同時修正の運用では、「フルセット版コンピュータ」側は、DynaEye EXを起動して
ください。起動方法は、“15.2　DynaEye EXの起動”を参照してください。
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それぞれの排他制御の概要を以下に示します。

23.7.1 キャビネットの排他制御

キャビネット単位で、操作を排他します。
同時修正の運用中に、サーバ側で定義画面を起動して各種定義を変更した場合、データの不整合が生
じます。DynaEye EXでは、こうした矛盾を回避するためにキャビネット単位の排他制御を行っていま
す。

以下に、サーバ /クライアント間の占有権の関係について説明します。

- 任意のキャビネットに対する最初のアクセスがサーバ（フルセット版の定義画面）の場合、サーバ
が占有権を持ち、クライアント（同時修正版）の操作が制限されます。逆に、最初のアクセスがク
ライアントの場合、クライアントが占有権を持ち、サーバの操作が制限されます。

- サーバが運用画面を起動している場合は、操作属性の権限（全ての操作 /修正のみ）にかかわら
ず、キャビネットの排他制御は行われません。サーバ /クライアントの双方からキャビネットへの
アクセスが可能です。

- サーバ（定義画面）に占有権がある場合、運用画面を起動した時点で占有権が開放されます。その
ため、運用画面が動作している間にクライアントが当該キャビネットにアクセスした場合は、クラ
イアントに占有権が移ります。この場合、運用画面を終了して定義画面に戻っても占有権は獲得で
きず、操作不可になります。

- 占有権が他者にある場合、占有権のチェックにより、操作できないメニュー /ツールバーは選択で
きません。ただし、カレントキャビネットの占有権をチェックする際にタイムラグがあるため、他
者が占有権を解放しても、すぐにチェックすることができず、この間に操作できない機能を実行し
た場合は、「他のユーザーがキャビネットを使用中です。」というメッセージが表示されます。

- サーバ（定義画面）でキャビネットを削除する際に、そのキャビネットがクライアントからアクセ
スされていた場合、キャビネットを選択して［削除］ボタンをクリックし、確認のダイアログボッ
クスで［OK］ボタンをクリックした時点で、「他のユーザーがキャビネットを使用中です。」とい
うメッセージが表示されます。

- サーバ（定義画面）で削除処理中のキャビネットを、クライアントからアクセスした場合は、
「キャビネットにアクセスできません。」というメッセージが表示されます。画面には、縮小イメー
ジのない空のキャビネットが表示されます。

- クライアントに占有権がある場合、キャビネットにアクセスしているすべてのクライアントが終了
した時点で、占有権は自動的にサーバ（定義画面）に移ります。

- キャビネット排他制御では不整合を監視し、不整合と判断すると自動リカバリーが実行されます。
自動リカバリーはサーバ /クライアント双方で実行されます。

備考

- 詳細については、“付録 J　同時修正の排他制御マトリックス”を参照してください。
- ここでは、DynaEye EX（フルセット版）をインストールし、操作属性を「全ての操
作」に設定したコンピュータを「サーバ」と記述しています。また、DynaEye EX
（同時修正版）をインストールしたコンピュータ、または DynaEye EX（フルセット
版 )をインストールし、操作属性を「修正のみ」に設定したコンピュータを「クライ
アント」と記述しています。

!
注意

- 帳票照合エラーが発生し、帳票認識でイメージが正立できなかった場合、修正画面で
はイメージを回転することができません。この場合は、いったんすべての「同時修正
用コンピュータ」の修正画面を終了し、「フルセット版コンピュータ」の定義画面ま
たは運用画面のイメージ表示画面で回転操作を行ってから、同時修正を行ってくださ
い。

備考

- 修正操作中に自動リカバリーが行われても、優先権が解除されない限り、操作を続行
できます。自動リカバリーについては、“24.1　自動リカバリー”“を参照してくださ
い。
281



第 3部  運用編
23.7.2 グループ排他

グループ（1つの縮小イメージにグループ化されたイメージデータ）単位で、操作を排他します。
同じグループに対して以下の表に示す①～⑤の操作を互いに排他制御します。
たとえば、あるクライアントがグループ Aの修正処理（①）を行っている場合、他のクライアントや
サーバでは、グループ Aの修正処理（①）は可能ですが、スキャナ読取り（②）、認識処理（③）、
データ出力（④）、その他の処理（⑤）が実行できません。
同様に、あるクライアントがグループ Bのイメージ表示（⑤）を行っている場合、他のクライアント
やサーバでは、グループ Bの修正処理（①）、スキャナ読取り（②）、認識処理（③）、データ出力
（④）、その他の処理（⑤）が実行できません。

表 23.1　グループ排他

23.7.3 ページ排他

ページ（帳票 1枚ごとの）単位で、操作を排他します。
同じページのデータを同時に操作できないように排他制御します。
ページ排他は、同時修正の時のみ有効な機能で、他の操作でページ排他を行っているものはありませ
ん。
たとえば、あるクライアントがグループ Cの修正（5ページ目）を行っている時、他のクライアント
またはサーバでは、グループ Cの 5ページ目は修正できません。

No 排他の単位

① 修正処理 

② スキャナ読取り（読取 &認識）

③ 認識処理

④ データ出力

⑤ その他の処理（イメージ表示、プロパティ表示 など）
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第 24章 リカバリー

ここでは、排他制御からの解除を行う「自動リカバリー」と、イメージデータやデータベースの修復
を行う「手動リカバリー」について説明します。

24.1 自動リカバリー
DynaEye EX（フルセット版）で運用画面の操作属性を「修正のみ」に設定した場合や、DynaEye EX
（同時修正版）を使用することで、ネットワークを経由してキャビネット内の認識データを修正するこ
とができます。この時、同一のページが修正されないように排他制御が行われます。このため、認識
データの修正中にネットワークが切断されたりコンピュータの電源が切断された場合は、修正中の
ページがほかのコンピュータからもアクセスできなくなってしまう可能性があります。
自動リカバリーは、修正中のページやキャビネットの排他を自動的に解除します。
自動リカバリーは、自動的に実行されるためユーザーが意識する必要はありませんが、自動リカバ
リーに失敗した場合、「キャビネットのデータファイルに異常が発生しました。」というエラーメッ
セージが表示されます。この場合は、手動によるリカバリーを行う必要があります。

24.2 手動によるリカバリー
自動リカバリーの処理に失敗した場合（「キャビネットのデータファイルに異常が発生しました。」と
いうエラーメッセージが表示された場合）は、サーバ（定義画面）から手動によるリカバリーを行う
必要があります。
手動リカバリーによって、使用中の状態のままになってしまったイメージデータを未使用の状態に戻
したり、認識結果を格納するデータベースの修復や最適化を行うことができます。

24.2.1 データファイルのリカバリー

データファイルのリカバリーとは、アクセス中に電源断などの異常が発生し、使用中の状態のままに
なってしまったイメージデータを未使用の状態に戻す機能です。
データファイルをリカバリーする方法を説明します。

備考

- 自動リカバリーに失敗した旨のエラーメッセージが表示された場合は、現在処理中の
作業を終了して、ネットワークの状態や、他の同時修正を行っているコンピュータの
状態を確認し、エラーを解除した後で手動によるリカバリーを行ってください。

- 手動によるリカバリーについては、“24.2　手動によるリカバリー”を参照してくだ
さい。

- ネットワーク切断や電源切断のタイミングによっては、自動リカバリーが動作しない
場合があります。他のコンピュータからアクセスできないページが発生した場合、現
在処理中の作業を終了して、ネットワークの状態や、他の同時修正を行っているコン
ピュータの状態を確認し、エラーを解除した後で手動によるリカバリーを行ってくだ
さい。

備考

- 手動によるリカバリーでは、まず、データファイルのリカバリーを行ってください。
それでも復旧しない場合は、データベースが壊れている可能性がありますので、デー
タベースのリカバリーを行ってください。
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●手順
1. DynaEye　EX定義を起動し、リカバリーを行うイメージデータおよび認識データのあるキャビ
ネットのタブを選択します。

2.［オプション］メニューの［リカバリー］の［データファイル］を選択します。
確認のメッセージが表示されます。

3.［OK］ボタンをクリックします。
データファイルのリカバリーが行われます。

24.2.2 データベースのリカバリー

データベースのリカバリーとは、認識結果を格納するデータベースの修復や最適化を行う機能です。
認識データを格納するデータベースをリカバリーする方法を説明します。

!
注意

- 認識データの修正を行っている場合は、同時修正を行っているアプリケーションをす
べて終了するか、または、リカバリーを行わないキャビネットに切り替えた後に、リ
カバリーの操作を行います。リカバリーの終了後、再度、キャビネットを開いて修正
操作を行ってください。

!
注意

- 認識データの修正を行っている場合は、同時修正を行っているアプリケーションをす
べて終了するか、または、リカバリーを行わないキャビネットに切り替えた後に、リ
カバリーの操作を行います。リカバリーの終了後、再度、キャビネットを開いて修正
操作を行ってください。

- データベースのリカバリーを行うには、キャビネットの空きディスク容量としてデー
タベースの約 2倍の空き容量が必要です。たとえば、データベースファイル（MDB
形式）が 100Mバイトの場合、約 200Mバイトの空き容量が必要です。

- データベースのリカバリー後、操作を行っていたキャビネット /イメージグループ /
ページを確認し、イメージデータ、認識結果、修正内容等が破損していないことを確
認してください。データが破損していた場合、以下の操作で復旧できる場合がありま
す。
・ 修正や認識を行っていたページが未認識状態に戻った場合、再度認識する（認
識済みデータはそのままで未認識データのみ認識）か、または修正画面からイ
メージ参照入力することにより、復旧できる場合があります。

・ 修正や認識を行っていたページが認識データと書式定義に矛盾がある旨のエ
ラーとなる場合、いったんそのページを修正画面の認識データのクリアにより
初期化し、再度認識する（認識済みデータはそのままで未認識データのみ認
識）か、または修正画面からイメージ参照入力することにより、復旧できる場
合があります。

・ 認識データを格納するデータベースに復旧不可能なエラーが発生した場合は、
新しいキャビネットを作成し、書式定義はいったんファイルに格納して新しい
キャビネットで開き、その他の定義は再設定し、イメージグループはキャビ
ネット間を移動させてください（縮小イメージを選択し、新しいキャビネット
のタブにドロップする）。これにより認識結果と修正結果は失われますが、新
しく認識データを格納するキャビネットを作成しますので、処理を継続できま
す。エラーが発生したキャビネットを削除し、キャビネット情報の保存を実行
してから同時修正の運用を再開してください。

・ キャビネットの環境が壊れた状態となった場合、新しいキャビネットを作成
し、キャビネット移出入で退避しておいた内容を移入して運用を再開してくだ
さい。その場合、キャビネットを復元できた時点で、破損したキャビネットの
削除とキャビネット情報の保存を実行し、同時修正の運用を再開してくださ
い。
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●手順
1. リカバリーを行うキャビネットのタブを選択します。
2.［オプション］メニューの［リカバリー］の［データベース］を選択します。
確認のメッセージが表示されます。

3.［OK］ボタンをクリックします。
データベースのリカバリーが行われます。
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  付録
付録

付録として、以下の内容について説明します。

- 付録 A　仕様

- 付録 B　帳票チェックシート

- 付録 C　帳票設計規約

- 付録 D　活字 ANKSフィールドの書式定義

- 付録 E　認識対象字種

- 付録 F　帳票記入上の留意点

- 付録 G　帳票読取り時の注意事項

- 付録 H　データチェック機能

- 付録 I　利用者プログラム呼び出し

- 付録 J　同時修正の排他制御マトリックス

- 付録 K　運用モデル

- 付録 L　トラブルシューティング

- 付録M　用語集
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付録 A  仕様
付録 A 仕様

ここでは、DynaEye EXの仕様について説明します。

A.1 動作環境
DynaEye EXが動作する環境を示します。

（注）「制限ユーザー」（Usersグループ）では、DynaEye EX定義、知識辞書編集、キャビネット移出
入、活字 ANKS辞書作成ツールは動作しません。
 これらを使用する場合は、以下の権限で使用してください。

Windows® 2000 Professional の場合 ：Administratorsグループまたは Power Usersグループ
Windows® XP Home Editionの場合 ：「管理者」
Windows® XP Professionalの場合：「管理者」（Administratorsグループ）または Power Usersグルー
プ

A.2 文字認識機能
DynaEye EXで認識できる文字の種類を示します。
なお、拡張ドロップアウトカラー帳票読取りでは、認識可能な文字色は黒色のみです。

対応 OS Windows® 2000 Professional（注）
Windows®  XP（注）

対応パソコン FMVシリーズ（Pentium 1GHz以上の CPUを搭載する機種） 

搭載メモリ 24ビットフルカラー読取りを行わない場合：256Mバイト以上
24ビットフルカラー読取りを行う場合：512Mバイト以上

ハードディスク 100Mバイト以上
データ格納時の 1枚あたりの容量の目安を以下に示す。
モノクロイメージ　：50Kバイト（A4判 200dpi）
フルカラーイメージ：1Mバイト （A4判 200dpi,黒背景あり、カラー保存用
　　　　　　　　　　　　　　　　画像品質 4）

その他 インストール時には CD-ROMドライブが必要
同時修正を行う場合、100Mbps以上のネットワーク環境が必要
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●手書き ANKS（英数カナ記号）

（注 1）一部の記号は特殊な書き方が必要となります。詳細は、“F.2.1　手書き文字の記入”を参照して
ください。

●手書き日本語

（注 1）具体的な文字種については、“E.1　手書き日本語の字種”を参照してください。

●活字 ANKS

（注 1）数字と英字の混在読取りができるのは 200dpiのみです。ただし、MS明朝・MSゴシックフォ
ントでは、数字 0（ゼロ）と英字 O（オー）の混在はできません。

（注 2）OCR-Bフォントと OCR-Kフォントの混在読取りができるのは 200dpiのみです。

（注 3）OCR-Kフォントは、フリー記入指定での読取りはできません。

（注 4）富士通ドットプリンタフォントは、数字とハイフンのみ認識可能です。また、fiシリーズのイ
メージスキャナ（fi-5120C/fi-5220C/fi-4340C/fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5650C/fi-5750C）をサ
ポートしています。

（注 5）印字装置には、レーザービームプリンタを推奨します。インクジェットプリンタはインクがに
じみやすいので、文字認識する帳票を印字するのに適していません。
なお、Windows環境でMS明朝フォント、MSゴシックフォントを印字する場合、プリンタ内
蔵のデバイスフォントは使用しないでください。

文字種 数字 10字種：0～ 9

英字 26字種：A～ Z（大文字ブロック体） 

カタカナ 51字種：ア～ン － ゛゜「 」

記号 (注 1) 24種：＊＋－＝／．：（）＜＞＃％＠！？，；’｜＾￥＆＿

文字ピッチ 固定ピッチ、フリーピッチ（英字、数字に限定）

文字サイズ 5～ 20mm（200、240dpi画像での文字高さ）
5～ 10mm（300、400dpi画像での文字高さ）

文字種
(注 1)

JIS第一水準 2,965字種

JIS第二水準等 646字種（氏名などで多用される字種）

非漢字 217字種

文字ピッチ 固定ピッチ、フリーピッチ（住所・氏名に限定）

文字サイズ 7～ 20mm（200、240dpi画像での文字高さ）
7～ 10mm（300dpi画像での文字高さ）
6～ 10mm（400dpi画像での文字高さ）

文字種 数字 10字種：0～ 9

英字 26字種：A～ Z

カタカナ 49字種：ア～ン － ゛゜

記号 8字種：-+*/=.,￥

文字ピッチ 固定ピッチ

文字サイズ OCR-Bフォント（JIS X9001 サイズ I）(注 1)(注 2)
OCR-Kフォント（JIS X9003 サイズ I）大文字のみ (注 2)(注 3)
富士通ドットプリンタフォント（OCR-Bサイズ I相当）(注 4)
MS明朝・MSゴシックフォント（12～ 14ポイント）半角のみ (注 1)(注 5)
7Bフォント (注 6)
ユーザー定義フォント (注 7)
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（注 6）7Bフォントは、フリー記入指定での読取りはできません。7Bフォントの読取り対象字種は、
数字とハイフンのみです。

（注 7）活字 ANKS辞書作成ツールで作成した辞書で認識させるフォントです。

●活字日本語

（注 1）具体的な文字種については、“E.1　手書き日本語の字種”を参照してください。

●手書きマーク
- 書式定義で指定した範囲内に記入されたマークの有無を判定

- 文字枠内マーク、プレ印刷上への上書きマークにも対応

●バーコード

文字種
(注 1)

JIS第一水準 2,965字種

非漢字 348字種

文字ピッチ 固定ピッチ、プロポーショナルピッチ

文字サイズ 明朝・ゴシック（10～ 14ポイント）

種類 NW-7     （JIS X 0506に準拠）
CODE39   （JIS X 0503に準拠）
CODE128  （JIS X 0504に準拠）

サイズ 高さ：10mm以上
長さ：100mm以下
最小エレメント幅：0.20mm以上（300,400dpi）、0.30mm以上（200, 240dpi）
最大エレメント幅：2.0mm以下

ただし、CODE128は 400dpiのみサポート
（注 1）

最小読取り桁数 チェックディジットを含め 2キャラクタ以上 
（スタート・ストップコードを除く）。

チェックディジット
（注 2）

NW-7
- モジュラス 10        （加重係数 1、補数をとらない） （注 3）
- モジュラス 10 （W21）  （加重係数 21、分割集計、補数をとる）（注 4）
- モジュラス 10 （W31）  （加重係数 31、一括集計、補数をとる）
- モジュラス 11 （W2-7） （加重係数 234567、一括集計、補数をとる）
- 加重モジュラス 11
- モジュラス 16
- セブンチェック （7DRおよび 7DSR） （注 5）
- ナインチェック （9DRおよび 9DSR） （注 6）

CODE39
- モジュラス 43

CODE128
- モジュラス 103

出力形式 NW-7
スタート・ストップコードとチェックディジットを読取り結果に含めます。
スタート・ストップコードは小文字で出力します。

CODE39
スタート・ストップコードは読取り結果に含めません。
チェックディジットを読取り結果に含めます。

CODE128
チェックディジットは読取り結果に含めません。
読取り対象コードのうち表示できないもの（コントロールコード、FNC
コード）は空白に変換して出力します。
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（注 1）スキャナ読取り後の画像において、バーの切れやバー同士の接触が存在するものは読取りでき
ません。印刷コントラストの低いバーコードや、バー間隔の狭いバーコードを濃くスキャナ
入力した場合に読み取れないことがありますので、画像を確認して適した解像度と入力濃度を
選択してください。

（注 2）加重係数を左の桁から順にデータ部に適用します。たとえばバーコードのデータ部が 12345の、
モジュラス 10(W31) によるチェックディジットは、以下のように計算して 7となります。

5× 3＋ 4＋ 3× 3＋ 2＋ 1× 3＝ 33
33÷ 10＝ 3 余り 3  10－ 3＝ 7 （補数をとる）

（注 3）サムチェックと同一です。

（注 4）ルーンズチェックと同一です。

（注 5）7DSRのチェックディジット値の範囲は 0～ 6です。

（注 6）9DSRのチェックディジット値の範囲は 0～ 8です。

その他 - 上記以外の仕様については、各 JIS規格に準拠します。
-  CODE128の読取りは、400dpi画像のみ対象です。
-  拡張ドロップアウトカラーによる読取りを行う場合、赤色のバーコードは
読取りできません。

- 用紙に対し正立に印字したバーコードのみ読取り可能です。縦や上下逆に
印字したものは読取りできません。
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A.3 認識可能な帳票
DynaEye EXで認識可能な帳票を示します。

備考

- fiシリーズのイメージスキャナを利用して帳票を読み取る場合の注意事項について
は、“付録 G　帳票読取り時の注意事項”を参照してください。

fi

A3

B4 A4 G 

    
    100

ID
    ID ANKS ANKS
    100
    ID
     

  
  
  

ID  3
ID

960
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A.4 知識処理機能
帳票を認識する際に、以下の辞書を使用することによって、認識精度を向上させることができます。
以下に、各辞書の登録単語数および個人辞書の仕様を示します。

A.5 帳票認識可能なイメージデータ
DynaEye EXで認識可能なイメージデータの属性を示します。

なお、一般帳票（非ドロップアウトカラー帳票）の場合は、許容度が広がります。

A.6 処理可能なファイル形式
DynaEye EXで扱えるイメージデータおよび書式定義のファイル形式について示します。

住所辞書 単語数：約 540,000語

方書き辞書 単語数：約 130,000語

氏名辞書 単語数：約 210,000語

個人辞書 単語数：制限なし（ハードディスクの空き容量に依存）
               ただし、同一の読みに対して登録できる単語数は最大 255
単語長：30文字以内
読みの長さ：60文字以内

画像タイプ 白黒二値画像、24ビットフルカラー

解像度 200、240、300、400dpi

帳票方向自
動認識機能

一般帳票 正立、右 90度、左 90度、上下逆の 4方向

ドロップアウトカラー
帳票または拡張ドロッ
プアウトカラー帳票

正立、左 90度

補正機能 一般帳票 傾き補正（最大 5度）、伸縮補正（最大 -10～ +10％）

ドロップアウトカラー
帳票または拡張ドロッ
プアウトカラー帳票

傾き補正（最大 3度）、伸縮補正なし
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●イメージデータの形式
以下に示す形式のデータのうち、“A.5　帳票認識可能なイメージデータ”に示した属性を満たさない
ものは、帳票認識できません。

（注 1）独自形式は、DynaEye Proで保存できるデータです。本プログラムにおいては、独自形式の
ファイルを開くことはできますが、保存することはできません。

（注 2）白黒二値、24ビットフルカラー

（注 3）EOLコード付き、白黒二値

（注 4）24ビットフルカラー

（注 5）ベースライン JPEGのみ対応。プログレッシブ形式やロスレス圧縮には対応していません。

●書式定義の形式

A.7 接続可能なスキャナ
DynaEye EXで接続して使用できるスキャナの条件を以下に示します。

- 32bit対応の TWAINドライバを備えている

- ADF（自動原稿送り機構）を備えている

- 画像のゆがみ・かすれ・つぶれが少ない

- ドロップアウトカラー帳票の読取りには、光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fiス
キャナが使用可能

- 拡張ドロップアウトカラー帳票の読取りには、24ビットフルカラー読取り可能でかつ、黒背景あ
りで読取りできる fiスキャナが使用可能

- TWAIN画面を表示せず、事前に設定した値を自動的にセットして読み取る機能は、fiスキャナの
み使用可能

A.8 出力形式
認識したデータは次の形式で出力することができます。

ファイル形式 拡張子 帳票認識可否 仕様

フルカラー モノクロ

独自形式 SPK × ○ （注 1）

TIFF形式 TIF ○ ○ 非圧縮（注 2）、G3圧縮（注 3）、
G4圧縮（注 3）、JPEG圧縮（注 4）

JFIF形式（注
5）

JPG ○ × JPEG圧縮 24ビットフルカラー

ファイル形式 拡張子

書式定義情報ファイル DDF

フィールド属性 ファイル形式

文字、マーク、バーコード CSV形式（注 1）、ACCESS形式（注 2）、TEXT
形式（注 3）

イメージ BMP形式、TIFF形式（注 4）
JFIF形式（注 5）
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（注 1）CSV形式では、書式定義の出力桁数と出力順番に従い、各フィールドの認識結果を「"」で囲
み、「,」で区切った形式で出力します。ただし、「前後の空白出力をカット」を指定した場合、
出力桁数より短くなることがあります。1ページ分の認識データの出力が終了した後には、改
行コード（0x1a,0x1d）が出力されます。

（注 2）MDB形式（Microsoft® Access 2000/2002/2003から利用可能です）

（注 3）TEXT形式では、書式定義の出力桁数と出力順番に従い、各フィールドの認識結果を出力しま
す。
1ページ分の認識データの出力が終了した後には、改行コード（0x1a,0x1d）が出力されます。
ナンバリング IDを出力する場合、TEXT形式では半角 20桁分の固定長文字列が出力されます。
ナンバリング IDがない場合や 20桁に満たない部分には、空白が詰められます。

（注 4）TIFF形式では、G4圧縮で出力します。

（注 5）JFIF形式では、JPEG圧縮 24ビットフルカラーで出力します。

フィールド属性により、出力される文字は半角文字（1バイトコード）か全角文字（2バイトコード）
のどちらかになります。

（注 1）イメージフィールドの出力コードは、出力先のファイル名（12桁）が認識結果の代わりに出力
されます。

A.9 キャビネット
キャビネットの仕様を示します。

（注） カラーイメージは、設定によっては大きなサイズとなり、グループの制限枚数（カラー 500枚）
以下 でも、サイズの制限（2GB）を越える場合があります。
ファイルサイズは、帳票レイアウトや記入内容、カラー保存用画像品質により大きく異なりま
すが、 以下に目安を例示します。

- A3、カラー、400dpi、黒背景チェックなし、カラー保存用画像品質 4、を設定した場合、
1ページあたり 5Mバイト～ 10Mバイト程度。

- A4、カラー、200dpi、黒背景チェックあり、カラー保存用画像品質 4、を設定した場合、
1ページあたり 700Kバイト～ 1Mバイト程度。

フィールド属性 出力コード

手書き ANKS、活字 ANKS 半角文字（1バイトコード）

手書き日本語、活字日本語 全角文字（2バイトコード）

マーク 設定した文字

バーコード 半角文字（1バイトコード）

イメージ 出力先のファイル名（注 1）

項目 設定可能数

キャビネット数 最大 100

キャビネット内グループ数
（書式定義数含む）

最大 100

グループ内イメージ数 最大 500（カラー）（注）
最大 2000（モノクロ）

グループ内書式定義数 最大 100
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A.10 書式定義
書式定義を行う際のフィールド設定の仕様を示します。

（注 1）1帳票の最大文字数（4000文字）を超えた場合、最大数まで設定することはできません。

（注 2）フィールド中に複数行印字している場合、文字数は改行（1改行は 1文字相当）の数を含めて
136文字までです。

項目 仕様・性能

フィールド数 手書き ANKS 1帳票あたり合計で最大 960フィールドまで
（注 1）

日本語

活字 ANKS

日本語

イメージ

マーク

バーコード

画面入力

知識処理情報 1グループあたり最大
3フィールド（郵便番号）
5フィールド（フリガナ）
10フィールド（日本語／マーク）

文字数 手書き ANKS 1フィールド（読取り領域）あたり最大 136文字まで、
かつ 1帳票の合計 4,000文字まで

日本語

マーク

活字 ANKS

日本語（注 2）

バーコード

画面入力

知識処理情報 最大 680文字まで

方向 横書き
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付録 B 帳票チェックシート

帳票チェックシートは、使用する帳票を設計する際、またはすでにお使いの帳票がある場合に、
DynaEye EXで読取り可能かどうか、認識精度が十分に得られるかどうかをチェックするためのもので
す。
ここに記載されている項目は、必要最低限守ってもらいたい項目だけです。
設計規約の詳細については、“付録 C　帳票設計規約”を参照してください。

(1)一般
DynaEye EXの適用可否を判断するために以下の条件を確認してください。
DynaEye EXを適用する場合、以下の条件を満たしている必要があります。

□ 定型帳票（伝票）を使用する。

□ 記入する項目および位置が決まっている。

□ OMRのフィールドは認識しない。

(2)用紙
用紙に関する制限は、使用するスキャナに依存します。複数機種のスキャナが混在する環境では、す
べての機種に適用可能な用紙を選定する必要があります。

汎用スキャナの場合

スキャナによって使用できる用紙には様々な制限があるため、スキャナの仕様と照らし合わせて確認
する必要があります。ここでは、一般的な確認項目を載せていますが、その他の項目もスキャナの使
用条件を満たしていることを確認してください。

□ 用紙サイズは、スキャナの仕様に適合している。

□ 用紙の縦横比に制限がある場合は、制限を満足している。

□ 紙質は、スキャナの仕様に適合している。

□ 用紙厚さは、スキャナの仕様に適合している。

□ コーナーカットなど用紙の変形に制限がある場合、この制限を満足している。

複写帳票の場合

複写帳票を使用する場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ OCR読取りには、A紙（一番上の用紙）を使用している。または OCR用途に発色を強化した用紙
を使用している。

□ 裏カーボン用紙を使用する場合、自動給紙装置を使用しない。

(3)帳票印刷
最初にドロップアウトカラー読取りを行う帳票かどうかを確認します。

備考

- fiシリーズのイメージスキャナを利用して帳票を読み取る場合の注意事項について
は、“付録 G　帳票読取り時の注意事項”を参照してください。
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既存の帳票を使用する場合

白黒二値で以下の条件をすべて満たしている場合、ドロップアウトカラー読取りを行う帳票になりま
す。1つでも条件を満たしていない項目がある場合、非ドロップアウトカラー読取りを行う帳票にな
ります。

□ OCR専用機で使用していた帳票である。

□ ドロップアウトカラーで印刷した帳票である。

□ 光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fiスキャナを使用して読取りを行う。

カラーのときは、拡張ドロップアウトカラーまたは非ドロップアウトカラー読取りを行う必要があり
ます。

新しく帳票を作成する場合

以下の条件をすべて満たしている場合、ドロップアウトカラー読取りまたは拡張ドロップアウトカ
ラー読取りを行う帳票になります。1つでも条件を満たしていない項目がある場合、非ドロップアウ
トカラー読取りを行う帳票になります。

□ ドロップアウトカラーの帳票を設計する。

□ 光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fiスキャナを使用して読取りを行う。

□ドロップアウトカラーの帳票で基準マークがある。

また、以下のすべての条件を満たしている場合は、拡張ドロップアウトカラー読取りを行う帳票にな
ります。

□ ドロップアウトカラー帳票の設計規約に沿った帳票設計を行う。

□ 認識対象のフィールドの文字枠およびプレ印刷が拡張ドロップアウトカラー（色合いのはっきりし
た鮮やかな赤 /緑 /青系統の色）からなる帳票である。

ドロップアウトカラー読取りの帳票

ドロップアウトカラー読取りでは次のような特徴があります。

- 帳票照合処理が不要であり、帳票認識が高速である。

- 帳票左上端を原点とする単純な二次元座標でフィールドの位置決めを行う。

- このため、高い印刷精度が必要である。

- 文字枠はドロップアウトするため、文字と文字枠の交差・接触に比較的強い。

- 異種帳票処理には、帳票 IDが必要である。

帳票の印刷結果が以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fiスキャナの規格に適合したドロップアウトカラー
で印刷してある。または、規格に適合していることを確認した。

□ 印刷誤差は± 0.2mm以内に収まっている。

□ すべての帳票端から 2.85mm以内に印刷・記入がない。裏面も同様である。

拡張ドロップアウトカラー読取りの帳票

拡張ドロップアウトカラー読取りでは次のような特徴があります。

- ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票をカラーイメージとして読み込
み、帳票認識することができる。

- 帳票左上端を原点とする単純な二次元座標でフィールドの位置決めを行う。このため高い印刷精度
が必要である。

- 文字枠はソフトウェアによりドロップアウトさせる。

- 異種帳票処理には、帳票 IDが必要である。

帳票の印刷結果が以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ OCR向けドロップアウトカラーまたは、赤／緑／青系統の鮮やかな色で印刷されている。

□ 印刷誤差は± 0.2mm以内に収まっている。

□ 帳票が十分に厚く、裏写りが発生しない。

□ すべての帳票端から 2.85mm以内に印刷・記入がない。裏面も同様である。

非ドロップアウトカラー読取りの帳票

非ドロップアウトカラー読取りでは次のような特徴があります。
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- 帳票照合処理（雛型イメージと照合して、ずれ・伸縮などを補正して正確な位置合せを行い、文字
枠などのプレ印刷部分を消去して記入文字だけを残す処理）が必要なため、帳票認識は比較的低速
である。

- 帳票照合処理によるフィールドの位置決めを行うため、伸縮や歪みに強く、あまり印刷精度の高く
ない帳票を使える。

- 文字と文字枠の交差・接触には弱い。

- 帳票レイアウト識別により、帳票 IDを印刷せずに異種帳票処理が可能である。

帳票の印刷結果が以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 黒、または黒に近い濃い色で印刷されていて、スキャナ読取り時に切れやかすれが発生しない。

□ 罫線、文字、および図形があらかじめ印刷されている。

□ すべての帳票端から 2.85mm以内に印刷・記入がない。裏面も同様。

□ 帳票が十分に厚く、裏写りが発生しない。

□ 単純な罫線の繰返しがなく、大き目の文字や図形が印刷されている（推奨）。

位置決めマークの印刷

非ドロップアウトカラー読取りで、位置決め精度向上のために位置決めマークを印刷する場合、以下
の条件を満たしていることを確認してください。

□ ドーナツ型、または長方形型（縦、横）のマークを印刷している。

□ ドーナツ型マークは、直径 5± 0.5mm、線幅 1.0～ 1.5mmの円（中空）である。

□ 長方形型のマークは、幅 6.0± 0.5mm×高さ 3.0± 0.5mmの黒塗りつぶし長方形、または、幅 3.0
± 0.5mm×高さ 6.0± 0.5mmの黒塗りつぶし長方形である。

□ 帳票の四隅に印刷されている。

□ 帳票端から 10mm以上離れている。

□ マークの中心から上下左右 10mm以内の空間に、他の印刷や記入がない。

□ 左側と右側で位置決めマークの種類が異なっている（推奨）。

(4)基準マーク
基準マークは次の用途で使用されます。以下のいずれかに当てはまる場合は、基準マークを印刷する
必要があります。

- ドロップアウトカラーまたは、拡張ドロップアウトカラー帳票を黒背景の付かないスキャナで読み
取る場合、位置決め原点、伸縮・傾き補正用

- 非ドロップアウトカラー読取りにおける、帳票 IDの位置決め用

- 非ドロップアウトカラー読取りにおける位置決め精度向上のため

基準マークを印刷する場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 非ドロップアウトカラー読取りにおける、帳票 IDの位置決め用に基準マークを印刷する。

□ 読取り可能範囲内の左上、右上、左下の 3箇所にマークを配置する。

□ 左上マークと左下マークの左端、左上マークと右上マークの上端が揃っている。

□ マークの大きさは、幅 4.88mm～ 10.36mm 高さ 0.86mm～ 10.78mmの範囲である。

□ マークは、3つとも同じ大きさである。

□ マークの周囲 5.08mmにはクリアエリアとして、他の印刷・記入を行わない。

(5)読取りフィールド
読取りフィールドについて確認します。

全般

読取りフィールド全般について、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 帳票の上下左右端から内側へ幅 5.08mmの帯状の領域には、読取り領域（文字フィールド、マーク
フィールド、イメージフィールド）を配置していない。

□ 1帳票当たり、文字、マーク、およびイメージのフィールドの合計が 960個以内である。

さらに非ドロップアウトカラー読取りの場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 文字枠は 0.2mm以上の実線で印刷されている。
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□ 文字枠に曲線を使っていない。

□ 文字枠内に記入ガイドが印刷されていない。

拡張ドロップアウトカラー読取りの場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 文字色は黒色で記入（印刷）されている。

手書き ANKS文字フィールド
手書き ANKS文字フィールドでは、以下の項目を満たすように留意して作成してください。

□  認識精度は、マーク > 数字 > 英字 > カナ・記号 >> 日本語 の順である。できるだけ、マークと数字
で構成する。

□ 文字枠の種類は、一文字枠、はしご枠、表形式文字枠、フリーピッチ文字枠、表形式フリーピッチ
文字枠から選択する。

□ できるだけ固定ピッチ文字枠（1文字枠、はしご枠、表形式文字枠）を使用する（フリーピッチよ
り認識精度面で有利）。
さらに、1文字枠は文字が隣の枠にはみ出しにくいので、文字枠間余白を取れるときは 1文字枠と
し、文字枠間余白が取れないときははしご枠、または表形式文字枠とする。

□ 文字枠の仕様が、以下の条件に適合する（幅は 1文字当り）。

□ 文字と文字枠の接触、文字同士の接触が発生せずに記入できるように、余裕を持たせる。

□ フリーピッチのフィールドでは、文字間の空白を検出する必要がない。

□ フリーピッチを記入する項目は、数字・英字だけである。

手書き日本語フィールド

手書き文字フィールドが以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 日本語（漢字）で読み取るのは、住所・氏名または、簡単な単語（記入される単語が予測できる、
または記入される単語が限定できる）である。

□ 基本的に固定ピッチで記入されるように帳票を設計する。ただし、住所および氏名は、フリーピッ
チ記入する項目とすることができる。

□ 氏名にはフリガナ（カタカナ）を記入するフィールドがある。

□ フリガナは固定ピッチフィールドで作成されている。

また、以下の項目を満たすように留意して作成してください。

□ 住所および氏名以外の単語を認識するときは、個人辞書を作成しておく。

□ 住所を都道府県、市郡区、丁目番地などできるだけ記入フィールドを分割する。

□ 姓と名で記入フィールドを分割する。

活字 ANKS文字フィールド
活字 ANKS文字フィールドでは、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 認識する活字が、以下の条件に適合している。

高さ 5～ 20mm（200,240dpi）、5～ 10mm（300,400dpi）

幅 4～ 20mm（200,240dpi）、4～ 10mm（300,400dpi）

クリアエリア 左右 2.54mm以上、上下 2.4mm以上
302



付録 B  帳票チェックシート
（注 1）OCR-Bフォントと OCR-Kフォントの混在読取りができるのは 200dpiのみです。

（注 2）数字と英字の混在読取りができるのは 200dpiのみです。

（注 3）OCR-Kフォントは、フリー記入指定での読取りはできません。

（注 4）固定ピッチの場合のみ認識することができます。

（注 5）活字 ANKS認識ユーザー辞書作成機能で作成した辞書で認識させるフォントです。

□ 活字印字文字枠のクリアエリアとして、左右 5.08mm以上、上下 2.4mm以上の余白を確保してい
る。

□ 帳票によって、同一フィールドが手書きだったり、活字だったりする場合は、あらかじめ帳票を分
類して、それぞれの定義で認識させる。

□ 活字の印字に、インクジェットプリンタを使っていない。

さらに非ドロップアウトカラー読取りの場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 文字枠と読取り対象印字とは接触しない。

□ 印刷された文字同士は接触していない。

□ MS明朝・MSゴシックフォントでは、数字 0（ゼロ）と英字 O（オー）の混在はできません。

活字日本語フィールド

活字日本語フィールドでは、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 字体は明朝体・ゴシック体であり、10～ 14ポイント以内で印字されている。

□ 印字文字枠のクリアエリアとして、左右 2.54mm以上、上下 2.4mm以上の余白を確保している。

□ 文字枠と読取り対象印字とは、接触またははみ出さない。

□ 文字間の空白を検出する必要がない。

□ 活字日本語の印字にゴム印を使用していない。

□ 印字された文字同士は、接触していない。

マークフィールド

マークフィールドでは、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 枠内記入形式の記入枠は、幅・高さとも最低 4mm以上の大きさがある。

□ 枠内記入形式の記入枠は、隣接する記入枠と記入枠の間に余白を確保している。

□ 上書きマーク形式では、マーク選択肢と選択肢の間に、左右 2文字、上下 1行分以上の余白を確保
している。

さらに非ドロップアウトカラー読取りの場合、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ 上書きマーク形式では、マーク記入ガイドとして曲線や実線以外の線分（点線、破線など）、細い
線分（太さ 0.3mm以下）を使用していない。

イメージフィールド

イメージフィールドでは、以下の特長があります。

フォント 字種 印字条件

OCR-B（注 1） 数字、英字、記号
（- + * / = . ,￥）

JIS X9001サイズ I（注 2）
（高さ約 2.5mm、1インチ当り 10文字）

OCR-K（注 1）（注 3） カタカナ（注 4） JIS X9003サイズ I

7B 数字、ハイフン 固定ピッチのみ

富士通ドットプリンタ 数字、ハイフン JIS X9001サイズ I相当 (インチ当り 10文字 )

MS明朝・MSゴシック 数字、英字、記号
（- + * / = . ,￥）

12～ 14ポイント (注 2) 
文字間隔 1mm以上（推奨）

ユーザー定義（注 5） 数字、英字（注
4）、カタカナ
（注 4）記号
（.<+&￥*-/,>#=）

英字、カナは固定のみ （フリー記入指定での読取り
はできない）
フリーピッチ：12～ 14ポイント
固定ピッチ：9～ 14ポイント 
文字間隔 1mm以上（推奨）
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□ イメージを部分的に切り出して、出力する。

□（読取り可能範囲内であれば）大きさに制限はない。

□ 他のイメージフィールド、文字フィールド、マークフィールドと重なっても良い。

バーコードフィールド

バーコードフィールドでは、以下の条件を満たしていることを確認してください。

□ NW-7/CODE39/CODE128形式で印刷されている。

□ 幅、高さ、桁数が“A.2　文字認識機能”の「バーコード」に記載されている仕様内である。

□ チェックディジットが“A.2　文字認識機能”の「バーコード」に記載されているサポート範囲で
ある。

□ バーの最小幅が“A.2　文字認識機能”の「バーコード」に記載されている仕様内である。バー
コードの規格が JIS規格に準拠している。

□ バーコード印刷方向が用紙の正立方向と等しい。

□ バー同士のつぶれ、バーの切れ、かすれが存在しない。

(6)異種帳票処理
異種帳票処理を行うためには、以下の条件を満たしている必要があります。条件を満たしていない場
合、異種帳票処理は行えません。

□ 同時に混在して処理する帳票は、100種類以下である。

異種帳票処理には 2通りの方式があります。
使用する異種帳票処理の方式に応じて、以下の項目を確認してください。

帳票レイアウト識別方式の場合

□ 帳票サイズは、すべて A7以上である。

□ 太さ 1mm未満の実線で長さ 20mm以上の線分（罫線）が 5本以上ある。

□ 写真、カラー印刷、網かけ（帳票面積の 20％以上のもの）は印刷していない。

□ 同時に処理する帳票は、線分の 20％以上が、他の帳票と異なる位置や長さとなるようにしている。

帳票 ID識別方式の場合
□ ドロップアウトカラー、拡張ドロップアウトカラー読取りである。または、基準マークを印刷して
いる（ドロップアウトカラーと拡張ドロップアウトカラー、基準マークを印刷している帳票と印刷
していない帳票の混在は不可）。

□ ドロップアウトカラー、拡張ドロップアウトカラー読取りの場合、混在するすべての用紙サイズは
同一である。基準マークの場合は、基準マークの左右間隔・上下間隔・基準マークの大きさが同一
である。

□ すべての用紙に帳票 IDフィールドを設定している。

□ 帳票 IDフィールドの位置（基準マークの場合は、基準マークからの相対位置）、桁数、属性は同一
である。

□ 帳票 IDフィールドは 12桁以内である。

□ 帳票 IDフィールドには、文字枠を印刷していない（ドロップアウトカラー、拡張ドロップアウト
カラー読取りの場合は印刷可）。

□ 帳票 IDフィールドは手書き ANKSまたは活字 ANKS（OCR-Bフォント）である。

□ 手書き ANKSを帳票 IDフィールドに使用するときは、手書き標準字形を帳票にあらかじめ印刷し
ておく。
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付録 C 帳票設計規約

ここでは、帳票設計規約について説明します。

C.1 一般帳票の設計
ここでは、帳票照合機能、および帳票照合に適したレイアウト設計について説明します。

C.1.1 帳票照合機能について

帳票上のプレ印刷の制限を大幅に緩和するために、帳票照合機能があります。
図 C.1に、帳票照合処理の概要図を示します。

図 C.1　帳票照合処理の概要図

図 C.1に従って、各項目を説明します。

1)アンカーパターンの抽出
帳票入力前の事前準備です。雛型帳票のプレ印刷部分の中で、特徴的な部分（以降、アンカーパター
ンとします）を抽出し、形状と位置を記憶します。
DynaEye EXの帳票照合機能では、最大 20箇所アンカーパターンを記憶します。

2)罫線パターンの抽出
特徴的な罫線（一定の長さ以上の水平または垂直な直線）を抽出し、位置や長さを記憶します。アン
カーパターンと罫線パターンの少なくとも一方が抽出できれば、読取りができます。

( ) ( )

)

)

)

)

 )

)
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3)アンカーパターンの検索
入力帳票のイメージ上を検索して、アンカーパターンと合致する形状の部分を探し出します。アン
カーパターンの合致が 3個未満の場合は、入力帳票のイメージと雛型帳票のイメージが異なるものと
判断します。

4)罫線パターンの検索
入力帳票のイメージから、記憶した罫線パターンに合致するものを探し出します。

5)詳細な位置補正
アンカーパターンの部分を合致させただけでは、帳票上のすべての場所の位置合せはできないため、
アンカーパターンを起点として中間の領域のイメージを合わせ込み、雛型帳票のイメージと入力帳票
のイメージを詳細に合致させます。

6)プレ印刷の消し込み
雛型帳票で黒画素だった部分を入力帳票では白画素に置換することにより、雛型帳票でプレ印刷され
ていた文字枠、黒印刷を消し込みます。

C.1.2 帳票照合に適したレイアウト設計

帳票照合機能を使って帳票認識を行うには、雛型帳票のイメージと入力帳票のイメージのプレ印刷部
分が合致している必要があります。合致していない場所をもつ帳票を入力した場合、帳票照合処理に
失敗し、帳票の読取り失敗、または文字認識精度の低下を招くことがあります。
合致していない場所がわずかであれば、書式定義時に照合無視領域の指定を行うことで帳票照合処理
がその場所を無視するように指示できます。詳細は、ヘルプを参照してください。
以下に、DynaEye EXでの認識に適する帳票の一般的な条件を示します。

●伸縮誤差や傾きの小さいもの
伸縮誤差や傾きには、帳票印刷に起因するずれと、スキャナでのずれがあります。
表 C.1に読み取れるイメージデータのずれの条件を示します。

表 C.1　読み取れるイメージデータのずれの条件

●印刷要素が大きいもの
プレ印刷を構成する点の大きさや線の太さが、スキャナの解像度より小さい場合は、かすれたりぶれ
たりするため安定したイメージが得られません。このため、網かけ印刷や網点写真を含む帳票は認識
には適していません。
また、細かい罫線や小さな活字文字なども安定したイメージが得られにくいため、適さない場合があ
ります。
これは、スキャナの解像度に依存します。
表 C.2に、認識に適した印刷要素の大きさを示します。

表 C.2　認識に適した印刷要素の大きさ

（注 1）200dpi、240dpi

（注 2）300dpi、400dpi

（注 3）認識対象文字の大きさではなく、印刷要素（雛型帳票のプレ印刷の活字印字部分）としての大
きさです。

項目 仕様

帳票イメージの傾き 左右に 5度以内

帳票イメージの伸縮誤差 ± 10％以内

項目 目安

低画素密度（注 1）の場合 高画素密度（注 2）の場合

罫線の太さ 0.2mm以上 0.1mm以上

活字印字の大きさ（注 3） 10ポイント以上（約 3.5mm） 7ポイント以上（約 2.5mm）
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●印刷濃度が十分に高いもの
印刷濃度が一定でないか、または一定であっても薄い場合は、プレ印刷部分のイメージがスキャナの
状態によって黒になったり白になったりすることがあります。
このように、スキャナの状態変動にかかわらず、安定したイメージが得られるように、印刷濃度が十
分に高いものが読取りに適しており、写真などの中間調を含むものは読取りに適していません。

●アンカーパターンが多く含まれるもの
雛型帳票イメージに、多くの安定したアンカーパターンが含まれている場合、入力帳票に多少の汚れ
などがあっても十分な数の合致パターンが得られます。そのため、なるべく多くの安定したアンカー
パターンが抽出できる帳票イメージが適しています。
帳票イメージの中の印刷要素を分類すると、以下の部分に分けることができます。

- 空白部分

- プレ印刷部分

・ 独立したプレ印刷部分
・ 記入箇所および隣接部分

独立したプレ印刷部分は、帳票の記入によって変化することが少ないので、アンカーパターンに適し
ています。
記入箇所および隣接部分をアンカーパターンにした場合、帳票照合処理に失敗することがあります。

また、表 C.3および表 C.4の条件を満たす罫線・枠が存在する場合は、アンカーパターンの少ない帳
票でも読取りができます。

表 C.3　罫線・枠（一文字枠を除く）の場合

表 C.4　一文字枠の場合

上記の範囲の罫線・枠が帳票中に存在する場合、アンカーパターンの代用となります。
したがって、帳票中のすべての罫線・枠が条件を満たす必要はありませんが、条件を満たすものが多
い方が安定します。
帳票を設計する場合、帳票周囲や読取り領域を囲むように独立したプレ印刷または罫線・枠を配置し
てください。

!
注意

- 表 C.3および表 C.4とも、帳票中に網かけ・塗りつぶしの占める割合が 20％以下で
あることが必要です。

- 罫線にかすれや欠け、またはつぶれが発生する場合は、位置決めに適しません。この
ような場合は、アンカーパターンで位置決めできるように、アンカーパターンを帳票
に多く含めてください。

項目 条件

線の長さ 30mm以上

罫線の数 2本以上 400本以下（同じ長さの罫線）

方向 水平または垂直

並びの間隔 3mm以上

項目 条件

枠の幅 5mm以上 10mm以下

枠の間隔 5mm以下（水平方向）

枠の数 6個以上 200個以下（水平方向）
307



付録
C.1.3 読取り領域について

以下に、読取り領域について説明します。

(1)文字枠
文字枠の設計について説明しています。
文字枠には、以下の種類があります。マーク記入欄については、“(6)マーク読取り部分”で説明しま
す。

(2)手書き ANKS文字枠
手書き ANKSを記入する文字枠の形式について記述します。

一文字枠

一文字枠は、図のように一文字ごとに記入枠が独立した形式です。枠間に余白が必要なためスペース
効率が悪く、同じスペースを使うのであれば、後述のはしご枠を使って、その分一文字ごとの大きさ
を確保することを推奨します。

項目 条件

手書き ANKS文字枠 一文字枠 数字、英字、カナ、記号

はしご枠 数字、英字、カナ、記号

フリーピッチ文字枠 数字、英字

手書き日本語文字枠 一文字枠 漢字

はしご枠 漢字

フリーピッチ枠 漢字（住所・氏名のみ）

活字 ANKS文字枠 数字、英字、カナ、記号

活字日本語文字枠 漢字、数字、英字、カナ、記号

!
注意

- 文字枠を構成する線分は、できるだけ実線を使ってください。やむを得ず破線などを
使用する場合は、スキャナでイメージを読み取ったとき、線分間の空白がつぶれて実
線状となるように線と線の間隔を詰めるか、各線分の長さが 2mm以上にしてくださ
い。点線や鎖線のようなごく短い線分は使用しないでください。プレ印刷消去の際に
消し残りが発生し、認識注意文字の出力や誤読の原因となります。

- 文字枠を構成する線分の近くに別の線分を平行に印刷する場合、線分どおしの間隔を
1.0mm以上離してください。文字枠の線分の近くに別の線分があると、プレ印刷消
去の際に認識注意文字の出力や誤読の原因となります。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 5～ 20mm（200,240dpi）、5～ 10mm（300,400dpi）

幅  (図中 b) 4～ 20mm（200,240dpi）、4～ 10mm（300,400dpi）

文字枠間余白       (図中 c) 1.0～ 2.35mm

a

bc
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はしご枠

はしご枠は、図のように水平方向に文字枠が連結した形式です。枠間に余白がないので多くの桁数を
確保することができます。一般に手書き ANKS・日本語には、はしご枠を推奨します。

フリーピッチ枠

フリーピッチ枠は、図のように一文字ごとの記入枠が印刷されていない形式です。狭いスペースに桁
数が多く確保できる反面、文字同士の接触や記入領域の重なり合いが発生するため、認識精度の面で
は不利です。

フリーピッチ枠の変形としては、記入目安を印刷した形式や、下線のみで構成する形式、罫線のない
ものなどがあります。フリーピッチ枠は、手書き数字・英字の記入に使用することができます。なお、
記入目安（桁区切りを示す短い垂線）を印刷する場合は、記入目安の高さを 2.5mm（200dpiの場合。
240/300dpiなら 2mm、400dpiなら 1.5mm）以上にしてください。短い記入目安を使用した場合、プレ
印刷消去の際に消し残りが発生し、認識注意文字の出力や誤読の原因となります。

(3)手書き日本語文字枠
手書き日本語文字枠としても、手書き ANKS同様に一文字枠、はしご枠およびフリーピッチ枠が使用
できます。

一文字枠

一文字枠は、図のように一文字ごとに記入枠が独立した形式です。枠間に余白が必要なためスペース
効率が悪く、同じスペースを使うのであれば、後述のはしご枠を使って、その分一文字ごとの大きさ
を確保することを推奨します。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 5～ 20mm（200,240dpi）、5～ 10mm（300,400dpi）

幅  (図中 b) 4～ 20mm（200,240dpi）、4～ 10mm（300,400dpi）

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 5～ 20mm（200,240dpi）、5～ 10mm（300,400dpi）

幅  (図中 b) 4～ 20mm（200,240dpi）、4～ 10mm（300,400dpi）

文字枠間余白       (図中 c) 0.5mm以上

a

b

a

b

2 3

c

                           (            )
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はしご枠

はしご枠は、図のように水平方向に文字枠が連結した形式です。枠間に余白がないので多くの桁数を
確保することができます。一般に手書き ANKS・日本語には、はしご枠を推奨します。

フリーピッチ枠

手書き日本語のフリーピッチ枠は、住所・氏名の記入に限って使用することができます。手書き日本
語のフリーピッチ枠は手書き ANKSのフリーピッチ枠と異なり、行区切りのない複数行を 1つの読取
り領域として定義できますが、クリアエリアが必要となります。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 7～ 20mm（200,240dpi）、7～ 10mm（300dpi）、6～ 10mm（400dpi）

幅  (図中 b) 7～ 20mm（200,240dpi）、7～ 10mm（300dpi）、6～ 10mm（400dpi）

文字枠間余白       (図中 c) 1.0～ 2.35mm 

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 7～ 20mm（200,240dpi）、7～ 10mm（300dpi）、6～ 10mm（400dpi）

幅  (図中 b) 7～ 20mm（200,240dpi）、7～ 10mm（300dpi）、6～ 10mm（400dpi）

項目 設定可能範囲

文字枠 行高さ (図中 A) 7～ 20mm（200,240dpi）、7～ 10mm（300dpi）、6～ 10mm（400dpi）

高さ (図中 a) A×行数（最大 5行）

幅 (図中 b) 7～ 20mm（200,240dpi）、7～ 10mm（300dpi）、6～ 10mm（400dpi）

クリア
エリア

左右 (図中 e) 2.54mm以上 

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 0.5mm以上

a

bc

a

b
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(4)活字 ANKS印字枠
活字 ANKSについては、文字枠は絶対に必要なものではありませんが、書式定義を作成するときの位
置目安、印字位置の確認用に印刷しておきます。なお、OCR-Bフォントの印字は、JIS X9001サイズ I
（印字間隔が 2.54mm）に従ってください。

また、7Bフォントの印字枠について、位置目安・印字位置の確認用に 7Bフォント印字枠と 7Bフォ
ント印字枠の条件を以下に示します。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 印字高さ＋ 2mm以上

幅  (図中 b) d×桁数

文字枠間余白 (図中 c) 0.2mm以上

印字間隔 (図中 d) 2.54mm以上

クリアエリア 左右 (図中 e) 5.08mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 5.08mm以上

1 2 3 4 5 6 7 8 9
311



付録
(5)活字日本語印字枠
活字日本語については、文字枠は絶対に必要なものではありませんが、書式定義を作成するときの位
置目安、印字位置の確認用に印刷しておきます。

(6)マーク読取り部分
マークを記入する文字枠などの形式について記述します。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 5.08mm

幅  (図中 b) d×桁数

文字枠間余白 (図中 c) 1.089mm

印字間隔 (図中 d) 3.629mm

クリアエリア 左右 (図中 e) 3.6mm以上

上下 (図中 f) 5.06mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 5.08mm以上

行間余白 (図中 g) 2.4mm以上

行間隔［行ピッチ］(図中 P) 12.7mm以上

印字案内枠 高さ (図中 a1) 5.08mm

幅  (図中 b1) d×桁数

印字案内枠線
幅

左右 (図中 s1) 0.1mm以上

上下 (図中 s2) 0.1mm以上

項目 設定可能範囲

文字枠 行高さ (図中 A) 3.53mm以上

高さ (図中 a) A×桁数

クリアエリア 左右 (図中 e) 2.54mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 0.5mm以上

!
注意

- 空白は、検出しません。
- 改行位置に空白を認識データとして出力します。
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枠内記入タイプ

マークを記入する枠を印刷し、その内側にチェックマークや丸、塗りつぶしなどでマークする形式で
す。
枠の大きさが小さいと、枠自体がうまく検出できなかったり、記入できる面積が小さくなるため、
マークの有無の判別が困難になります。
また、複数のマーク枠を並べる場合、ぴったりくっつけると記入が隣まではみ出したり、隣の枠の
マークを誤って読み取ったりして、誤認識の原因になります。枠は 1桁ずつ離して印刷してください。

以下に、良い例と悪い例を示します。

上書きマークタイプ

選択肢の文字を印刷し、その上に丸を付ける形式です。
記入する範囲が示されていないために、読取り領域を大きくはみ出したり、文字に重なって判別がで
きなくなる可能性があり、枠内記入タイプより認識精度が低くなります。
そのため、認識精度が重要視される場合や、レイアウト上余裕がある場合は、枠内記入タイプを利用
してください。
特に、マークする選択肢が複数ある場合、それぞれの間隔が小さいと記入したマークが隣まではみ出
したり、隣の選択肢のマークを誤って読み取ったりして、誤認識の原因になります。
左右に 2桁分、上下に 1桁分の空白を空けて印刷してください。

項目 設定可能範囲

文字枠 行高さ (図中 A) 4mm以上

高さ (図中 a) 4mm以上

文字枠間余白 (図中 c) 2mm以上

行間余白 (図中 g) 2mm以上

a

bc

g

4mm

4mm

a’

b’

c

g
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以下に、良い例と悪い例を示します。

C.1.4 位置決め用マーク

帳票を新規設計する場合、帳票の 4隅に位置決め用のマークを印刷しておくと、読取り精度を向上で
きます。

●位置決め用マークの種類
3種類のマークが使用できます。各図形の中心から± 10mm以内は空白であることが必要です。
他の印刷内容、または帳票の端が 10mm以内にある場合、マークが検出できないことがあります。
以下に、3種類のマークを示します。

ドーナツ型

長方形型（2種類）

項目 設定可能範囲

想定する文字枠 高さ (図中 a') 文字に対して 1文字分くらいの余裕が必要

幅  (図中 b')

文字枠間余白 (図中 c) 2mm以上

行間余白 (図中 g) 2mm以上

選択肢のプレ印刷文字のサイズ 200,240dpi 10ポイント以上

300,400dpi 7ポイント以上

A1.     
A2.       
A3.   

A1.     

A2.       

A3.   

10mm

10mm

10mm 10mm

5 0.5mm

1.0 1.5mm

10mm

10mm

10mm 10mm

3.0 0.5mm

6.0 0.5mm
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●位置決め用マークの印刷箇所
位置決め用マークの印刷は、帳票の 4隅に印刷してください。
また、入力されたときの帳票の向きが分かるため、左端の 2個と右端の 2個の形状を変えることを推
奨します。

マークを印刷する場合は、以下の点に注意してください。

- マークの周囲 10mm以内に、マーク以外の印刷内容が存在しないこと

マークの周囲 10mm以内に、マーク以外の印刷内容が存在すると、マークが検出できないことがあ
ります。詳細は、前述の“● 位置決め用マークの種類”を参照してください。

- マークを帳票の端にあまり近づけて印刷しないこと

マークの周囲 10mm以内に帳票の端があると、マークが検出できない場合があります。

以下に、悪い例を示します。

10mm

10mm

10mm 10mm

3.0 0.5mm

6.0 0.5mm

( 90 )

10mm

10mm

10mm 10mm
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C.2 ドロップアウトカラー帳票の設計
ここでは、ドロップアウトカラーで印刷する帳票の設計について説明します。

C.2.1 ドロップアウトカラー帳票の認識

ドロップアウトカラー帳票認識を行う場合は、まず帳票の左端、上端の位置（または帳票上に印刷さ
れた基準マークの位置）の座標と傾きを検出し、書式定義の読取り位置座標を、イメージを原点とす
る座標に変換して認識処理を行っています。
したがって、DynaEye EXでドロップアウトカラー帳票認識を行うには、以下の条件のスキャナからイ
メージを入力する必要があります。

- ドロップアウトカラーを読み飛ばすこと

- 画像の伸縮や帳票の蛇行が発生しないこと

- 帳票の背景が黒画素として読み取られること

この条件を満たすスキャナとして、DynaEye EXは以下のスキャナによるドロップアウトカラー帳票読
取りをサポートしています。

- 光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fiスキャナ

（fi-5120C/fi-5220C/fi-4340C/fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5650C/fi-5750C）

これらのスキャナは、2値白黒、黒背景（帳票の背景を黒画素とする）ありで読み取ることができ、
かつ光源色の選択によって各種のドロップアウトカラーに対応できるため、特にドロップアウトカ
ラー帳票の読取りに適しています。
なお、これらのスキャナを使用する場合でも、印刷精度の高くない帳票（帳票によって 0.2mm以上の
ずれが発生するような帳票）を使用する場合は、帳票上に基準マークの印刷が必要になります。

C.2.2 拡張ドロップアウトカラー帳票の認識

拡張ドロップアウトカラー帳票認識とは、ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカ
ラー帳票をカラーイメージとして認識する方式です。拡張ドロップアウトカラーとは、赤／緑／青系
統の色が鮮明に出ている色で、ソフトウェア上でドロップアウト可能な色です。
拡張ドロップアウトカラー帳票認識では、読み取った帳票イメージデータ（拡張ドロップアウトカ
ラーを含んだもの）をソフトウェア内の処理によってドロップアウト（消去）します。これ以降の処
理は、“C.2.1　ドロップアウトカラー帳票の認識”と同じになります。
したがって、拡張ドロップアウトカラー帳票認識を行うには、以下の条件のスキャナからイメージを
入力する必要があります。

- 24ビットフルカラーイメージとして読取り可能であること

- 画像の伸縮や帳票の蛇行が発生していないこと

- 帳票上の背景が黒画素として読み取られること（帳票の背景が白画素として読み取られるスキャナ
の場合には、帳票上に基準マークの印刷が必要になります）

この条件を満たすスキャナとしては、DynaEye EX は以下のスキャナによる拡張ドロップアウトカラー
帳票の読取りをサポートしています。

- 黒背景ありで読取りできる fiスキャナ

（fi-5120C/fi-5220C/fi-4340C/fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5650C/fi-5750C）

これらのスキャナは、24ビットフルカラー、黒背景（帳票の背景を黒画素とする）ありで読み取るこ
とができ、拡張ドロップアウトカラー帳票の読取りに適しています。
なお、これらのスキャナを使用する場合でも、印刷精度が高くない帳票（帳票によって 0.2mm以上の
ずれが発生するような帳票）を使用する場合は、帳票上に基準マークの印刷が必要になります。

備考

- fiシリーズのイメージスキャナを利用して帳票を読み取る場合の注意事項について
は、“付録 G　帳票読取り時の注意事項”を参照してください。
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C.2.3 レイアウト設計

ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウト帳票のレイアウト設計について説明します。

●読取り可能領域
読取り可能領域内にだけ文字枠、およびイメージ枠を設定できます。
読取り可能領域は、使用するスキャナに依存しますが、少なくとも帳票 4辺から 5.08mm以上内側に
だけ読取り領域を設定することができます。
以下に、読取り可能領域を示します。

図 C.2　読取り可能領域（ポートレート）

図 C.3　読取り可能領域（ランドスケープ）

!
注意

- 拡張ドロップアウトカラーとして認識できる色は、スキャナ機種、スキャナ設定、イ
メージの画像品質により異なります。事前に読取りテストを行い十分に確認してくだ
さい。
拡張ドロップアウトカラー読取りとして認識できる文字の色は黒色のみです。その他
の色の文字や淡い色の文字は認識できません。

5.08mm

5.08mm

420mm

5.08mm5.08mm

297mm

5.08mm

5.08mm

297mm

5.08mm5.08mm

420mm
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●黒色禁止領域について
帳票周囲 2.85mmの黒色禁止領域は、帳票端検出に使用するのでドロップアウトカラー以外の印刷お
よび記入をしてはいけません。該当位置の裏面についても、ドロップアウトカラー以外の印刷および
記入をしてはいけません。この他にも、使用するスキャナによってドロップアウトカラー印刷および
記入が禁止されている場合がありますので、各スキャナの取扱説明書などをお読みください。
以下に、黒色禁止領域を示します。

図 C.4　黒色禁止領域

●クリアエリア
各辺が基準辺（帳票の左端辺）に平行、または垂直で文字枠などを完全に包含する長方形の領域をク
リアエリアといいます。このクリアエリアを文字枠などの周囲に設けることによって、ドロップアウ
トカラー以外の印刷・記入を禁止します。
以下に、クリアエリアを示します。

図 C.5　クリアエリア

C.2.4 読取り領域

●読取り領域の設定
読取り領域は、「読取り可能領域」に設定します。読取り領域は、必ずクリアエリアで囲まれていなけ
ればなりません。一帳票内に、最大 960個の読取り領域が設定できます。

●読取り領域のクリアエリア
読取り領域のクリアエリアは、他の読取り領域のクリアエリアと重複しても構いませんが、他の読取
り領域と重なってはいけません。ただし、表形式文字枠の場合はこの限りではありません。また、読
取り可能領域の境界付近の読取り領域のクリアエリアは、読取り可能領域をはみ出しても構いません。
クリアエリア内には、読取り対象となる記入文字・印字、およびドロップアウトカラーだけが許され
ます。

2.85mm

2.85mm

2.85mm2.85mm
318



付録 C  帳票設計規約
●文字枠間隔
文字枠のクリアエリア同士が上下・左右のどちらかでオーバラップ（重なり合う）する場合、関係す
る文字枠の文字枠間隔は、規定以上の間隔を必要とします。
以下に、クリアエリアのオーバラップを示します。

図 C.6　クリアエリアのオーバラップ

以下に、文字枠間隔の規定を示します。

C.2.5 文字枠について

文字枠とは、ドロップアウトカラーの矩形で囲まれた白抜きの部分です。文字枠は、帳票上の文字を
記入すべき位置や印字領域を示すために利用されます。
文字枠内に、案内点などのドロップアウトカラー印刷を行うと、水性ボールペンのインクをはじくた
め、水性ボールペンを使用する場合には文字枠内にドロップアウトカラー印刷をしないでください。
以下に、文字枠の種類を示します。

文字枠種類
手書き文字枠

活字
文字枠

表形式
文字枠

表形式
フリーピッチ
文字枠

フリーピッチ
文字枠

標準
文字枠

手書き
文字枠

表形式文字枠
0.635mm

表形式フリー
ピッチ文字枠

フリーピッチ
文字枠

　　　　　　　　　　　2.54mm

標準文字枠

活字文字枠 5.08mm

文字枠の種類 適用文字種

手書き文字枠 標準文字枠 一文字枠 数字、英字、カナ、記号、漢字

はしご枠 数字、英字、カナ、記号、漢字

拡張文字枠 表形式文字枠 数字、英字、カナ、記号、漢字
（住所と氏名だけ）

フリーピッチ文字枠 数字、英字、漢字（住所と氏名だけ）

表形式フリーピッチ
文字枠

数字、英字、漢字（住所と氏名だけ）

活字文字枠 活字 ANKS文字枠 数字、英字、カナ、記号

活字日本語文字枠 日本語

2.54mm5.08mm 2.54mm5.08mm
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●手書き標準文字枠
標準文字枠としては、一文字枠およびはしご枠があります。

一文字枠

以下に、一文字枠の寸法を示します。

図 C.7　一文字枠の寸法

はしご枠

はしご枠は、文字間の余白がないために、一文字枠に比べて一行内に文字枠の数を多く設けることが
できます。手書き英数カナ記号日本語の記入に使用することができます。文字の記入に当たっては、
隣接する文字枠に侵入しないように注意する必要があります。
以下に、はしご枠の寸法を示します。

図 C.8　はしご枠の寸法

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) ANKS  ：5～ 20mm(200,240dpi)、5～ 10mm(300,400dpi)
日本語：7～ 20mm(200,240dpi)、7～ 10mm(300,400dpi)、
6～ 10mm(400dpi)

幅 (図中 b) 4～ 20mm(200,240dpi)、4～ 10mm(300,400dpi)

文字枠間余白 (図中 c) 0.45～ 2.35mm

文字枠間隔 (図中 d) 4.45～ 22.35mm(200,240dpi)、4.45～ 12.35mm(300,400dpi)

クリアエリア 左右 (図中 e) 2.54mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 2.4mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 2.54mm以上

d

ee c b

f

a

f

g

G

ee b

f

a

f

g

G
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●手書き拡張文字枠
手書き拡張文字枠として、表形式文字枠、フリーピッチ文字枠、表形式フリーピッチ文字枠がありま
す。

表形式文字枠

行間余白のない表形式の文字枠を表形式文字枠といいます。
以下に、表形式文字枠の寸法を示します。

図 C.9　表形式文字枠の寸法

フリーピッチ文字枠

フィールドとしての文字枠だけで、一文字ごとの文字枠のないものをフリーピッチ文字枠といいます。
フリーピッチ文字枠に記入する文字は、数字・英字・漢字（住所、氏名のみ）に限定します。
また、文字間の空白は検出できません。
以下に、フリーピッチ文字枠の寸法を示します。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) ANKS  ：5～ 20mm(200,240dpi)、5～ 10mm(300,400dpi)
日本語：7～ 20mm(200,240dpi)、7～ 10mm(300,400dpi)、6～
10mm(400dpi)

幅 (図中 b) 4～ 20mm(200,240dpi)、4～ 10mm(300,400dpi)

クリアエリア 左右 (図中 e) 2.54mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 2.4mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 2.54mm以上

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) ANKS  ：5～ 20mm(200,240dpi)、5～ 10mm(300,400dpi)
日本語：7～ 20mm(200,240dpi)、7～ 10mm(300,400dpi)、6～
10mm(400dpi)

幅 (図中 b) 4～ 20mm(200,240dpi)、4～ 10mm(300,400dpi)

文字枠間余白 (図中 c) 0.2mm以上

文字枠間隔 (図中 d) 5.2～ 20.2mm(200,240dpi)、5.2～ 10.2mm(300,400dpi)

クリアエリア 左右 (図中 e) 2.54mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 0.2mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 2.54mm以上 (ただし、表形式枠同士では 0.635mm以上 ) 

G

b
c

d

e

f

a

fe
g

a
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図 C.10　フリーピッチ文字枠の寸法

表形式フリーピッチ文字枠

行間余白のない表形式のフリーピッチ文字枠を、表形式フリーピッチ文字枠といいます。表形式フ
リーピッチ文字枠に記入する文字は、数字・英字・漢字（住所、氏名のみ）に限定します。また、文
字間の空白は検出できません。
以下に、表形式フリーピッチ文字枠の寸法を示します。

図 C.11　表形式フリーピッチ文字枠の寸法

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) ANKS  ：5～ 20mm(200,240dpi)、5～ 10mm(300,400dpi) 
日本語：7～ 20mm(200,240dpi)、7～ 10mm(300,400dpi)、6～
10mm(400dpi)

幅 (図中 b) 5～ 20mm×桁数 (200,240dpi)、5～ 10mm×桁数 (300,400dpi)

文字枠間余白 (図中 c) 0.5mm以上

文字枠間隔 (図中 d) 5.5～ 20.5mm(200,240dpi)、5.5～ 10.5mm(300,400dpi)

クリアエリア 左右 (図中 e) 2.54mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 2.4mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 2.54mm以上
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g

G f
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e e
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●活字 ANKS文字枠
以下に、活字 ANKS文字枠の寸法を示します。

図 C.12　活字 ANKS文字枠の寸法

［帳票設計のヒント］

ＭＳ明朝・ＭＳゴシックフォントの場合で印字された文字と文字の間の距離（字間）が非常に近いと
き（文字と文字との間隔が狭いとき）は、正しい認識結果が得られないことがあります。
文字と文字との間隔は、1mm（推奨）以上離れていることが運用上望ましいです。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) ANKS  ：5～ 20mm(200,240dpi)、5～ 10mm(300,400dpi)
日本語：7～ 20mm(200,240dpi)、7～ 10mm(300,400dpi)、6～
10mm(400dpi)

幅 (図中 b) 5～ 20mm×桁数 (200,240dpi)、5～ 10mm×桁数 (300,400dpi)

文字枠間余白 (図中 c) 0.5mm以上

文字枠間隔 (図中 d) 5.5～ 20.5mm(200,240dpi)、5.5～ 10.5mm(300,400dpi)

クリアエリア 左右 (図中 e) 2.54mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 0.2mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 0.635mm以上

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 3.7mm以上

幅 (図中 b) 2.54mm×桁数

文字枠間余白 (図中 c) 0.54mm

文字枠間隔 (図中 d) 2.54mm

クリアエリア 左右 (図中 e) 5.08mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上 

行間余白 (図中 g) 2.4mm以上 

フィールド間隔 (図中 G) 5.08mm以上
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一部のソフトウェアでは文字と文字との間隔の指定が可能な場合があります。この場合、たとえば
「標準」というような指定を行ったとしても、実際の文字間隔は 1mmより狭くなる場合もあります。
文字の抽出がうまく行えず正しい認識結果が得られない可能性がありますので、印刷したときの文字
間隔が 1mm以上になるような設定を行ってください。

●活字日本語文字枠
以下に、活字日本語文字枠の寸法を示します。

図 C.13　活字日本語文字枠の寸法

（注） この数値は 10ポイントの場合の文字枠 1文字分の縦×横サイズになります。
印字する活字日本語の文字フォント、ポイント、字種、文字ピッチによってこの値は変わりま
す。

［帳票設計のヒント］

活字日本語の帳票設計では実際に、印刷で使用するワードプロセッサなどのツールで想定した文字数
が、設計した文字枠内に印字可能かどうかを事前に確認する必要があります。

●マーク読取り枠
以下に、マーク読取り枠の寸法を示します。

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 3.53mm以上

幅 (図中 b) 3.53mm（注）×桁数

文字と文字枠間余白（上下）
(図中 c)

0.5mm以上

文字と文字枠間余白（左右）
(図中 d)

0.5mm以上 

クリアエリア 左右 (図中 e) 2.54mm以上

上下 (図中 f) 2.4mm以上

行間余白 (図中 g) 0.5mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 2.54mm以上
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g

c
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図 C.14　マーク読取り枠の寸法

C.2.6 イメージ領域について

●イメージフィールド
イメージフィールドは、読取り可能範囲内に矩形の領域として定義します。イメージフィールドは、
文字フィールドと合わせて一帳票内に最大 960個まで定義できます。

●イメージフィールド枠の設計
ドロップアウトカラーで印刷する場合は、イメージフィールド枠をイメージフィールドの領域と同一
とします。黒色で印刷する場合にこの枠をイメージデータとして読み込みたくない場合は、イメージ
フィールドの領域より 1～ 2mm程度の余裕を設定してください。

●イメージフィールドのクリアエリア
以下に、イメージフィールドのクリアエリアの寸法と位置関係を示します。

図 C.15　イメージフィールドのクリアエリアと位置関係

項目 設定可能範囲

文字枠 高さ (図中 a) 4mm以上

幅 (図中 b) 4mm以上

文字枠間余白 (図中 c) 2mm以上

文字枠間隔 (図中 d) 2mm以上

クリアエリア (図中 e,f) 2mm以上

行間余白 (図中 g) 2mm以上

フィールド間隔 (図中 G) 2mm以上
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C.2.7 印刷について

●ドロップアウトカラー
帳票表面、および帳票内の黒色禁止領域、クリアエリア内に読取り文字以外の印刷を行う場合は、ド
ロップアウトカラーを使用します。ドロップアウトカラーの規格は、使用するのスキャナに依存しま
すので、各スキャナの取扱説明書などを参照してください。

●印刷精度
各印刷部分と印刷基準（トンボ）との位置関係は、帳票の設計値に対して± 0.2mm以内とします。こ
の精度は、印刷完了時の値で、裁断精度以外のすべての要素を含みます。
以下に、印刷精度を示します。

図 C.16　印刷精度

C.3 基準マーク付きの帳票設計

●読取り可能領域
基準マークを用いたときの読取り領域は、3つの基準マークを囲む外接長方形の内部で、基準マーク
のクリアエリアを除いた領域です。

●基準マークのクリアエリア
基準マークの周囲には、クリアエリアを設ける必要があります。
帳票リジェクトの原因となりますので、クリアエリア内にドロップアウトカラー以外の印刷や記入を
行わないでください。
以下に、基準マークのクリアエリアを示します。

0.2mm

0.2mm

0.2mm

0.2mm

0.2mm

0.2mm

0.5mm
326



付録 C  帳票設計規約
図 C.17　基準マークのクリアエリア

●ずれマージン
以下の条件の場合、基準マークのクリアエリア分の空白に加えて、ずれマージンと呼ぶ領域を帳票周
囲に設ける必要があります。

- 複写機などのずれの大きい印刷機で印刷する場合

- 印刷精度の比較的低いオフセット印刷などを利用して印刷する場合

- プリンタなどで印刷時に設計値からの位置ずれが発生する場合

- スキャナの用紙搬送性能が低く、用紙傾きや画像の伸縮が発生する場合

ずれマージンは、個々のプリンタ、スキャナによって異なるため、使用しようとする印刷装置・ス
キャナであらかじめどの程度のずれが発生するかを確認し、そのずれ以上の大きさを確保しなければ
なりません。一般に、複写機では 5～ 10mm程度のずれが発生します。

●基準マークの印刷条件
基準マークは各辺が帳票の四辺に平行な黒塗りの長方形であり、帳票に印刷する 3つの基準マークの
寸法は同一でなければなりません。
以下に、基準マークを示します。

図 C.18　基準マーク

5.08mm5.08mm

5.08mm

5.08mm

5.08mm

5.08mm

5.08mm5.08mm
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基準マークの印刷は、以下の印刷規格を満たしている必要があります。

●基準マークの印刷可能領域
基準マークは、帳票端から帳票幅・帳票高さの 1/4以内の領域に印刷しなければなりません。
この範囲を外れて印刷された基準マークは、正しく検出されない場合があります。
基準マークには、周囲にクリアエリア分（5.08mm）の空白と、必要に応じてずれマージン分の空白を
設定しなければならないため、帳票周囲から若干空白を空ける必要があります。
以下に、基準マークの印刷可能領域を示します。

図 C.19　基準マークの印刷可能領域

項目 設定条件 備考

形状 長方形 －

マークの大きさ 幅 4.88mm～ 10.36mm 7.0mmを推奨

高さ 0.86mm～ 10.78mm 3.2mmを推奨

クリアエリア 上下 5.08mm以上 －

左右 5.08mm以上 －

配置 左基準マークの上端と右基準マークの上端を結ぶ直線
が帳票上辺・下辺と平行であり、かつ左基準マークの
左端と下基準マークの左端を結ぶ直線が帳票左辺・右
辺と平行であること。

－

印刷形態 塗りつぶし（網かけは不可） －

印刷濃度 PCS 0.7以上（黒色無光沢性） －

d

d

dd

1/4 1/4

1/4

1/4

d
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C.4 異種帳票処理のための帳票設計
異種帳票処理には、以下の方式があります。

- 帳票 ID識別方式

- 帳票レイアウト識別方式

ここでは、それぞれの帳票設計について説明します。

C.4.1 帳票 ID識別方式の帳票設計

以下に、帳票 ID識別方式で異種帳票処理を行う場合の帳票設計について説明します。

●基準マークの必要性
DynaEye EXは、以下の仕組みで帳票 ID識別方式による異種帳票処理を実現しています。

1. 帳票上の固定位置に印刷された帳票識別文字（帳票 ID）を最初に文字認識します。
2. その結果によって、当該帳票に適合する書式定義を特定します。
3. その書式定義を使って帳票認識を行います。
したがって、帳票 ID部分を認識する段階では帳票種類が特定できないため、帳票照合機能を利用する
ことができません。
このため、帳票 ID部分の認識では、以下のいずれかの方法をとる必要があります。

- 帳票の用紙端からの距離で文字位置を推定する方法（帳票エッジ方法）

- 基準マークを原点にして文字位置を推定する方法（基準マーク方法）

帳票エッジ方法で文字位置を推定するためには、以下のような特性を持ったスキャナが必要です。

- 画像の伸縮や帳票の蛇行が発生しない

- 帳票の背景が黒画素として読み取られる

DynaEye EXでは、このようなスキャナとして、光源選択可能でかつ黒背景ありで読取りできる fiス
キャナをサポートしています。
上記以外のスキャナでは、異種帳票処理を行うために帳票上に基準マークを印刷する必要があります。
上記スキャナを使用する場合であっても、帳票の印刷精度が低い場合は、基準マークを使用する必要
があります。
基準マークの設計規約については、“C.3　基準マーク付きの帳票設計”を参照してください。
また、混在して読み取るすべての帳票種類において、以下の項目は同一でなければなりません。

- 書式定義の雛型の解像度（画素密度）

- 帳票 ID認識方式（帳票エッジ方法か、基準マーク方法か）

- 帳票の幅・高さ（ドロップアウトカラー帳票で基準マークを使わない場合）

- 基準マークの左右間隔、上下間隔、基準マークの幅・高さ（基準マークを使う場合）

- 帳票 IDフィールドを構成する読取り領域数

- 帳票 IDフィールドを構成する、各読取り領域の位置・大きさ・桁数・フリー記入の有無・文字種
（字種限定）

!
注意

- 基準マークの検出誤りを防ぐため、基準マークと類似した形状・大きさの図形を印刷
しないでください。
以下に、類似図形の条件を示します。
・ 長方形の図形で、書式定義で指示した基準マーク寸法から（幅± 1.5mm以内
で、かつ高さ± 1.5mm以内）の範囲にあるもの、およびこれを 90度回転させ
たもの、および内部が黒および黒に近い濃い色で塗りつぶされていないもの

- 黒色禁止領域に基準マークを印刷しないでください。
なお、黒色禁止領域については、“C.2.3　レイアウト設計”の“● 黒色禁止領域に
ついて”を参照してください。

- 帳票の印刷、または複写のときに 1度以上傾いた場合、または左右・上下マーク間距
離が書式定義と 5％以上変動している場合、読取り結果は保証できません。
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●帳票 IDフィールドの設計
以下に、異種帳票処理が可能な帳票群の条件を示します。

- 同時に処理する全帳票の帳票 IDの位置や大きさが同じで、帳票 ID部分の書式定義は同一である
こと。

- 帳票 IDおよびその周囲のクリアエリアには、文字枠を含め、帳票 ID文字以外の印刷（ドロップ
アウトカラーは除く）・記入がないこと。

- 帳票 ID文字は、最大 12桁の手書き ANKS、または活字 ANKSのどちらか（複数箇所への分割も
可能）であること。

また、帳票 IDは基準マークの近くに配置した方が、位置決め精度が高くなります。
なお、クリアエリアの詳細は、“C.2.3　レイアウト設計”の［クリアエリア］を参照してください。

●非ドロップアウトカラー帳票での帳票 IDフィールドの設計
帳票 IDはプレ印刷とします。帳票 IDフィールドの位置検出のために基準マークを印刷する必要があ
ります。基準マークの設計については、“C.3　基準マーク付きの帳票設計”を参照してください。
非ドロップアウトカラー帳票では、帳票 IDフィールドに制限があります。特に、クリアエリア内に
は、帳票 ID文字以外の印刷や記入を行ってはいけないことに注意してください。
以下に、非ドロップアウトカラー帳票における帳票 IDフィールドの制限を示します。

表 C.5　非ドロップアウトカラー帳票における帳票 IDフィールドの制限

（注）字種としては数字のみの使用を推奨します。

●ドロップアウトカラー帳票での帳票 IDフィールドの設計
帳票 IDはプレ印刷とします。特に印刷精度の低い場合を除き、基準マークを印刷する必要はありませ
ん。
ドロップアウトカラー帳票では、帳票 IDフィールドも他の一般フィールドと同じ設計規約によって設
計します（一部の制限を除きます）。詳細は、“C.2　ドロップアウトカラー帳票の設計”を参照してく
ださい。
以下に、ドロップアウトカラー帳票における帳票 IDフィールドの制限を示します。

項目 帳票 ID フィールドでの制限

文字枠 印刷できません。

帳票 IDとして設定できるフィール
ド、および字形

手書き ANKS：JIS標準手書き字形（JIS X9006）（注）
活字 ANKS  ：OCR-Bフォント（JIS X9001）印字（注）

桁数 最大 12桁

帳票 IDフィールドの大きさとクリア
エリア

手書き ANKS：文字高さ（a）5～ 20mm（200,240dpi）、
                                                 5～ 10mm（300,400dpi）
活字 ANKS  ：OCR-BサイズⅠ

手書きのクリアエリア：
　左右（e）2.54mm以上、上下（f）2.4mm以上
活字のクリアエリア：
　左右（e）5.08mm以上、上下（f）2.4mm以上

印刷 基準マークで定まる読取り可能範囲内であること。
混在読取りするすべての帳票種類で同一の位置であること。
（基準マークとの相対位置）

e e

f

a

f
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C.4.2 帳票レイアウト識別方式の帳票設計

以下に、帳票レイアウト識別方式で異種帳票処理を行う場合の帳票設計について説明します。

（注 1）入力時の条件（濃度、傾き、汚れなど）によって識別できない場合があります。
確実に識別させたい場合は、帳票 ID方式を使用してください。

（注 2）以下の線分は、線分として認識されません。そのため、印刷要素や帳票を識別するための差異
には数えられません。

- 太さ 1mmより太い線分

- 実線以外の線（点線、破線、波線、二重線など）

C.5 手書き日本語フィールドの帳票設計
氏名・住所については、知識処理が効果的に機能するように帳票を設計することが認識率向上につな
がります。
以下に、一般的な例を示しますので、帳票設計を行うときに、参考にしてください。
なお、以下の帳票設計例は、フィールドの区切り方を示すものであり、配置は記入しやすいように自
由に行って構いません。
また、住所でマーク欄のある帳票を使用する場合の書式定義上の注意については、フリーピッチ文字
枠の場合、“C.5.2　フリーピッチ文字枠の帳票設計の例”の“ 住所の場合”を参照してください。

項目 帳票 ID フィールドでの制限

文字枠 ドロップアウトカラー、または枠の印刷なし

帳票 IDとして設定できるフィール
ド、および字形

手書き ANKS：JIS標準手書き字形（JIS X9006）
活字 ANKS  ：OCR-Bフォント（JIS X9001）印字

桁数 最大 12桁 

印刷位置 混在読取りするすべての帳票種類で同一の位置であること
（基準マークを利用する場合は、基準マークとの相対位置）

項目 条件

帳票サイズ A3版～ A7版

帳票に必要な印刷要素 2cm以上の縦線または横線が 5本以上（注 2）
線は、実線のみ

帳票に記入できる線 太さ 1mm以下の実線
1mmより太い実線や、実線以外の線（点線、破線、波線、二
重線など）は、線分として認識されない 

帳票に印刷できないもの - 写真（カラー写真、網点写真）
- カラー印刷
- 網かけ（帳票面積の 20％以上のもの）

帳票を識別するために必要な差異
（注 1）

帳票中の線分の 2割以上のものが、他の帳票と異なる位置や長
さであること（注 2）

その他の注意 線分が 1本でも異なる、または活字の印刷内容が異なる場合
は、帳票レイアウト識別されないことがある
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C.5.1 固定ピッチ文字枠の帳票設計の例

氏名の場合

例 1．

例 2．

住所の場合

例 1．

!
注意

- この場合は、必ず姓と名の間を 1マス空けて記入してください。1マス空けないで記
入すると、知識処理が正しく機能しません。

備考

- 2行をまとめて 1つのフィールドに設定できます。フィールドの設定方法は、“8.6　
読取り領域とフィールドの設定（手動設定）”を参照してください。

( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

( )
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例 2．

例 3．

例 4．

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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氏名・住所を組み合わせた場合

例

C.5.2 フリーピッチ文字枠の帳票設計の例

フリーピッチの文字枠に記入された住所、氏名を読み取るために必要な帳票例、書式定義上の注意点
について示します。

氏名の場合
フリーピッチ文字枠に手書き氏名を記入するような帳票を作成する場合、以下のことに注意してくだ
さい。

- 氏名には、必ずフリガナを付けてください。フリガナが付いていないと認識されません。

- フリガナの欄（フィールド）は、フリーピッチ文字枠にしないでください。

フリー記入する氏名欄は、例１のように「姓」と「名」が分かれている帳票を推奨します。

例 1．

例 2．

( )

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )
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住所の場合
ここでは、フリーピッチ文字枠に手書き住所を記入するような帳票を 4パターン示しています。
フリー記入する住所欄は、例 1および例 2のように行が分かれている帳票を推奨します。

例 1．
住所のフリー記入行が 1行ごとに分かれている帳票の例を示します（マーク欄あり）。

例 2．
住所のフリー記入行が 1行ごとに分かれている帳票の例を示します（マーク欄なし）。

例 3．
行の区切りがない帳票の例を示します（マーク欄あり）。

例 4．
行の区切りがない帳票の例を示します（マーク欄なし）。

備考

- この場合は、個々にフィールドを分けて設定します。
フィールドの設定方法は、“8.8　知識処理情報の設定”の“設定例”の例 2.を参照
してください。

備考

- この場合は、上下にフィールドを分けて設定します。
フィールドの設定方法は、“8.8　知識処理情報の設定”の“設定例”の例 3.を参照
してください。

備考

- この帳票の場合は、都道府県マークフィールドを設定し、それを含む日本語フィール
ドを設定します。詳細は、“8.6.4　フリーピッチ文字枠の手書き日本語フィールドの
設定”を参照してください。
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帳票設計上の注意
ここでは、フリーピッチ文字枠がある帳票を作成する場合の注意事項について示します。

- 住所欄の中に「郵便番号欄」や「電話番号欄」が含まれている帳票は、各項目の記入位置が明確に
区切られていなければなりません。
以下に、悪い帳票例を示します。左の帳票の場合、「〒」や「tel」の領域が枠で区切られていませ
ん。右の帳票の場合、「氏名」と「住所」が区切られていません。このような帳票は使用できませ
ん。

［悪い例］

- 住所欄の中にあるマークフィールドが、日本語記入欄よりも先にあるものは使用できません。

［悪い例］

- マークフィールドの設定では、それぞれの選択肢を 1つのフィールドとしません。まとめて 1つの
フィールドとしてください。また、記入マーク数は「1」としてください。

例 )
都道府県では 4個の読取り領域を 1つのマークフィールドとします。4つのマークフィールドにし
ません。

また、1つのマークフィールドに含まれる選択肢の数は、1～ 5個までです。

都道府県では 4個、市郡区は 3個

- 住所知識処理情報で関連フィールド情報を設定する場合、日本語フィールドやマークフィールドを
列挙する順番は、住所の並び順に合わせて設定してください。

例 )
知識処理情報の関連フィールドで、都道府県フィールドが丁目・番地フィールドの下にあったり、
市郡区マークフィールドが都道府県マークフィールドの上にあったりしてはなりません。

また、以下の帳票の場合、「住所」「都道府県マーク」「市郡区マーク」のようにマーク欄をまとめ
て後ろに列挙してください。マーク欄を前に列挙したり、「都道府県マーク」「住所」「市郡区マー
ク」のように列挙したりできません。

［良い例］

備考

- この帳票の場合は、1つの大きな日本語フィールドを設定します。

tel
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- 知識処理情報の関連フィールドで設定される日本語フィールドに、フリーピッチ文字枠と固定ピッ
チ文字枠が混在すると、読取りがうまく行われません。

- 住所欄に、フリガナ欄および郵便番号欄がなくても構いません。

- 氏名欄には、フリガナが必要です。ただし、フリガナフィールドにフリーピッチ文字枠は使用でき
ません。

- フリーピッチ文字枠の日本語フィールドが重複している領域は、読取りません。

- フィールドを大きく設計してください。

小さな文字は、認識率が低下します。漢字を記入する場合の 1つの文字の高さが、

6mm（400dpi）、7mm（200,240,300dpi）より大きく記入できるようなフィールド設計をしてくださ
い。詳細は、“付録 E　認識対象字種”を参照してください。

C.6 活字日本語フィールドの帳票設計
一般的な例を示します。帳票設計を行うときに参考にしてください。

C.6.1 活字日本語フィールドの帳票設計の例

例 1.

例 2.

備考

- 各項目を 1フィールドとして設定できます。フィールドの設定方法は、“8.6　読取り
領域とフィールドの設定（手動設定）”を参照してください。

 
1

1 2

2

                        

1

2

3

4

5
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備考

- 複数行を 1フィールドで設定できます。フィールドの設定方法は、“8.6.5　活字日本
語フィールドの設定”を参照してください。
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付録 D 活字 ANKSフィールドの書式定義

ここでは、活字 ANKSフィールドの書式定義について説明します。

D.1 活字 ANKSフィールドの書式定義の注意事項

フォント種類 対象字種 機能および注意事項

MS明朝 /MSゴシック 数字、記号 1種 (-) 12～ 14ポイントで印字された MS明朝またはMSゴ
シックを読取ります。（注 1）

OCR-B/拡張マルチ 数字、記号 1種 (-) 10cpiで印字された OCR-Bまたは拡張マルチフォント
を読取ります。

MS明朝 数字、英字、記号
8種 (-+*/.,￥=)

12～ 14ポイントで印字された MS明朝を読取ります。
数字、英字と 8種の記号をサポートします。印字の前
後や字間の空白を出力することができます。印字桁ご
とに読取り字種を限定するサブフィールド分割機能を
サポートします。数字、英字の混在読取りは 200dpiに
限り可能ですが、数字の 0と英字の Oは混在できませ
ん。（注 1）

MSゴシック 数字、英字、記号
8種 (-+*/.,￥=)

12～ 14ポイントで印字された MSゴシックを読取り
ます。数字、英字と 8種の記号をサポートします。印
字の前後や字間の空白を出力することができます。
印字桁ごとに読取り字種を限定するサブフィールド分
割機能をサポートします。数字、英字の混在読取りは
200dpiに限り可能ですが、数字の 0と英字の Oは混在
できません。（注 1）

OCR-B 数字、英字、記号
8種 (-+*/.,￥=)

10cpiで印字された OCR-Bについて数字、英字、8種
の記号をサポートします。印字の前後や字間の空白を
出力することができます。
印字桁ごとに読取り字種を限定するサブフィールド分
割機能をサポートします。
数字、英字の混在読取りは 200dpiに限り可能です。
（注 2）  

OCR-K カタカナ JIS X9003サイズ I相当で印刷された OCR-Kを読取り
ます。カタカナをサポートします。固定ピッチのみサ
ポートします。（注 2）

7B 数字、記号 1種
（-）

数字と 1種の記号をサポートします。
固定ピッチのみです。

ユーザー定義 （注 3） 数字、英字、カタ
カナ記号 12種
（.<+&￥*-/,>#=）

フリーピッチの場合、12～ 14ポイント、固定ピッチ
の場合、9(注 4)～ 14ポイントで印刷されたユーザー
定義文字を読取ります。数字、英字、カタカナと 12種
の記号をサポートします。
登録できるユーザー辞書は、最大 10種類です。英字、
カタカナは固定ピッチの場合のみ認識することができ
ます。
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（注 1）Windows環境でＭＳ明朝フォント、ＭＳゴシックフォントを印字する場合、プリンタ内蔵の
デバイスフォントは使用しないでください。

（注 2）OCR-Bフォントと OCR-Kフォントの混在読取りができるのは 200dpiのみです。

（注 3）活字 ANKS認識ユーザー辞書作成機能で作成した辞書で認識させるフォントです。

（注 4）文字間隔 1mmが必要です。また、小さな点が消える可能性があるのでゴミ取りサイズも必要
に応じて調整してください。

ゴミ取りサイズの調整は、［フィールド情報］ダイアログボックスの［拡張］タブにある、「ゴ
ミ取りサイズ」の幅、高さの値を変更して行います。

D.2 活字 ANKSフィールドの書式定義の機能
活字 ANKSフィールドの書式定義の機能について説明します。

●拡張マルチフォント
fiシリーズのイメージスキャナ（fi-5120C/fi-5220C/fi-4340C/fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/ fi-5650C/fi-
5750C）で使用できます。

●空白の出力
［フィールド情報］ダイアログボックスを表示します。

桁数

空白を含んだ桁数を指定します。

フリー記入

チェックをはずします。

文字種

印字される文字を設定します。
ここでは、「数字」を選択します。

以下のようなフィールドに対して、空白を含んだ認識結果が得られます。

認識結果

"b694bb2bbb20" となる（ただし、bは空白を示す）。
［フリー記入］のチェックをはずしたときには、フィールドの領域サイズをより正確に指定する必要が
あります。例のように 12桁のフィールドに対し、13桁分のフィールド領域を指定すると、1桁余計に
空白が出力されることになってしまい、12桁分より狭い領域を指定すると、認識が正確に行われませ
ん。
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さらに、12桁分の正しいサイズの領域が指定されたとしても、その位置が実際の印字位置から左右に
ずれていた場合、ずれた文字数分だけ認識結果もずれてしまいます。上下についても同様です。
このようなズレを防止するために、以下のように書式定義することをお勧めします。

位置ズレをしないための活字 ANKSフィールドの設定方法
1. ドロップアウトカラー帳票の場合
ドロップアウトカラー帳票の場合は、あらかじめ文字を印字した帳票イメージを用意しておくこと
をお勧めします。この場合、すべての桁に文字を印字しておいてください。

a）活字 ANKSフィールドを作成します。

b）［フィールド情報］ダイアログボックスで桁数を設定します（下図の場合は６）。
c）マウスカーソルを各辺に移動させて、枠をドラッグして枠サイズを変更します。各文字が
矩形枠の中心になるようにします。

d）フィールド枠の完成です。

2. 非ドロップアウトカラー帳票の場合
非ドロップアウトカラー帳票の場合は、周辺の罫線の状態から印字位置を特定してください。

a）活字 ANKSフィールドを作成します。

b）［フィールド情報］ダイアログボックスで桁数を設定します（印字桁数を指定してくださ
い）。

c）マウスカーソルを各辺に移動させて、枠をドラッグして枠サイズを変更します。印字部分
に矩形枠を合わせてください。

d）フィールド枠の完成です。

●サブフィールド分割
6桁のフィールドの中で、先頭 2桁には英字が印字され、後ろ 4桁には数字が印字されると分かって
いる場合、6桁を 1つのまとまりとして考え、数字、英字で読取りを行うよりも、先頭 2桁は英字の
みで読取り、後ろ 4桁は数字のみで読取りを行う方が、認識精度が向上します。

2 2 0 0 4 1

2 2 0 0 4 1

2 2 0 0 4 1
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桁数

合計の桁数を指定します。
ここでは「6」を指定します。

フリー記入

チェックをはずします。

サブフィールド分割

チェックします。

文字種

印字される文字を設定します。
ここでは、「数字」、「英字」を選択します。

フィールドとして指定した領域が、以下のような 6個の領域に分割して表示されます。

各桁ごとに、【Shift】キーを押しながらダブルクリックします。
［フィールド情報］ダイアログボックスが表示されます。
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文字種

印字される文字を設定します。
最初の桁は、「英字」を選択します。

以上の操作を繰り返すことによって各桁ごとに字種を指定することができます。

●混在読取り
数字と英字の混在読取りは 200dpiのみサポートしています。ただし、200dpiであっても桁ごとに字種
が決まっている場合、サブフィールド分割を使用した方が認識精度を上げることができます。
MS明朝、MSゴシックでは、数字の 0と英字の Oは混在読取りができません。
したがって、あるフィールドに数字または英字を印字する場合でも、数字０か英字 Oのどちらかは印
字文字として使用できないことになります。
英字の Oを使用しない場合、書式定義は次のように行ってください。

文字種

印字される文字を設定します。
「英字」をチェックすると、英字 Oも含まれてしまいますので、「英字」のチェックをはずします。
「字種限定」をチェックし、英字 O以外の英字を記入します。
使用される英字が、さらに限定できるなら、「字種限定」のテキストボックス中には、使用する字種の
みを記入してください。
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付録 E 認識対象字種

ここでは、認識対象字種について説明します。

E.1 手書き日本語の字種
以下に、DynaEye EXで読取り可能な手書き日本語の字種を示します。

JIS第一水準漢字　　  2965字種（全字種）
非漢字　　　　　　　217字種
その他の漢字                646字種

以下に、読取り可能な手書き漢字の字種一覧を示します。
なお、この表は、読取り対象字種の字形と、その字形を正しく認識したときに、DynaEye EXが出力す
るシフト JISコードを示しています。
以下に表の見方を示します。

この場合、「亜」という字種に対しては、シフト JISコードの "889f"を出力することを意味していま
す。

備考

- 読取り可能な手書き漢字の字種の合計は、3828字種です。
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E.2 活字日本語の字種
以下に、DynaEye EXが読取り可能な活字漢字の字種を示します。
認識対象文字種は、全角 3313種＋半角 155種です。
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●全角 3313字種

記号 117字種

数字 10字種

英字 52字種

ひらがな 83字種

カタカナ 86字種

JIS第一水準漢字 2965字種（詳細省略）

●半角 155字種

記号 36字種

数字 10字種

英字 52字種

カタカナ 57字種
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付録 F 帳票記入上の留意点

ここでは、性能を最大限引き出すために、帳票記入上の留意点について述べます。

F.1 認識率について
DynaEye EXによる入力システムにおいて、最も重要な要素は「認識率」です。この認識率は記入者の
わずかな注意により大幅に向上し、この結果、修正までを含めたトータルの処理効率を上げることに
なります。特に、手書き文字の場合は、記入者の書き方次第で大きな差が出てくるため、記入者の理
解と協力を得るための教育が必要です。

F.2 記入帳票の作成
DynaEye EXを効率的に運用するためには、帳票の記入に留意しなければなりません。

F.2.1 手書き文字の記入

手書き文字の記入については、次の点について留意する必要があります。

- 記入字形

- 筆記具

- 消去方法

- 下敷き

(1)各文字の一般的注意（数字・英字・カナ・記号）
各文字に共通した下記の注意を守るだけでも認識率は大幅に向上します。

- 大きさを十分に

大きさも形の一部です。文字枠の上または下半分に書くように指定された文字を除き、文字枠に対
して十分大きく書いてください。

前記の 7文字以外は文字枠全体に大きく、くっきりと記入します。文字そのものが小さいと、必要
なセリフ（文字の書き始めや終わりにつけるカギ型のかざり）が記入されていても効果のないもの
になります。
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- 記入枠からはみ出さない。

- 余計なハネを付けない。

- ループはきちんと閉じる。

- 必要なかざりははっきりと付ける。

- 一様な筆圧、同じ線幅でしっかりと書く。

(2)漢字文字の一般的注意
ANKSと同様、以下の注意を守ることで、認識率は大幅に向上します。

- 大きさを十分に

下記の小文字を除いて、文字枠に対し十分大きく記入します。

上の文字以外は文字枠全体に大きく、くっきりと記入します。記入枠をはみだしたり、 極端に小さ
い文字を記入したりしないでください。
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- 線素および、偏・つくりなどをバランスよく記入する。

- 水平、垂直、斜めの線素はそれぞれ正しく記入する。また、文字全体を極端に傾斜させたり、角を
丸めて記入しない。

- 不必要な「はね」や「かざり」をつけない。また、「はね」や「はらい」が必要な場合でも、極端
に大きく記入しない。

- 点は、小さすぎたり、大きすぎたりしない。

- 略字体で記入しない。

- 続け文字を記入しない。

- カナの濁点・半濁点付の文字は 1つの文字枠に記入する。

(3)漢字の類似文字について
ひらがな、カタカナの濁点・半濁点付き字形には、特に注意が必要です。
これらの文字の全体から見ると微小な差である「゛」と「゜」については、"表 F.7  手書きカナ記入の
注意事項（4/4）"を参照して記入してください。

ぱ・ば 、 ぴ・び 、 ぷ・ぶ 、 ぺ・べ 、 ぽ・ぼ

微小ループは、明確に記入します。
ぬ・め 、 ね・わ 、 る・ろ
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漢字には、点の有無（玉と王）、微小な線素の差異（徴と微）、または類似した線素の位置の違い（大
と丈）で異なった字種を表す例が多数あります。この他に、くずし書きや乱暴に書いたために、1文
字ずつ取り出して見る限り、複数個の字種のどれであるかを判別することは、人間にとっても困難で
あるときがあります。したがって、文字は楷書で、ていねいにかつ他の字種と紛らわしくならないよ
うに明確に記入する必要があります。特に注意が必要な点は以下のとおりです。

- 突出しの有無

夫・天 、 占・古 、 刀・力 、 午・牛 、 由・田・甲・申 、 大・丈

- 点角の有無

九・丸 、 埋・理 、 玉・王・主

- 線素の長短

士・土

- 線素の傾斜

千・干 、 官・宮

- 線素の接合の有無、 バランス

台・合 、 文・丈 、 定・足 、 丸・札

- 部首などの局所微小差

慨・概 、 綱・網 、 微・徴

(4)標準文字字形
以下に、手書き数字、英字、カナ、記号の標準文字字形を示します。
なお、手書き日本語については、“E.1　手書き日本語の字種”を参照してください。

図 F.1　手書き数字

図 F.2　手書き英字

図 F.3　手書きカナ
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図 F.4　手書き記号

（注 1） ；（セミコロン）を表します。

（注 2） ￥（円記号）を表します。

（注 3） ＆（アンパサンド）を表します。

（注 4） ／（斜線）を表します。

（注 5） ’（アポストロフィ）を表します。

（注 6） ｜（縦線）を表します。

（注 7） ＿（アンダーライン）を表します。

（注 8） ＾（アクサンシルコンフレックス）を表します。

備考：（　）内の名称は JISによります。

(5)各文字記入の注意
以下に、手書き数字、英字、カナ、および記号の注意事項を示します。

表 F.1　手書き数字記入の注意事項

備考：□で囲まれた文字については特に注意が必要です。
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表 F.2　手書き英字記入の注意事項（1/2）
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表 F.3　手書き英字記入の注意事項（2/2）

備考：□で囲まれた文字については特に注意が必要です。

表 F.4　手書きカナ記入の注意事項（1/4）
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表 F.5　手書きカナ記入の注意事項（2/4）
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表 F.6　手書きカナ記入の注意事項（3/4）
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表 F.7　手書きカナ記入の注意事項（4/4）

備考：□で囲まれた文字については特に注意が必要です。

表 F.8　手書き記号記入の注意事項（1/2）
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表 F.9　手書き記号記入の注意事項（2/2）
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(6)英数記号カナ 4種混在読取りについて
英数記号とカナ文字は発祥文化から異なるため、類似文字に関しては、単独では人間でも判別できな
いことがあります。
この類似文字のペアについては、特に注意して記入する必要があります。
以下に、混在読取り時に記入者が意識する必要があるペア、および記入上の注意を示します。

表 F.10　混在読取り時の記入上の注意事項（1/2）
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表 F.11　混在読取り時の記入上の注意事項（2/2）

(7)濁点・半濁点付文字について
DynaEye EXでは濁点・半濁点を独立した一文字枠に記入する方法と、濁点・半濁点付文字として、一
文字枠内に一緒に記入する方法のどちらでも認識することができます。
読取り可能な濁点・半濁点付文字を以下に示します。

- 濁点付文字

ヴ ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ

- 半濁点付文字

パ ピ プ ペ ポ

濁点・半濁点付文字の記入例として不適切な例を以下に示します。

- 記入文字枠内に濁点・半濁点がはいっていない。
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- 濁点・半濁点がカナ文字と分離していない。

- 濁点・半濁点がカナ文字の大きさに比べ 1/2以下でかつ、右上すみに記入されていない。

(8)筆記具
手書き文字の認識率に影響する重要な要因であるため、システム設計時にどれを選択するか慎重に検
討する必要があります。以下に、それぞれの長所・短所について示します。
誤読や読取り不能の最大要因は、書き方や筆記具による線切れです。筆圧、筆記用具による薄い線、
先が細いために発生する細い線についても読取り部が感知できないため、同様の現象となります。
しかし、先の太い鉛筆による太い線は、必要なしっかりとした線が描けないため、また、柔らかい芯
の鉛筆は、記入時の汚れの原因となるため好ましくありません。

表 F.12　筆記具一覧表

備考 ◎：大変優れている　　○：優れている　　△：普通　　×：適さない

(9)消去方法
十分に消されていない消し残りや、消しゴムのカスによって、誤読や読取り不能になることは意外に
多くあります。したがって、消しゴムの使い方には特に注意してください。また、考え方を変えて、
誤りやすい箇所、変更になりやすい箇所は再記入フィールドを設けるようにします。
十分に消してもへこみが残っている場合があり、読取り不能や誤読の原因となるので注意してくださ
い。
次に、消去方法についての注意を述べます。

1.  使用消しゴム
プラスチック製で汚れのないものを使用します。

2.  消しカス
ハケなどで帳票上から完全に消去します。
机上の消しカスが帳票裏面に付着する場合も多いので、作業台の上もきれいに管理する必要があり
ます。

3.  修正液
修正液を塗布することによる凸凹や、帳票下地との反射率の差が発生することから、塗布部分以外
の部分にも悪影響を与えることがあるので、修正液を使用しないでください。

4.  読取り対象外の記入

筆記用具 認識率 書換え防止 備考

シャープペンシル
0.5mmHB

◎ × 認識率としては最良です。

鉛筆 HB △ × 鉛筆の先の状態を良好に管理する必要があります。

水性黒ボールペン ○ ○ - 速乾性に欠け、乾くまで少し待つ必要がありま
す。

- 文字枠内に案内点（線）を入れると弾かれま
す。

市販黒ボールペン ○ ◎ 銘柄により差がありますので、選択には注意する
必要があります。
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一般事務で行われる以下のような訂正方法は、文字認識には適しません。
・ 訂正文字の読取り結果は保証しません。
・ 訂正文字が上の行の文字に影響を及ぼすため、上の行の文字の読取り結果についても保証しま
せん。

図 F.5　読取り対象外の記入

(10)下敷
柔らかい台の上で強い筆圧で記入すると、紙面にへこみが発生します。スキャナは光学的に反射で読
取りを行っているため、紙面のへこみは読取り不能や誤読の原因となります。このため、記入時は硬
い下敷を使用する必要があります。

F.2.2 活字文字の印字

活字文字の読取り率を大きく左右するものは、印字品質です。このため、特に以下の点に留意する必
要があります。

- 印時機種の選定

- トナー／リボン寿命の管理

- 印時状態の管理

また、印刷データに付加可能なチェックディジットを必ず付けてください。印刷帳票のターンアラウ
ンド処理は回収経路により帳票の品質は劣化し、そのデータ量も多いのが一般です。可能な限りの
チェックがデータに付加されていれば、処理後のデータの信頼性は飛躍的に向上します。
所定の運用条件を設定し、テスト印字したものについて事前に読取りテストを行ってください。

(1)印字品質
良好な印字品質を保持し、高い読取り率にするには、以下の項目について十分注意してください。

1. コントラスト
印字された文字は、用紙に対してできるだけコントラストを持つようにします。
一応の目安として黒い印字は、平均して用紙の反射率の 50％以下であるようにします。

2. 欠け（void）と汚れ（spot）
印字欠け、汚れの発生するときは、その数をできるだけ少なくし、欠け、または汚れ同士はできる
だけ離します。
次の場合は動作上許される限界です。
・ 目測で、直径 0.2mmの円内に欠けや汚れが収まり、しかもこれが 2つ以上ある場合は、1mm
以上離します。

!
注意

- 手書きフィールドに活字文字を印字・印刷しても認識できません。ただし、やむを得
ず印字する必要がある場合は、数字に限り JIS X9006の字形に基づくフォントを使用
してください。その他の字種（英字、カタカナ、ひらがな、記号、漢字）については
評価が必要です。
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・ 小さな汚れ、または欠けの集合が、直径 0.2mmの円内に入っていて、かつ、円の 1/3以下の面
積しか占めないようにします。

3. 文字の線幅
文字の線幅はできるだけ標準に近くします。OCR-Bフォントの標準線幅は、0.35mmです。

4. 文字の傾き
個々の文字が帳票の基準端に対して、以下のように± 3°以内の傾きに収まっているようにしま
す。

図 F.6　文字の傾き

5. 活字 ANKS使用時の注意
以下の点に注意し、印字濃度およびイメージ読取り濃度を設定してください。
・ 印字濃度およびイメージ濃度が薄すぎないようにしてください。

- 文字の一部が欠ける場合があります。

以下の例の場合、かすれによって文字の一部が欠けています（正しい文字は「4」と「5」
です）。

・ 印字濃度およびイメージ濃度が濃すぎないようにしてください。

- 湾曲している部分の先端が、他の部分と接触する場合があります。
この場合、本来存在しない閉ループが発生します。
以下の例の場合、つぶれによって閉ループができています（正しい文字は「6」と「9」）。

- ループ部分など、細かな部分につぶれが発生する場合があります。

- 文字線が太くなり、隣接する文字などと接触する場合があります。

6. 活字日本語使用時の注意
以下に、活字日本語領域内への印字上の注意点を示します。
・ 1行中に異なるサイズは使用できません。

・ 行中に印字サイズの異なる場合は、1行ずつに分けて領域を取ります。複数行に異なるサイズ
がある場合、1つのフィールドで認識はできません。
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・ 縦長・横長といった、文字の縦横比が異なる印字文字は認識できません。

・ アンダーライン付きの文字は認識できません。

・ 斜体文字や飾り文字は認識できません。

・ 印字濃度およびイメージが濃すぎないようにしてください。
詳細は、“5.　活字 ANKS使用時の注意”を参照してください。

(2)印字装置
1. OCR-Bフォントの印字

OCR-Bフォントの印字には、OCR-Bフォント印字をサポートしたプリンタ装置、または、当社製
「OCR-Bフォント for Windows」をレーザービームプリンタなどの電子写真式プリンタで印字しま
す。
数字と英字の混在読取りができるのは 200dpiのみです。
印字サイズは、JIS X9001のサイズ Iとします（字枠の幅が 1.40mm、高さが 2.40mm）。

2. 富士通ドットプリンタフォントの印字
富士通ドットプリンタフォントとは、FMVシリーズ（ただし、FMシーケンスでの印字に限る）
に接続されるドットプリンタの印字フォントを示しており、該当機種で印字された ANKモードの
数字および JEF（漢字）モードの半角数字を読み取ることができます。
ドラフト印字や高速印字された文字は印字品質が悪いので、読取りに適当ではありません。
また、リボン長の短いリボンカセットを搭載するプリンタの場合も、印字濃度が DynaEye EXの要
求するレベルを早期に下回るものがあります。富士通ドットプリンタフォントの読取りには、fi-
5120C、fi-5220C、fi-4990C、fi-4860C、fi-4340C、fi-5530C、fi-5650C、fi-5750Cが必要です。

3. MS明朝・MSゴシックフォントの印字
 MS明朝・MSゴシックフォントの印字には、レーザービームプリンタなどの電子写真式プリンタ
を使用します。
印字サイズは 12～ 14ポイント（半角のみ）、数字、英大文字および記号（－＋＊／＝．，￥）が読
取り可能です。
また、数字と英字の混在読取りができるのは 200dpiのみです。
ただし数字の 0（ゼロ）と英字の O（オー）の混在はできません。
なお、該当機種でも OCR-Bフォントが印字可能な機種では、OCR-Bフォントの使用を推奨しま
す。
印字された文字と文字の間の距離（字間）が非常に近い場合（文字と文字との間隔が狭い場合）、
正しい認識結果が得られない場合があります。
文字と文字との間隔は、1mm（推奨）以上離れていることが運用上望ましいです。
一部のソフトウェアでは文字と文字との間隔の指定が可能な場合があります。この場合、たとえば
「標準」というような指定を行ったとしても、実際の文字間隔は 1mmより狭くなる場合もありま
す。文字の抽出がうまく行えず正しい認識結果が得られない可能性がありますので、印刷したとき
の文字間隔が 1mm以上になるような設定を行ってください。

4. OCR-Kフォントの印字
OCR-Kフォントの印字には、OCR-Kフォント印字をサポートしたプリンタ装置、または、当社製
の「OCR-Bフォント 2.1 for Win（OCR-Kフォントも使用可能）」でレーザービームプリンタなどの
電子写真式プリンタで印字します。
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印字サイズは、JIS X9003サイズ Iとします。なお、字種は、カタカナの読取りが可能です。
5. 7Bフォントの印字

7Bフォントの印字には、7Bフォント印字をサポートしたプリンタ装置で印字します。
なお、字種は、数字、記号（-）の読取りが可能です。
エンボス文字をコピーする場合は、汚れや、かすれにより、読み取りできない場合があります。

F.2.3 マークの記入

以下に、マークを記入するときの注意を説明します。

枠内に記入する場合

- 隣の文字枠やマーク枠にはみ出さないように記入してください。

はみ出した枠を誤認識することがあります。

はみ出しを避けるためには、丸を記入してもらうことも有効です。

- 枠の中に大きく記入してください。

ほんの少ししか記入されていない場合、マークが検出できないことがあります。

プレ印刷の上に記入する場合

- プレ印刷から若干離して記入してください。

重ねて記入すると、マークが見つからないことがあります。

- 隣の文字枠やマーク項目にはみ出さないように注意してください。

枠内に記入するときと同様、誤認識の原因となります。
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F.2.4 帳票記入時の注意

帳票を記入する時の注意を説明します。

(1)姓名フィールド記入時の注意
以下に、姓名フィールド記入時の注意を説明します。

- 知識処理の情報として姓名を設定し、1つのフィールドに姓と名を記入する場合は、姓と名の間に
空白を空けてください。

(2)フリーピッチ文字枠手書き日本語の帳票記入上の注意
以下に、フリーピッチ文字枠に日本語を記入する場合の注意を説明します。

- 文字は、隣の文字と重ならないように記入してください。

- 文字の大きさや、文字と文字の間隔は、なるべくばらつきがないように記入してください。

- 行の区切りのない帳票では、上の行にある文字と下の行にある文字とが重ならないように記入して
ください。

- マークフィールドのある住所欄で、マークで書く文字を重複して記入しないでください。

例 )
以下のような帳票に「東京都千代田区」と記入する場合、住所１フィールドには「東京」と記入
し、「都」はマークを囲みます。住所１フィールドに「東京都」まで記入しないでください。

- 住所を複数行に渡って記入する場合、住所の階層区切り（県、市、区など）で改行してください。

例 )
［良い例］　　　　　　　　　　　　　　　［悪い例］

- 氏名が同一フィールドになっている帳票の場合、「姓」と「名」の間に 1文字以上の空白を入れて
記入してください。フリガナフィールドでも、「セイ」と「メイ」の間に一文字以上の空白を入れ
てください。以下に、良い例を示します。
また、必ず、「姓」「名」の順に記入してください。
なお、フィールド情報で設定する桁数には、「姓」と「名」の空白も一文字として数えてください。

1 2
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付録 G  帳票読取り時の注意事項

ここでは、帳票読取り時の注意事項と、スキャナのサポート可否について説明します。

G.1 帳票読取り時の注意事項
- fi-5120C/fi-5220C/fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5650C/ fi-5750Cを使用して A4サイズの帳票を読み
取る場合、帳票の縦方向（長辺方向）が搬送方向になるようにセットしてください。

- fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5650C/fi-5750Cを使用してドロップアウトカラー帳票および拡張ド
ロップアウトカラー帳票を読み取る場合、帳票のサイズは B4サイズが上限となります。

- fi-4340Cイメージスキャナを使用してドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー
帳票を読み取る場合、帳票サイズは A4サイズが上限となります。なお、帳票を読み取ることがで
きるのは、ADF表面のみとなります。ADF裏面、フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳
票および拡張ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

- fi-5220C/fi-5750Cイメージスキャナを使用してドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウ
トカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF使用時のみとなります。フラットベッドでは、
ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票を読み取ることはできません。

- 黒背景ありで読取りできる fiスキャナ（fi-5120C/fi-5220C/fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5650C/fi-
5750C/fi-4340C）を使用して、黒背景付きで読み取ったイメージデータは、雛型帳票および記入済
み帳票ともに帳票レイアウト識別には使用できません。帳票レイアウト識別で異種帳票処理を行う
場合は、［黒背景なし］で読み取ってください。

G.2 スキャナのサポート可否
以下に、fiシリーズのスキャナのサポート可否について示します。

 ○：サポート
 ×：未サポート

区分 条件 fi-4010CU,
fi-5110C

fi-5120C,
fi-5220C

fi-5530C,
fi-4860C,
fi-4990C,
fi-5650C,
fi-5750C

fi-4340C

ドロップアウトカラー帳票
および拡張ドロップアウト
カラー帳票の読取り

ADF両面 × ○ ○ －

ADF表面のみ × － － ○

ドロップアウトカラー帳票
および拡張ドロップアウト
カラー帳票のサイズ

上限：B4 － － ○ －

上限：A4 － ○ － ○

富士通ドットプリンタフォ
ントのサポート

なし × ○ ○ ○
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備考

- スキャナの新機種や旧機種についてのサポート情報、および、各 fiスキャナでドロッ
プアウトできる色の情報については、弊社ホームページの「DynaEye EX製品情報」
に最新情報を公開しています。
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付録 H データチェック機能

ここでは、データチェック機能について説明します。

H.1 データチェックとは
データチェックとは、認識結果に対して、それが妥当かどうかを与えられたルールに沿ってチェック
する機能です。
データチェックでは、以下のようなチェックが行えます。

- 数値の範囲チェック

例

"数量 "のフィールドは 1000以下の数値が記入される。

- 桁数チェック

例

"会員番号 "は７桁の文字記入が必要である。

- 日付チェック

例

"生年月日 "が実在の日付である。
誤認識、または帳票記入ミスの場合、データチェックで正しくないとみなされます。このことを「論
理エラー」といいます。
データチェックで論理エラーを検出すると、検出されたフィールドにフラグを設定します。修正画面
では、このようなフィールドの色を変えて表示するため、ユーザーは認識の誤りのチェックを容易に
行えます。

H.2 データチェックの例
ここでは、簡単なデータチェックの例を示します。
データチェックは、フィールド名をカギ括弧 (［　］)で囲むことによって認識結果を参照でき、カン
マ ( ,)で区切って複数の条件を記述できます。

［例 1］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- ［単価］と［数量］の認識結果の乗算が、［合計］の認識結果と等しい。

- ［単価］の認識結果が 1000以下であること。

データチェックの式は以下のようになります。

［単価］*［数量］==［合計］,［単価］<= 1000
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［例 2］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- ［合計 1］、［合計 2］、［合計 3］の認識結果を、組込み関数 "sum"で合計し、その結果を一時変数
"total"に代入する。

- "total"の内容が 500以上であること。

- "total"の内容が 100000以下であること。

データチェックの式は以下のようになります。

［例 3］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。"@"はチェックするフィールドの
省略記号です。

- ［金額 1］、［金額 3］、［金額 5］の合計がチェックするフィールドの認識結果に等しい。ただし、
［金額 2］、［金額 4］は存在しないものとする。

［例 4］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- ［単価 1］×［数量 1］＋［単価 2］×［数量 2］＋［単価 3］×［数量 3］が［合計］に等しい。

［例 5］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- ［年号］、［年］、［月］、［日］の認識結果が実在の日である。ただし、［年号］はマークフィールドで
あり、明治・大正・昭和・平成の 4つのうちから 1つにマークされているものとし、マークフィー
ルドの認識結果は 4桁の文字列として出力され、左の桁から明治・大正・昭和・平成を表す。

［例 6］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- ［金額 A］を左から 6桁までを整数部、それ以降を小数部として数値に変換し、一時変数 Aに代入
する。

- ［金額 B］を小数点付きのフィールドとして数値に変換し、一時変数 Bに代入する。

- Aと Bの差が 1000以上である。

［例 7］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- ［金額 1］、［金額 2］、［金額 3］を整数部 5桁として数値変換し、総和を求め、一時変数 total1に代
入する。

- ［合計金額］を小数点付きフィールドとして数値に変換し、一時変数 total2に代入する。

total = sum ([合計 1], [合計 2], [合計 3]), total >= 500, total <= 100000

sum(［金額 1..5］)==@

sumprod(［単価 1..3］,［数量 1..3］)==［合計］

jdate(first(［年号］),［年］,［月］,［日］)

A=number([金額 A],'N6'),B=number([金額 B],'N*'),A-B > 1000 || B-A > 1000
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- total1と total2が等しい。

［例 8］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- マークフィールド［選択項目］の項目のうち、1つだけがマークされている。

［例 9］
以下のような条件を設定します。なお、［　］はフィールド名です。

- ［入金月］と［入金日］がともに記入されていたら日付チェックを行う。

［例 10］
以下のような条件を設定します。なお、"@"はチェックするフィールドの省略記号です。

- 文字間に空白がはいっていない。（文字間空白不可チェック）

H.3 データチェックの対象フィールド
以下に、データチェックが対象になるフィールドを示します。

- チェック可能、かつデータチェックの式からの参照も可能なフィールド

・ 手書き ANKSフィールド
・ 活字 ANKSフィールド
・ 手書き日本語フィールド
・ 活字日本語フィールド
・ マークフィールド

- チェック不可能、かつデータチェックの式からの参照も不可能なフィールド

・ イメージフィールド
・ バーコードフィールド
・ 画面入力フィールド
・ 知識処理情報に設定されたフィールド

H.4 データチェック機能の一覧
表 H.1に、データチェック機能の一覧を示します。

setn('N5'),total1=sum([金額 1..3]),setn('N*'),total2=[合計金額 ],total1==total2

length(［選択項目］)==1

if(!blank([入金月 ]) && !blank([入金日 ])){mdate ([入金月 ],[入金日 ])}

strlen(ltrim(rtrim(@))) == length(@)
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表 H.1　データチェック機能の一覧

項目 内  容

数値計算 有効範囲 整数部 104桁、小数部 32桁の固定小数点、負数が使用できます。

演算 四則計算（加減・乗除の優先判断あり）。
ただし、除算は小数点以下は切り捨てられます。

括弧の使用 最大 6重（論理演算の括弧も含む）。

その他 小数部が 32桁で収まらない場合、33桁目は切り捨てられます。
整数部が 104桁で収まらない場合（オーバーフローの場合）、演算結果は
正しくなくなります。0除算はチェックされ、エラーを返します。

数値比較 大小比較と等しいことのチェックができます。C言語の記述に準拠します
（文字列の比較はユーティリティ関数を使用してください）。

論理演算 論理 AND、ORおよび論理否定による条件の結合ができます （&&、||お
よび !による）。括弧も併用できます。
ただし、数値計算の括弧を含めて最大 6重までです。
論理演算は論理演算子、関係演算子を含むチェック式、または関数だけの
チェック式に対して有効です。

認識結果の参照 フィールド名をカギ括弧（［ ］）で囲むことによって記述します。チェッ
ク式が設定されたフィールドは、@と省略記述することもできます。

日本語フィールド、知識処理対象フィールド、イメージフィールドは
チェック対象外です。他のチェック式からも参照できません。

一時変数 変数に代入された時点で生成され、1つのデータチェック式が評価終了さ
れると消滅します。変数名は先頭が英字、2文字目以降が英数字で最大 16
文字まで識別します。大文字、小文字の区別はしません。
ifと elseは変数名として使用できません。
変数型に数値と文字列の区別はありません。
文字列であれば最大 136桁、数値であれば前記数値の有効範囲まで格納で
きます。

ユーティリティ関数 データチェックによく使う関数をサポートします。以下に例を示します。
sum関数のように可変長の引数もサポートしています。
年月日の妥当性チェック  ydate(year,month,day)
引数の合計を計算             sum(data1,....)
記入された桁数を返す      length(value)

条件判断 条件付きのチェック式を記述するには以下のように記述します。

「条件」が満たされるとき「チェック式 1」を評価し、「条件」が満たされ
ないとき「チェック式 2」を評価します。ただし、「条件」とは論理演算
子、関係演算子を含むチェック式、またはユーティリティ関数だけの
チェック式です。 else以下は省略できます。 

文字数 チェック式は半角換算で 512文字まで記述できます。

その他 シングルクォーテーション（'）による文字列定数を使用できます。ただ
し、関数の引数と変数への代入のみに有効です。

 <  >  <=  >=  ==  !=

 記述例：@ <= 99

  記述例：ydate([年 ],[月 ],[日 ]), length( [従業員番号 ] ) == 6

 if(条件 ) {チェック式 1} else {チェック式 2}
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［データチェックの式を記述する文字コードについて］
式として記述する数字、演算子、変数名、関数名、記号（［ ］＠ ' .. ,）は、半角文字でなければなりま
せん。ただし、フィールド名、文字列定数では半角、全角の両方が使用できます。

［範囲指定付きフィールド変数の指定方法］
ユーティリティ関数 sum、sumprodには、引数として範囲指定付きフィールド変数が指定できます。た
だし、この場合フィールド名の末尾に半角の数字を付けるようにフィールド名を決める必要がありま
す。
単価 1、単価 2、単価 3の 3つのフィールドをまとめて表す場合は、最初のフィールド名を書いたあと
にピリオド（.）を 2つ付けて最後の末尾数字を付けます。
以下に、例を示します。

なお、上記の例では、3つのフィールド単価 1、単価 2、単価 3のすべてが存在する必要はありません
が、少なくとも 1つのフィールドは存在する必要があります。また、上記の例では、単価 00001、単
価 00002といったフィールドが存在しても参照されません。単価 00001、単価 00002を参照する場合
は、以下のように指定します。

この場合、単価 1、単価 001、単価 2といったフィールドが存在しても参照されません。

［演算子の優先度について］
以下に、演算子を優先度の高いものから順に示します。

［マークフィールドの認識結果について］
データチェックからマークフィールドの認識結果を参照する場合は、マークの各項目で設定した出力
文字の先頭文字のみを参照します。また、マークされていない項目は 1文字の空白として扱われます。
したがって、出力文字を "平成 "、"昭和 "、"その他 "と設定した 3つの項目からなるマークフィール
ドがあったとき、"昭和 "にマークされていれば、マークフィールドの参照結果は以下のようになりま
す（□は空白を表します）。

［単価 1..3］

［単価 00001..3］

1 - 単項マイナス

2 ! 論理否定

3 *,/ 乗除算

4 +,- 加減算

5 ==,!=,>=,<=,>,< 関係

6 && 論理 AND

7 || 論理 OR

□昭□
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H.5 データチェック処理のユーティリティ関数
以下に、データチェック処理のユーティリティ関数の一覧を示します。

［「合計の計算」関数一覧］

［「日付・時間のチェック」関数一覧］

関数 形式 概要

sum sum(var1, ...) 与えられた引数を数値として、すべての引数の合計を求めます。
オーバーフローのチェックはしていません。

sumprod sumprod(var1,var2) 与えられた引数を数値として、var1と var2の積和を求めます。
範囲指定付きのフィールド変数と併用することで、Σ(単価×数
量 )の計算を簡単に行えます。

関数 形式 概要

day day(d) 与えられた引数 dを数値として、1≦ d≦ 31の範囲にあるかどう
かをチェックします。
日付のチェック用です。
引数の値そのままが復帰値として返ります。

month month(m) 与えられた引数 mを数値として、1≦m≦ 12の範囲にあるかど
うかをチェックします。
月のチェック用です。 
引数の値そのままが復帰値として返ります。

mdate mdate(m, d) 与えられた引数 mを月、dを日とし、m月 d日が実在する日付か
どうかをチェックします。 1月 1日を 1として、与えられた日付
が何日目になるかを返します。
ただし、2月 29日も実在の日付とみなして計算するため、3月 1
日の場合は、61(31+29+1)となります。
実在しない日付の場合は、0（ゼロ）を返します。

ydate ydate(y, m, d) 与えられた引数を数値として、西暦 y年m月 d日が実在する日付
かどうかをチェックします。与えられた日付のユリウス日 (Julian 
Day Number)を返します。
ただし、1583 ≦ y ≦ 2100とし、西暦 1583年以前の日付は
チェックできません。また、西暦 2100年以降の日付は誤りとみ
なされます。

jdate jdate(h, y, m, d) 和歴の妥当性をチェックします。
与えられた引数を数値として、年号 hの y年 m月 d日が実在する
日付かどうかをチェックします。与えられた日付のユリウス日
(Julian Day Number)を返します。
ただし、hは 1～ 4までの数であり、以下のように表します。

1：明治
2：大正
3：昭和
4：平成

なお、y ＞ 112(西暦 2100年 )のときは、誤りとみなされます。
また、与えられた日付が旧暦の場合の復帰値は、概算値となりま
す。

time time(hh, mm) 与えられた引数を数値として、hh時mm分が時刻として妥当かど
うかをチェックします。0時 0分からの経過時間（分）に変換し
た値にして返します。与えられた時刻が存在しない場合、復帰値
は 0になります。
ただし、24時間制の時刻とします。

午後 5時 → ×
17時    → ○

なお、0 ≦ hh ≦ 23、および 0 ≦ mm ≦ 59のときだけ、妥当と
みなされます。
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［「数値への変換」関数一覧］

ユーティリティ関数 number、setnの数値変換モード指定について
変換モードの指定には、整数部桁数指定、空白処理指定、および記号処理指定の 3つがあります。
それぞれの指定を文字列として記述します。
［整数部桁数指定］

12桁のフィールド認識結果の、左から 10桁を整数部、11桁目以降（2桁）を小数部とする場合、以
下のように指示します。

以下に、上記のように指示した場合の、変換結果を示します。なお、□は空白を表します。
 '１２３４５６７８９０１２ '    →    １２３４５６７８９０．１２
 '１２３４５６７８９０１□ '    →    １２３４５６７８９０．１０
 '１２３４５６７８９０□□ '    →    １２３４５６７８９０．００
 '１２３４５６７８９０□２ '    →    変換エラー （数字の間に空白がある）
 '１２３４５６７８９□□□ '    →    変換エラー （整数部に空白がある）
 '□□□４５６７８９０□□ '    →    ４５６７８９０．００
 '□□□４５６７．９０１２ '    →    変換エラー （小数点がある）

［空白処理指定］

［記号処理指定］

time12 time12(dd, hh, mm) 与えられた引数を数値として、hh時mm分が時刻として妥当かど
うかをチェックします。0時 0分からの経過時間（分）に変換し
た値にして返します。与えられた時刻が存在しない場合、復帰値
は 0になります。
ただし、12時間制の時刻とします。
なお、0 ≦ hh ≦ 11、および 0 ≦ mm ≦ 59のときだけ、妥当と
みなされます。
引数 ddが 1なら午前、2なら午後を表します。
この引数は復帰値を利用するときに適切な値を指定します。
チェックだけの場合は、1と 2のどちらを設定しても構いません。

関数 形式 概要

number number(str［,opt］) 与えられた引数 strを数値に変換します。引数 optが指定されてい
る場合は、その指示に従って変換し、optが指定されていない場
合は、そのとき設定されている変換モードに従って変換します。

setn setn( opt ) 現在の数値変換モードを引数 optに従って変更します。その
チェック式の評価を終了するまで設定したモードが有効となりま
す。

Nn 整数部の桁数を n桁として変換する（nは整数とする）

N* 文字列中の小数点を有効にする（デフォルト）

setn('N10')

B! 空白のみからなる文字列を整数変換すると論理エラーとなる

B* 空白のみからなる文字列を数値変換すると 0になる（デフォルト）

Sn 記号処理の方式を nとして変換する（nは以下に示す整数とする）
nは以下の 4種類およびその和が指定可能
0　記号付き数字を数値に変換しない
1　円記号（￥）付き数字を数値に変換できる
2　符号（＋－）付き数字を数値に変換できる
4　カンマ（,）付き数字を数値に変換できる

関数 形式 概要
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1、2、4については、その和を指定することにより組み合わせて指示することができます。たとえば、
円記号とカンマ付き数字を変換する場合は 'S5'を指定し、円記号、符号、カンマのすべてを含む数字
を変換する場合は 'S7'を指定します。

なお、円記号、符号、カンマは数字文字列の以下の位置になければなりません。

円記号と符号の順序は問いません。
数字のみを含む［商品コード］フィールドに数字以外が含まれないことをチェックする場合、以下の
ように指定します。

［金額］フィールドがカンマと円記号を含む数字であることをチェックする場合、以下のように指定し
ます。

［「記入桁数の取得」関数一覧］

S* 円記号（￥）および符号（＋－）付き数字のみ変換する（デフォルト）

円記号 最初の数字の前（前後に空白を含んでもよい）

符号 最初の数字の前（前後に空白を含んでもよい）

カンマ 整数桁の 4桁ごとの位置（小数部にあってはならない）

number(［商品コード］,'S0')

number(［金額］,'S5')

関数 形式 概要

length length(str) 与えられた引数 strを文字列とみなし、空白以外の記入桁数を求
めます。
たとえば、“商品コード”というフィールドの認識結果が’□□
ABCDE□ FG’(□は空白 )とすると length(［商品コード］)は、
7が復帰値として返ります。

first first(str) 与えられた引数を文字列とみなし、空白以外の文字が始まる桁位
置を返します。
ただし、先頭の桁を 1とします。つまり、’□□ ABCDE□ FG’(
□は空白 )という文字列の場合、関数の戻り値は、3となります。

blank blank(str) 与えられた引数を文字列とみなし、すべて空白かどうかをチェッ
クします。
空白以外の文字があると、falseを返します。
length(str) == 0と処理内容は同じです。

strlen strlen(str) 与えられた文字列の引数から、空白を含む総桁数を求めます。た
とえば、“商品コード”というフィールドの認識結果が’□□
ABCDE□ FG’(□は空白 )とすると、strlen(［商品コード］)の
復帰値は 10となります。
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［「文字列処理」関数一覧］

［「チェックディジット」関数一覧］

関数 形式 概要

ltrim
rtrim

ltrim(str)
rtrim(str)

ltrim関数は与えられた引数 strの先頭の空白を削除し、左詰めし
たものを返します。strの桁数は削除した空白分、数が減ります。
rtrim関数は与えられた引数 strの末尾の空白を削除し、strの桁数
は削除した空白分、数が減ります。
たとえば、”従業員番号”というフィールドの認識結果が’□□
154649□□□’(□は空白 )とすると、ltrim(［従業員番号］)の
復帰値は’154649□□□’となり、rtrimの復帰値は’□□
154649’となります。

eq
ne
lt
gt
le
ge

eq(str1, str2)
ne(str1, str2)
lt(str1, str2)
gt(str1, str2)
le(str1, str2)
ge(str1, str2)

文字列の大小比較を行う関数です。それぞれ、等しい (eq)等しく
ない (ne)、小さい (lt)、大きい (gt)、以下 (le)、以上 (ge)を表しま
す。
比較の大小は、文字列を構成するシフト JISコードの大小で決ま
ります。数字、アルファベット、カタカナについては、文字の並
び順に値が大きくなります。詳細は、文字コード表を参照してく
ださい。以下の例のように先頭の文字が等しく、文字列の長さが
異なる場合は、長い方が大きいとみなします。
’ABCD’ ＜ ’ABCD123’

mid mid(str, p[,len]) 文字列 strの先頭から p文字目より len桁取り出して返します。も
し、lenのパラメーターが省略された場合、p文字目以降の全部の
文字を返します。先頭の文字は 1文字目です。よって、
mid('ABC',1,1)は’A’を返します。

cat cat(str1, ...) 引数に与えられた文字列をすべて結合したものを返します。
たとえば、cat('AAA', 'BBB', 'CCC')の復帰値は’AAABBBCCC’
となります。

関数 形式 概要

chdigit chdigit(d, w, m, a, s, 
j, p)

チェックディジットチェックを行います。各引数の意味は以下の
とおりです。
d：チェックを行うデータ
w：加重係数
m：モジュラス（7,9,10,11のいずれか）
a：集計方法（0：一括集計、1：分割集計）
s：補数処理（0：補数をとる、1：補数をとらない）
j：乗算方法（0：右端基準、1：左端基準）
p：検査桁位置（0：最右桁、1：最左桁）
なお、上記の a以降の引数は省略することができます。
省略した場合はデフォルトとして 0が指定されます。
また、すべての引数は数値、文字列の両方が使用可能です。検査
桁以外のデータが空白を含む場合は 0に変換されますが、検査桁
が空白の場合は論理エラーとなります。

setcode setcode(str) チェックディジットとして使用する文字を設定します。引数 str
は、1文字から 12文字までの文字列でなければなりません。それ
ぞれの文字は、先頭から、チェックディジットの計算結果が
0,1,2,3...11のとき使用される文字となります。ただし、2文字目
以降を省略した場合や setcodeによる設定を行わなかった場合は、
デフォルトの値が用いられます。デフォルト値は '012345678900'
です。すなわち、デフォルトではチェックディジットの計算結果
が、10、11のとき（モジュラスが 10、11の場合）、チェック
ディジットとして 0が使われることを意味します。
引数がない場合や引数が空白を含む場合はエラーが発生します。
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［チェックディジットチェックについて］
チェックディジットチェックとは、データ各行に加重をかけ、集計した値を N（たとえば、モジュラ
ス 11チェックの場合、N＝ 11）で割った余りをデータに付加し、その余りをチェックディジットとし
て、データの正誤を判定するチェック方式です。
チェックディジットチェックでは、任意の加重係数、モジュラス、集計方法、乗算方法、検査桁位置
が指定できます。それぞれの処理方法について簡単に説明します。

- 加重係数

指定された加重係数は、データの全桁に対し、循環して重み付けされます。

- モジュラス

モジュラスには 7、9、10、11が指定できます。

- 集計方法

集計方法には、一括集計と分割集計の 2つの方法が指定できます。

- 補数処理

補数処理には、補数をとる方法と補数をとらない方法が指定できます。

- 乗算方法

加重係数の乗算方法には、データの右端を基準とする方法とデータの左端を基準とする方法が指定
できます。

- 検査桁位置

チェックディジットを置く桁（検査桁）は、データの最右桁に置く場合が標準ですが、データ最左
桁に置いた場合の指定もチェック可能です。

以下に、チェックディジットの使用例を示します。ただし、チェックは「フィールドデータ」フィー
ルドに対して行い、乗算方法は右端基準、検査桁位置は最右桁であるとします。

a.モジュラス 11チェック
「加重係数 765432、一括集計、補数をとる」とした場合、チェック式は以下のようになります。

チェックディジットは、1桁しか指定できないので、チェックディジットの計算結果が 11と 10の場
合は、チェックディジットは 0となります（デフォルトの場合）。関数 setcodeによって任意の文字を
チェックディジットとして使うことができます。
たとえば、チェックディジットの計算結果が 10、11のとき、チェックディジットを X、Yにするには
setcode（'0123456789XY'）と指定します。

b.モジュラス 10チェック
「加重係数 731、分割集計、補数をとらない」とした場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit (［フィールドデータ］, 765432, 11 )

chdigit (［フィールドデータ］, 731, 10, 1, 1)

28 30 30 28 24 18 174
174 11 15
11

66
66 10
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c.モジュラス 9チェック
「加重係数 1、一括集計、補数をとる」とした場合、チェック式は以下のようになります。

d.モジュラス 7チェック
「加重係数 546231、一括集計、補数をとらない」とした場合、チェック式は以下のようになります。

e.サムチェック
「モジュラス 10、加重係数 1、補数をとらない」チェックディジットチェックを特にサムチェックと呼
びます。サムチェックを行う場合、チェック式は以下のようになります。

f.ルーンズチェック
「モジュラス 10、加重係数 12、分割集計、補数をとる」チェックディジットを、特にルーンズチェッ
クと呼びます。ルーンズチェックを行う場合、チェック式は以下のようになります。

chdigit (［フィールドデータ］, 1, 9 )

chdigit (［フィールドデータ］, 546231, 7, 0, 1 )

chdigit (［フィールドデータ］, 1, 10, 0, 1 )

chdigit (［フィールドデータ］, 12, 10, 1 )

45
45

DSR

20 20 36 14 24 134
134 19

DR

43
43 10
10
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付録 I 利用者プログラム呼び出し

ここでは、DynaEye EXの利用者プログラム呼び出しの概要と仕様について説明します。

I.1 利用者プログラム呼び出しとは
利用者プログラム呼び出しとは、帳票認識業務を実行中に、ユーザーが作成した DLLプログラム（利
用者プログラム）を呼び出して実行する機能です。
利用者プログラム内では以下のことができます。

- データベースの初期化

- 認識枚数のチェック

- 認識結果のチェック

- 認識結果の編集

- イメージの参照

利用者プログラムが呼び出されるタイミングは以下の 3つがあります。
(1)帳票認識開始前
まとまった帳票イメージの最初のイメージが認識エンジンに渡される前です。
OCRAPL_Init()関数を使用します。

(2)帳票 1ページ分の認識終了後
認識エンジン内で、1つの帳票イメージの認識終了時です。
OCRAPL_Edit()関数を使用します。

(3)全帳票の帳票認識終了後
まとまった帳票イメージの最後のイメージの認識終了時です。
OCRAPL_Term()関数を使用します。
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呼び出されるタイミングの概念図を以下に示します。

読み取り枚数をチェックしたい場合の使用例を以下に示します。
(1)のタイミングで、読み取り枚数を数える変数を初期化します。
(2)のタイミングで、変数を 1つインクリメントします。
(3)のタイミングで、変数をチェックします。

I.2 利用者プログラムのモジュール構成
利用者プログラムは、認識結果を編集するための認識結果アクセスライブラリとリンクして使います。
モジュール構成を以下に示します。

図 I.1　モジュール構成図

OCRAPL_Init()

OCRAPL_Edit()

OCRAPL_Term()

LoadPage()

UnloadPage()
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I.3 利用者プログラムが呼び出される条件
利用者プログラムは、以下の条件のときに、書式定義の設定により、ページ認識部から呼び出されま
す。

- 書式定義において利用者プログラムを利用する定義がされている

- 当該利用者プログラムが製品のインストールフォルダ内に存在する

- 当該利用者プログラム内の関数が呼び出せる状態である

（呼び出せる状態とは、利用者プログラムをロードすることができ、かつ、関数ポインタを取得で
きた状態をいいます。）

I.4 利用者プログラムの仕様
利用者プログラムの仕様を以下に説明します。

- 利用者プログラムは 10個まで作成することができます。

- DLLの名称は、F5CUFU01.dll、F5CUFU02.dll、F5CUFU03.dll、F5CUFU04.dll、F5CUFU05.dll、
F5CUFU06.dll、F5CUFU07.dll、F5CUFU08.dll、F5CUFU09.dll、F5CUFU10.dllとし、製品のインス
トールフォルダに配置します。これ以外のフォルダに置いた場合は無効となります。10個の利用
者プログラムのどれを利用するかは、書式定義において指定します。

ただし、異種帳票処理の場合に利用者プログラムを利用する場合は、すべての書式定義に、利用者
プログラムを指定してください。さらに、本節で説明する関数、OCRAPL_Init()と PCRAPL_Term()
については、関数のソースコードをすべて同じものにしてください。

例：
書式定義が 2つ（A,B）の異種帳票処理の場合、Aの書式定義に、F5CUFU01.dllを指定し、Bの書式
定義に、F5CUFU02.dllを指定します。
なお、F5CUFU01.dllに記載される関数、OCRAPL_Init()と OCRAPL_Term()および F5CUFU02.dllに記
載される関数、OCRAPL_Init()と OCRAPL_Term()は、ソースコードを同じものにします。

- ユーザーは、利用者プログラム内に必ず、以下の 3つの関数を C/C++言語で作成し、呼び出せる
ように Cリンケージでエクスポートする必要があります。また、モジュール定義ファイル（.def)
を用意する必要があります。

サポート対象の開発環境は、以下のとおりです。

・ Visual C++® V6.0 Service Pack 5 以上
・ Visual C++® .NET 2002
・ Visual C++® .NET 2003

さらに、使用する Cランタイム関数については、静的リンクしてください。

以下に、Visual C++® V6.0 による、エクスポートの例を示します。

!
注意

- 利用者プログラムおよび認識結果アクセスライブラリは、マルチスレッド対応してい
ません。
397



付録
以下に、Visual C++® V6.0による、モジュール定義ファイル（.def)の例を示します。

ユーザーは、利用者プログラムを作成する際に、必ず、次節で説明する、認識結果アクセスライブラ
リとリンクさせてください。これにより、認識結果アクセスライブラリ内の関数を使って、認識結果
をチェックしたり、編集したりすることができるようになります。
以下に利用者プログラムの関数の仕様を示します。

I.4.1 帳票認識開始前の呼び出し関数

先頭ページの帳票認識開始前に呼び出しをする関数です。

［関数名］
OCRAPL_Init

［形式］
int OCRAPL_Init(void)

［引数］

なし

［復帰値］

整数値（int型）
0         ： 正常終了
0以外：異常終了

［備考］

異常の場合は、認識業務処理を停止します。

#ifdef __cplusplus
extern “C” {
#endif
 int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Init(void);
 int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Term(void);
 int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Edit(char** result,
                                                char* image,int imagelen);
#ifdef __cplusplus
}
#endif

LIBRARY      　　F5CUFU01
DESCRIPTION    'DynaEye EX 利用者プログラム 01'
EXPORTS
              　　　　OCRAPL_Init
                            OCRAPL_Edit
                            OCRAPL_Term
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I.4.2 帳票 1ページ分の認識終了後の呼び出し関数

帳票 1ページ分の認識終了後に呼び出しをする関数です。

［関数名］
OCRAPL_Edit

［形式］
int OCRAPL_Edit(char** result,char* image,int imagelen)

［引数］

result
認識結果が格納されている領域のポインタのポインタ

image
帳票イメージが格納されている領域へのポインタ

imagelen
帳票イメージのサイズ（バイト数）

［復帰値］

整数値（int型）
0         ：正常終了
1         ：中断
0以外：異常終了

［備考］

中断の場合は、当該帳票を帳票リジェクトとし、認識業務処理を中断します。異常の場合は、当該帳
票を帳票リジェクトとし、次の帳票の処理を続行します。
第 1引数は、I.5.1で説明する、LoadPage関数、UnloadPage関数への引数として渡すためのものです。

I.4.3 全帳票認識終了後の呼び出し関数

全帳票の帳票認識終了後に呼び出しをする関数です。

［関数名］
OCRAPL_Term

［形式］
int OCRAPL_Term(void)

［引数］

なし

［復帰値］

整数値（int型）
0         ：正常終了
0以外：異常終了

［備考］

異常の場合は、認識業務処理を停止します。
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I.5 認識結果アクセスライブラリ
認識結果アクセスライブラリは、認識結果にアクセスするための関数の集まりで、以下に説明するよ
うな機能をもった関数です。
本ライブラリは DLLとして提供されます (F5CUFNOT.dll)。なお、利用者プログラムを作成する際に、
必ずリンクしてください。リンク用として、F5CUFNOT.h、F5CUFNOT.libが製品 CD-ROMの中の
USERPRGフォルダに格納されて提供されています。なお、モジュール定義ファイル（.def）を別途用
意する必要があります。
フィールド名は、書式定義に定義されているフィールド名でなければなりません。また、知識処理に
より連携されているフィールドの場合は、先頭のフィールド名にしてください。認識結果は、
LoadPage関数を呼び出すことによりアクセスできるようになり、UnloadPage関数を呼び出すことによ
り、変更した内容が反映されます。
文字コードは、jis8コードまたはシフト jisコードです。
以下に認識結果アクセスライブラリの関数名を示します。

- LoadPage

- UnloadPage

- GetPageName

- LogicalCheck

- GetFieldName

- GetFieldCoordinate

- GetFieldType

- GetFieldColumn

- GetFieldStatus

- SetFieldStatus

- GetFieldResult

- SetFieldResult

- GetMarkResult

- SetMarkResult

次に各関数の仕様を示します。

I.5.1 認識結果ロード関数

認識結果をロードし、内容の参照と変更ができるようにする関数です。また、作業領域を確保します。

［関数名］
LoadPage

［形式］
int LoadPage(char** result)

［引数］

result
認識結果の格納領域のポインタのポインタ

［復帰値］

整数値（int型）
0      ：正常終了
負値：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、編集を開始するための関数です。本関数を呼ぶ前に、認識結果の内容を参照したり変更す
るための関数を呼び出すと、呼び出した関数は異常終了します。
400



付録 I  利用者プログラム呼び出し
なお、本関数の引数として、OCRAPL_Edit()の第 1引数をそのまま与えてください。

I.5.2 認識結果アンロード関数

変更した認識結果を反映する関数です。また、作業領域を解放します。

［関数名］
UnloadPage

［形式］
int UnloadPage(char** result)

［引数］

result
認識結果の格納領域のポインタのポインタ

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、編集を終え、変更を加えた認識結果を反映させるための関数です。本関数を呼び出す前に、
LoadPage関数が呼び出されている必要があります、また、本関数を呼び出した後は、再び LoadPage
関数を呼ばない限り認識結果を編集することはできません。LoadPage関数が呼ばれていないのに、本
関数を呼び出すと異常終了します。
なお、本関数の引数として、OCRAPL_Edit()の第 1引数をそのまま与えてください。

I.5.3 帳票名取得関数

帳票名を取得する関数です。

［関数名］
GetPageName

［形式］
int GetPageName(char** page_name)

［引数］

page_name
帳票名を格納する領域のポインタのポインタ

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、帳票名（書式定義に定義した書式定義名）を取得するための関数です。
引数 page_nameには、帳票名が格納されている領域へのポインタが格納されます。領域は本ライブラ
リが用意します。
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I.5.4 データチェック実行関数

帳票 1ページ分の認識結果全体に対して、書式定義で指定されたデータチェックを実行する関数です。

［関数名］
LogicalCheck

［形式］
int LogicalCheck(void)

［引数］

なし

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、帳票に設定されているデータチェックをすべて実行します。
本関数は、アクセス関数により変更した結果が、論理的に誤りがないかを調べる時などに使います。

I.5.5 フィールド名取得関数

帳票内の、指定された順番にあるフィールド名を取得する関数です。

［関数名］
GetFieldName

［形式］
int GetFieldName(char** field_name,int index)

［引数］

field_name
フィールド名を格納する領域のポインタのポインタ

index
何番目のフィールドかを指定します。

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、帳票に定義されているフィールド名を取得する。ただし、知識処理などで連携されている
場合は、先頭のフィールド名だけが取得でき、残りのフィールド名は取得できません。
引数 field_nameには、フィールド名が格納されている領域へのポインタが格納されます。領域は本ラ
イブラリが用意します。引数の indexは何番目かを指定します。帳票に定義されているフィールド数
を超えた値を指定した場合は、NULLを返します。

I.5.6 座標値取得関数

指定のフィールドの座標値、または、指定のフィールドの指定の桁数目の文字の座標値を取得する関
数です。
402



付録 I  利用者プログラム呼び出し
［関数名］
GetFieldCoordinate

［形式］
int GetFieldCoordinate(const char* field,RECT* field_rect,int column)

［引数］

field
フィールド名へのポインタ

field_rect
矩形座標値を格納する領域へのポインタ

column
何桁目かを表す数値

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、指定のフィールド、または指定のフィールドの指定の桁数目の文字の矩形座標を、RECT
構造体に取得します。引数 columnが０ならばフィールドの座標を、正値ならばその桁数目の文字の座
標を取得します。ただし、指定されたフィールドがイメージフィールドならば、引数 columnの値に関
係なく、フィールドの矩形座標が取得されます。また、指定されたフィールドがバーコードフィール
ドまたは画面入力フィールドの場合は、対応するイメージが存在しない、または、対応させることが
できないため、フィールドの矩形座標が取得されます。さらに、認識結果の編集後は、正しい値が得
られない場合があります。
座標系は、帳票の左上を原点とします。

I.5.7 フィールド種別取得関数

指定のフィールドの種別を取得する関数です。

［関数名］
GetFieldType

［形式］
int GetFieldType(const char* field,int* type)

［引数］

field
フィールド名へのポインタ

type
指定のフィールドの種別を格納する領域へのポインタ

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、フィールドの種別を取得し、typeに格納します。
種別の値は次のとおりです。
0：文字フィールド
403



付録
1：マークフィールド
2：イメージフィールド
3：バーコードフィールド
4：画面入力フィールド

I.5.8 フィールド桁数取得関数

指定のフィールドの桁数を取得する関数です。

［関数名］
GetFieldColumn

［形式］
int GetFieldColumn(const char* field)

［引数］

field
フィールド名へのポインタ

［復帰値］

整数値（int型）
正値：桁数
負値：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、指定のフィールドの桁数を取得します。ただし、書式定義で指定した桁数とは異なること
があります。また、指定したフィールドがイメージフィールドの場合は、常に 0を返します。

I.5.9 認識ステイタス取得関数

帳票、指定のフィールド、または指定のフィールドの指定の桁数目の認識ステイタスを取得する関数
です。

［関数名］
GetFieldStatus

［形式］
int GetFieldStatus(const char* field,int column)

［引数］

field
フィールド名へのポインタ

column
何桁目かを表す数値

［復帰値］

整数値 (int型 )
ステイタス値
負値：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、帳票、指定のフィールド、または、指定のフィールドの指定の桁数目の認識ステイタスを
取得します。
引数 fieldに NULLを指定した場合は、帳票の認識ステイタスを取得します。また、引数 fieldに
フィールド名、引数 columnに 0を指定した場合は、フィールドの認識ステイタスを取得します。さら
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に、引数 fieldにフィールド名、引数 columnに正値を指定した場合は、フィールドの column桁目の文
字の認識ステイタスを取得します。
取得するステイタス値は、以下の値の論理和です。ただし、引数 fieldにイメージフィールドのフィー
ルド名を指定した場合は、引数 columnの値に関係なく、常に 0を返します。

columnに 0を指定した場合
0：正常
1：認識注意文字あり
2：論理エラーあり

columnに正値を指定した場合
0：正常
1：認識注意文字あり

I.5.10 認識ステイタス設定関数

指定のフィールド、または、指定のフィールドの指定の桁数目の文字の認識ステイタスとして、指定
の値を設定する関数です。

［関数名］
SetFieldStatus

［形式］
int SetFieldStatus(const char* field,int column,int field_status)

［引数］

field
フィールド名へのポインタ

column
何桁目かを表す数値

field_status
フィールドに与えるステイタス値

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、指定のフィールド、または、指定のフィールドの指定の桁数目の文字の認識結果のステイ
タスとして、指定した値を設定します。
引数 fieldにフィールド名、引数 columnに 0を指定した場合は、フィールドの認識ステイタスを設定
します。また、引数 fieldにフィールド名、引数 columnに正値を指定した場合は、フィールドの
column桁目の文字の認識ステイタスを設定します。設定できるステイタス値は、以下の値の論理和で
す。ただし、イメージフィールドにはステイタスは設定できません。
さらに、以下のような規定があります。

- フィールドの認識ステイタスを変更しても、文字ごとの認識ステイタスは変化しません。

- 文字ごとの認識ステイタスを変更しても、フィールドの認識ステイタスは変化しません。

たとえば、フィールドの認識ステイタスに「認識注意文字あり」を設定した場合は、そのフィールド
の少なくとも１つの文字の認識ステイタスに「認識注意文字あり」を設定してください。
また、フィールドの認識ステイタスに「正常」を設定した場合は、そのフィールドのすべての文字の
認識ステイタスに「正常」を設定してください。 

columnに 0を指定した場合
0：正常
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1：認識注意文字あり
2：論理エラーあり

columnに正値を指定した場合
0：正常
1：認識注意文字あり

I.5.11 フィールド認識結果取得関数

指定したフィールドの認識結果を取得する関数です。

［関数名］
GetFieldResult

［形式］
int GetFieldResult(const char* field,char** field_result, int mode)

［引数］

field
フィールド名へのポインタ

field_result
指定したフィールドの認識結果を格納する領域のポインタのポインタ

mode
候補付きならば 1を、候補なしならば 0を指定します。

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、指定したフィールドの認識結果を文字列として取得します。ただし、指定したフィールド
がイメージフィールドまたはマークフィールドの場合は、異常終了します。
引数の field_resultには、認識結果文字列が格納されている領域へのポインタが格納されます。領域は、
本ライブラリが用意します。引数 modeは、0ならば候補なし（1位の結果のみ）、1ならば候補付きで
結果を出力します。出力形式は、“I.5.16　GetFieldResultの出力形式と SetFieldResultの入力形式”を参
照してください。

I.5.12 フィールド認識結果設定関数

指定した文字列を、指定のフィールドの認識結果として設定する関数です（上書き）。

［関数名］
SetFieldResult

［形式］
int SetFieldResult(const char* field,char* field_result,int mode)

［引数］

field
フィールド名へのポインタ

field_result
設定したい認識結果を格納する領域へのポインタ
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mode
候補付きならば 1を、候補なしならば 0を指定します。

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、指定した文字列を、指定のフィールドの認識結果として設定（上書き）します。ただし、
指定したフィールドがイメージフィールド、または、マークフィールドの場合は、異常終了します。
引数 modeは、0ならば候補なし（1位の結果のみ）、1ならば候補付きで結果を設定します。指定する
文字列の形式は、“I.5.16　GetFieldResultの出力形式と SetFieldResultの入力形式”を参照してくださ
い。

I.5.13 マークフィールド選択結果取得関数

指定したマークフィールドの選択結果を取得する関数です。

［関数名］
GetMarkResult

［形式］
int GetMarkResult(const char* mark,char** mark_result)

［引数］

mark
マークフィールド名へのポインタ

mark_result
指定したマークフィールドの選択結果を格納する領域へのポインタのポインタ

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、指定したマークフィールドの選択結果を文字列で取得します。
引数 mark_resultには、選択結果文字列が格納されている領域へのポインタが格納されます。領域は、
本ライブラリが用意します。選択されていることを JIS8コードの 1で表し、選択されていないこと
を、JIS8コードの 0で表します。指定したフィールドがマークフィールドでない場合は、異常終了し
ます。
例：
選択項目が、国語、算数、理科、社会、音楽、図工、体育、道徳の８つあり、国語と社会が選択され
ている場合、出力は、"10010000"となります。

I.5.14 マークフィールド選択結果設定関数

指定したマークフィールドの選択結果を設定する関数です（上書き）。

［関数名］
SetMarkResult

［形式］
int SetMarkResult(const char* mark,char* mark_result)
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［引数］

mark
マークフィールド名へのポインタ

mark_result
指定したマークフィールドの選択結果を格納する領域へのポインタのポインタ

［復帰値］

整数値（int型）
0       ：正常終了
負値 ：異常終了（詳細は、表 I.1を参照してください。）

［解説］

本関数は、指定した文字列をマークフィールドの選択結果として設定（上書き）します。指定した
フィールドがマークフィールドでない場合は、異常終了します。
引数 mark_resultには、選択されていることを JIS8コードの 1、選択されていないことを、JIS8コード
の 0で表現した文字列へのポインタを与えます。0、1以外の文字を含む場合は、パラメーター異常に
なります。指定した文字列の長さが、選択項目数より少ない場合は、足りない選択項目は選択されな
いものと解釈し、選択項目数より多い場合はあまった文字列は無視します。
例：
選択項目が、国語、算数、理科、社会、音楽、図工、体育、道徳の８つあり、算数と音楽のみを選択
にしたい場合、入力は、"01001000"となります。この場合、"01001"と与えても、"01001000111"と与
えても、結果は同じになります。

I.5.15 異常終了時の復帰値一覧

認識結果アクセスライブラリ関数の異常終了時の復帰値の意味を示します。

表 I.1　異常終了時の復帰値一覧

I.5.16 GetFieldResultの出力形式と SetFieldResultの入力形式

GetFieldResult関数の出力形式、SetFieldResult関数の入力形式について説明します。
1位の認識結果のみの場合の出力形式と入力形式を説明します。

［出力形式］

行末の連続する空白を除いて 2バイトコード（シフト jis）文字列として出力されます。
以下に連続する空白が除かれる例を示します。

例：

復帰値 意味

-1 内部異常です。

-2 パラメーター異常です。

-3 メモリ不足です。

-4 LoadPage関数を呼び出す前に、認識結果にアクセスする関数を呼び出しました。

-5 LoadPage関数が呼び出されていないのに、UnloadPage関数を呼び出しました。

-6 指定したフィールドは存在しません。

-7 必要な DLL（F5CURPBA.dll,F5CURPEX.dll）がないため、実行できません。

-8 指定された桁がないため、実行できません。

-9 指定したフィールドはマークフィールドではありません。

-10 指定したフィールドは文字フィールドではありません。 
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1位の認識結果が以下の場合は、
"ｂあいうｂえおｂｂｂｂ"（ｂは空白）
field_resultには、以下が終端も含んで出力されます。
"ｂあいうｂえお "
空欄の場合は、終端のみの空文字列が出力されます。

［入力形式］

1位の認識結果として設定したい文字、出力形式のように 2バイトコード（シフト jis）文字列にして
指定します。ただし、ある桁数目以降を空白にしたい場合は、その桁数目まででよく、また、指定し
ても空白にするものとして解釈します。
候補付きの認識結果の場合の出力形式と入力形式を説明します。

［出力形式］

フィールドの先頭から順に、1桁目の認識結果候補列、2桁目の認識結果候補列を 2バイトコード（シ
フト jis）文字列として出力します。ただし、桁の区切りには、終端（null）を 1つ用います。最後の
桁の認識結果候補列の後ろには、終端を 2つ付けます。また、ある桁以降が空白ならば、その桁まで
の出力します。さらに、ある桁の何位以降の候補がないならば、その候補までを出力します。
以下に候補付きの認識結果と出力形式の例を示します。

例：
1位："ｂあかさたｂなｂｂ"（ｂは空白、－は候補なし）
2位："－いきしち－に－－ "
3位："－うくすつ－－－－ "
4位："－えけ－て－－－－ "
5位："－お－－と－－－－ "
ならば、出力形式は以下のようになります。
 "ｂＮあいうえおＮかきくけＮさしすＮたちつてとＮｂＮなにＮＮ"（Nは null）

［入力形式］

設定したい候補付き認識結果列を、出力形式のように 2バイトコード（シフト jis）文字列にして指定
します。ただし、ある桁数目以降を空白にしたい場合は、その桁数目まででよく、また、指定しても
空白にするものとして解釈します。さらに、ある桁の何位以降の候補をなくしたいならば、その候補
までを指定します。

I.6 利用者プログラムの使用例
ここでは、利用者プログラムの使用例を示します。
製品 CD-ROMの中に、開発環境ごとにサンプルプロジェクトが用意されています。利用者プログラム
作成の際の雛型としてお使いください。
使い方は、製品 CD-ROMから、該当するプロジェクト一式を適切なディスクに複写し、読み取り専用
属性を解除します。次に、各開発環境を起動し、F5CUFU01.dsw または、F5CUFU01.slnを読み込んで
ください。

表 I.2　開発環境ごとのサンプルプロジェクト

製品 CD-ROM の格納先 内容

USERPRG￥vs6sp5
USERPRG￥dotnet2002
USERPRG￥dotnet2003

Visual C++® V6.0 プロジェクト     
Visual C++® .NET 2002 プロジェクト
Visual C++® .NET 2003 プロジェクト
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I.6.1 OCRAPL_Edit()の使用例

ここでは、OCRAPL_Edit()を使った例について説明します。
マークフィールド（MARK001） が、"1"、"2"の択一の項目であって、結果が "1"ならば、文字フィー
ルド（MOJI001）を空欄にする場合の Cソースの使用例を示します。

I.6.2 OCRAPL_Init()、OCRAPL_Term()の使用例

ここでは、OCRAPL_Init()、OCRAPL_Term()を使った例について説明します。
読み取り枚数が 100枚かどうかチェックする場合の Cソースの使用例を示します。

#include <windows.h>
#include <string.h>
#include "F5CUFNOT.h"

int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Init(void){return 0;}

int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Term(void){return 0;}

int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Edit(char** result,char* image,intimagelen) {
  int retcode = 0;
  int nRet;
  char* field_result;

  nRet = LoadPage(result);    // 編集開始
  if (nRet < 0) {
    retcode = nRet;
    goto ERREND1;
  } 

  nRet = GetMarkResult("MARK001",&field_result);//MARK001の認識結果を取得する。
  if (nRet < 0) {
    retcode = nRet;
    goto ERREND;
  }
  if (strcmp(field_result,"10") == 0) {            // MARK001の認識結果が 1
    nRet = SetFieldResult("MOJI001","",0);     // MOJI001の認識結果を空欄にする。
    if (nRet < 0) {
      retcode = nRet;
      goto ERREND;
    }
  } 

ERREND:
  nRet = UnloadPage(result);  // 編集終了
  if (nRet < 0) {
  retcode = nRet;
  }
ERREND1:
  return retcode;
}
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付録 I  利用者プログラム呼び出し
#include <windows.h>
#include "F5CUFNOT.h"
#define SHEET 100
int maisuu;
int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Init(void) {
    maisuu = 0;
    return 0;
}

int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Term(void) {
  if (maisuu == SHEET) {
    return 0;
  } else {
    return 1;
  }
}

int __declspec(dllexport) __stdcall OCRAPL_Edit(char** result) {
  maisuu++;
  ・・・・
  return 0;
}
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付録 J  同時修正の排他制御マトリックス
付録 J 同時修正の排他制御マトリックス

ここでは、同時修正の排他制御の組み合わせを示します。

表 J.1　同時修正の排他制御の組み合わせ

同時修正用コンピュータの操作

修正
画面

キャビ
ネット
変更

帳票
番号
指定

イメー
ジ画面

整列 再表示 プロパ
ティ
表示

フル
セット
版コン
ピュー
タの
操作

スキャナ読取 △ ○ △ △ ○ ○ △

読取＆認識 △ ○ △ △ ○ ○ △

認識 △ ○ △ △ ○ ○ △

修正画面 ● ○ ○ △ ○ ○ ○

データ出力 △ ○ △ △ ○ ○ ○

開く ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保存 △ ○ △ △ ○ ○ △

スキャナ選択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

印刷 △ ○ △ △ ○ ○ △

元に戻す ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

削除 △ ○ △ △ ○ ○ △

回転 △ ○ △ △ ○ ○ △

グループ化 △ ○ △ △ ○ ○ △

グループ化解
除

△ ○ △ △ ○ ○ △

表示ページ取
り出し

△ ○ △ △ ○ ○ △

帳票番号指定 △ ○ △ △ ○ ○ △

イメージ画面 △ ○ △ △ ○ ○ △

整列 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

再表示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

プロパティ
表示

○ ○ △ △ ○ ○ ○
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（注 1）フルセット版コンピュータの操作属性が「修正のみ」の場合、または、同時修正版コンピュー
タの場合のみ可能。

○：同時操作が可能
●：ページ単位で操作の排他制御を行う
△：グループ単位で操作の排他制御を行う
▲：キャビネット単位で操作の排他制御を行う
×：排他制御は行われないが同時操作は不可能（同時操作をしないように運用時に注意が必要）

同時修正用コンピュータの操作

修正
画面

キャビ
ネット
変更

帳票
番号
指定

イメー
ジ画面

整列 再表示 プロパ
ティ
表示

フル
セット
版
（定義
画面）
の操作

連携定義 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

書式定義 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

出力定義 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

スキャナ定義 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

キャビネット
設定（削除）

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

キャビネット
情報の保存

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

複写 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

キャビネット
間移動

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

知識辞書への
単語登録・削
除

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

認識データの
クリア

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

書式定義
チェック

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

リカバリー：
データファイ
ル

× × × × × × ×

リカバリー：
データベース

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

キャビネット変更
（注 1）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キャビネット移出入 × × × × × × ×

知識辞書編集 × × × × × × ×
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付録 K  運用モデル
付録 K 運用モデル

ここでは、DynaEye EXを使用した運用モデルの例を示します。

K.1 納税書のモデル
下記の帳票の認識結果をホストに転送するモデルです。なお、1日 3,000枚を処理する場合と 1日
6,000枚を処理する場合に分けて処理時間の見積り例を示します。

帳票の仕様
- ドロップアウトカラー帳票：113mm× 113mm

- OCR-Bフォント数字：33桁× 1フィールド（チェックディジット付き）

- 手書き ANKS数字：9桁× 3フィールド（通常は空白：記入率 2割を想定）

K.1.1 1日 3,000枚を処理する場合

fiスキャナ（fi-5120C）を用いた場合の処理時間の見積り例を以下に示します。

- スキャナ読取り（120分：25枚 /分）

紙の積み替えなどにかかる時間は含んでいません。

- 帳票認識（15分：200枚 /分）

コンピュータの性能、メモリ、手書き数字部分の記入状態などにより異なります。

- 認識結果の修正（50分：60枚 /分）　

修正オペレーターの目の休憩時間などは含んでいません。また、手書き ANKS記入率は 2割程度
を想定しています。10割の場合、「20枚 /分」程度になるので、150分以上かかることもあります。

- 認識データ出力・ホスト転送

ホスト転送は、認識データ出力後に連携機能に設定するアプリケーション処理で行います。

処理時間は、ホストとの回線速度により異なります。

この場合、フルセット版コンピュータ 1台で処理可能です。
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フルセット版コンピュータで、ホッパー（最大 50枚搭載可能）に一度に積める量、50枚を 5回 約
250枚ごとに別イメージデータの 1グループとし、並行して連携機能の「読取＆認識」で行
います。
10分＋αで「読取＆認識」が終了した 1セットごとに認識結果を修正し、修正完了時点で、認識結
果の確認、認識データ出力、ホスト転送を実行します。
修正時間は、1セット当たり約 5分ですが、手書き項目が多い場合は 15分以上かかる場合もありま
す。
ホスト側でデータベースとの突合せ、データの不整合の確認を行い、不整合などがあったデータにつ
いては、後でイメージデータと認識データの確認が必要なため、イメージデータのグループを退避
フォルダに移動します。約 12セット処理が完了した時点で 1日分の処理が完了します。

K.1.2 1日 6,000枚を処理する場合

fiスキャナ（fi-5650C）を用いた場合の処理時間の見積り例を以下に示します。

- スキャナ読取り（120分：55枚 /分）

紙の積み替えなどにかかる時間は含んでいません。

- 帳票認識（30分：200枚 /分）

コンピュータの性能、メモリ、手書き数字部分の記入状態などにより異なります。

- 認識結果の修正（100分：60枚 /分）

修正オペレーターの目の休憩時間などは含んでいません。また、手書き ANKS記入率は 2割程度
を想定しています。10割の場合、「20枚 /分」程度になるので、300分以上かかることもあります。

- 認識データ出力・ホスト転送

ホスト転送は、認識データ出力後に連携機能に設定するアプリケーション処理で行います。

処理時間は、ホストとの回線速度により異なります。

この場合、連携機能の「読取＆認識」を行うフルセット版コンピュータ 1台と同時修正用コンピュー
タ 1台で処理可能です。
フルセット版コンピュータで、ホッパー（最大 200枚搭載可能）に一度に積める量、200枚を 1回ご
とに別イメージデータの 1グループとし、並行して連携機能の「読取＆認識」をします。
4分＋αで「読取＆認識」が終了した 1セットごとに同時修正用コンピュータから認識結果を修正し
ます。
「読取＆認識」を行うコンピュータは、１セットごとに別のイメージデータのグループに「読取＆認
識」を行い、約 30セット認識が完了するまで続けます。
同時修正用コンピュータは、認識が完了したセットから順に認識結果の修正を行います。
手書き ANKS記入率 2割程度ならば、4分＋αで修正できますが、手書き項目が多い場合には 10分
以上かかる場合もあります。
「読取＆認識」を行うコンピュータは、帳票認識が完了し、認識結果の修正が完了したデータについ
て、認識結果の確認、認識データ出力、ホスト転送を実行します。
ホスト側でデータベースとの突合せ、データの不整合の確認を行い、不整合などがあったデータにつ
いては、後でイメージデータと認識データの確認が必要なため、イメージデータのグループを退避
フォルダに移動します。修正作業に認識データ出力作業が追いついたら、「読取＆認識」を行うコン
ピュータからも認識結果の修正を行うと、手書き項目が多い場合でも、1日で処理を完了させること
ができます。
約 30セット処理が完了した時点で 1日分の処理が完了します。

!
注意

- フルセット版コンピュータは、3,000枚のイメージデータと認識データを保存できる
ハードディスク容量が必要です。

!
注意

- フルセット版コンピュータは、6,000枚のイメージデータと認識データを保存できる
ハードディスク容量が必要です。
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付録 K  運用モデル
K.2 共同購入注文書のモデル
下記の帳票の認識結果をホストに転送するモデルです。なお、1日 3,000枚を処理する場合の見積り例
を示します。

帳票の仕様
- 黒枠あり、ドロップアウトカラー帳票（B4）

- 基準マークあり、白黒二値

- フィールド数 12、文字数 300文字程度
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付録 K  運用モデル
K.2.1 1日 3,000枚を処理する場合

fiスキャナ（fi-5530C）を用いた場合の処理時間の見積り例を以下に示します。

- スキャナ読取り（90分：35枚 /分）

紙の積み替えなどにかかる時間は含んでいません。

- 帳票認識（45分：70枚 /分）

コンピュータの性能、メモリ、手書き数字部分の記入状態などにより異なります。

- 認識結果の修正（600分：5枚 /分）

同時修正用コンピュータ 4台で処理する場合には「150分 /台」になります。

修正オペレーターの目の休憩時間などは含んでいません。なお、記入量、字の書き方などにより修
正時間は変わります。

- 認識データ出力・ホスト転送

ホスト転送は、認識データ出力後に連携機能に設定するアプリケーション処理で行います。

処理時間は、ホストとの回線速度により異なります。

この場合、連携機能の「読取＆認識」を行うフルセット版コンピュータ 1台と同時修正用コンピュー
タ 4台で処理可能です。
フルセット版コンピュータで、ホッパー（最大 50枚搭載可能）に一度に積める量、50枚を 2回ごと
に別イメージデータの 1グループとし、並行して連携機能の「読取＆認識」をします。
3分＋αで「読取＆認識」が終了したセットごとに、同時修正用コンピュータ 4台から同時修正 (未
修正帳票対象 )を行います。
5分程で認識結果の修正が完了したら、フルセット版コンピュータで 1セットの帳票認識が完了した
時点を一区切りとして、認識結果の確認、認識データ出力、ホスト転送を実行します。
転送が終わったイメージデータのグループを消去または退避フォルダに移動し、上記の処理を繰り返
します。
約 30セット (100枚 ) x 約 7分 = 約 3.5時間で処理が完了します。

＜大量処理時の注意点＞

パッドユニット、ピックローラユニットなどのスキャナ消耗品は、既定枚数処理ごとに交換の必要が
あります。詳細については、各スキャナ製品の仕様をご確認ください。

!
注意

- フルセット版コンピュータは、3,000枚の白黒二値のイメージデータと認識データを
保存できるハードディスク容量が必要です。
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付録 L  トラブルシューティング
付録 L トラブルシューティング

ここでは、トラブルシューティングについて説明します。

L.1 読取りに適さない帳票イメージと対策
表 L.1に、読取りに適さない帳票の例と対策案を示します。

表 L.1　読取りに適さない帳票の例と対策案

状態 帳票の対策 スキャナの対策

傾きが大きい - 印刷の傾きを修正する - フラットベッドは使用しない
- スキャナにまっすぐ帳票をセットする
- 用紙ガイドを用紙に対して隙間がない
ようにセットする 

伸縮誤差が大きい - 印刷の誤差を修正する
- 用紙が湿度により伸縮して
いる場合、伸縮していない
ものに交換する

- スキャナの解像度指定を確認する

画像に筋状の汚れ － - 読取り部を清掃する

画像に黒点状の汚れ - 印刷上の汚れを除去 - スキャナのスレッシュホールド（読取
り濃度）を薄くする

罫線のかすれ - 線幅を太くする
- 印刷濃度を上げる

- スキャナのスレッシュホールド（読取
り濃度）を濃くする

- スキャナの解像度を上げる
手書き文字のかすれ、
切れ

- 筆記具をかすれないものに
変更する

- 濃く記入する

活字文字のかすれ - 字体を大きくする
- 印刷濃度を上げる

活字文字のつぶれ - 字体を大きくする
- 印刷濃度を下げる

- スキャナのスレッシュホールド（読取
り濃度）を薄くする

- スキャナの解像度を上げる

中間調部分の画像が
不安定 

- 中間調の印刷部分を除去す
る                     

- 中間調の印刷部分を線画に
置き換える

- スキャナのスレッシュホールド（読取
り濃度）を 濃くして、中間調部分がす
べて黒になるようにする

- スキャナのスレッシュホールド（読取
り濃度）を 薄くして、中間調部分がす
べて白になるようにする

プレ印刷部分が少ない - 帳票の周辺部に近い部分に
ロゴや注意書きなどの独立
したプレ印刷または罫線枠
を追加する 

－

プレ印刷部分のほとん
どすべてが記入箇所ま
たは隣接部分 
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記入箇所と、その記入
箇所に最寄りの独立し
たプレ印刷部分の間に
広い空白部分がある 

- 途中に独立したプレ印刷部
分を追加する

－

プレ印刷部分の大部分
が周期的な繰返しパ
ターン

- 帳票の周辺部に近い部分に
ロゴや注意書きなどの独立
したプレ印刷または罫線枠
を追加する

－

マークを記入しても認
識結果が空白になる

- マークの領域を広げて、記
入の有無を区別しやすくす
る

- 筆記用具の濃度を濃くする

- スキャナのスレッシュ  ホールド（読取
り濃度）を濃くする

帳票の認識に失敗する 他の“状態”に当てはまる場
合がないか確認する該当する
ものがない場合、以下の原因
が考えられる
- 雛型の帳票と入力した帳票
の画素密度が異なっている

- 位置決め用マークを使用し
ているが、マークの設定位
置がずれているか、または
マークの周囲 10mm以内に
マーク以外の印刷が存在す
る

- ドロップアウトカラーと一
般（黒印刷）が混在してい
る

- 基準マークの設計が規格に
適合していない

- 帳票 IDフィールドの設計
が規格に適合していない 

- 帳票 IDが書式定義で規定
したものと一致していない 

- 帳票レイアウト識別の規格
に適合していない

- ドロップアウトカラー帳票は黒背景あ
りで読み取る (注 ) 

- 帳票レイアウト識別を行う場合は、黒
背景なしで読み取る

読取り位置がずれて認
識される

- 帳票エッジ検出方式で帳票
認識を行うとき、帳票端の
黒色禁止領域を侵害してい
る
黒色禁止領域には、ドロッ
プアウトカラー以外の印刷
または記入を行わない

- スキャナに帳票をまっすぐセットする 

文字・マークの認識率
が悪い　　　　　　 

- 帳票のプレ印刷を雛型のも
のと一致させる 

- スキャナのスレッシュホールド（読取
り濃度）を 薄すぎたり、濃すぎたりし
ないように適切に調整する

文字が空白として認識
される

以下の原因が考えられる    
- 非ドロップアウトカラー帳
票の読取りで書式定義に記
入済みイメージを使用して
いる

未記入のイメージデータを使
用し書式定義を行い再度、文
字認識を行う

－

状態 帳票の対策 スキャナの対策
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L.2 同時修正作業における異常状態とその対処
表 L.2に、同時修正作業における異常状態とその対処について示します。

表 L.2　同時修正作業における異常状態と対処

!
注意

- fiシリーズのイメージスキャナ（fi-5120C/fi-5220C/fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-
5650C/ fi-5750C）を使用して A4サイズの帳票を読み取る場合、帳票の縦方向（長辺
方向）が搬送方向になるようにセットしてください。

- fiシリーズのイメージスキャナ（fi-5530C/fi-4860C/fi-4990C/fi-5650C/fi-5750C）を使
用してドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票を読み取る場
合、帳票のサイズは B4サイズが上限となります。

- fi-4340Cイメージスキャナを使用してドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップ
アウトカラー帳票を読み取る場合、帳票サイズは A4サイズが上限となります。な
お、帳票を読み取ることができるのは、ADF表面のみとなります。ADF裏面、フ
ラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカラー帳票
を読み取ることはできません。

- fi-5220C/fi-5750Cイメージスキャナを使用してドロップアウトカラー帳票および拡張
ドロップアウトカラー帳票を読み取ることができるのは、ADF使用時のみとなりま
す。フラットベッドでは、ドロップアウトカラー帳票および拡張ドロップアウトカ
ラー帳票を読み取ることはできません。

異常状態 対処

フルセット版コンピュータの電源が切れて
いる状態で、同時修正用コンピュータを接
続した 。

まず、「フルセット版コンピュータ」の電源が入っ
ていることを確認してから、再度、同時修正用コン
ピュータを接続する。
この時、［キャビネット情報を開く］ダイアログ
ボックスが表示された場合は、「フルセット版コン
ピュータ」とその同時修正用に共有したフォルダを
選択し、そこに格納したキャビネット情報ファイル
（*.dcc）を選択する。

同時修正作業中に、フルセット版コン
ピュータ、または同時修正用コンピュータ
がハングアップ、電源断等の障害で停止し
た。

まず、「フルセット版コンピュータ」および、すべ
ての「同時修正用コンピュータ」の DynaEye EXを
終了する。障害の状態を復旧してから「フルセット
版コンピュータ」を起動し、「フルセット版コン
ピュータ」が正常に起動した後、「同時修正用コン
ピュータ」を起動しネットワーク接続を行う。
次に、異常発生時にアクセスしていたデータが破壊
されていないか確認する。
データが破壊されている場合は、DynaEye EX定義
の［オプション］メニューの［リカバリー］を実行
する。
リカバリー処理によってデータが修復できなかった
場合は、DynaEye EX定義で、新しくキャビネット
を作成し、壊れたキャビネットのデータを移し、再
度、帳票認識、修正等を行う。

同時修正作業中に、ネットワーク障害によ
り接続が切断された。

同時修正作業中に、一時的にネットワーク
接続が切断された。

自動リカバリーされた場合は、修正中の優先権が解
除され修正操作が継続できなくなるので、いったん
修正画面を終了して、しばらくしてから再度、修正
画面を起動する。
ネットワーク切断や電源切断のタイミングによって
は、自動リカバリーが動作しない場合がある。他の
コンピュータからアクセスできないページが発生し
た場合、現在処理中の作業を終了して、ネットワー
クの状態や、他の同時修正を行っているコンピュー
タの状態を確認し、エラーを解除した後で手動によ
るリカバリーを行う。
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付録M  用語集
付録M 用語集

ここでは、DynaEye EXに関連する用語の説明をします。

7Bフォント
JIS X6301で規定される主にエンボス用文字として用いられる活字文字です。DynaEye EXでは、数字
と記号（-）が認識可能です。

ANKS

A（英字）、N（数字）、K（カタカナ）、S（記号）の総称です。漢字との対照で用いられます。

cpi

characters per inchの略で、1インチあたりの文字数のこと。

CSV形式
CSVとは「Comma Separated Value」（カンマ区切り TEXT形式）の略です。データベースやスプレッド
シート（表計算プログラム）のデータをテキストファイルとして保存するフォーマット形式の 1つで
す。項目間をカンマで区切り、レコード間を改行で区切ります。帳票認識の結果は、CSV形式で出力
することができます。

dpi

dot per inchの略で、1インチあたりの画素数のこと。画素密度の単位。

MDB形式

Microsoft® Accessの作成するデータベースのファイル形式です。帳票認識の結果は、MDB形式で出力
することができます。

OCR-Bフォント
JIS X9001で規定される OCRでの読取りを目的とした活字文字です。OCR-Bは、数字の他に英字・記
号を含みますが、DynaEye EXでは、JIS X9001サイズ Iだけが読取り可能です。

OCR-Kフォント
JIS X9003で規定される OCRで読取りを目的とした活字文字です。OCR-Kは、カタカナを含みます。
DynaEye EXでは、JIS X9003サイズ I相当の印字を認識します。

PCS

Print Contrast Signalの略で、用紙下地に対する印刷色のコントラストの高さを示す数値です。用紙下地
と区別がつかない状態が 0、真っ黒の状態を 1とします。 

TWAIN

スキャナに対する業界標準のアプリケーション・プログラム・インターフェースです。 

アンカーパターン

雛型帳票にあらかじめ印刷されたロゴマークや文字列の中で、帳票認識において位置決めに使うこと
のできる特徴的な部分です。

案内点

手書き伝票等で、文字枠内に、記入者の文字の大きさや形を規制するために枠と同じドロップアウト
カラーで文字枠中央の上下に入れる点のことです。
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異種帳票処理

異なる様式の帳票を混在させて、一括認識させる機能です。実現する方式として、"帳票 ID識別 "と
"帳票レイアウト識別 "の 2つの方式があります。

位置決め用マーク

帳票認識の位置決め精度を向上させる目的で、帳票四隅に印刷しておく大きさ・形状の決まったマー
クです。

一文字枠

手書き文字を記入するための文字枠で、一文字ごとの記入枠が独立した形状のものです。

イメージデータ

スキャナやファイルから読み取ったデータのことです。

イメージフィールド

帳票認識の際に、イメージデータとして切り出すように定義した矩形領域のことです。 

上書きマーク

帳票上にあらかじめ印刷された選択肢の上に、○やレ点のマークを書き込むマークです。

運用画面

運用画面は、連携定義に従って帳票認識業務（スキャナ読込み、帳票認識、認識結果の修正など）を
行う画面です。

エンボス

画像加工処理の一つで、文字などを背景から隆起している。または、へこんでいるように表現するこ
とです。

拡張ドロップアウトカラー

拡張ドロップアウトカラーとは、赤／緑／青系統の色が鮮明に出ている色で、ソフトウェア上でド
ロップアウト（消去）可能な色です。

拡張ドロップアウトカラー帳票

拡張ドロップアウトカラー帳票とは、鮮明な赤／緑／青系統の色であり、ソフトウェア上でドロップ
アウト可能な色の文字枠からなる帳票のことです。

拡張マルチフォント

富士通製 Kシリーズ、FMGシリーズ、FMR/Vシリーズ用のドットプリンタで印字する ANKモード /
JEF（漢字）モードの半角数字（とハイフン）を指します。 

方書き

住所表記において、丁目・番地以降に記入されるアパート・マンション名などの部分です。

活字 ANKS認識ユーザー辞書作成
ユーザー固有の活字文字の認識ができるように固有の活字 ANKS辞書を作成する機能です。

カテゴリ選択

書式定義において、読取り領域に記入される字種（数字、英字など）を選択することです。
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画面入力フィールド

画面入力フィールドは、読取り領域内の文字を認識させずに修正画面上で直接認識結果を入力する
フィールドです。

カラー保存用画像品質

カラー画像の保存時の画像品質（JPEG形式の画像品質）です。指定できる値は、半角数字 0（サイズ
最優先）～ 6（画質最優先）です。この数値が大きいほど画質が優先されますがデータサイズは大き
くなります。

基準マーク

帳票の三隅にあらかじめ印刷しておく黒塗りの矩形マークです。帳票 IDの位置決めなどに使用されま
す。

記入ガイド

文字枠内に、文字を記入しやすいようにドロップアウトカラーで「8」の字状などに印刷したもので
す。

クリアエリア

帳票設計において、文字枠を配置する際にその周囲に他の読取り領域を設置することのできない矩形
の領域です。
427



付録
黒背景

イメージデータ上で用紙の上下左右端が検出できるように、黒い画素で出力された背景のことを指し
ます。ドロップアウトカラー帳票では、帳票端を位置決めに利用するために、黒背景を使用します。 

候補文字

文字認識が出力する一文字ごとの答えの候補です。確からしい順に 1位から最大 10文字が出力されま
す。

光源

スキャナ装置で帳票を読み取る時に使用する光を指します。たとえば、赤色枠のある帳票の場合、光
源に［赤］を選択することにより、赤色枠を、ドロップアウトカラーとして認識できます。

個人辞書

ユーザー固有の単語を登録した知識処理用の辞書です。

固定ピッチ

隣接する文字と文字の記入間隔が一定で、文字どうしの重なり合いなどがないような記入方法です。

誤読

記入した文字を、他の文字に読み誤ることを指します。誤認識とも呼びます。

ゴミ取りサイズ

読取り領域内に付着したゴミを除去する際の、ゴミとして扱う黒画素の固まりの最大サイズのことで
す。

サブフィールド分割

読取り領域内の文字の記入方法において、等間隔記入を選択した場合（「フリー記入」をチェックしな
かった場合）に各桁ごとに文字種を絞り込むための機能です。

字種限定

書式定義において、読取り領域に記入される字種を絞りこむ指示です。字種を限定するほど、高い認
識精度が得られやすくなります。

修正画面

帳票認識の結果を画面で見ながら、確認・修正する画面です。

修正画面定義画面

修正画面のレイアウトを定義する画面です。

年� 年
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付録M  用語集
縮小イメージ

デスクトップ画面に縮小されて表示されているイメージデータのことです。

出力順

認識結果の修正における表示順序、認識データ出力における出力順序です。書式定義においてフィー
ルド単位で定義します。

照合無視領域

書式定義において、帳票照合の際にアンカーパターンとして使えない部分として、あらかじめ指定し
ておく矩形の領域です。

書式定義

雛型帳票を背景に、帳票のどの位置にどのような文字が記入されるかを定義する機能、および定義情
報を格納した文書です。

書式定義情報

雛型帳票を背景に、帳票のどの位置にどのような文字が記入されるかを定義した情報です。

知識処理

1つまたは複数のフィールドに意味（住所、氏名など）を定義し、住所辞書・氏名辞書を参照して、
文字認識結果を補正する処理です。

中間調

濃淡のある画像のことです。たとえば、「中間調部分の画像が不安定」とは、該当する部分の画像が、
スキャナ読取りごとに白になったり黒になったりする現象を意味します。

帳票 ID識別
複数の様式の帳票を混在させて認識する異種帳票処理において、帳票上にあらかじめ帳票 IDと呼ぶ文
字列を印刷しておいて、まずその文字列を認識することで、帳票様式を特定する方式です。

帳票エッジ検出方式

帳票の用紙端からの距離で文字位置を推定する方法です。

帳票照合

帳票認識において、雛型イメージから抽出したアンカーパターンを利用して、帳票の位置ずれや傾き
を補正する機能です。

帳票認識

書式定義に従って、入力帳票上の文字を認識してコード化する機能です。

帳票識別

複数の様式の帳票を混在させて認識する異種帳票処理を実現するため、帳票の様式を特定する処理で
す。
DynaEye EXでは、異種帳票処理の方式として、"帳票 ID識別 "と "帳票レイアウト識別 "の 2つの方
式が選択できます。

帳票レイアウト識別

複数の様式の帳票を混在させて認識する異種帳票処理において、帳票に印刷されている罫線パターン
の特徴を使って、どの帳票様式かを特定する処理です。

データチェック

書式定義に式を定義することにより、文字認識の結果を一定のルールでチェックする機能です。

データ編集

書式定義に設定することにより、文字認識の結果に対して、文字間空白編集、左右詰め編集、ゼロ補
充編集を行う機能です。

定義画面

キャビネットごとに複数の帳票のイメージデータをまとめで管理する画面です。
または、運用時に必要な各定義を行う画面としても利用します。
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同時修正

DynaEye EXで帳票認識したデータに対して、ネットワークに接続された複数コンピュータから認識結
果の修正を行うことです。

同時修正用コンピュータ

DynaEye EXで帳票認識したデータに対して、ネットワークに接続された複数コンピュータから認識結
果の修正を行うためのコンピュータです。ただし、同一ページのデータを複数コンピュータから修正
することはできません。

ドロップアウトカラー

人間には見えるが、OCR装置や対応するスキャナでは見えなくなる（用紙下地と区別つかない）特殊
な印刷色です。

ドロップアウトカラー帳票

人間には見えるが、OCR装置や対応するスキャナでは見えなくなる（用紙下地と区別つかない）特殊
な印刷色や文字枠からなる帳票のことです。

ナンバリング ID
スキャナ読取り時に付加されるイメージデータを管理する番号です。

認識エラー

帳票認識関数において続行可能なエラー（帳票 IDが異なる、イメージ品質が悪い、書式定義と帳票デ
ザインが異なるなど）が発生した状態のことです。

認識対象外領域

フリーピッチ手書き日本語の記入欄の中で、文字認識の対象としないように指定する矩形の領域です。

認識注意文字

読取りができなかった文字や、記入のあいまいなマークに対してクエスチョンマーク "?"が出力され
たり、色を変えて表示されます。このことを認識注意文字と呼びます。確信度が低く、人間による
チェックが必要なことを示しています。

バーコード

機械で自動認識させることを目的とした入力方式で、数字、文字、または記号をバー（黒い線）とス
ペース（白または印字していない部分）のしま模様のパターンに置き換えたものです。

はしご枠

手書き文字を記入するための文字枠で、一文字ごとの記入枠が水平に連結した形状のものです。

パンウィンドウ

イメージ画面で拡大表示されているイメージデータの全体を縮小して表示する小さな別の画面です。
黄色の部分が、イメージ画面に表示されている部分を表します。この黄色の部分をマウスでドラッグ
することによりイメージ画面の表示部分を移動できます。スキャナで読み込んだイメージデータの全
体を見ながら部分ごとにチェックするような場合に使用します。

雛型

書式定義を作成するために読み込む未記入の帳票です。これをスキャナで読み込んだイメージは雛型
イメージと呼びます。
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表形式文字枠

隣接するフィールドとフィールドとの間に余白のない、表のような形式の文字枠を指します。 

表示ページ

キャビネット内の縮小イメージで表示されているページです。

フィールド

帳票認識によりコード化された文字、または部分イメージを出力する単位です。書式定義において、1
つまたは複数の読取り領域をまとめてフィールドにします。

富士通ドットプリンタフォント

富士通製 Kシリーズ、FMGシリーズ、FMR/Vシリーズ用のドットプリンタで印字する ANKモード /
JEF（漢字）モードの半角数字（とハイフン）を指します。「拡張マルチフォント」とも呼びます。 

フリー記入

書式定義において、フリーピッチの読取り領域に対して設定するフィールド属性です。

フリーピッチ

一文字ごとの記入枠の印刷されていない記入形式です。書式定義において、この形式の読取り領域に
はフィールド属性として「フリー記入」を設定します。

プレ印刷

帳票上にあらかじめ印刷してある罫線、タイトル文字、ロゴマークなどの総称です。「プレプリント」
と呼ぶこともあります。

プログレッシブ形式

最初に全体を粗く表示し、徐々に細かく表示させることができる JPEG形式です。
回線が遅いインターネット環境での表示に適しています。

ベースライン JPEG
標準的な JPEG形式です。上から下に向けて順次走査しながら圧縮されます。

マーク出力文字

マーク読取り領域にマークが記入されたとき、認識結果として出力する文字です。書式定義において、
マーク読取り領域ごとに定義します。

未設定項目

未設定項目とは、一度修正画面定義を作成し、書式定義を保存した後で、書式定義のフィールドが追
加されたため、または最大画面範囲内に入りきらなかったために、修正画面定義が行われない項目の
ことです。

ユーザー定義フォント

活字 ANKS認識ユーザー辞書作成機能で作成した辞書で認識させることを目的とした活字文字です。
なお、登録できるユーザー辞書は、最大 10種類です。
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ユーティリティ関数

データチェック式の記述に使用できる組込み関数です。合計計算関数、日付・時間のチェック関数な
どがあります。

読取り領域

帳票上で文字認識やマーク認識をする部分を定義した矩形の領域です。

リテラル

画面上に表示される文字列のことです。
たとえば、修正画面定義画面において項目名がリテラル名を意味します。

領域設定

書式定義画面において、読取り領域を設定するときのモードです。

領域抽出

書式定義画面において、雛型イメージ上の文字枠らしい矩形を検出して、自動的にフィールドを作成
する機能です。

利用者プログラム呼び出し

帳票認識業務実行中に、ユーザーが作成したプログラム（利用者プログラム）を呼び出して実行する
機能です。これにより認識処理において認識データの自由な編集ができます。

連携定義

運用時の画面設定、および連携機能を定義することです。

連量

紙の厚さの指標で、788mm× 1091mm（四六判）の用紙 1,000枚の重量（kg）で示します。たとえば、
70kg連量は、約 81.4g/m2です。

ロスレス圧縮

圧縮後のデータを展開した時に、圧縮前のデータに完全に一致する圧縮方式のことです。白黒二値画
像ではロスレス圧縮が使用されますが、カラー画像の場合ロスレス圧縮では圧縮後のサイズが大きい
ため、非可逆圧縮（展開しても圧縮前のデータに完全に戻らない圧縮方式）がよく使用されます。通
常の JPEG 形式は非可逆圧縮ですが、ロスレス圧縮の JPEG形式も存在します。

論理エラー

データチェック式による検査で、記入内容が論理的にエラーと判断された状態です。
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